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BYODで展開する未来型学習環境の提案 
―これまでの LMSの長所を活かし、マイナス面を克服した 21世紀スキルを 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 涵養するバーチャル学習環境のデザイン― 

A Proposal for ICT-Enhanced Learning Environment Fortified with BYOD Choreographies 
- Designing an Online Active Learning System to Foster the 21st Century Skills – 

 
	 山本敏幸（関西大学教育推進部） 
渡邉正樹（iJapan株式会社） 
館宜伸（金沢工業大学基礎教育部） 

林康弘（武蔵野大学データサイエンス学部） 
 
要旨 
	 現在の大学ではシラバスに基づいて展開される LMSが一般的に使われている。受講生はパソ
コンやスマートフォンを活用して、授業内外で卒業単位を取得できる科目領域について学べる仕

組みが普及している。これは、これまでの教育パラダイムの中で、ICTが付加的に利用されてい
る学びの形態で、依然として、大人数クラスであれ、少人数クラスであれ、直接面接型の教育が

主体的であり、その補完的役割を担っている。このような形態の教育を継続するだけでは、

2045年のシンギュラリティの年には、Oxford 大学が予測するように市場の 47%の業務が AIや
ロボットに奪われてしまうことになってしまう。この状況を打開すべく、ここでは、21世紀ス
キルの必須項目である、協働型学習やグローバルなチームでの AGILEな学びをも包含する学習
環境のデザイン・設計を研究領域としてクリティカル・シンキング＆クリエイティブ・シンキン

グを展開し、未来型学習環境の提案をおこなう。学習環境の開発はすでに COILの授業で
AGILEラーニングの実装および検証をおこなっている。 
	

キーワード	 LMS、BYOD活用型カリキュラム、グローバル・アジャイル・ラーニング、グロ
ーバル・リベラルアート教育カリキュラム、アカデミック・インテグリティ、ICT活用、コンテ
ンツ開発、学習環境、21世紀スキル／global AGILE learning, global liberal arts education, 
21st Century Skills, Paradigm Shift in Education, ICT-enhanced education, virtual 
collaborative learning environment, COIL, Academic Integrity, social entrepreneurship. 
	

1．概要 

	 本研究は複数の教育機関に所属する教育者・教

育研究者のコラボレーションにより行なっている

協働型のICT活用教育の現時点の進捗報告であ
る。最終目標は21世紀型教育モデルで通用する学
習環境の提案である。 
	 ここでは、先ず、セクション１で、現行のLMS
の現状分析を行ない、課題点を挙げ、セクション

２で、未来型学習環境で求められる21世紀スキル
についてIFTFのフューチャースキルも含めた教育
パラダイムの詳説、セクション３で、最先端の

ICT環境の構築について、GitHub, Jupyter nobebook
を活用した学習空間の構築について展開する。情

報リテラシー分野の学びについて例説する。セク

ション４では、学習者のユーザインターフェイス

の視点から、インタラクティブな学びについて述

べる。セクション５では実証実験について述べ

る。最後に、まとめとして、今後の課題点や研究

計画について述べる。 
 
2．現行のLMSの功罪 

	 現時点で最先端をいくLMS、Canvas® では、他
のLMSを凌ぐ根拠として、次ようなのLMSの選
択のアピールポイントをあげている。 
	 使い易さとしては、①IT管理者としてのコース
管理のしやすさ、②ユーザビリティと安定したア
ーキテクチャー、③教員・受講者の使い勝手の良
さ、（例えば、インターフェイスデザイン、ブレ

ッドクラムによる個々のユーザのナビゲーション

軌跡の可視化、最近利用した機能のアクティビテ

ィダッシュボード）、④コース管理者にはコース
のモジュール・セクションの一括管理・表示、⑤
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受講者には受講している全てのクラスの学習管理

機能などがある。 
	 LMSの価値を高める機能としては、 
①シラバス機能、②教材作成のためのリッチコン
テンツエディタ、③カレンダー、④オンラインテ
スト、⑤グループディスカッション、⑥課題（レ
ポート提出）、⑦ダッシュボードによるコミュニ
ケーションの効率化、⑧成績管理機能、⑨授業支
援 シ ス テ ム 連 携 、 ⑩Google Docs®,Face-
book®,Twitter®等の Web サービスとの連携、
⑪LTS 対応で他社の教材サービスとの連携、など
をあげている。さらには、Learning Analytics のた
めのデータ提供も含まれている。（Sakai®を開発
したミシガン大学がCanvasに移行したのも、その
ためである。） 
	 導入から運営への管理者や運営者の不安を軽減

するために、導入後のフォローサービスやユーザ

ーへのヘルプサービスも重要なポイントとなって

いる。 
	 これらのサービスはクラウドにより提供される

のが世の流れであるが、オンプレミスにこだわる

IT 管理者にはオープンソースソフトウェアとして
も提供している周到さである。 
	 至れり尽くせりの LMS であるが、未来 
型教育のことを考えるとまだまだ不足していると

ころがある。 
	 ここでは、現在様々な教育機関で利用されてい

るLMSについてSWOT分析を行なってみたい。 

 
図１.SWOT分析 

https://www.innovation.co.jp/urumo/swot/ 
	 	 （2019年1月30日取得） 
 
２．1 これまでのLMSの学習者視点の 

SWOT分析 

	 ここでは現行のLMSについて学習者の視点、俯
瞰的に大学全体の視点から 
SWOT分析を行なってみる。表１にSWOT分析の
SとWの部、表2にOとTの部を示す。 
 

 表１.SWOT分析（SとW） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 
 S    ・ 個々人の学習者への教育が対象 

  ・  知識習得・理解が最終目標（定型業務遂              
行 型人材育成に最適） 

        ・ シラバスの内容を反映した単元ごとの学びに
効果がある 

          
 W  ・ 学習者のモチベーションや学習意欲を唆るよ

うな学習環境がない 
	    ・ 授業の受講期間しか授業コンテンツにアクセ

スできない。（授業が終われば、学び直し

や学びの確認が出来ない）――閉鎖的 
・ 受講者のみが紐付けされているカリキュラ
ムマップへの紐付けがなされていない 

・ Bloom’s Taxonomy Matrix では、知識習得・
理解が最終目標（将来的には定型業務型の

人間形成のための学習領域が中心。(シンギ
ュラリティに向けた学びではい。）   

・ インタラクティブな学びができない。 
        ・ 主 体 的 な 学 び 、 Active Learning が 

出来ない。 
・ PBL, TBLが出来ない。 
・ グローバルな学びが出来ない。 

	    ・  AGILEな学びが出来ない。 
・学習の進捗は授業設計者が決めるため、 
習者が自らの営みとして の知の探求、自ら
が率先して主体的に学ぶことが設計に含まれ
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ていない（シラバス以上の学びが期待されて

いない） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
	 SWOT分析の後半部分のOTについて、外部環
境を視野に入れて考えてみる。このままの強み、

弱みを継続すると、将来的には以下のようなシナ

リオプラニングしか出来ない事になる。 
 

表２.SWOT分析（OとT） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

O  ･  授業単位の実質化を可視化できる。 
	 ・ 形ばかりのFD、つまり、教育の質保証を 
おこなっている証拠（アーティファクトを学

内外のステークホルダー層に提示できる 
     ・ 授業アンケートと連携して、教育の質保証を
おこなっている教育機関と社会に対して説明

責任を果たせる 
  

 T  ･  大学全体の知の連環、知的財産の体系が 
いつまでたっても構築できない 
・ カリキュラムマップに紐付けできるコンテン
ツが構築できない 

	  ・ 属人化した授業コースが散在するだけで 
体系的なカリキュラムによる授業運営ができ

ない。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
	 大学の最大のブランド力を「教育」と設定する

と、LMS を中心に展開する教育では大学のミッシ
ョン・ビジョンを反映して構築されるカリキュラ

ムが反映される知的財産、つまり、大学のブラン

ド商品、を開発していくための仕組みには成り得

ないということである。Learning Management 
System(LMS)と命名しながら、どちらかというと教
員にとって、コース毎の教材の管理・運営がしや

すいだけの Teaching Material Management System 
(TMS)では、大学のブランド力となる知的財産は育
っていかない。残念だが、こんな LMSを使ってし
か学ぶことができない受講生は教育の犠牲者とし

か言えない。 

3．未来型学習環境で求められる21世紀スキル 

	 本章では、未来型学習環境で求められ 
る２１世紀スキルについて、Horizon 2020 や IFTF
のフューチャースキルをも含めた教育パラダイム

について詳説し、これからの教育パラダイムにつ

いて考えていく。 
	 現行の教育パラダイムは 1806年に開発されたプ
ロイセンモデルが元になっている。この教育モデ

ルは富国強兵のモデルとして、アメリカでも日本

でも採用されて今日に至っている。	  
 

 
図２.プロイセン型の教育モデル 

 
	 当時としては、画期的な教育モデルで、社会の

全ての定型型業務の質保証を担保できる、総国民

のリテラシーレベルを一定水準にまで引き上げる

ことができる仕組みであったが、AIの到来する今
日では定型型業務はAIロボットに置き換えられ、
人間にしかできない創造領域、判断領域の仕事が

唯一人間に残された領域となっていく。 
 

 
図３.シンギュラリティ(2045年) 
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	 Oxford 大学の予測では、シンギュラリティの年
（2045 年）には、世の中のほぼ半数の定型業務が
AI,ロボットに置き換わる。今の教育を受けても、
今の大学生は 50歳を迎える前に半数が職を失うこ
とになる。 

 

図４. Oxford大学によるシンギュラリティ(2045年)
の失業率予測 

 
	 また、それを裏付けるかのように、プリ 
ンストン大学教授の Bryan Caplan 教授は著書の
「The Case Against Educa-tion」において、今の大
学での学びは時間とお金の無駄と唱えている。こ

のままの教育を継続することは値しないのは明ら

かである。 
 

 
図５. Princeton大学Bryan Caplan教授の著書 

 
	 では、どんな教育がこれから必要となるのだろ

うか。様々な代案は考えられるであろうが、有望

と考えられる一案に絞って、考察を展開してみ

る。 
	 これからの教育のパラダイムは、学生の主体的

なアクティブ・ラーニングを涵養するソーシャ

ル・コンストラクティビズムが有望である。PBL
やTBLによる学びの導入もその兆しと言える。し
かし、アクティブ・ラーニングをコース内や授業

内の閉ざされた環境でPBLとして展開しても
Horizon2020やIFTFが定義しているような未来型
のスキルが身につくわけではない。Horizon2020で
はコンストラクティビズムのパラダイムでのクリ

ティカルシンキングに基づいた創造的思考を、ア

ダプティブ・ラーニングと協働学習を通して、涵

養することを強調している。また、Institute for the 
Future (IFTF)では、 未来型 必須6項目（図6参
照）を掲げ、それらを組み合わせた最重点フュー

チャースキルを定義している。 
	 フューチャースキルは、図 6の中央部の 10項目
である。それは、Sense Making, Social Intelligence, 
Novel & Adaptive Thinking, Cross-Cultural 
Competencies or Global Awareness & Collaboration, 
Computational Thinking, New Media Literacy, 
Transdisciplinarity, Design Mindset, Cognitive Load 
Management, Virtual Collaborationである。 
 

 
図６. Future Work Skills 2020. 

 
	 つまり、未来型の教育パラダイムでは、これら

の10項目を網羅する教育パラダイムでなくては未
来社会に貢献できるステークホルダーの育成はで

きないということである。 
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	 以上をまとめると、未来型教育のミッションに

はHorizon2020やIFTFで掲げられているようなス
キル群を包含しなければならない。つまり、これ

らのスキル群と教育カリキュラム、および、ICT
で展開する未来型の教育パラダイムをセンスメイ

キングすることにより、グローバルレベルでキャ

ンパスの垣根を超えた協働型の学びの環境デザイ

ンが必要となってくる。 
	 先に進む前に、アクティブラーニングについ

て、Bloom’s Taxonomy Matrixの観点からも見てみ
たい。図7を参照。横軸には、お馴染みのラーニ
ングピラミッドが表示されている。縦軸には、教

育が提供する学習の内容・機会が列挙されてい

る。従来型の教育は左上の四つのマスの部分に特

化した教育であったのに対し、新しい教育パラダ

イムでは、マトリックスの全領域が学習領域とな

る。 
 

 
図 ７. The Bloom’s Taxonomy Matrix. 

 
	 さらに、強調しなければならないのは、Bloom’s 
Taxonomy Matrixの全領域での学びを個々人のレベ
ルで行なうだけではなく、グルーバルなチームレ

ベルで行わなければならないということである。

そこでは、AGILE ラーニングが必須となってくる。 
 
4．学習者主体の学習環境デザイン 
	 ここでは、学習者主体の学習環境デザインにつ

いて、未来型の本来のLMSを考えてみる。最先端
のクラウドテクノロジーを活用して、GitHub（ク
ラウドサービス）を基盤に展開する学習空間の構

築について考察してみる。そこでは、受講生（ユ

ーザー側）は特殊なソフトやアプリを使うことな

く、通常のブラウザを使って学びを進めてしてい

くものである。学習者のユーザインターフェイス

の視点から、インタラクティブな学びについて述

べる。 
	 従来のLMSによる教材配信は学習者の学習のス
タイルやペース、グループ学習、個人学習を全く

考慮せずに設計されていた。ここでは、こういっ

たマイナス面を克服すべく、最先端のICTを活用
した学習環境構築について提案する。 
	 目指すところは、学習者がそれぞれ自分のペー

スに合わせ、リールプレイやシミュレーションに

よる疑似体験により納得ができる学びの涵養がで

きるインタラクティブな学習環境の提供である。

かつ、個人であれ、チームであれ、学びの共有や

共に学びを深めていく環境が必要となる。 
	 ここで提案する学習環境は、アクティブ・ラー

ニングを前提とした、BYODを推奨又は実践する
高等教育を前提としている。コースコンテンツは

教員が事前に準備するインタラクティブなワーク

ブック形式で個々人の受講者に提供される。その

ようなコンテンツはリッチメディアで構成され、 
2 sigma effectを前提とした	 マンツーマンの学習環
境を提供する。加えて、ユーザーが疑似体験型で

学びを進めていくので、臨場感のある学びが実現

できる。 
 

 
図 ８. GitHub, Jupyter notebookによる学習環境 

 
GitHubはその名のとおり、Gitを使うためのハブで
ある。GitはLinuxの創始者、Linus Torvalds氏が始
めたプロジェクトで、Git は昔からあるバージョン
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管理システム(Version Control System, VCS)の一種で
あり、プロジェクトの改訂履歴を管理し保存する。

プログラムのコードに利用されることが圧倒的に

多いが、実はWordのドキュメントでもビデオ映像
のプロジェクトでも、どんなタイプのファイルで

も管理できる。とにかく、コンピュータのプログ

ラムにかぎらず、どんなドキュメントでも、すべ

ての段階の草案やアップデート履歴を保存し管理

できるファイルシステムである。つまり、リッチ

メディアコンテンツの改訂履歴の管理が可能であ

る。言うなれば、アカデミックな知的財産の改訂

履歴の管理とそれを使って学ぶ学生たちの学びの

支援が同時にできる仕組みである。従来の LMSの
ように、コースを開講している期間だけしか公開

できない LMSのコースコンテンツのような制限も
なくなる。大学の知的財産としての教材コンテン

ツが大学のブランドとして管理されていく仕組み

である。協定大学間のFDで展開すれば、協定大学
連合のブランドとしてグローバルな大学・社会連

携の知的基盤ともなる。GibHubについての詳しい
説明は、「そもそも GitHub とは一体何か？」
https://jp.techcrunch.com/2012/07/15/2012 0714what-
exactly-is-github-anyway/を参考にしてほしい。 
 

 
図 ９. GitHub, Jupyter notebookによる学習環境

（FDの領域を追記） 
JavaScriptでコーディングされたシミュレーション
モジュール群は疑似体験型学習で必要となるイン

タラクティビティを学習者に提供してくれる。台

湾の國立中央大學情報学部コンピューターサイエ

ンス学科の劉教授が自然科学の分野のシミュレー

ションモジュールをモジュール単体で主にヨーロ

ッパの教育機関に提供している。しかし、カリキ

ュラムマッピングされた教材コンテンツのレベル

にはまだ達成していないために、今回の提案に至

った。 

 

図 １０. Library for Simulation Modules by JavaScript 
(https://cosci.tw/) 

 
	 このフレームワークの大きなメリットは、以前

に LMSコンテンツ開発の際に、コンテンツ提供者
であるサブジェクトマターエキスパートたちの剽

窃行為の一掃にある。ここで提案するフレームワ

ークではバージョン管理、引用管理ができている

ために、受講生の Academic Integrityのいならず、
教員層の Academic Integrityも担保できることにな
ることである。しかも、大学レベルでの知的財産

としてのコンテンツが大学のステークホルダー間

で安心して共有ができるという、かつての「LMS
のデジタルな肥やし」にしかならなかった教材コ

ンテンツがカリキュラムに合った教材コンテンツ

として準備されていくという点である。 
	 このモデルの強みはグローバルなチームベース

のPBLやTBLを促進するLiberal Arts領域のAGILE 
ラーニングをも視野に入れていることである。 
 
５．実証検証 
	 今年度はグローバルな AGILEラーニングのカリ
キュラムの開発に向けて、学習環境の構築とパイ



― 7 ―

関西大学高等教育研究　第10号　2019年３月

ロット運営を行なった。BYOD を使った学びのイ
ンターフェイス部分と、グローバル且つ、AGILE
な学習環境の構築と実装を行なった。 
 

表3.実証実験・コース一覧 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
・コース名：Social Entrepreneurship、 
 本学学生 24 名（５チーム)、Nanyang Polytechnic 
University, Business Dept.学部生 30名（６チーム）。 
・コース名：Academic Skills and Communication、 
本学学生: 68名に対し、国立台湾大学、全学共通科
目アカデミックスキルズ履修生：24 名による混合
チームx12、及びChia-Nan University, 外国語学部3
年生、32名による混合チームx12、計24チーム。 
・コース名：Critical Thinking、 
本学学生6名、玄奘大学 Hsuan Chuang University
應用外語學系 (玄奘大學学生 25名との混合チーム
x5。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
	 コンテンツ配信の部分は手作業で行なった。

AGILE ラーニングによるチームでの学びは、
Padlet®とGoogle Drive®で代用した。（紙面の都合
上、シラバスは本学のシラバス閲覧システムで確

認してほしい。） 
	 上記の全てのコースにおいて、一度も会ったこ

とのない外国の学生とチームを組むため、

Flipgrid®による自己アピールの自作動画を作成し
共有することで、エンパシービルディングを活用

したチームビルディングを行なった。 
	 さらに、本学の学生と海外の全ての学生がコー

ス受講中に、クラス全体のそれぞれのメンバーと

各チームのメンバーがみんなでいつでも同じペー

ジで学びを進めることができ、お互いに進捗や成

果を閲覧・コメントができる学習環境を構築した。

これには、今回はPadlet®を採用した。	  
 

 
図 １１. Padlet®によるAGILEな学習環境 

 
	 また、授業内外でみんなが同じページで学びを

進め、学習活動報告書を準備し、チームの最終プ

レゼンテーションの動画の作成が 24/7 でできるよ
うに、Google Drive® (Google Slides®)をPadlet®と連
携して活用した。今学年度は200名ほどの本学と海
外の学生の AGILEラーニングの環境が実装できた。 
 
6．まとめ 
	 シンギュラリティに向けての未来人材育成のた

めの教育カリキュラムについて考察してみた。

Horizon 2020やIFTFの定義するフューチャーワー
クスキルを涵養する教育カリキュラムをグローバ

ルなAGILEラーニングモデルで補完し、最先端の
ICTによる24/7のバーチャル学習環境を工夫する
ことで、現行のLMSの持つマイナス面をFDをも
巻き込んだ教育システムに変換することができる

ことをシナリオ・プラニングしてみた。 

	 本学では2019学年度より全学BYOD推奨の学
園としてICTによる学びの転換を図ろうとしてい
るが、国際的にも協定校との協働でCOILプロジ
ェクトを通して教育のフューチャーデザインを行

う一方、国内外の大学の共著者たちと図９に示す

ような全体的な実装を計画している。 
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Active Learning の理論と実践に関する一考察 
LA を活用した授業実践報告 （10） 

A Study on the Theory and Practice of Active Learning 
Report on the course supported by Learning Assistant ♯10 

 
三浦真琴（関西大学教育推進部） 

要旨 
関西大学に Learning Assistant の制度が導入されてから 10 年が経過した。その間、学生の主体

的な学びを実現すべく、「学問モデル」に基づく授業を実践したり、教師が「教えるべきこと」と

「敢えて教えないこと」とを分別するスタンスを保ったりすることなどを心がけながら、アクテ

ィブ・ラーニングの展開を目指してきた。グループワークを効果的に展開するための適正なクラ

ス規模を模索したり、科目の内容や名称、あるいは編成が複数回変更され、それまでの授業実践

の蓄積を継続することが困難になったりすることもあったが、LA 自身の発案、それに促された受

講生による創意工夫によって、『学問モデル』に基づくアクティブ・ラーニングを継続することが

できた。今後、ますますこのような学生のアイデアを発掘し、授業に反映していく必要がある。 
 
キーワード 学習パラダイム ラーニングアシスタント 学問モデル 学生と LA が創る授業、

教えるべきこと 敢えて教えないでおくこと／Learning Paradigm, Learning Assistants, Class 
designed by students and by Learning Assistants, What to Teach, What not to Teach 
 
1.学習パラダイムの展開に向けて

2009年度に『三者協働型アクティブ・ラーニン

グの展開－大学院生スタッフとともに進化する

“How to Learn”への誘い－』が「大学教育・学生

支援推進事業【テーマA】大学教育推進プログラ

ム」に採択されてから 10 年が経過した。本稿で

は、この 10 年の間に、アクティブ・ラーニング

をどのように展開してきたのか、「“How to 
Learnへの誘い」をどれほど実現することができ

たのかを筆者が担当した科目において振り返って

みたい。

上記プログラムのサブタイトルの中に「“How 
to Learn”への誘い」と謳ったのは、教育パラダ

イムにおけるFD活動では“How to Teach”が重

視されてきたが、新たに迎える学習パラダイムの

中では、学生が大学の主人公として主体的に学ぶ

ために教師が果たすべき役割を見直し、“How to 
Learn”を重視することが FD 活動の目的になれ

かしとの願いを込めたからである。

教育パラダイムと学習パラダイムについては、

以前、Barr & Tagg (1995)の論考を紹介しつつ、

少しく言及したが（三浦、2010）、学習パラダイ

ムにおける教師の役割とその実践を筆者がどのよ

うに理解しているかを改めて以下に示したい。

教育パラダイムにおいては、高等教育機関の使

命は教育を提供することにあり、自らの専有物で

ある知識を学生に伝達することが教師のミッショ

ンであり、教師が教える力を向上させることが

FD 活動の要であるとされていた。そこには「教

師が教えれば、学生は学ぶ」ということが暗黙裡

に前提されていたのである。しかしながら、教師

が懸命に教育力の向上を図っても（あるいは図っ

たからこそ）、学生は教えてもらうばかりで、必ず

しも能動的な学びを体現してはいなかった。しば

しば用いられる「受動的な学び（passive 
learning）」という撞着語法的な表現は、「教えら

れること（being taught）の謂いであると考えて

よい。
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これに対し、学習を創発する（学生が主体的に

学ぶ）ことを大学の使命とする学習パラダイムで

は、学生を教えられる存在から学ぶ主体者へ変え

るために必要な教師の役割を考え直す必要がある。

【表 1 学生の学びを実現するための教師の役割】

教師 学生

教育パラダイム Teaching Being taught 

学習パラダイム ？ Learning 

“From Teaching to Learning”のパラダイム

シフトにのっとって表1の学習パラダイムにおけ

る教師の欄に何を該当させるのがよいのか、これ

を思料することが先述のプログラムの原点にある。

そこで実現すべき学生の学びが如何なるものであ

るかを描くために、1998年にアメリカ高等教育協

会（American Association for Higher Education : 
AAHE）が発表した「学び」の再定義に注目する

ことにした。なお、このレポートはactive learning
について言及したChickering & Gamson (1987)、
Bonwell & Eison (1991)、Barr & Tagg (1995)ら
の論考の後に出されたものであるゆえ、ここに登

場する「学び（Learning）」とはActive Learning
のことを示していると考えてよい。

「学びとは、学習者が能動的に意味を探究する

営みであり、経験によって得られた知識を構築す

る営みであり、将来の基盤となる知識を構築する

営みである」（American Association for Higher 
Education, et al. 1998） 
学びとは、教師が示した知識等を受動的に記憶

するものではないこと、過去と現在そして将来を

つなぐ継時的な営みであることがここには明記さ

れている。教師が学生に知識を伝達することを自

らの役割であると認識していると、伝達した知識

をある時点において正確に再現することを学生に

求めることになるため、学生はその要求に応える

べく知識を一時的に記憶することに汲々とするこ

とになり、意味の探究はなおざりにされてしまう

危険が高い。

ところで先述の「謂い」にならって表 1のBeing 
taughtをPassive Learningに置き換えてみると、

その下欄の Learning を同義反復的ではあるが

Active Learning と表現しなおすのが妥当である。

Active Learning とは、能動的な学習・主体的な

学びのことであるから、これは学生自身の行為・

動作、あるいは姿勢・態度を表現するものである。

ところが、Bonwell & Eison（1991）が「Active 
Learning とは、学生をなんらかの作業に参加さ

せ、しかも自身が遂行している作業の意味や目的

について考えるように促す教育的な活動のことで

ある」と定義したために、学生ではなく、教師の

行動として捉えられるようになってしまったきら

いがある。これはActive Learningの主体が学生

であることを失念した表現になっていると言わざ

るを得ない。 
先に挙げた AAHE による学びの再定義にした

がうと、Active Learning とは「学生が過去・現

在・未来をつなぐ知識を構築し、意味を探究する

営み」と表現することができる。ここでようやく

教師に求められる役割が、意味を探究し、知識を

構築することのできる主体的な学習者として学生

を育てることであると捉えることができる（三浦、

2015）。
Barr & Tagg (1995)は、学習パラダイムにおけ

る教師の役割を「学生が効果的な学習を体験でき

るように配慮すること」「学生間のチームワークを

構築すること」と示したが、表 1の空欄には、こ

のことを踏まえて“Assisting (in Learning)”の

語を入れるのが妥当であろう。 
とはいえ、長らく教育パラダイムのもとで教鞭

を執ってきた教師にとって「教えること

（Teaching）」から「学びを支援すること

（Assisting in Learning）」へ自らの使命をシフト

させるのは容易なことではない。学生との距離の

取り方にも苦慮することが想定される。そこで

1990 年代初頭よりイギリスの高等教育界で採り

入れられてきたPAL（Peer Assisted Learning）
(Capstick, 2004)にヒントを得て、教師と学生の間
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に学生スタッフを置くことにより、学生が学生の

学びを支援する環境を用意することにした。これ

が先のプログラムの柱であるLearning Assistant
（以下、LA と略記）の原点である。このような

学生スタッフを養成することによって、学習パラ

ダイムにおける近未来の教師の姿を思料し、少し

ずつその輪郭を描くことができるようになる。

2.学問モデルの提案

学生が主体的・能動的に学ぶ学習パラダイムを

実現するために、教師が「教えること」から「学

びを支援すること」へと、その役割を速やかに変

えることは難しいため、PAL の発想を借用し、LA
を配置することにしたが、何より大切なのは如何

なるスタイルの授業をデザインするかということ

である。

学生の多くは大学に入学するまでの間、問いと

答えの間を往還することなく、それらを併せてセ

ットにしたものを（大学受験に必要な）知識とし

て記憶してきている。いつ、だれが、なぜ、その

ような問いを立てたのか、その問いに対する答え

に進化はあったのか、問い自身にも進化があるの

か等の知的刺激に満ちた事柄を不問に付すのは、

人間の知的好奇心に照らし合わせると、いかにも

不自然なので、「勉めて強いる」ことをしなければ

成り立たない。このような学習体験を筆者は「勉

強モデル」と呼ぶことにしている。高等教育機関

入学後は、科目内容によって教師が知識を学生に

伝達するためのプロセスや姿勢は異なるが、一般

的には問いと答えの間に一定の距離と、その距離

を移動する時間が認められるようになる。すなわ

ち、教師が問いを示し、学生がその問いに対する

答えを考えたり、調べたりする知的活動の体験が

そこには用意されている。これを筆者は「学習モ

デル」と呼ぶことにしているが、多くの場合、教

師によって示される問いには、辿り着くべき答え

が予め設定されているため、学生は答えに至るプ

ロセスよりは、答えに到達することだけを重視し

てしまうことがある。また、常に問いが教師から

示されていると、学生が問いとは与えられるもの

であると思い込んでしまう危険もある。問いを示

されると答えを求めて勤勉に動き始めるが、問い

を出されないと一向に動きださない（あるいは「先

生、早く課題を出してください」と問いを要求す

る）のは珍しい光景ではない。

高等教育機関において主体的・能動的な学びを

体現するためには、自ら問いの種子を発掘し、そ

れを育てながら、問いとして組み立てていく知的

活動を入学後の早い段階で体験する必要がある。

この体験によって、学生は問いには構造があり、

問いとして成立する理由や根拠があり、他の問い

と有機的に結びつくことを知るようになる。この

ような問いに対するリテラシーを培うことは、勉

強モデルからの脱却を図るだけではなく、学習モ

デルに基づいた授業を受ける際にも教師が示した

問いを深く読み解くことのできる姿勢を身に着け

ることにつながる。このような学習体験を筆者は

「学問モデル」と呼ぶことにしている。「学問」と

は即ち「問いを学ぶ」ことの謂いである（三浦、

2015、2018）。
全ての科目における学習体験を学問モデルとし

てデザインする必要はないが、初年次に履修する

共通教育科目において、このような学習体験の機

会を用意するのは、先述したプログラムの目的を

達成するために必要なことである。

先に学習パラダイムにおける教師の役割を「学

びを支援すること」と捉えたが、それは何も教え

ないということを意味するのではない。真に重要

なことを可能ならば概念として伝えるのではなく、

体験を通じて獲得することができるように配慮す

ることが必要である。そのためには何に留意すれ

ばよいのだろうか。アメリカの大学で実際にあっ

た以下の授業風景が示唆に富むと考えている１。

－哲学の教授が大きな空のマヨネーズの瓶の中に

ゴルフボールを入れ始める。やがて瓶はゴルフボ

ールで一杯になり、それ以上ボールが入らなくな

ったところで、次は小石を入れ始める。小石が入

らなくなったら、今度は砂を入れる。砂が入らな
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くなったら、最後にコーヒーを二杯入れる。学生

が教授の伝えたいことがわからず不安になったと

ころで、教授はおもむろに話し始める。 
『この瓶はとても大切な人生のかけがえのない時

間なのです。ゴルフボールは、その中で最も大切

なものを表しています。もし、はじめに瓶の中に

砂を入れて満たしてしまったら、大切なゴルフボ

ールを入れるスペースがなくなってしまいます。

優先順位を間違えると、人生は味気のないものに

なってしまうのです』 
概ね、このような内容の話をしたところ、「コー

ヒーにはどのような意味があるのでしょうか」と

の質問が学生から寄せられる。教授は「どんなに

忙しくて時間が足りないようにみえても、友人と

一緒にコーヒーを楽しむ時間を持つことはできる

ということです」と答える。－ 
観念的な内容の話を目に見える形で強烈に伝え

る授業の一光景であるが、一から十まで事細かく

教えることに情熱を傾ける教師にとって、あるい

は知の転移を旨とする授業にとって、それを省察

するための示唆に富むものである。 
教師の有する専門的知識は自らの中で体系だっ

た構造を持ち、知識相互の連関も知っているが、

授業でそれを一時にそのまま伝えることはかなわ

ないので、やむなく知識を断片化して学生に授け

ようとする。それはまるごと一尾の魚ではなく、

まるまる一頭の牛でもなく、例えば鮭の切り身あ

るいはそぼろであり、牛肉の細切れあるいはミン

チのようなもの、換言すると「砂」のようなもの

である。教師が学生に「この砂を入れなさい」、あ

るいは「こちらの小石を入れておきなさい」と言

ってそれを大量に学生に手渡したとしたら、学生

の瓶は断片的な知識でいっぱいになるばかりであ

る。教師は、砂（断片的な知識）を学生の瓶の中

に入れる前に、もっと大切なもの（考え方のフレ

ームワークなど）をこそ学生の瓶の中に入れてあ

げようと考えなければならないのではないか。 
本当に大切なものが瓶の中に入っているのなら、

学生は自分が必要とする知識の何が足りていない

かを知ることができる。必要なのに不足している

ことが分かれば、自らそれを探しにいくはずであ

る。教師が「自分にはここが足りない。それをも

っと知りたい」と学生が思うような、知識や真理

に対する飢えのようなものを引き出してあげると、

学生は自ら真理を求めて能動的、主体的に学ぼう

とするはずである。筆者はこのように考えたうえ、

教師が勘案すべきは“How to Teach”に代わって 
“What to Teach”と“What not to Teach”を厳

選することにあると捉え、教師が敢えて伝えなか

ったことを学生が問いを立てて探しにいく授業を

デザインすることにした。 
 
3.「大学教育論」の授業実践 
このデザインに基づいた全学共通教育科目の

「大学教育論」が 2009 年より始まった。当該科

目を表現するのに PBL 型授業科目という文言を

使っているが、それは教師が Problem を用意し

（あるいは文脈の中に隠し）、その答えを学生が探

すために調査・探求（inquire）するスタイル（実

質的には Inquiry Based Learningそのもの）で

はなく、Problemそのものを学生が自ら探して設

定し、その答えを探究する一連の知的活動をそこ

に含む“ Student centered Problem Based 
Learning”型の科目という意味である（三浦、

2012）。

【表 2 「大学教育論」の受講者数】 
年 度 2009 2010 2011 2012 2013 

受講者 352 113 66 56 41 

年 度 2014 2015 2016 2017 2018 

受講者 32 58 67 37 31 

初年度は 400人近くの規模でスタートし（最終

的に 352人が履修を終え）たが、机と椅子が固定

された変則的な多角形の教室は、学生がアクティ

ブにグループワークを展開するにふさわしいもの

ではなかった。また 4人編成のグループのすべて

に課題探求のプロセスや結果を発表するための時
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間を提供することもできなかった。翌年には机と

椅子の配置が規則的な四角形の教室に変更したが、

4 名編成のグループ 28 班がワークを展開するた

めのスペースは不十分であった。とはいえ、授業

評価アンケートの自由記述欄には、自らが課題を

設定し、グループワークを通じて課題探究を進め

ていく授業スタイルに対して好評価が寄せられた

（三浦・竹村、2013）。しかし、より充実したグ

ループワークを展開できるように、以後、可動式

の机と椅子が配置された教室において、受講者数

の上限を幾度か変更しながら、この問題の克服を

図っている２。

かかる物理的な問題を解決するための提案では

なく、学生のグループワークをより充実したもの

にするための提案が 2011 年度に LA より出され

た。それはグループ編成の時期を早めることであ

る。これまでは、大学の起源とその後の経緯につ

いて言及し、現在に至るまでに大学がおかした大

きな過ちや大学教育を改善するための動向などを

複数回の授業にわたってインストラクションとし

て提供した後にグルーピングをしていた。これに

対し、グループとしての成長、進化を望むならメ

ンバーとの出会いは早い方が良いという進言が

LA よりなされたのである。わずかに 2 度（多く

ても 3度）ほどしかないインストラクションの授

業であっても、その間に教師の話を聴くだけとい

う受動的なスタンスが生じてしまうと、それが後

のグループワークに影響を及ぼすかもしれないと

案じての提案である。それはグループワークの経

験を持ち、また授業において受講生の姿を観察し、

その声に耳を傾ける LA だからこそ可能なことで

あった。以後、ボローニャを起源とする大学史を

きわめて簡潔にまとめたものを1回目の授業の冒

頭に伝えるにとどめ、この授業がグループ単位で

課題を設定し、それを探究していくものであるこ

とを第1回目において受講生に強く印象付けるよ

うに心がけている。なお、大学史に関するそれ以

外の情報については、毎授業の終盤に書いてもら

う小レポートならびにそのレポートに対するコメ

ントを掲載する通信（「大学教育論の広場」）に追

記して配付することにした。

翌 2012 年には受講生からの提案を受けて「自

分史」を作成するワークを採り入れた。自らが主

人公であることを意識するのに好個のアイデアで

あると考えたからである。50名を超えるクラスで

「書き物」としての五十余話の自分史を共有する

のは容易なことではないが、学生によって提案さ

れたのは自分史をグラフとして表現することであ

った（図 1）。 
 
【図 1 学生が考案した自分史のためのシート】

自分史を作成する作業を体験すると、どんなも

のであれ過去があった（過去を乗り越えた）から

こそ現在の自分が作られ、現在の自分のあり方が

将来の自分の姿を決めることにつながると認識で

きるようになる。そればかりか他者も自分と同じ

ように自分史を刻み続けていると考えることがで

きるようになるため、メンバー間の関係が以前に

まして良好なものとなり、その後のグループワー

クが円滑に進むようになった３。

2013 年にはさらに画期的な改善が LA によっ

てなされた。第 1回目の授業の冒頭にLA が自己

紹介をするのだが、そこに自らが既に履修した「大

学教育論」に対する思いを盛り込むようにしたの

である。また、自身が科目履修時に設定した課題

について簡潔にまとめたものを発表するようにも

したのだが、それは受講生を刺激するモデル・プ
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レゼンテーションとなった。「大学の主人公は君た

ちだ」がこの科目のサブタイトルなのだが、その

ことを受講生が身近なこととして感得できるよう

に、様々な活動に取り組んでいる受講生以外の学

生が所属する団体を授業に招待し、活動の報告の

みならず、受講生が参加できるワークを提供して

もらうように働きかけた。こうして現在の「大学

教育論」のかたちが LA からの提案によって少し

ずつ創られていく。 

4.LA の提案による授業改善

以後も、LA からは建設的なアイデアが数多く

出されている。 
2014 年までは 14 回目ならびに 15 回目を各グ

ループによる最終プレゼンテーションに充ててい

たが、2014年からは最終回の後半部分を全体のリ

フレクションと位置づけることになった。はじめ

は自分を「主人公」として捉えることに戸惑い、

不慣れなグループワークに不安を覚えていた受講

生が、次第にグループでの活動を楽しみにするよ

うになり、また主人公としての自覚を獲得してい

く様子を各グループがプレゼンテーションで用い

たスライドやワークの様子を撮影した画像をもと

にムービーとして作成し、それを放映するように

なった。この企画は以後のLA に受け継がれ、以

下のレポートに見るように受講生にも好評である。 
 
「この授業に携われたことに感謝しています。

最後のムービーから、この授業が走馬燈のように

よみがえってきました。この授業で学んだことを

活かし、日々の生活に採り入れていきたいです」 
（2017年度 商学部 1年男子） 

 
ムービーを発案した LA は、卒業後、東京の小

学校で勤務しているが、たまさか大学教育論の開

講日と重なった2014年度の都民の日（10月1日）

にSkypeを利用して授業に参加し、グループワー

クを遠隔で支援した。同じ時間帯に同じ場所にい

なくともグループワークのファシリテーションが

可能であることを受講生にも、他の LA にも強く

印象づけた。以後、都合のつく限り、卒業したLA
が大学教育論の授業に参加して、学生のうちに培

っておいてほしいこと、社会人になって初めて気

付いたことなどを受講生に伝えてくれている。 
なお、卒業後に授業に参加するのは LA に限ら

ない。2011年度に大学教育論の授業に参加した学

生が卒業した翌年度に東京から授業にかけつけ、

「Believe Your Future」と題したプレゼンテーシ

ョンをしてくれた。 
 
【図 2 卒業生によるプレゼンテーション】 

 

 
また、2017年度最終回のレポートに「卒業後も

参加させて下さい」と綴った文学部 4年生の男子

学生は、その翌年度の授業に全て参加し、次のレ

ポートを残してくれている。 
 
「こんなにもハート溢れる授業は、大学の授業を

超えていると思いました！僕の小学校の卒業式よ

りも感動したかもしれません。一生の思い出を刻

んだ授業、ありがとうございました！！！！皆さ

ん、またお会いした時は、よろしくお願いします」 
 
ここに表現された「ハート溢れる授業」になっ

たのは LA による活動ならびに数々の発案の成果

である。先に紹介したように、2013年度には初回

と最終回の授業が改善されたが、翌 2014 年度に

はさらなる工夫が施される。まず、それまでグル
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ープワークの成果を発表する機会がセメスターの

終盤に限られていたが、中間期にもそのような機

会を提供することになった。とはいえ、その発表

には完成度を求めない。どのような興味関心に基

づいて、いかなる課題を設定したのか、その課題

達成の進捗状況や今後の予定あるいは希望を併せ

て報告することにしたのである。自分たちのグル

ープの来し方を振り返り、行く末を展望するため

のよい機会になるとともに、他のグループの様子

を知ることが刺激となり、以後の課題達成に向か

うグループワークが充実するようになった。また、

同じようなテーマを有する他のグループとのコラ

ボレーションを受講生が試みるようにもなってい

る。この中間報告も教室の前方でプレゼンテーシ

ョンを行う形式ばかりではなく、ポスター・セッ

ション形式を導入し、それぞれのグループのポス

ターに感想や意見などを記した付箋紙を一人で幾

枚も貼り付けるなど、受講生が常に刺激を感じ、

積極的に作業に取り組むことができるような創意

工夫がなされている。 
グループワークの成果については 13 回目なら

びに 14 回目の授業で発表することに変更し、最

終回の授業では恒例となった LA 作成のムービー

の放映に加えて、各グループの最終プレゼンテー

ションに賞を授けることになった。全てのグルー

プに賞状が授与されるのだが、そのほかに、MVP
（正しくは MVG）と LA 賞（ならびに／あるい

は）三浦真琴賞を授与することも提案され、後輩

の LA に受け継がれている。また、最終プレゼン

テーションに至るまでのグループワークの様子や

プレゼンテーションのスライド、あるいは毎回の

小レポートからの抜粋などを掲載したアルバムを

作成して受講生全員に配付することも、LA と担

当教師が相談して決め、こちらも後輩によって踏

襲されている。 
 
 

5.LA による創意工夫の影響 
このように学生に寄り添い、新しいアイデアを

創出しながら学びを支援する LA の活動に興味を

抱き、次期より LA として活動したいというリク

エストが多数寄せられるようになっている。学生

が、自身はもとより、他者の学びに興味を抱き、

それを支援する取り組みに関わりたいと願うよう

になっているということである。 
ところで大学教育論のクラスでは、授業改善に

関するテーマがしばしば取り上げられるが（表3）、
それはとりもなおさず、大学における講義の在り

方に学生が不安や不満を抱き、入学前にイメージ

を抱いていた「大学らしい授業」を受けたいと望

んでいることを反映していると考えられる。 
 
【表 3 大学教育論のクラスで学生が設定した授

業（改善）に関するテーマ（抜粋）】 
年度 授業（改善）に関するテーマ 

2010 学生教師による授業／少人数制のクラス 

2011 双方向型の授業を実現させるために 

2012 協働型・双方向型授業の充実／入学前教育 

2013 合宿授業／恋愛に関する授業科目 

2014 学生間の交流を促す授業 

2015 グループワークを中心とした必修科目 

2016 留学生と共に参加する授業 

2017 授業評価アンケートの改善 

2018 学生同士が教え合う授業 

 
このうち、2013年度の大学教育論の授業におい

て LA に支援されたグループワークが重要な契機

となり、後に学生提案科目として開講されたもの

がある（三浦・松田、2016）。授業内での提案に

とどまらず、それを実現する前向きの意欲は LA
に感化されたものであると考えてよいだろう。 
そればかりか LA の活動や創意工夫は筆者自身

の授業デザインに大きな変化をもたらしている。 
当初は序盤にインストラクションの授業を複数

回設けたのちにグループを編成し、それぞれに課

題の選定と達成を促そうとしていた。グループワ

ークの未経験者が多くとも、回数を経るうちに

徐々に上達していくと考えており、それを促すた
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めに、企画書や進捗状況報告書の提出を求めるこ

ともしていた（図3）。 
 
【図 3 初期の段階で使っていた企画書など】 

  

▲2009年度 企画書と進捗状況報告書 

 
▲2010年度 企画書 

 
この他にプレゼンテーションの準備に必要な事

柄を記入して提出する用紙も作成していたが（図

4）、奇しくもこれらは全て、先述したBonwell & 
Eison（1991）の active learningの定義にあった

ように、学生に作業の意味や目的について考える

ように促すつもりでいる教師が学生を「なんらか

の作業に参加させ」ようとしているだけのもので

あった。しかも文書を作成すれば「作業に参加」

することになるとまで考えていた。長らく教育パ

ラダイムの中にいたため、知らず識らずのうちに、

そのような考え方が身に染み付いていたのである。 
 
【図 4 プレゼンテーションの準備に関する事前

調査票】 

 
▲2011年度 

 
2014 年度には受講生がグループにどのように

進歩があったか、自分にどのような変化があった

かをリフレクトするために自己の成長を記録する

シートを配付した（図5）。 
 
【図 5 自己の成長を記録するシート】 

 

 
しかし、受講生はメンバーと共に選定した課題

の探究に精力的に取り組んでいるため、自己の省

察に時間をかける余裕はなかった。最終回のレポ

ートを読めば、受講生がセメスターを通して自己

の中にどのような変化があったと感得しているか
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を読み取ることができるので、教師がセメスター

をいくつかの期に分断して、グループや自己の歩

みについて記入させる必要はないのである。これ

は学生に自らの成長を意識してもらうためでも、

教師が学生の変化を掌握するためでもなく、文書

によって学生を管理するためのものにほかならな

い。そのように考え、形式的な書類の作成と提出

は 2014年度を最後におこなわないことにした。 
現在、第 1回目の授業は以前のLA の提案をも

とに簡潔なインストラクションを行った後、自ら

仲間を発見する工夫を施したグルーピングを実施

している。またグループワーク力の上達を実施回

数に頼むのではなく、グループワークを進める上

で留意すべき事柄を疑似体験できるスモールワー

クを用意し、効果的にグループワークを進められ

るように配慮している４。 
学生が自ら課題を選定・設定し、グループワー

クによってその達成を目指す“Student centered 
PBL”型の授業は、受講生の学びを支援する LA
がいてこそ効果的に展開することができるが、さ

らによい授業へ改善していくためのアイデアも

LAがいてこそ生まれるのである。LAの活動や発

案は、まさに学習パラダイムにおける近未来の教

師の姿を思料するための貴重な資料・情報となっ

ている。 
 
註 
1これは“The Mayonnaise Jar and Two Cups of 
Coffee”（マヨネーズの瓶と二杯のコーヒー）とし

て有名なエピソード。詳細は以下のURLを参照。 
http://www.michaelppowers.com/prosperity/ma
yonnaise.html 
http://www.pironcounseling.com/mayo-jar-and-t
wo-cups-of-coffee/ （いずれも 2018年 5月 1日

閲覧） 
2「大学教育論」は、当初、2年間という期限付き

のチャレンジ科目としてスタートした。2 年目に

は PBL 型授業を展開するに当たって適切な学習

環境を保証するために、利用可能な教室（可動式

の机・椅子を配備した教室）の収容定員を上限と

した履修制限をかけるようにしたが、受講を希望

する学生が多いことに鑑み、受講の機会に恵まれ

なかった学生のために開講の延長を申請し、受理

された。この授業が学外の耳目を集めるようにな

ったのは、その後である（例えば「IKUEI NEWS 
69」（電通育英会、2015年1月）を参照）」 
3自分史の授業の進め方については、三浦（2018）
を参照。 
4 グルーピングの工夫ならびにグループワークを

疑似的に体験するスモールワークについては、三

浦（2018）を参照。 
 
参考文献 
American Association for Higher Education, et 
al. (1998). Powerful Partnerships A Shared 
Responsibility for Learning. A Joint Report. 
Jount Task Force on Student Learning final 
report. 
(https://www.aahea.org/articles/Jount_Task_Fo
rce.htm)(2019 年 2月 20日閲覧) 
Barr R. B., et al (1995).“From Teaching to 
Learning: A New Paradigm for Undergraduate 
Education, ” Change Vol. 27, No. 6, pp.12-16. 
Bonwell, C. C., and Eison, J. A. (1991). Active 
Learning: Creating Excitement in the 
Classroom. ASHE-ERIC Higher Education 
Report No. 1, Washington, D. C. George 
Washington University. 
Capstick, S. (2004). Benefits and Shortcomings 
of Peer Assisted Learning (PAL) in Higher 
Education: an appraisal by students. 
(https://www.researchgate.net/publication/2684
14551_Benefits_and_Shortcomings_of_Peer_As
sisted_Learning_PAL_in_Higher_Education_a
n_appraisal_by_students)(2019 年 2 月 20 日閲

覧) 
Chickering, A. and Gamson, Z. (1987). Seven 
Principles for Good Practice in Undergraduate. 



― 20 ―

関西大学高等教育研究　第10号　2019年３月

Green, Paula (2011). National HE STEM 
Programme Project – Peer Assisted Learning: 
In and beyond the classroom: A Literature 
Review of Peer Assisted Learning (PAL). 
University of Bath. 
(https://uni-bielefeld.de/Universitaet/Einrichtu
ngen/SLK/peer_learning/pal/pdf/A-Literature-R
eview-of-Peer-Assisted-Learning.pdf#search=%
27A+Literature+Review+of+Peer+Assisted+Le
arning+%28AL%29%27)( 2019年2月20日閲覧) 
三浦真琴(2010)「Active Learning の理論と実践

に関する一考察 LA を活用した授業実践報告(1)」
『関西大学高等教育研究』創刊号, pp.25-35. 
三浦真琴(2015)「改めて学ぶアクティブ・ラーニ

ング」『看護教育』Vol. 56, No. 1, pp.40-46.  
三浦真琴(2012)「Active Learning の理論と実践

に関する一考察 LA を活用した授業実践報告(3)」
『関西大学高等教育研究』第 3号, pp.81-88. 
三浦真琴・竹村祐哉(2013)「Active Learning の

理論と実践に関する一考察 LA を活用した授業

実践報告(4)」『関西大学高等教育研究』第 4 号, 
pp.1-26. 
三浦真琴・松田昇子(2016)「Active Learning の

理論と実践に関する一考察 LA を活用した授業

実践報告(7)」『関西大学高等教育研究』第 7 号, 
pp.1-13. 
三浦真琴 (2018)『グループワーク その達人への

道』,医学書院. 
Paula Green (2011). A Literature Review of 
Peer Assisted Learning (PAL) University of 
Bath May. 
 
 



― 21 ―

関西大学高等教育研究　第10号　2019年３月

情報通信技術（ICT）を活用したアクティブ・ラーニング授業 
―連鎖型の社会的学習を促す初年次教育― 

Active learning with ICT: 
Improving the social learning with chain of action in the first-year experience. 
 

森田亜矢子（関西大学人間健康学部） 
蒲生諒太（関西大学） 

 
要旨 
 本稿は、情報通信技術（ICT: Information and Communication Technology）を活用したアクティ
ブ・ラーニング授業の実践報告である。技術発展とグローバル化に伴い複雑に変化する今日の社会で

は、心理社会的リソースを活用しながら自律的に行動し問題解決を行うことができる人材の育成が求め

られている。他方で、大学のユニバーサル化が進み、学生の学力や学習習慣が多様化したことにより、

一律の教育を施すことは困難になりつつある。様々な教育的ニーズを持つ入学者を、どのようにして専

門的な学びへ導くかということは、初年次教育の課題である。本稿では、こうした背景をふまえて行っ

た学習支援の取り組みと情報通信技術の活用について報告する。対象は、４年制大学の文系学部に所属

する初年次生である。取り組みの内容は、次の５点である。１つめは、対話的で主体的な学習を促すた

めの学生主導型の授業デザインの開発である。２つめは、オンデマンドな学習を質と量の両面から支援

するための情報通信技術の活用である。３つめは、省察にもとづく自律的な学習の素材としてルーブリ

ックを提示し、学習成果の可視化を試みたことである。４つめは、グループ学習とピア・レビューによ

る協調学習を組み入れて、社会的リソースを活用した連鎖型の学習を促したことである、５つめは、授

業に対して学生がコミットしやすいよう、役割分担や教室内の配置に工夫をしたことである。結果、個

別学習と協同学習を組み合わせた少人数ゼミナール形式の演習を実施し、情報通信技術を活用して授業

内外の学習支援を行った。本稿では、取り組みの詳細を述べ、個々の取り組みについて考察を行う。 
 
キーワード 学習管理システム、ルーブリック、eラーニング、eラーニングポートフォリオ／LMS 
(Learning Management System), BYOD (Bring Your Own Devices), Rubrics, e-Learning, e-
Learning Portfolio 
 
1. 問題と目的 
1.1 学習習慣の多様化と教育的ニーズの多元化 
 文部科学省の学校基本調査によると、平成30年
度の大学等進学率は、通信教育部への進学を除い

て54.7％と3年連続で同率の高い水準を保ってい
る（文部科学省、2018）。学部への進学に限れば進
学率は 49.6％であり、これは過去最高の数値であ
る。 
 大学のユニバーサル化によって、大学入学者が

必要とする教育内容は多様化している。少子化や

高大接続改革が進むなか、入学試験制度が柔軟化

され、従来の学力型試験を受けずに大学へ進学す

る学生の割合も増加した。これにより、高校生が

大学入学までに身につける学習習慣も多様化し

ている。 
 学習は、質と量の両面から捉えることができ

る（畑野・溝上、2013）。主体的に学習に取り組
む態度は質的側面であり、授業内外での学習時

間は量的側面といえるだろう。質と量の両面か

ら学習を充実させるために、学習習慣の形成は

欠かせない。 
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 学習習慣は、大学に入学したからといって身に

つくわけではない。大学生を対象とした大規模調

査の結果、１日１時間未満しか授業外学習を行わ

ない者が７〜８割に及ぶことは早期から問題視さ

れていたが（溝上、2004）、この実態は現在も変わ
っていない。日本私立大学連盟が行った調査によ

ると、大学生の「自宅での自習時間」の平均は 0.76
時間であり、1 時間に満たない（日本私立大学連
盟、2018）。 
 関西大学人間健康学部の 2018 年度のパネル調
査によると、高校３年次の秋には授業以外に一日

4時間以上勉強していたと回答した学生が 3割い
たものの、大学３年次になっても同程度の学習時

間を継続している者は３％以下に減少している。

こうした調査結果からは、大学受験のための勉強

を終えた学生たちが、大学での学習にうまく移行

できるような支援の必要性もうかがえる。 
 
1.2 初年次教育に求められていること 
 個々の入学者が求める教育の水準や内容が大き

く相違するなか、従来型の一律の教育を実施する

ことはしばしば困難であるし、入学者のニーズに

合致しない。これを喫緊の課題とみなした各大学

は、専門教育のあしがかりとなる高大接続教育に

いちはやく取り組み、2005年のリメディアル教育
学会の設立を促した。中央教育審議会では、高等

教育における多様化と質保証の両立を図るための

改善がたびたび提案され、2008年には初年次教育
学会が設立されるなど、各方面で急速に対応が進

んだ。 
 大学を対象に行われた大規模調査によると、リ

メディアル教育の実施率は43.9%、初年次教育の
実施率は 89.6%にのぼる（ベネッセ、2016）。実
施内容の内訳をみると、アカデミックスキルの教

授はもちろんであるが、それよりも、学びへの動

機づけや人間関係づくりに最も注力されているこ

とがわかる。読み書きの技術や知識などのアカデ

ミックスキルの伝達は、「学習内容」の教授にあた

る。他方で、動機づけは「学習態度」の育成であ

る。人間関係づくりは「この大学に入学してよか

った」と感じられるような教育的働きかけといえ

よう。 
 初年次教育において、人間関係づくりや動機づ

けが最も注力されているという調査結果は、学習

の内容を提示する従来型の教育では十分といえな

い現状を示している。初年次教育においては、学

習を促す場を準備し、学習に対するレディネスを

ととのえ、学びのサイクルをつくるための工夫が

求められている。 
 
1.3 学習支援と学生支援 
 大学の初年次教育の役割は、専門的な学びへと

スムーズに移行できるよう入学者を導き、学士課

程での生活が充実するよう支援することである

（濱名、2008）。学士課程生活の中身は、卒業要件
の対象となる正課教育のほかに、課外活動や交友

などのいわゆるキャンパスライフも含む。つまり、

学士課程生活を充実させる要素は、勉学だけでは

ない。しかし、日本私立大学連盟の調査は、学士

課程生活の満足度と勉学の充実が関連しているこ

とを示している。 
 2018年度の私立大学学生生活白書によれば、正
課教育への満足度が高く、かつ、学生生活への満

足度も高い学生が最も興味や関心を持っている対

象は「大学の勉強（39.5％）」であり、続いて、「資
格の取得（33.8％）」と「クラブ・サークル活動
（29.3％）」である。一方、学士課程に対する満足
度が低く、かつ、学生生活に対する満足度も低い

学生は、どちらも満足度が高い学生に比べて、ク

ラブ・サークル活動への関心は 6.8ポイント低く
なり、勉学への関心は13.6ポイントの減少をみせ
る。 
 発達段階という視点でみれば、大学生は、自己

を模索する青年期のただなかにある。自己への評

価や自己像が揺らぎやすい青年期において、自己

評価を規定する最大の要因は学業であるとも指摘

されており、京都大学では初年次の「学生の学び」

そのものを支援する取り組みが行われた（溝上、

2001、2004）。学習支援の取り組みは、青年期の
発達を支援する取り組みでもある。 
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1.4 主体的な学びへの転換 
 グローバル化や情報化が進んで、社会は複雑化

かつ多様化している。工業化や人工知能などの技

術発展に伴って職業構造が変化するなか、「予測不

可能の時代を生きる人材（中央教育審議会、2018）」
に求められる能力は、知恵や技能だけでなく、問

題発見と解決のための思考力や表現力、そのリソ

ースとなる人間関係の形成力、自律的に行動し主

体的に学び続ける力など、多岐にわたる（OECD, 
2018）。今日に求められる学習支援のありかたは、
授業のなかで与えられた知識の習得を促すという

よりも、学習の主体である学生が、学ぶ内容を社

会と関連づけて理解し、自らの人生とも結びつけ

ながら対話的に深く学ぶことができるよう導くこ

とであろう。 
 こうした観点からの学習支援の取り組みは、初

等中等教育においても既に始まっており（大久保・

牧、2018）、単にグループ学習をやればアクティ
ブ・ラーニングができるという「安易な」方法で

はなく（中野・三田地、2016）、効果的な実践方法
を求めて試行錯誤が続けられている。2040年に向
けた高等教育のグランドデザインでは、生涯学び

続ける態度を育成するためのアプローチとして、

個々人の学修成果を可視化し、「何を学び、身につ

けることができたのか」という認識を社会で共有

してリカレント教育の仕組みをととのえ、「学修者

本位の教育への転換」を図ることが提案されてい

る（中央教育審議会、2018）。 
 
1.5 目的 
 本稿の目的は、上述の背景をふまえ、大学初年

次生の主体的で協調的な学びを、質と量の両面か

ら支援するための授業デザインと、情報通信技術

（ ICT: Information and Communication 
Technology）を活用した取り組みについて、実践
報告を行い検討することである。取り組みのねら

いは、自律的で対話的な学習態度を養い、リソー

スの社会的交換による連鎖型の学習を促すことで

ある、以下に、個別学習と協同学習を組み合わせ

た少人数ゼミナールの事例と、ICTを活用した授

業内外の学習支援について述べる。 
 
2. 方法 
2.1 科目の概要 
 本稿で報告する実践授業は、関西大学人間健康

学部の初年次生を対象に 2017 年度から 2018 年
度にかけて開講された必修科目の「導入演習」で

ある。 
 人間健康学部では、初年次の前期に開講される

「スタディスキルゼミ」において、人間関係づく

りを主眼とするアドベンチャー教育を実施してい

る。これを受けて開講される後期の「導入演習」

は、アカデミックスキルの習得と専門科目への移

行を担う授業として位置づけられる。筆者らは、

こうした点をふまえ、社会的リソースをいかして

学習を行うシステムの構築を目指して授業の開発

を行った。以下に、授業の概略を述べる。 
 本科目の内容は３つのテーマで構成される。３

つのテーマとは、「リーディング」・「ライティン

グ」・「ディスカッション」である。各テーマで５

回ずつ、全 15回の授業を実施する。 
 1つのクラスには 3名の教員が配置される。教
員は 3つのテーマのいずれかを担当し、3名の教
員が５回ずつ授業を行う。このうち、筆者らは「リ

ーディング」の授業を担当した。 
 教育の質を高めるために少人数制を敷いており、

2018年度の受講生344名は18のクラスに分けら
れる。これを 4 名の教員が担当する。このうち、
筆者らは 12 のクラスを分担した。各クラスの構
成人数は 18名から 21名であり、男女比はおおむ
ね１対１から３対２であった。 
 2018年度は、前年度の内容をふまえ、授業の基
本的な枠組みやシステムは踏襲しながらも、具体

的なツールや実践面での工夫は個々の担任者の裁

量に任せる方針とした。教員の個性をいかした

様々な方法を検討し、授業の改善につなげること

がねらいである。 
 本稿では、ICTを活用した 2018年度の学習支
援の取り組みを中心に報告する。授業に取り入れ

た方法とツールは、BYOD（Bring Your Own 

 学習習慣は、大学に入学したからといって身に

つくわけではない。大学生を対象とした大規模調

査の結果、１日１時間未満しか授業外学習を行わ

ない者が７〜８割に及ぶことは早期から問題視さ

れていたが（溝上、2004）、この実態は現在も変わ
っていない。日本私立大学連盟が行った調査によ

ると、大学生の「自宅での自習時間」の平均は 0.76
時間であり、1 時間に満たない（日本私立大学連
盟、2018）。 
 関西大学人間健康学部の 2018 年度のパネル調
査によると、高校３年次の秋には授業以外に一日

4時間以上勉強していたと回答した学生が 3割い
たものの、大学３年次になっても同程度の学習時

間を継続している者は３％以下に減少している。

こうした調査結果からは、大学受験のための勉強

を終えた学生たちが、大学での学習にうまく移行

できるような支援の必要性もうかがえる。 
 
1.2 初年次教育に求められていること 
 個々の入学者が求める教育の水準や内容が大き

く相違するなか、従来型の一律の教育を実施する

ことはしばしば困難であるし、入学者のニーズに

合致しない。これを喫緊の課題とみなした各大学

は、専門教育のあしがかりとなる高大接続教育に

いちはやく取り組み、2005年のリメディアル教育
学会の設立を促した。中央教育審議会では、高等

教育における多様化と質保証の両立を図るための

改善がたびたび提案され、2008年には初年次教育
学会が設立されるなど、各方面で急速に対応が進

んだ。 
 大学を対象に行われた大規模調査によると、リ

メディアル教育の実施率は43.9%、初年次教育の
実施率は 89.6%にのぼる（ベネッセ、2016）。実
施内容の内訳をみると、アカデミックスキルの教

授はもちろんであるが、それよりも、学びへの動

機づけや人間関係づくりに最も注力されているこ

とがわかる。読み書きの技術や知識などのアカデ

ミックスキルの伝達は、「学習内容」の教授にあた

る。他方で、動機づけは「学習態度」の育成であ

る。人間関係づくりは「この大学に入学してよか

った」と感じられるような教育的働きかけといえ

よう。 
 初年次教育において、人間関係づくりや動機づ

けが最も注力されているという調査結果は、学習

の内容を提示する従来型の教育では十分といえな

い現状を示している。初年次教育においては、学

習を促す場を準備し、学習に対するレディネスを

ととのえ、学びのサイクルをつくるための工夫が

求められている。 
 
1.3 学習支援と学生支援 
 大学の初年次教育の役割は、専門的な学びへと

スムーズに移行できるよう入学者を導き、学士課

程での生活が充実するよう支援することである

（濱名、2008）。学士課程生活の中身は、卒業要件
の対象となる正課教育のほかに、課外活動や交友

などのいわゆるキャンパスライフも含む。つまり、

学士課程生活を充実させる要素は、勉学だけでは

ない。しかし、日本私立大学連盟の調査は、学士

課程生活の満足度と勉学の充実が関連しているこ

とを示している。 
 2018年度の私立大学学生生活白書によれば、正
課教育への満足度が高く、かつ、学生生活への満

足度も高い学生が最も興味や関心を持っている対

象は「大学の勉強（39.5％）」であり、続いて、「資
格の取得（33.8％）」と「クラブ・サークル活動
（29.3％）」である。一方、学士課程に対する満足
度が低く、かつ、学生生活に対する満足度も低い

学生は、どちらも満足度が高い学生に比べて、ク

ラブ・サークル活動への関心は 6.8ポイント低く
なり、勉学への関心は13.6ポイントの減少をみせ
る。 
 発達段階という視点でみれば、大学生は、自己

を模索する青年期のただなかにある。自己への評

価や自己像が揺らぎやすい青年期において、自己

評価を規定する最大の要因は学業であるとも指摘

されており、京都大学では初年次の「学生の学び」

そのものを支援する取り組みが行われた（溝上、

2001、2004）。学習支援の取り組みは、青年期の
発達を支援する取り組みでもある。 
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Devices）、学習管理システム、ブレンド型 eラー
ニング、e ラーニング・ポートフォリオ、ルーブ
リックである。各項について、以下に述べる。 
 
2.2 ICTに関する教育環境とBYOD 
 本授業は学生個人が所有するデバイスの持ち込

み（以下、BYOD）を前提に実施した。持ち込む
機器の条件は細かく指定せず、インターネットに

接続して後述の学習支援システムにアクセス可能

なデバイスであれば可とした。当該クラスの全学

生がスマートフォンの利用を選択した。 
 授業を実施した教室にはWi-Fiが整備されてお
り、校舎内にはオンデマンド・プリンタを含む複

数のプリンタが設置されていて、スマートフォン

からの出力も可能である。学生が自由に利用でき

る談話室を兼ねた学習室ではノートパソコンの貸

与を実施しており、パソコン教室には数十台のデ

スクトップパソコンとレーザープリンタを配備し

て学生に開放している。 
 ソフト面では、後述の学習管理システムを含む

学習支援システムが全学的に導入されており、学

生は Microsoft OneDrive と Dropbox のクラウ
ド・サービスを無料で使用できるほか、Microsoft 
Officeの文書作成ソフトウェア（Word、Excel、
PowerPoint 等）を複数の私有デバイスに無料で
インストールする権利と、各種アプリをオンライ

ンで使用する権利が付与されている。 
 また、関西大学では、授業への ICTの活用事例
が複数報告されている（大学 eラーニング協議会・
日本リメディアル教育学会、2014；岩崎、2014）。
これら諸条件を検討し、ハード面においてもソフ

ト面においても、ICTを活用した授業を効果的に
展開するための教育環境がととのっていると判断

した。 
 
2.3 学習管理システム（ LMS: Learning 
Management System） 
 学習管理システム（以下、LMS）は、eラーニ
ング機能や eポートフォリオ機能を含む学習サー
ビスと、一連の教務サービスを提供するソフトウ

ェアである。高等教育分野への学習管理システム

の導入は、アジアや太平洋地域を先駆けに欧米各

地でも急速に進んだ。学習管理システムには複数

のプラットフォームがあるが、2000年代から集中
的に開発が進められた結果、機能はおおむね類似

している（OECD教育研究革新センター, 2016）。 
 関西大学では、LMS のプラットフォームとし
て、関大 LMS（WebClass）を導入している。
WebClass は、複数の大学で導入されているプラ
ットフォームである。関大 LMSを利用するため
には、ブラウザを起動してスタート画面にアクセ

スし、大学から付与されたアカウントでパスワー

ドを入力してログインする必要がある。なにも操

作しない状態が 90 分続くとセッションは自動的
に切断される。 
 WebClass が推奨する動作環境は、Windows、
Mac、Linux のパソコンで、Firefox、Google 
Chrome、Internet Explorer、Safari、Microsoft 
Edge などのブラウザを利用するか、または、
Androidか iOSのスマート・デバイスでデフォル
トのブラウザを利用することである。 
 科目担当者は、学習管理システムを利用して、

科目情報や受講者データを確認したり、授業の教

材や学生への連絡事項を配信したり、成績管理を

オンラインで行うことなどができる。教員と学生

との双方向のコミュニケーションを可能にするク

リッカーのようなレスポンス・システムも備えて

いる。 
 
2.4 ブレンド型 e ラーニング（Blended e-
Learning） 
 ブレンド型 eラーニングとは、eラーニングと
対面授業を融合させたものである。e ラーニング
とはオンラインで行う学習のことであり、時間や

場所を問わず、個人のペースで繰り返し学習でき

るため、自学自習のツールとして有効である。eラ
ーニングは、インターネットを利用した遠隔地へ

の授業配信や、授業外で行う課題やプレースメン

ト・テストの提供などにも応用され、多くの大学

に導入されている。他方、対面で行う集合授業は、
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【図１ 主体的な学習のプロセスと学習内容】 

 
アイデアの生産や協働での学習に適している。そ

こで、知識習得型の学習に適した eラーニングと
アイデア生産型の協調学習に適した対面授業を融

合させたものがブレンド型 eラーニングである。 
 
2.5 e ラーニング・ポートフォリオ（e-Learning 
Portfolio） 
 ポートフォリオとは「書類かばん」を意味する

言葉であり、学習の過程で作成した課題や出席状

況などの記録が収められた資料の集合体を指す。

それらの情報が電子記録として蓄積されたものを

eポートフォリオという。 
 電子システムを利用することで、記録作業を自

動化することができ、学生と教員の双方が、いつ

でもどこからでも情報にアクセスできる点が eポ
ートフォリオの特徴である。 
 
2.6 ルーブリック（Rubric） 
 ルーブリックとは、授業の目標に準拠した評価

のための方法論であり、特にパフォーマンスの評

価に適した指標である（田中、2008）。具体的には、
授業における評価規準と、学生の到達レベルを示

す評価基準をマトリクス形式で示す評価指標を指

す（濱名、2011）。ルーブリックのマトリクスは、
評価基準を示す「記述語」と「サンプル」と「尺

度」で構成される。尺度（scale）は、課題達成の
度合いや段階を示す「ものさし」として示される

数値である。尺度には、評価の対象となるパフォ

ーマンスの特徴を描写する記述語（descriptor）と、
各達成段階にみられるパフォーマンスの典型例と

してサンプルを添える。 
 
3. 結果 
3.1 取り組みの内容 
授業で実践した取り組みの内容は、主に次の５点

である。 
 
① 学生主導型の授業デザイン 対話的で主体

的な学習を促すために学生主導型の授業デ

ザインを取り入れた。 
② ICT の活用 学習過程を質と量の両面から

支援するツールとして ICTを活用した 
③ ルーブリックの提示 省察にもとづく主体

的で自律的な学習を行うための素材として、
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からの出力も可能である。学生が自由に利用でき

る談話室を兼ねた学習室ではノートパソコンの貸

与を実施しており、パソコン教室には数十台のデ
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学習支援システムが全学的に導入されており、学
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インストールする権利と、各種アプリをオンライ

ンで使用する権利が付与されている。 
 また、関西大学では、授業への ICTの活用事例
が複数報告されている（大学 eラーニング協議会・
日本リメディアル教育学会、2014；岩崎、2014）。
これら諸条件を検討し、ハード面においてもソフ

ト面においても、ICTを活用した授業を効果的に
展開するための教育環境がととのっていると判断

した。 
 
2.3 学習管理システム（ LMS: Learning 
Management System） 
 学習管理システム（以下、LMS）は、eラーニ
ング機能や eポートフォリオ機能を含む学習サー
ビスと、一連の教務サービスを提供するソフトウ

ェアである。高等教育分野への学習管理システム
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地でも急速に進んだ。学習管理システムには複数

のプラットフォームがあるが、2000年代から集中
的に開発が進められた結果、機能はおおむね類似

している（OECD教育研究革新センター, 2016）。 
 関西大学では、LMS のプラットフォームとし
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WebClass は、複数の大学で導入されているプラ
ットフォームである。関大 LMSを利用するため
には、ブラウザを起動してスタート画面にアクセ

スし、大学から付与されたアカウントでパスワー

ドを入力してログインする必要がある。なにも操

作しない状態が 90 分続くとセッションは自動的
に切断される。 
 WebClass が推奨する動作環境は、Windows、
Mac、Linux のパソコンで、Firefox、Google 
Chrome、Internet Explorer、Safari、Microsoft 
Edge などのブラウザを利用するか、または、
Androidか iOSのスマート・デバイスでデフォル
トのブラウザを利用することである。 
 科目担当者は、学習管理システムを利用して、

科目情報や受講者データを確認したり、授業の教

材や学生への連絡事項を配信したり、成績管理を

オンラインで行うことなどができる。教員と学生

との双方向のコミュニケーションを可能にするク

リッカーのようなレスポンス・システムも備えて

いる。 
 
2.4 ブレンド型 e ラーニング（Blended e-
Learning） 
 ブレンド型 eラーニングとは、eラーニングと
対面授業を融合させたものである。e ラーニング
とはオンラインで行う学習のことであり、時間や

場所を問わず、個人のペースで繰り返し学習でき

るため、自学自習のツールとして有効である。eラ
ーニングは、インターネットを利用した遠隔地へ

の授業配信や、授業外で行う課題やプレースメン

ト・テストの提供などにも応用され、多くの大学

に導入されている。他方、対面で行う集合授業は、
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評価基準と評価規準を記載したルーブリッ

クを提示した 
④ 協調学習 社会的リソースを活用した学習

や「気づき」などのメタ認知を促す学習形態

として、協調学習とピアレビューを組み入れ

た 
⑤ コミットメントの促進 学習へのコミット

メントを高めるために学生が常に何らかの

かたちで授業運営にかかわる工夫を配した 
 

 授業の目的を達成するために、(1)学修成果の可
視化、(2)学生のパフォーマンスの質を適切に評価
する方法の開発、(3)パフォーマンスに対するフィ
ードバックの即時化、(4)パフォーマンスを重視す
る学習において曖昧になりがちな学習目的意識の

明確化を促す働きかけ、(5)協調学習に適した教室
環境、が必要であると考えられた。そのため、こ

れらの条件の整備を副次的な実践目標とした。 
 
 
 

3.2 学生主導型の授業デザイン 
 学習のプロセスと内容を、図１に示す。全５回

の授業のうち、教員が主導するのは１回目の授業

のみであり、２回目の授業から 5回目の授業にか
けては学生が主導する形式を採った。１回目の授

業は講義形式、２回目以降の授業は演習形式とし

た。 
 講義では、授業の意義や概要を説明し、翌週か

ら行う演習に必要なスタディスキルとリテラシー

の教育を行った。演習では、司会進行と時間管理

を学生が担い、学生が相互に発表とピア・レビュ

ーを行った。演習において、教員は適宜助言と指

導を行うが、授業進行は学生の主導とし、一定の

自由度を与えた。 
 
3.3 授業構成と ICTの活用 
 全 5回の授業における ICTの利用を表 1に示
す。講義形式で行った 1回目の授業では、各種資
料の配布手段としてLMSを利用した。演習形式 
 
 

※ 司会とタイム・キーパー役は、教員から指名された学生各 1 名が務める。司会は演習の進行を担う。タイムキーパーはストップウォ
ッチを用いて時間を計測し、必要に応じて司会と連絡をとり、計測結果をクラス全体に告知する。教員は授業の冒頭に 5 分程度の導
入を行い、授業の結びに5分程度の講評を行うほか、助言とフィードバックを行う。 

【表 1 授業における ICTの活用】 
 

回数と授業形態 授業内容 ICTの活用 ICTの活用の場 
授業内 授業外 

第１回 
対面講義と演習 
（担当教員による

講義と演習） 

オリエンテーション 
・ 授業の意義と概要 
・ 学習の手順 
・ 発表に対する評価の基準と規準 
・ 課題の見本と作り方 
・ 利用可能な学内のリソース 
・ チーム分け 
リテラシー教育 
・ ICTの活用法、情報検索 
・ 情報倫理、著作権の取扱い 
スタディ・スキル教育 
・ レジュメの作成法 
・ 文献引用・参考文献記載のしかた 
・ 問いのたてかた 

学習用資料の公開 
(1) 資料 『レポートの書き方ガイド』「レジュメの作り方」（関西大

学教育開発支援センター） 
(2) 資料 「大学キャンパスにおける学習施設（コモンズなど）の開

室時間や予約方法等、利用に関する諸情報」 
(3) 資料 「発表の進行スケジュール」 
ルーブリックの提示 
(1) 第１回発表に対する評価項目 
(2) 第２回発表に対する評価項目 
掲示板の情報更新 
(1) レジュメ作成に役立つ資料リスト 
(2) 不適切な引用文献を用いたレジュメの事例 
チームの成員同士の情報交換と発表準備 
・ SNS等で相互に助言と調整を行う 

 
○  ○ 

 
○  ○ 

 
○  ○ 

 
○  ○ 
○  ○ 

 
○  ○ 
○  ○ 

 
―  ○ 

第２回〜第５回 
演習 
（学生主導型の演

習※） 

発表 
・ 成員 3名〜4名のチームごとの発表（１名あたり

4分間から 5分間の発表を行う。チーム全体の持
ち時間は15分程度） 

質疑応答 
・ 各チームの発表後、5分間の質疑応答を行う 
ピア・レビュー 
(1) ひとりひとりの発表に対して、ルーブリックにも

とづく評価を行う 
(2) 質疑応答の質について、ルーブリックにもとづく

評価を行う 
最優秀チームの選出 
・ 発表と質疑応答に対する総評として、最も優れた

チームを選出する 

ピア・レビュー 
・ 評価規準と評価基準（ルーブリック）の閲覧と、採点の入力 
・ 最優秀チームを選出するための投票 
発表に対するフィードバック 
・ ピア・レビューの結果公開 
・ 最優秀チームの選出に関する投票結果 
資料閲覧 
・ 司会役を務める学生のための「進行の手順」 
・ タイムキーパーを務める学生のための「時間管理の手順」 
・ 発表する学生のための「スケジュール」 
・ 文献の信頼性の判断に関する資料 

 
○  ― 

 
○  ― 

 
○  ○ 
○  ○ 

 
○  ○ 

 
○  ○ 

 
○  ○ 
○  ○ 
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【表 2 授業のタイムスケジュール（第２回〜第５回授業の例）】 
 

で行った 2 回目から 5 回目までの授業では、ピ
ア・レビューとフィードバックに LMSを利用し
た。利用の事例として、授業のタイム・スケジュ

ールと、LMS を利用したタイミングを表 2 に示
す。 
(1) 資料配布 
 LMSで配布した資料は、授業概要、評価規準と
評価基準（ルーブリック）、課題作成の手順、課題

の見本、学習のリソースとなる学内施設の情報、

授業進行の手順、チームのメンバー構成、発表者

リスト、発表順、などである。これらの資料は、

授業期間中であればいつでもどこにいても eラー
ニングが行えるようにオンラインで受講生に公開

した。また、演習の最中でも自由に閲覧できるよ

うにした。 
 発表を行う学生の氏名と発表順を LMSで公開
することは、学生からの要望を受けて実行した。

これにより、学生は当日の発表スケジュールを確

認しながら授業に臨むことができた。演習の司会

進行と時間管理を務める学生は、スマートフォン

を手元において進行手順を確認しながら授業を進

行していた。 
(2) ピア・レビューの入力 
 次に、学生の発表に対して行うピア・レビュー

に LMSを利用した。クラスメイトの発表を聞き
終えた学生は、すぐに各自のスマートフォンで

LMSにアクセスし、発表の評価を行った。 
 ピア・レビューを行う際の LMSの操作画面を
図 2のAに示す。ピア・レビューを行う際、学生
のスマートフォンの画面には、発表者の氏名が順

に表示される。発表者の氏名をタップすると、ル

ーブリックにもとづく質問項目（例. 「レジュメの
視覚的工夫を評価してください」等）が 1つずつ
表示される。各質問には回答用の選択肢（例. 「A
評価」「B評価」等）があり、選択肢をタップする
と自動的に採点が入力される。学生は、数回のタ

ップ操作でピア・レビューを終えることができる。 
 ピア・レビューはルーブリックにもとづいて行

った。ルーブリックは LMSで公開されており、
学生はいつでもスマートフォンで閲覧して参照し、

レビューに反映させることができた。 
 
(3) ピア・レビューの集計と結果の公開 
 LMSを活用したことにより、ピア・レビューに
よる採点の即時集計が可能になった。ピア・レビ

ューの結果の公開は、LMSで行った。ピア・レビ
ューの結果の閲覧画面を図 2の Bに示す。LMS
を利用したことで、発表を終えた学生は、その場

でフィードバックを得ることが可能になった。ピ

ア・レビューの結果の公開は、LMSで行った。ピ
ア・レビューの結果の閲覧画面を図 2 の B に示
す。LMSを利用したことで、発表を終えた学生は、
その場でフィードバックを得ることが可能になっ

た。 
 ピア・レビューの結果は、翌週の授業日まで

LMSで閲覧が可能な設定にした。学生は、いつで
もフィードバックを閲覧して、達成度の確認と課

題の洗い出しを行うなどの学習を eラーニングで
行うことができた。 

時刻  活動 LMSの利用 活動内容 進行 
10:40 開始 
10:45 発表１ 
     学生aの発表と評価 
     学生bの発表と評価 
     学生 cの発表と評価 
     質疑応答と評価 
11:05 発表２（手順は発表1に準ずる） 
11:30 発表３（手順は発表1に準ずる） 
12:00 最優秀チーム選出 
12:05 総評 
12:10 終了 

資料 「進行手順」の閲覧 
 
一覧  発表者リストの確認 
教材 「ルーブリック」の閲覧 
アンケート機能 発表の評価 
アンケート機能 質疑応答の評価 
結果公開機能  評価の閲覧 
 
アンケート機能 最優秀チーム選出 
結果公開機能  投票結果の閲覧 

導入 
 
第１チームによる発表 
・ 第1チームの成員a, b, cによる発表 
・ 各発表に対する評価と採点入力 
 
続いて、同様の手順で第２チームと第3チ
ームによる発表を行う 
 
・ 全体の投票による最優秀チームの選

出 

教員 
 
学生 
 
 
 
 
 
 
教員 
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【図 2 ピア・レビューの評価入力と結果閲覧を行う際のLMSの操作画面】 

 
 (4) 文献情報の掲示 
 テキストの読解に役立つ文献一覧の公開を、

LMS の掲示板上で行った。一覧に掲載する文献
は、学生が発表のなかで引用した資料のなかから

教員が精査して選んだ。一覧には、各種文献の基

本情報とリンク先の URL を掲載し、e ラーニン
グを行いやすい工夫をした。発表の回数が重ねら

れるたびに掲示板を更新し、文献情報を蓄積した。 
(5) eポートフォリオの作成 
 学生のアクセス履歴は LMSに自動的に記録さ
れ、eポートフォリオが作成された。これにより、
教員は、個々の学生が eラーニングを実行してい
るか、どのタイミングで行ったか、どの資料を閲

覧したか、などの学習過程を知ることができた。 
 教員は、eポートフォリオを参照しながら、「総
括的評価」を行う前に「形成的評価」を行って授

業の改善を図ることができ（ブルーム、1971）、教
育的配慮が必要な学生を判別することや、個々の

学生の学習プロセスに応じた支援を検討すること

ができた。 
 
3.4 eラーニングに適したルーブリックの作成 
 ルーブリックを作成するにあたり、事前に担当

者間で討議を行い、共通の評価基準を定めた。し

かし、スマートフォンの操作性を考慮すると、ル

ーブリックに独自の修正が必要となった。主な原

因は、(1)スマートフォンの画面に一度に表示でき
る情報量が少ないこと、(2)LMS の画面デザイン
が固定的であること、(3)スワイプ操作で閲覧する
とルーブリックの一覧性が低くなりやすいこと、

の３点である。スマートフォンによるピア・レビ

ューの操作画面と問題点の一部を図 3に示す。 
（1）情報量の調整 
 閲覧性の高さを考慮すると、スマートフォンに

一度に表示できる情報量は、120字程度の説明文
とグラフである。情報が一画面に収まらなければ、

ピア・レビューを行うたびに学生はスワイプ操作

とスクロール操作を繰り返すことになる。ICTを
導入したことで、かえって作業が煩雑になるのは

本末転倒であると思われた。そこで、情報量を減

らすためにルーブリックの書き換えを行った。 
（2）デザインの制約に応じた修正 
 LMS の画面デザインは自由に変更することが
できず、フォントの大きさも固定されているため、

選択肢の文字数が増えると、その分だけ図表が圧

縮されてグラフが判別不可能になることもわかっ 

A. ピア・ レビューを⾏う 際の
スマート フォンの操作画⾯

B. ピア・ レビューの結果の閲覧画⾯（ パソコンの場合）
※スマートフォンはiphone6s、パソコンはMacBook(12-inch)、ブラウザはSafariを使⽤
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【図 3 ピア・レビューの結果の閲覧画面と表示の工夫（スマートフォンの場合）】 

 
た。そのため、フィードバック画面に表示される

文字量を減らすための修正も行った。 
（3）質問項目の単純化 
 スマートフォンではスワイプ操作によって評価

項目を切り替えるため、複数の評価規準を一覧す

ることができず、評価項目の相互の関連性を把握

しにくい。回答の途中で「さっきの問いはどうだ

ったかな」と見返すためには、ブラウザでページ

を戻る必要がある。しかし、LMSの機能を用いる
場合、ページの再読込をするとそれまでに回答し

た内容が消えてしまうため、複数の項目を見比べ

ながら回答するには非常に手間がかかる。 
 そこで、ひとつひとつの評価規準を単純で明確

な内容に改め、評価規準が相互に関連することな

く、個々に独立した項目となるよう修正した。修

正後のルーブリックを表 3に示す。 
 
3.5 協調学習に適した什器配置 
 演習では、協調学習を行いやすいように、学習

用机と卓の配置を変更した。変更前と変更後の机

配置を図 4に示す。 
 演習の主な活動内容は、「発表」「質疑」「応答」

「ピア・レビュー」の４つである。よって、発表

者にとっても聞き手にとっても、互いの声が聞き

取りやすく臨場感をいだきやすい教室空間をとと

のえることが、効果的な学習を促進すると考えた。

そこで、什器配置を工夫した。 
 教室には、学生の人数分だけ机と椅子を残し、

余分な机と椅子は教室の一隅に収納した。教員は

後方に下がり、学生の机は発表者を囲むように円

形に並べた。これにより、教室の中央に学生が密

集し、その中心に発表者が立つ配置となった。発

表者からはフロア全体が見渡しやすく、聞き手か

らは発表者を至近に見ることができる配置を検討

した結果、このような配置とした。 
 司会者とタイム・キーパーの座席は、クラス全

体を把握して指示を行き渡らせるのに適した配置

を検討した結果、フロアと対置させることにした。

また、司会者が教員とも対置することで、互いに

目配せを送って進行の確認を自然に行うことがで

きるよう配慮した。 
 
3.6 コミットメントを促す工夫 
 演習では、学生が活動内容にコミット（commit）
できるように、スケジュールを調整した。コミッ

トメント（commitment）とは、対象と関わりを
持つことである。例えば、通勤の途上で見かける

猫に名前をつけることは、猫との関係にコミット 

◎グラフが表⽰される領
域の⼤きさは、ほぼ固定
されている

◎ラベル(選択肢)の⽂字
数が多いとグラフが圧縮
されて⾒づらくなるため、
ラベル(選択肢)の⽂字数
を減らす⼯夫が必要

◎問題⽂の改⾏表⽰ができず、
⻑⽂になると読みづらいため、
⽂章を単純化して⽂字数を減
らす⼯夫が必要

※スマートフォンはiphone6s、ブラウザはSafariを使⽤

図注：問題文の改行表示は、2019年春のアップデートによって可能になった 
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パフォーマンス項目 評価A 
（優れている） 

評価B 
（良い） 

評価C 
（改善が必要） 

評価D 
（不可） 

第
一
試
行 

レ
ジ
ュ
メ 

レジュメの「情報量」が適切

であったか、評価してくださ

い。 

情報が豊富で、要点がわかりやすい 要点がわかりやすい 要点がわかりにくい 本文が25行以下、または空白が目立
つ 

レジュメの「視覚的工夫」を

評価してください。 
 

図表やチャートなどの視覚的工夫が

あり、非常に効果的に感じられた 
図表やチャートなどの視覚的工夫が

あり、効果的であった 
図表やチャートなどの視覚的工夫が

あった 
図表やチャートなどの視覚的工夫が

なかった 

声 

発表者の「話し方」（声量、話

す速度など）を評価してくだ

さい。 

とても聞き取りやすい 問題なく聞き取れる 聞き取りにくい箇所があった 聞き取りにくい箇所がたびたびあっ

た 

時
間 

「発表時間」は守られていま

したか。 
発表時間を守った（30秒以内のズレ
におさまった） 

チーム内の連携が悪く、割当時間が少

なかったが、要点をおさえて発表でき

た 

発表時間が短すぎた（30秒以上の不
足） 

発表時間が長すぎた（30秒以上の超
過） 

質
疑
応
答 

質疑したチームを評価して

ください。質疑の内容は充実

していましたか。 

議論に発展する踏み込んだコメント

が２つ以上あった 
議論に発展する踏み込んだコメント

が１つあった 
用語の意味や数値の確認など、簡単に

答えられる質問が大半であった 
発言していないメンバーがいた 

発表チームを評価してくだ

さい。質問への応答は適切で

したか。 

どのメンバーも、過不足なく応答して

いた 
答えていたが、回答が短すぎたり１人

で喋り過ぎたりする発表者がいた 
しっかり答えずに、ごまかす発表者が

いた 
答えられずに黙り込む発表者がいた 

第
二
試
行 

レ
ジ
ュ
メ 

レジュメの「情報量」が適切

であったか、評価してくださ

い。 

情報が豊富で、要点がわかりやすい 要点がわかりやすい 要点がわかりにくい 本文が25行以下、または空白が目立
つ 

レジュメの「視覚的工夫」を

評価してください。 
 

図表やチャートなどの視覚的工夫が

あり、非常に効果的に感じられた 
図表やチャートなどの視覚的工夫が

あり、効果的であった 
図表やチャートなどの視覚的工夫が

あった 
図表やチャートなどの視覚的工夫が

なかった 

リ
テ
ラ
シ
ー 

引用文献（または参考文献）

を評価してください※。 
文献が非常に効果的に引用されてい

る 
文献が適切に引用されている 信頼性の低い情報が不適切に引用さ

れている 
文献の記載がない・まごびきしている 

発表者の意見（問題提起と考

察）を評価してください。 
意見の根拠が明確に示され、意見が論

理的に述べられている 
意見の根拠（データ等）が示されてい

る 
意見の根拠（データ等）が示されてい

ない 
発表者の意見と著者の意見との違い

がはっきりしない 

時
間 

「発表時間」は守られていま

したか。 
発表時間を守った（30秒以内のズレ
におさまった） 

チーム内の連携が悪く、割当時間が少

なかったが、要点をおさえて発表でき

た 

発表時間が短すぎた（30秒以上の不
足） 

発表時間が長すぎた（30秒以上の超
過） 

質
疑
応
答 

質疑したチームを評価して

ください。質疑の内容は充実

していましたか。 

議論に発展する踏み込んだコメント

が２つ以上あった 
議論に発展する踏み込んだコメント

が１つあった 
用語の意味や数値の確認など、簡単に

答えられる質問が大半であった 
発言していないメンバーがいた 

発表チームを評価してくだ

さい。質問への応答は適切で

したか。 

どのメンバーも、過不足なく応答して

いた 
答えていたが、回答が短すぎたり１人

で喋り過ぎたりする発表者がいた 
しっかり答えずに、ごまかす発表者が

いた 
答えられずに黙り込む発表者がいた 

【表 3 評価規準と評価基準（関大LMS用に作成したルーブリック）】 
 
することである。名づけるまでは、よくいる野良

猫の一匹にすぎないと思っていたものが、名をつ

けた時から自分にとって特別な猫になり、雪の朝

には寒さに震えていないか心配すらしてしまう。

一度コミットした対象は、他人事ではなくなる。 
 学生がコミットメントを形成しやすい学習の場

を提供することは、学習活動にコミットできない

ことに起因する学習意欲の減退に歯止めをかけ、

主体的で自律的な学習を促すために有効であると

考えた。そこで、すべての学生が授業運営と何ら

かの関わりを持つように授業デザインを開発した。

司会とタイム・キーパーを務める学生は授業回ご

とに新しく指名した。演習は4回実施されるため、
クラスの半数近くの学生が、司会かタイム・キー

パーを経験して授業進行を担った。司会とタイム・

キーパーを担う学生の男女比は等分とし、フロア

からの助言は制止せず、助け合いを推奨した。 
 司会とタイムキーパーを務めない学生は、発表

者・評価者・質問者・応答者のうちのいずれかの

役割を常に担うようにタイム・スケジュールを工

夫した。これにより、学生は授業運営に対して常

に関わりを持つ立場となり、学習活動にコミット

することになった。 
 
4. 考察 
4.1 総評 
 本稿では、大学初年次生の主体的な学習を質と

量の両面から支援するために実施した授業におけ

る ICTの活用と、実践的な取り組みの内容につい
て述べた。授業では、個別学習と協調学習を組み 
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【図 4 什器配置の工夫】 

 
合わせ、学生が互いのリソースをうまく活用する

交換型学習と、互いに模倣しながら向上する連鎖

型学習が生じる場づくりを行った。 
 また、主体的で自律的な学習に必要な目的意識

の明確化とメタ認知を促すために、ルーブリック

を提示して指導と評価の一体化を図り、学習成果

の可視化を行った。ICT を活用したことにより、
これらの目的に即した学習支援をよりよく行うこ

とができた。 
 実施前に懸念されたことは、学生の慣れの問題

であった。LMS などの新しいツールを授業に取
り込み、学生がそれまでに経験したことがない授

業運営を担い、評価者の立場になるという試みは、

経験のない学生を戸惑わせるかもしれないという

恐れもあった。しかし、懸念とは異なり、学生の

慣れは非常に早く、授業後には「画期的だった」

「実践的で良かった」という声もあがった。 
 
4.2 ICTを用いる利点 
（1）オンデマンドな学習支援 
 ICTを活用する利点の第一は、個々の学生の必
要に応じたオンデマンドな学習支援を行いやすく、

学生の学習スタイルに柔軟に対応できることであ

る。授業後に寄せられた感想には、「勉強する時間

が増え、達成感があった」というコメントも見ら

れた。 
 ICTを用いて教材や学習記録への自由なアクセ
スを可能にすれば、学生は空き時間を有効に活用

しやすくなる。流動する情報化社会のなかで、学

生の学習の場は、いまや、図書館や教室などに限

定されない。いつでもどこでも学習できる環境を

ととのえることは、学習習慣の形成に役立ち、さ

らに、学習習慣の形成が動機づけを高める効果も

期待できよう。 
 ICTと動機づけとの関連について更に加えるな
らば、ルーブリックを提示してパフォーマンス評

価の共通理解を図ることが、学習に対する内発的

動機づけを高める効果を持つことが報告されてお

り（鈴木、2011）、このルーブリックをいつでも確
認できる状態にしておくことの効果も期待できる

だろう。 
（2）学習プロセスに適した教材の提供 
 ICTを活用する利点の第二は、学習のプロセス
に応じて柔軟に教材を提供できることである。小

集団において互いのリソースを活用しながら学ぶ

過程では、学生が相互に高め合う現象が生じる。

学生 A が学生 B の優れたパフォーマンスをみて
模倣するとき、学生Aのパフォーマンスは学生B

通常の配置 ⼯夫した配置 ※司会・タイムキーパー・
発表者はいずれも学⽣
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の単なるコピーではなく、学生Aの個性や特技が
いかされた独自のパフォーマンスになる。それを

見た学生 B がさらに模倣を行い向上するといっ
た、連鎖型で螺旋状の学習プロセスが現れる（図

5）。このとき、図 5における A点と A’点におい
て、学生 A に適した教材の水準や内容は異なる。 
 

 
【図 5 リソースの交換にもとづく 

連鎖型の学習プロセス】 
 

この授業では、学生が発表で引用した資料を教

員が精査して掲示板に追加し、オンラインで公開

した。発表の回数がすすむにつれて文献情報の厚

みは増した。健康心理学を主題とする 1冊のテキ
ストに関して、学生が集めた資料のトピックは、

メンタルヘルス・生活習慣病・終末期医療・慢性

疾患・リハビリ・食文化・神経科学・痛みのケア

など広範なテーマにわたり、40のスレッドがたて
られた。掲示板を見た学生は、掲載情報をただ引

用するのではなく、更に新しい情報を探し出して

発表に用いていた。こうした教材の使いかたがで

きることは、ICTの利点である。 
（3）データ処理の自動化と迅速化 
 ICTを活用する利点の第三は、ピア・レビュー
の集計の自動化と即時フィードバックが可能なこ

とである。授業開発の初期には、ピア・レビュー

に ICTを用いない方法も検討した。具体的には、
ルーブリックのマトリクスを印刷して配布し、採

点結果を記入させてから用紙を回収する、という

方法である。しかし、この方法では、回収後のデ

ータを教員が手作業で入力して集計を行う必要が

ある。また、集計結果の公開を翌週まで待たなけ

ればならない。ICTを用いることによって、採点
とほぼ同時に集計し、その場で公開を行うことが

可能になる。学生のアクションに対して迅速に応

答すれば、学生は次のアクションを起こしやすく

なり、学習のプロセスをすすめやすくなるだろう。 
（4）形成的評価と授業改善 
 ICTを活用する利点の第四は、学習のプロセス
を教員がリアルタイムに把握し、学習活動の内容

や到達度を評価できることである。教育において

評価を行う意義は、最終的な成績管理やクラス運

営のためだけではない。プロセスにおける適切な

評価を学生に提示して学習の指針としたり、形成

的評価を行って授業の改善や指導の方向づけに役

立てたりすることができる（梶田、1983）。 
 例えば、学生が発表の準備を始めるタイミング

の最頻値はいつごろなのか、発表の前日になって

やっと取り組み始める学生は誰なのか、最もよく

閲覧される資料はどれなのか、などといったデー

タを授業改善につなげることができる。授業内で

あれば、デバイス操作の途中で行き詰まっている

学生を発見してアドバイスを与えることができる。

その学生が、どの設問で止まっているかを確認し、

即時で相互的な交流につなげることもできる。 
 こうした ICTの利点をいかせば、講義形式であ
ってもアクティブ・ラーニングの要素を取り込ん

だ授業を展開しやすくなる（森田、2017）。近年で
は、e ポートフォリオに蓄積された膨大なデータ
を分析して教育に反映させる試みも行われている

（緒方、2017）。 
（5）学習活動と学習成果の可視化 
 ICTを活用する利点の第五は、学習活動の痕跡
と成果を提示できることである。メモやノートを

取らない授業でも、インターネット上に活動の記

録を残せば、学生は自己の活動の痕跡を確認する

ことができる。これによって、学生は自己を学習

のプロセスに位置づけやすくなる。 
 また、ICTを用いれば、フィードバックをオン

A点

Aʼ点

B点

Bʼ点

学
⽣
Ａ

学
⽣
Ｂ

リソースの交換

パフォーマンスの向上

学習の連鎖
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ラインで公開することができる。e ポートフォリ
オは、学生にとって自己の学習の指針を示すもの

ともなりうる。学生は、フィードバックを閲覧し

て、学習成果の確認と自己省察を行うことができ

る。省察の材料がいつでもアクセス可能な場所に

あることは望ましい。「気づき」は、ふとしたとき

に訪れるからである。 
 
4.3 LMSを用いる利点 
（1）学籍情報と紐づけた記録 
 LMS のプラットフォームを用いる利点の第一
は、個々の学生が行った学習活動の記録が、学籍

情報と共に自動的に蓄積されることである。これ

により、個々の学生の学習プロセスを重視した評

価と段階的な支援が行いやすくなる。 
 Google FormとLMSの比較について述べる。
2017年度には、LMSではなく、Google Formを
用いてピア・レビューを行った。Google Formの
利点は、ログインせずに使えることと、ユーザー・

インターフェースに優れていることである。本稿

では、LMS のデザインに合わせてルーブリック
を修正したことを報告したが、そうした手間は、

Google Formであれば必要ない。 
 他方で、LMSの最大の利点は、様々な記録が学
籍情報と紐付けられて自動的に記録されることで

ある。Google Formは、ログインせずに使える反
面、操作ログが誰のものであるのか特定すること

は難しい。操作ログを学籍情報と紐づけたければ、

アクションのたびに氏名やクラスや学籍番号を入

力してもらう必要がある。本稿で報告した授業で

は、90分の演習のなかで、学生が行うアクション
（ピア・レビュー）が最低でも 13 回ある。つま
り、Google Formを使う場合は、1度の授業で 13
回も氏名とクラスと学籍番号を入力しなければな

らない。この手順を省けることは、LMSの大きな
利点といえる。 
（2）学習活動のパッケージ化 
 LMS を用いる利点の第二は、教材の配信や相
互のコミュニケーションや課題の提出を1つのプ
ラットフォームで行える点である。これにより、

学生は、教材を見ながらピア・レビューを行い、

フィードバックを確認しながら教材を再確認する

という一連の学習活動をスムーズに行うことがで

きる。 
（3）eポートフォリオ 
 LMS を用いる利点の第三は、学生が意図的に
入力した情報だけでなく、ログイン履歴や操作の

記録を残せる点である。つまり、LMSであれば、
学籍情報と紐づけられた eポートフォリオが自動
的に作成される。ピア・レビューの記録をみれば、

それぞれの学生が評価にかける時間はどれくらい

なのか、どの学生がどういったパフォーマンスに

対して高い評価をつけているのか、いい加減な評

価をしている学生は誰なのか、優れたパフォーマ

ンスを見せる学生が多用する教材はどれなのか、

積極的に eラーニングを行う学生は誰なのか、効
果的な学習が行えているのか、すなわち、個々の

学生の学習頻度や学習時間は成果に結びついてい

るのか、コミットメントが弱い学生は誰なのか、

などを判別して、学習支援の方法と内容を検討す

ることができる。 
 
4.4 BYODを導入する利点 
 BYODを活用することで、授業の自由度が増す。
ICT を導入するにあたり懸念された点の 1 つは、
スマートフォンなどのデバイス操作に注意を向け

ることが、学生の意識を「いま、ここ」の場から

そらすのではないかということであった。そこで、

教室内の什器配置を変え、スマートフォンから顔

をあげれば自然にクラスメイトと視線が合うよう

に円形の配置とした。また、発表者を囲んで巣を

作るように机を並べることで、教室内の密集度が

高くなり、学習活動を行うクラスメイトの様子を

肌で感じやすいよう工夫した。 
 こうした柔軟な机配置は、各自がデバイスを持

ち込む BYOD を導入したことで可能になった。
デスクトップ・パソコンが整然と並ぶ従来のパソ

コン教室では、学生同士の距離が離れがちである

うえ、通路は狭く、交流が起きにくい。BYODの
利点は、教室環境の自由度を高く保つことができ
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る以外にも、学生が使い慣れたデバイスを用いて

学習を行うことができる点がある。 
 
4.5 ICT活用の課題 
 ICTを導入することで生じる制約もある。LMS
についていえば、十分にユーザー寄りのシステム

になっているとは言い難く、思ったような授業運

営ができないこともあった。 
 たとえば、学生が「ログアウト」ボタンを押さ

ずに LMSを終了すると不正処理となり、学習履
歴が残らない仕様になっているのは非常に残念で

あった。ブラウザの「閉じる」ボタンを押すとい

う、一般的には正しい終了操作であっても不正処

理となるため、学習履歴の管理ができないケース

もあった。 
 また、LMSでは、ピア・レビューの参加者しか
フィードバックを閲覧できない仕様のため、発表

者本人が自分の発表に対するピア・レビューに「参

加」しなければいけない。そのため、発表者専用

の選択肢（ダミー項目「発表者のみ、この項目を

選択してください」）を追加しなければならなかっ

た。これを避けるための手段としては、冒頭と終

末に新項目（例：質問「あなたは発表者ですか？」、

選択肢「はい・いいえ」）を追加して分岐を設定す

る方法がある。「あなたは発表者ですか？」に対し

て「はい」と答えた場合は自動的に最終設問に至

るよう設定する方法である。ただし、分岐を設定

するためには「一部の設問に対して未回答の状態

でも終了できる」状態にしなければならず、その

ままでは他の学生の回答漏れを誘発しかねない。

これの対処法としては、教材作成時に全ての項目

の「必須」マークに手動でチェックを入れる方法

がある。これにより、回答漏れを防ぐことができ

る。運用においては、こうした種々の工夫が必要

になる。 
 LMS では各教材について詳細な条件設定ボタ
ンがついており、毎回の設定はユーザーに委ねら

れているのだが、初期設定では「回答の見直し」

が無効になっているため、ピア・レビューに回答

した学生が、自己の回答内容を見直そうとして再

びアクセスすると、全ての回答内容が消えて「再

回答」が求められる仕様であることは、残念であ

った。これらの課題については、随時、検討と改

善が行われており、今後解決されていくと思われ

る。 
 BYODにスマートフォンを活用する場合、バッ
テリーの貧弱さにどう対応するかという点は、現

場の課題である。LMS は標準のブラウザで操作
することができるため、バッテリー消費が特段大

きいわけではない。しかし、授業開始の時点で学

生のスマートフォンが 100％充電されているとは
限らないし、学生のスマートフォンが最新のバッ

テリーを備えているとも限らない。90分の演習の
あいだ使い続けるうちに、バッテリーが切れてし

まう事例も 1件あったため、教員は予備のデバイ
スを常に用意していた。 
 このように、学習環境に適した教育的配慮を行

うことは、ICTを活用する場面に限らない。ICT
の導入によって生じうる様々なトラブルを事前に

予測しながら対応を図り、教室環境やツールにあ

わせて、できることとできないことを見極めつつ

授業デザインを工夫する必要があるだろう。 
 
5. まとめ 
 授業に ICTを導入するためには、現時点ではい
くつかの制約に応じて対処する必要がある。しか

し、手間や不自由さと引き換えにしても、なお多

くの利点を享受することができる。 
 筆者らは、大学の初年次において効果的な導入

教育を実施するために、授業開発を行った。開発

の経緯と詳細は、別稿に詳しく述べた（蒲生・森

田・村川，2019）。本稿では、社会的リソースを活
用した学習システムの運用と、学生の主体的な取

り組みを支えるために、ICTをどのように活用で
きるのかについて述べた。 
 ICT活用の利点は多数挙げられる。ICTの導入
によって、オンデマンドな教材の作成と配信が容

易になった。学生がどこからでも教材を閲覧でき

るようにすることで、ルーブリックの提示やフィ

ードバックによる学習成果の可視化・目的の明確
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化・動機づけの強化が図りやすくなった。教材の

オンデマンド化は、学生の学習習慣を形成しやす

い環境づくりにつながる。また、リアルタイムに

記録・更新される学習ログによって、即時的で呼

応的な学習支援が行いやすくなるとともに、e ポ
ートフォリオを授業の改善に役立てることができ

る。 
 ICTを導入することで学生同士の関わりが希薄
になるのではないかという懸念に対しては、いく

つかの予防策を実施した。具体的な方法として、

発表をチーム単位で行い、ピア・レビューを組み

込み、教室内の配置を工夫するなどした。クラス

の学習活動に対する学生のコミットメントを促進

するために、各自が授業運営に関わるような授業

デザインを組んだ。こうした工夫が、学生同士の

関わりを保つだけでなく、学習に対する学生の主

体的な取り組みを促進する効果を持ちうることが、

授業中の学習態度や、授業後の学生の感想からも

うかがえた。 
 今日の多様化する教育的ニーズに応えるために、

また、社会的リソースを活かした主体的学習を支

援するために、ICTは有効なツールである。今後
は、この授業デザインと学習システムの有効性に

ついて、データにもとづく検証を行い、改善を行

う予定である。 
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 PBL における学生の主体的な学び－グローバル人材育成を目指した授業実践－	
Creative PBL Practices in Japanese Higher Education 

永田祥子（関西大学教育推進部）	

	

要旨 
急激に変化する社会において、大学教育に求められる役割としてグローバル人材を育成することが

挙げられる。本稿は、日本の高等教育に求められているグローバル人材育成と、政府が提言している

報告書から大学教育における「主体的な学び」について検討する。そして、関西大学が育てようとし

ているグローバル人材について明らかにし、「海外大学の学生と行う国際プロジェクト型学習（PBL）」
がどのように学生の「主体的な学び」を深め、グローバル人材の育成に貢献することができるかを取

り上げる。 
 
キーワード	 アクティブ・ラーニング、グローバル人材、主体的な学び・PBL／PBL, COIL, Active 
Learning, COIL, Global Leaders, Self-Directed Learning 
 
1. はじめに 
本稿は日本の高等教育に求められているグローバ

ル人材育成と、政府が提言している報告書から大学

教育における「主体的な学び」について検討する。

そして、関西大学が育てようとしているグローバル

人材について明らかにし、「海外大学の学生と行う

国際プロジェクト型学習 （PBL）」がどのように学
生の「主体的な学び」を深め、グローバル人材の育

成に貢献することができるかを取り上げる。 
ここではまず、グローバル人材に関して、平成24
年 6月 4日にグローバル人材育成推進会議が公表
した「グローバル化人材育成戦略」から明らかにす

る。このなかで、育成すべきグローバル人材として

以下の三つの要素が挙げられている（p.8）。 
 

要素Ⅰ：語学力・コミュニケーション能力  
要素Ⅱ：主体性・積極性、チャレンジ精神、 

協調性・柔軟性、責任感・使命感  
要素Ⅲ：異文化に対する理解と日本人とし 

てのアイデンティティー 
 
これらの要素を備えたグローバル人材は、経済産

業省が 2006 年から提唱している「社会人基礎力」
のなかで求められている人物像とも重なる。「社会

人基礎力」とは3つの能力（前に踏み出す力、考え

抜く力、チームで働く力）と12の能力要素（主体
性、働きかけ力、実行力、課題発見力、計画力、創

造力、発信力、傾聴力、柔軟性、情況把握力、規律

性、ストレスコントロール力）から構成される。こ

れらの要素に加え「人生 100 年時代の社会人基礎
力」は、能力を発揮しキャリアを形成していくため

に何を学ぶか（学び）、どのように学ぶか（統合）、

どう活躍するか（目的）が重要とされている。そこ

で次に、これらの能力を育成するために大学教育は

どのような転換が求められているのかについて、政

府が公表している報告書から明らかにする。 
 

2. 大学教育における課題探求能力の育成と主体的     
な学び 
21世紀に入り急激に変化する社会のなかで、大学
は「課題探求能力」の育成が求められている。「課

題探求能力」とは何か、また大学はどのようにして

この能力を育むのかに関して、平成10年10月26
日に出された『21 世紀の大学像と今後の改革方策
について－競争的環境の中で個性が輝く大学（答申）

－』のなかで、以下のように述べられている。 
 

社会の高度化・複雑化等が進む中で、「主

体的に変化に対応し、自ら将来の課題を

探求し、その課題に対して幅広い視野か
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ら柔軟かつ総合的な判断を下すことの

できる力」（課題探求能力）の育成が重

要であるという観点に立ち、「学問のす

そ野を広げ、様々な角度から物事を見る

ことができる能力や、自主的・総合的に

考え、的確に判断する能力、豊かな人間

性を養い、自分の知識や人生を社会との

関係で位置付けることのできる人材を

育てる」という教養教育の理念・目標の

実現のため、授業方法やカリキュラム等

の一層の工夫・改善、全教員の意識改革

と全学的な実施・運営体制を整備する必

要がある。 
 
この答申から、学生が社会の変化に対応し、主体的

に学び、課題を探求し総合的な判断をすることがで

きるような授業が求められていることが明らかに

なる。大学は従来の講義形式の詰め込み授業から、

学生が主体的に考える力を育むことができるよう

な授業のあり方が求められるようになった。 
では、主体的に考える力を育む授業とはどのよう

な授業なのか。平成 24年 8月 28日に中央教育審
議会より提出された『新たな未来を築くための大学

教育の質的転換に向けて－生涯学び続け、主体的に

考える力を育成する大学へ（答申）－』では、大学

教育の質的転換の必要性が指摘された。この答申で

は、「学生が主体的に問題を発見し解を見いだして

いく能動的学修（アクティブ・ラーニング）（p.9）」
が重視され、受動的な学習から能動的な学習への転

換が提示されている。また、平成28年12月28日
に公表された『幼稚園、小学校、中学校、高等学校

及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必

要な方策等について（答申）』（2016）では、学校教
育で育てたい人物は「変化の激しい社会の中でも、

感性を豊かに働かせながら、よりよい人生や社会の

在り方を考え、試行錯誤しながら問題を発見・解決

し、新たな価値を創造していくとともに、新たな問

題の発見・解決につなげていくことができること

（p.13）」が求められている。これらの資質や能力
を身につけるための方法として、「アクティブ・ラ

ーニング」が取り上げられるようになった。 
このことは、従来の講義を中心とした授業ではな

く、学生自らが課題を発見し、解決するプロセスを

重視している PBL（Problem Based Learning/ 
Project Based Learning）が大学で行われるように
なったことにも関係している。現在では多くの大学

で多様なPBLの授業が行われており、各大学や学
部に適したPBLのハンドブックが作成される傾向
が見られる。関西大学でも学生が卒業後もグローバ

ル社会に適応できるような国際感覚を持ち、多様化

するニーズに対応出来るようなPBL実践科目やカ
リキュラムが開講されている。国際部では次世代の

グローバル人材育成カリキュラムを「グローバル科

目群」とし、これらの英語開講科目の利点を「語学

力・コミュニケーション能力の向上、世界の様々な

国・社会の文化理解の向上、未開拓な土地・課題で

も前向きに取り組んでいくことができるリーダー

シップ」であると提示している。 
本稿では英語開講科目ではないが、グローバル社

会に対応できるよう日本語だけでなく英語も使用

し、主体的に学ぶことに重点をおいたアクティブ・

ラーニングの一つである「海外大学の学生と行う国

際プロジェクト型学習（PBL）」の授業実践をとお
して、どのようにグローバル人材育成のために学生

が主体的に考える力を育んでいるかについて述べ

る。 
 
3. 関西大学「海外の学生と行う国際プロジェクト
型学習（PBL）」の授業実践 
「海外の学生と行う国際プロジェクト型学習

（PBL）」の授業は全学共通科目であり、1 年生か
ら4年生まで履修することができる。この授業は、
開講言語としては日本語となっているが、海外の大

学と連携し議論を行う活動も15週間の中に組み込
まれるため、授業の大部分では英語で自分の考えを

述べ、異文化間でのコミュニケーションを行うこと

が必要とされる。日本に限らず、諸外国の社会の仕

組みを知り、授業での議論をとおして、グローバル

化する社会についての理解を深めていくことが求

められる。この授業は、1. PBLをとおして能動的
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かつ自主的に考え行動できるようになること;   
2. グローバルな視点から多文化社会についての理
解を深めること; 3. 現代社会の課題について、多角
的に物事を考えるスキルを培うこと; 4. 海外の大学
と連携して学習を行う際に英語を使い、コミュニケ

ーションをとることができるようになることを目

標にしている。 
溝上・成田（2016）は PBLの特徴を自己主導型
の学習デザインと教師のファシリテーションのも

と、学生が問題に関して問いや仮説を立て、問題解

決に関する思考力や協働学習の能力と態度を身に

つけることであると述べている。PBL は多様な授
業実践を含むため、ここでは「海外の学生と行う国

際プロジェクト型学習（PBL）」の授業で行われて
いる PBL の実践を取り上げる。広島大学の PBL
に関する資料を基に、筆者が加筆、修正した授業の

流れは以下のようになっている。 
 
「海外の学生と行う国際プロジェクト型学習

（PBL）」の授業の流れ 
I. 状況把握  
ステップ1: シナリオを読む、または事例研究と 

関連する短いビデオを見る（授業内）  
ステップ2: キーワードを抽出する（授業内） 

II. 問題発見  
ステップ3: 問題を把握する （授業内） 
ステップ4: 疑問点や気になる点をグループで話 

し、問題の位置付けを考える（授業内） 
III. 問題探求 
ステップ5: 個々の学習項目を考え、計画を立て  

グループと共有する （授業内） 
ステップ6: 個別学習（授業外） 

IV. まとめ 
ステップ 7：学習成果の共有 （授業内・授業外） 
ステップ8: 学習成果を整理し、発表の準備を行う 	 	 	  

（授業内・授業外） 
V. 発表と振り返り 
ステップ9: 学習成果を発表し、質問する（授業内） 
ステップ10: 個々の学びを振り返る（授業内・授

業外） 

本授業はグループでの協働学習を実施し、テーマ

ごとに学生の役割を変えている。学生の役割とはフ

ァシリテーター（司会進行係）、レコーダー（記録

係）、プレゼンター（授業内発表者）である。テー

マが変わるたびに役割を変化させることで、学生は

自分が得意な役割だけでなく苦手な役割も経験す

ることになる。例えば、意見を述べるのが苦手な学

生であっても、プレゼンターとしてグループの意見

をまとめ授業中に発言しなければならない。また、

最終プレゼンテーションをグループ全員で行わな

いといけないので、学生は同じグループの学習状況

を把握し、プレゼンテーションを作り上げていかな

ければならない。 
本授業の課題を進めていくためには、学生は授業

外で会いグループワークを行うことが理想である

が、1年生から4年生の17人が多様な学部（今年
度は法学部、文学部、経済学部、社会学部、外国語

学部）から受講しているので困難を伴う。それ故、

授業内での効果的なグループディスカッションを

行うことが求められる。授業外で学生が集まること

ができない場合は、ICTツール（資料やパワーポイ
ントをGoogle Driveで共有するなど）を使いプレ
ゼンテーションに取り組むことが必要とされる。本

授業が海外との連携を意識した授業であるので、グ

ループ発表は英語で行われる。また、各グループの

プレゼンテーション後に学生が互いに質疑応答を

することで、発問の練習や異なった視点から物事の

捉え方を学ぶことができる。さらに、学生は発表終

了毎にレポートを提出することで、何を学んだのか、

今後何をしなければいけないのかなどを明確に振

り返ることができる。 
ところで、海外の大学の学生と行なうプロジェク

トはオンライン国際交流学習（Collaborative 
Online International Learning: 以下COIL）を用
いて行なう。COILとは日本にいながら、ICTツー
ルを用いて、海外の大学の学生と様々なプロジェク

トを行うことができる教育実践である。COILにお
いて学生が取り組むプロジェクトは語学力の向上

だけでなく、学生の異文化間コミュニケーションや

異文化理解を深めることができる。次に具体的な実
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践例として、ブラジルのFaculdade de Tecnologia 
de Cruzeiro （以下FATEC）と行なった授業の取
り組みを紹介する。 
COILを行うにあたり FATECの教員と相談して
決定した目標は、1.異文化理解力を高めること; 2.
バーチャル環境におけるコミュニケーションとプ

レゼンテーションスキルの向上; 3.国際的な環境下
で異文化の経験を培うこと; 4.学生がコミュニケー
ションをとおして、お互いに学び合うことである。

授業のテーマは「オリンピック－過去から学び、未

来の実践に活かす－」である。関西大学とFATEC
の学生がグループを組み、課題を調べる際に学生が

お互いの国について学べるように、関西大学の学生

は2016年に行われたブラジルのオリンピックにつ
いて学び、FATECの学生は 1964年に行われた東
京オリンピックについて調べ、最後に2020年の東
京オリンピックに関してのガイドラインを作成し

プレゼンテーションを行う。ガイドラインを作成す

るにあたり、各学生はオリンピックが行われた時代

背景や、その当時の問題点、また2020年にも起こ
り得る問題点を明らかにし、解決策に向けて協議を

行う。この授業における COIL の流れの一部を以
下の表で記す。 
 
表1 関西大学とFATECのCOIL授業の流れ  
トピック タスク 
第1週 
アイスブレ

イキング 

・ FLIPGRID（動画共有サイ
ト）にグループを紹介する

ビデオをアップロードし、

お互いのビデオにコメント

する。 
・ オリンピックに関する資料
やサイトを二つ以上探す。 

・ FATECのグループとコミュ
ニケーションを取る。 

第2週 
調べてきた

ことを報告

する 

・ 関西大学のグループでま
ず、お互い調べてきたこと

や疑問点などを話し合う。

その後、グループで話した

ことをGoogle スライドや
SNSをとおして、FATEC
のグループに報告する。  

・ FATECの教員とビデオコン
フェランスをするために、

学生は教員への質問の準備

をする。 
第3週 
プレゼンテ

ーションの

準備 

・ グループでプレゼンテーシ
ョンの準備を行う。スライ

ドなどを作り始め、グルー

プと共有し、議論を深めら

れるような補足資料を探

す。 
・ FATECの学生にブラジル
のオリンピックに関する疑

問点を聞く。 
第4週 
プレゼンテ

ーションの

最終提言を

まとめる 

・ 海外大学の学生とまとめた
データから、東京オリンピ

ックへの提言を考える（課

題、解決策など）。 

第5週 
プレゼンテ

ーション 
 

・ まとめた内容をグループ毎
に発表し、パワーポイント

と発表を映したビデオを

FATECの学生が見えるよ
うにアップロードする。 

第6週 
評価・振り

返り 

・ FATECの発表を見て、コ
メントを考える。 

・ COIL経験から学んだこと
を実生活にどう活かすこと

ができるかを振り返る。 
 
FATECとCOILを行なっていない期間のPBLに
よる授業では、関西大学の学生だけでプロジェクト

を行う。例えば、国際社会や異文化についての理解

を深めるため、移民問題や多文化共生社会の実現に

向けた課題を提示し、学生は「海外の学生と行う国

際プロジェクト型学習（PBL）」の授業の流れにあ
るようなプロセスをグループのなかで繰り返す。具
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体的な実践例としては、日本に外国人労働者が増え

ることから、近い将来外国人労働者が日本に長期的

に移住することになったと仮定する。どのような問

題が起こり得るのか、どのように解決することがで

きるのか等について、他の国で実施されている政策

を参考にして日本に求められる解決案を提示する

ことを学生に求めた。その際に、誰の視点からどの

ような提言を行うのか、その案は誰に友好的な案な

のか、または誰が含まれていないのかなどアイディ

アを提示させた。 
このプロセスを繰り返すことで学生はテーマに含

まれる問題を多角的な視点から学び、ディスカッシ

ョンをとおして、自分が何を疑問に思っているのか、

なぜそれを疑問に思っているのか、またそれをグル

ープメンバーにどう伝えるのかを考えることがで

きる。さらに、学生は発表を聞く人にとって分かり

やすく論点を整理することの重要性や、発表する際

にどのようなプレゼンテーションスキルが必要か

ということを認識するようになる。このPBLの取
り組みは、COILにおける活動にも活かすことがで
きる。次に、このような授業実践から学生が学んだ

ことを明らかにする。 
 
4. PBLにおける学生の学び 
授業のPBL活動から学生は何を学んでいるのか。
最終授業日に行なったアンケートから学生が何を

学んだのかについての記述回答の一部を紹介する。

アンケートは自由記述であり、問いは中井（2015）・
佐藤（2002）を参考にして筆者が加筆したものを配
布した。このアンケートで学生自身の学びについて

尋ねた三つの質問: I.授業のグループワークから学
んだ教訓、II.グループワークをとおして自分自身に
ついて気がついたこと、III.授業をとおしてどのよ
うなスキルが向上したと思うかについて取り上げ

る。 
授業のグループワークから学んだ教訓についての

回答は大きく分けると、1. 自分の意見を人に分か
りやすく伝えること; 2.調べ学習を行い、興味関心
を広げて他者と考えを共有すること; 3.自信を持つ
こと; 4.多角的な視点から考えること; 5.プレゼンテ

ーションなど人の前で話すこと; 6.問題解決に取り
組むことなどの重要性が挙げられた（資料1）。 
二つ目の質問は、学生の学びを問うものである。

グループワークの様々な役割を経験して、他学部の

生徒と協働学習を終えた時、学生はどのようなこと

に気づいたのかについてである。学生の回答からは

グループワークをとおして気づいたことに関して、

1.自分自身の知識や経験から発言し、共有すること
の大切さ; 2.自分が何を知らないかについて; 3.プレ
ゼンテーションやディスカッションの難しさ; 4.自
分の意見の強さやインターネット上のコミュニケ

ーションの難しさが挙げられた（資料2）。 
三つ目の質問の授業で向上したと思うスキルにつ

いての回答からは、1. 問題解決力; 2コミュニケー
ション力・ディスカッション力; 3.プレゼンテーシ
ョン力が挙げられた（資料 3）。このアンケートか
らは、学生は自分たちから積極的に社会問題に取り

組み、グループディスカッションをとおして様々な

意見を述べたり耳を傾けることで問題の理解が深

まると気づいたことが分かる。英語でのプレゼンテ

ーションを行うことやグループでのディスカッシ

ョンが難しいと答えた学生が多かったが、PBL に
よる授業を経験するうちに、ディスカッションやプ

レゼンテーションに自信を持てるようになったと

回答している。また、学生は様々な社会問題の理解

を深めることで、多角的な視点から考えられるよう

になったと認識している。これらの活動から、学生

は積極的にコミュニケーションを取ることの大切

さと主体的に取り組む必要性を学んでいる。 
このようにこの PBL の実践は、先に取り上げた
政府が発表しているグローバル人材が備えるべき

三つの要素である「要素Ⅰ：語学力・コミュニケー

ション能力、要素Ⅱ：主体性・積極性、チャレンジ

精神、協調性・柔軟性、責任感・使命感、要素Ⅲ：

異文化に対する理解と日本人としてのアイデンテ

ィティー」を満たしており、グローバル人材育成を

可能としている。また、このようなPBLの学生の
学びは「社会人基礎力」である3つの能力（前に踏
み出す力、考え抜く力、チームで働く力）と12の
能力要素（主体性、働きかけ力、実行力、課題発見
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力、計画力、創造力、発信力、傾聴力、柔軟性、情

況把握力、規律性、ストレスコントロール力）を発

展させ、さらに三つの視点（何を学ぶか、どのよう

に学ぶか、どう活躍するか）を捉え直す機会となり、

変化する社会において自らの学びを深めキャリア

形成を考えていくことに役立っていることが明ら

かになった。 
 

5. 今後の課題 
本稿はどのように大学教育が急激に変化するグロ

ーバル社会に柔軟に対応できるようなグローバル

人材を育成し、主体的な学びを促し「社会人基礎力」

を身につけられるような授業実践を行うことがで

きるかについて取り上げてきた。 
今後のPBLやCOILの授業実践の課題として挙
げられるのは、学生のアンケートのなかでも明ら

かになったグループワークに関するものである。

学部や学年が異なることだけでも授業外で会うこ

とは難しく、またCOILを使ったプロジェクトで
は時差の問題もあり、学生がより良いコミュニケ

ーションを行えるように考えることが求められ

る。また、コミュニケーションが円滑に行えるよ

う、教員は学生が共通理解を持つことのできる授

業のテーマを設定して主体的な学びを行えるよう

な環境を作り、学生に学び続け成長を促す事がで

きるような支援を考える必要がある。 
中井（2015）も述べているように、アクティブ・
ラーニングにおいては初回の授業で学生の関心を

惹きつけるような授業を行わなければならない。教

員に求められる役割は、授業に参加しやすいような

雰囲気づくりであり、また課題を設定する際も学習

目標や学習方法などを学生に分かりやすく提示す

ることである（pp.64-65）。初回の授業に限らず、
教員は新たなテーマを行う度に学生にとって常に

適切な問題やテーマを設定することが必要とされ

る。中井（2015）はPBLにおいて適切な問題を設
定することに関して「学生が興味をもち学習の動機

づけになるもの、学生間で多様な意見が出る程度に

複雑なもの、既知の学習内容を思い出しながら自分

に不足する知識を特定できるもの（p.139）」を準備

する必要性について述べている。また、同志社大学

PBL 推進支援センターが PBL を行う人に求めら
れる資質を「企画力、段取力、コミュニケーション

能力、忍耐力、分析力、観察力、発信力、連携力

（pp.10-11）」としているように、PBLによる授業
実践をするためには、教職員は問題やテーマを探し

それに合った教材を作成し、学生がより良い学びを

行えるよう工夫を重ねていくことが必要不可欠で

ある。 
ところで、現在のところ学生が授業で学んだこと

が大学生活または社会に出てからどのように役立

ったのか、どのような授業の実践がグローバルな時

代に対応できる学びを得ることができたのかに関

して追跡した調査は見当たらない。そのため今後は、

実際に授業を受けた学生に改めて一年後または卒

業後にインタビューをすることによって、授業で学

んだPBLの手法がどのように学生の学びに変化を
与えたのかについて明らかにすることから、学生の

学びに関してより深い理解を教員が得て授業実践

に活かすことができるのではないだろうか。また、

アクティブ・ラーニングにおける教員の学びに関し

ても明らかにすることで、授業実践の充実に役立て

ることができるのではないだろうか。今後、大学か

ら社会へと連携することができるような学生の長

期的な学びが可能となるようなPBLによる授業を
実践していくことで、社会の変化にも柔軟に対応で

きるグローバル人材を育成することができるので

はないかと考える。 
 
参考資料: 学生のアンケートに関する回答 
資料1: 授業のグループワークから学んだ教訓とは
何か。 
1. 自分の意見を人に分かりやすく伝えること 
・ 自分の意見をしっかり言うこと、他者と考え
を正確に共有することの難しさ。 

・ コミュニケーションの大切さ、意思疎通の難
しさ、情報伝達の大切さ。 

2. 調べ学習を行い、興味関心を広げて他者と考え
を共有すること 

・ 何事も調べて知識を持つこと、その情報をグ
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ループメンバーでシェアすることが大切だと

いうことを学んだ。調べることで、興味や知識

が広がっていくということと、情報をシェア

することで個人では思いつかないことに気が

ついたり、新たな情報に繋がる。 
3. 自信を持つこと 
・ 自信を持つことが重要である。 
4. 多角的な視点から考えること 
・ １つの視点だけで考えるのではなく、多角的
な視点から調べなければ表面的なプレゼンテ

ーションになってしまう。 
・ 様々なことに目を向けること、視野を広げる
ことが必要。 

5. プレゼンテーションや人の前で話すこと 
・ 人前で話すことの大切さ。1 回目より 2 回目
の方が上手くでき、取り組み方を変える等の

工夫を考えることができた。 
・ スライドや表現を分かりやすくすること、聞
き手の様子を見ながら話すことが大切だと分

かった。 
6. 問題解決に取り組むことに 
・ 自分たちで課題を見つけ問題を解決していく
ことの重要さ。 

 
資料2: グループワークをとおして自分自身につい
て気がついたこととは何か。 
1. 自分自身の知識や経験から発言し、共有するこ
との大切さ 

・ 様々な学部の違う学年の学生と話し合うこと
ができ、自分の視野が広がった。自分では、特

別視していなかった些細な経験や意見が、他

のグループメンバーにとっては新たな発見と

なり、知識を深める一つのアイディアになる

ことに気づいた。また些細なことでもシェア

してお互いの意見を話し合い、理解を深めて

行くことが大切であることを学んだ。 
・ あまり知らないことでも積極的に話せば新た
な発見につながるということを知って、積極

的に発言することが大切だと思った。 
2. 何を知らないかについて 

・ 社会問題について知らないことが多すぎた。 
・ 外交や国単位の話題について、かなり閉鎖的
な考えを持っていた。 

・ 自分の知っていることや知識のあることにつ
いては、積極的に提案し話を進めることがで

きるが、知らないことについてはなかなか積

極的になれない。 
3. プレゼンテーションやディスカッションの難
しさ 

・ 学年に関係なく、ディスカッションをして自
分の意見をはっきり英語で話すのは言葉が出

なくて難しかった。 
・ 練習すれば上手くなることに気づいた。 
4. その他 
・ 自分の意見がはっきりとあるので、意見がぶ
つかることがある。 

・ お互いがネット上だけのみでコミュニケーシ
ョンを取ることがたまに難しかった。 

 
資料3: 授業をとおしてどのようなスキルが向上し
たと思うか。 
1. 問題解決力 
・ １回目のプレゼンテーションと比べると、使
える英単語が増え、問題解決能力が向上した

と思う。以前は社会的問題を他人事のように

見ているところがあった。しかし、この授業を

とおして、いろいろな問題に関心を持つよう

になり、またそれらが自分にも関係があるこ

とに気がついた。さらに、自分たちにも何かで

きることがあるかもしれないと感じるように

なった。現状の問題を何かに焦点を当てるこ

とにより解決できるのかということを以前よ

り具体的に考えられるようになった。 
2. コミュニケーション力とディスカッション力 
・ 度胸がついたと思う。最初は、「英語が話せな
いから発言をしない」と考えたけれど、今はも

う少し思い切りが良くなって、「とりあえず話

してみよう」と思えるようになった。英訳する

時が難しいので、自分の言いたいことをより

簡潔な日本語で表現できないかと考える癖が
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ついた。 
・ アイディアを広げて、さらに人のアイディア
とコネクトする力。 

・ グループでのプレゼンテーションはほとんど
経験がなかったので初めは手探りだったが、

最後のグループでは積極的に話し、発言でき

た。 
3. プレゼンテーション力 
・ 発表時に落ち着く力、プレゼンテーション力、
協調力、ネット力。 

・ 人前で話す力、興味を引くスライドのデザイ
ンを考える力、英語で表現する力。 

・ 自信を持ってプレゼンすること、自分以外の
立場の人の視点で物事を考えるスキル。 
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協同学習における動機づけ調整方略と行動的エンゲージメントの関連 
―Relative Weight Analysis による検討― 

Relationship between motivational regulation strategies and behavioral 
engagement in cooperative learning: A Relative Weight Analysis 

 
梅本貴豊（京都外国語大学外国語学部） 

田中健史朗（山梨大学教育学部） 
矢田尚也（関西大学教育推進部） 

 
Abstract 
This study examined the relationship between motivational regulation strategies and behavioral 
engagement in cooperative learning using a relative weight analysis. By using relative weight 
analysis, the relative importance of multiple predictor variables in a regression model was clarified. 
A self-report questionnaire was administered twice to undergraduates who participated in a lecture 
including cooperative learning activities at two universities. In this study, five motivational 
regulation strategies were measured: active interaction, task value, enhancement of the sense of duty, 
self-consequating, and structuring learning activities. The results of the relative weight analysis 
indicated that active interaction strategies and behavioral engagement (Time 1) were more effective 
in behavioral engagement (Time 2) than the other four motivational regulation strategies. The effects 
of motivational regulation strategies on behavioral engagement in cooperative learning were 
discussed in light of the present findings. 
 
キーワード 動機づけ調整方略、協同学習、行動的エンゲージメント、relative weight analysis、自己

調整学習／motivational regulation strategies, cooperative learning, behavioral engagement, relative 
weight analysis, self-regulated learning. 
 
1. 問題と目的 

1.1 アクティブ・ラーニングと協同学習 

近年、わが国ではアクティブ・ラーニングの推

奨などによって（文部科学省, 2012）、他者と学習

する機会が増えている。文部科学省（2016）がア

クティブ・ラーニングを「主体的・対話的で深い

学び」と位置づけていることからも、教育場面に

おいて他者と積極的に関わりながら学習を行う重

要性が強調されていることが分かる。 
こういった他者との学びは、教育心理学におい

て「協同学習」として研究されている。協同学習

では、学習者は小グループを構成し、自分自身の

学習および仲間の学習を最大化するように、とも

に学んでいく（Johnson, Johnson, & Smith, 

 
1991）。先行研究では、こういった協同学習の有用

性が示されており（e.g., Johnson, Johnson, & 
Smith, 1998）、これから教育現場においてますま

す重要視されていくものと考えられる。そのため、

よりよい教育を考えるためにも、こういった協同

学習に関する研究知見を積み重ねることが急務で

ある。 
 
1.2 動機づけ調整 

人は学習に対して、常に意欲的に取り組めるで

あろうか。確かに、学習内容に興味を持ち、高い

動機づけを有して積極的に学習を進めていくこと

もある。しかしながら、学習内容の難しさや、退

屈さなどによって、動機づけは容易に低下してし
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まうだろう。そのため、こういった場合、学習を

続けるためにも、学習者が積極的に自らの動機づ

けを調整する必要がある。 
自律的な学習プロセスの解明を目指す自己調整

学習（Zimmerman & Schunk, 2011）において、

こういった側面は、動機づけ調整として研究され

ている（e.g., Wolters, 2011）。これまでの研究に

よって、学習者は、学習内容の興味のある部分に

注目する動機づけ調整方略や、学習後の報酬を用

意する動機づけ調整方略などを用いて、自身の動

機づけを調整していることが示されている（e.g., 
Schwinger, Steinmayr, & Spinath, 2009; 梅本・

田中, 2012; Wolters, 1998）。さらに、この動機づ

け調整方略が積極的な学習を導くことが示されて

いる（e.g., Grunschel, Schwinger, Steinmayr, & 
Fries, 2016; 伊藤・ 神藤 , 2003; Li, 2017; 
Schwinger & Stiensmeier-Pelster, 2012; 
Umemoto, 2015; 梅本・伊藤・田中, 2016; Wolters, 
1999; Wolters & Rosenthal, 2000）。すなわち、動

機づけが容易に低下してしまうといった困難な状

況のなかで自律的に学習を進めるためには、「動機

づけ調整」というプロセスがきわめて重要になる

と考えられる。 
他にも近年では、動機づけ調整に関する研究は、

多様な広がりを見せている。例えば、動機づけ調

整方略の量と質を区別し、調整の効果や努力、学

業達成との関連を検討したものや（Engelschalk, 
Steuer, & Dresel, 2017）、動機づけ調整を測定す

る短縮版尺度の作成（Kim, Brady, & Wolters, 
2018）、オンライン学習を対象とした動機づけ調

整方略と3つのエンゲージメントとの関連の検討

などが行われている（Park & Yun, 2018）。また、

具体的な動機づけの低下状況を示し、その状況に

対して呈示されたそれぞれの方略の適切さを評価

することで、動機づけ調整方略の条件的知識の測

定を試みる研究なども見られる（Bäulke, 
Eckerlein, & Dresel, 2018）。 
さて、学習中の動機づけの低下は、個人での学

習だけではなく、協同学習においても同様であろ

う。つまり、他者と学習するなかにおいても、や

はり常に高い動機づけを持ち続けるのは困難であ

り、そういった状況では動機づけの調整が必要と

なると考えられる。これまでの動機づけ調整研究

は、個人での学習場面を対象にしたものがほとん

どであったが（ e.g., Smit, de Brabander, 
Boekaerts, & Martens, 2017; Teng & Zhang, 
2018; Wolters & Benzon, 2013）、梅本・田中・矢

田（2018）は、協同学習場面に着目して動機づけ

調整方略を測定する尺度を作成し、5 つの方略を

見いだしている。1 つ目の方略は、積極的交流方

略であり、他者と積極的に関わることでやる気を

調整する方略である。2 つ目は、課題価値方略で

あり、学習内容への価値づけを高めることでやる

気を調整する方略である。3 つ目は、義務感高揚

方略であり、他者に迷惑をかけられないといった

ように、学習への義務感を高めることでやる気を

調整する方略である。4 つ目は、自己報酬方略で

あり、学習後のご褒美を想定するなどによってや

る気を調整する方略である。5 つ目は、学習活動

構造化方略であり、役割分担や計画立案などによ

って学習活動を構造化することでやる気を調整す

る方略である。 
 
1.3 相対的な重要性 

協同学習場面において、以上のような 5つの動

機づけ調整方略が見いだされているが、それぞれ

の方略は、学習行動に対してどれだけ相対的な重

要性を持つのであろうか。学習行動に対する動機

づけ調整方略の相対的な重要性を明確にすること

は、教育的介入を考えた際に、きわめて重要なこ

とであろう。つまり、介入の際に、どの方略をよ

り優先的に教授するかなどの指針となるからであ

る。そこで、本研究では、動機づけ調整方略が学

習行動に与える相対的な影響を明らかにするため、

重回帰分析に加えてRelative Weight Analysisを
用いて検討を行う。 
従属変数に対する独立変数の相対的な重要性を

推測する際、多く見られるのは、重回帰分析にお

ける偏回帰係数を参照するものである。重回帰分

析は、他の独立変数が一定であるとしたときの、
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当該の独立変数が1単位分増加することで従属変

数がどの程度変化するのかについて興味があるな

らば、非常に有用な方法である。一方で、独立変

数間に相関がある際には、偏回帰係数を相対的な

重要性の指標として用いることは不十分であるこ

とが知られている（e.g., Darlington, 1968）。こう

いった場合によりよい方法として考えられるのが、

Relative Weight Analysis（以下、RWA）である

（e.g., Tonidandel & LeBreton, 2011）。 
RWA とは、当該の分析の独立変数によって説

明された従属変数の全分散のうち、それぞれの独

立変数がどれだけの分散を説明しているのかを計

算することで、独立変数の相対的な重要性を明ら

かにする分析である。分析の際には、独立変数ご

とに、相対的な重要性を表す指標であるRelative 
Weight が計算され、全ての独立変数の Relative 
Weightを加算したものは、回帰モデルの決定係数

（R2）と一致する。そして、それぞれのRelative 
Weightに対して信頼区間が算出されるが、分散を

表すRelative Weight はマイナスになることがな

いため、全て正の値になるように修正される。な

お、Relative Weight の有意性を検討するために

は、バイアスを修正した信頼区間が計算され、こ

の信頼区間に「0」が含まなければ有意であるとい

う判定を行う（Tonidandel & LeBreton, 2015）。 
Schwinger & Otterpohl（2017）は、このRWA

を用いて分析を行い、努力に対する 8つの動機づ

け調整方略の相対的な重要性を明らかにしている。

特に、動機づけ調整方略のように、それぞれの方

略の間に相互関連がある場合には、上述したよう

にそれぞれの独立変数の相対的な重要性を明らか

にする RWA が有用であると考えられる

（Schwinger & Otterpohl, 2017）。他にも、

Steinmayr, Weidinger, & Wigfield（2018）は、

RWAを用いて、Grit、パーソナリティ（Big Five）、
動機づけ、エンゲージメントの学業成績に対する

相対的な重要性を検討している。 
 
1.4 行動的エンゲージメント 

 今回の研究では、学習行動として、行動的エン

ゲージメントを取り上げる。エンゲージメントと

は、より状況的な学習への取り組みのあり方を捉

えようとする概念であり（鹿毛, 2013）、協同学習

という場面における取り組みの測定についても応

用できると考えられる。エンゲージメントは具体

的に、行動的側面、認知的側面、感情的側面の 3
つに区分されることが多い（e.g., Christenson, 
Reschly, & Wylie, 2012）。行動的エンゲージメン

トとは、学習や学習課題に関する関与、努力や持

続性、忍耐を含む概念である（Fredricks, 
Blumenfeld, & Paris, 2004）。個人学習場面にお

いて、行動的エンゲージメントが学業成績を直接

的に規定することが示されており、学習における

その重要性がうかがえる（Steinmayr et al., 2018; 
梅本他, 2016）。そのため、行動的エンゲージメン

トを促すための介入につなげるといった意味でも、

行動的エンゲージメントに対する動機づけ調整方

略の相対的な重要性を明らかにすることは、意義

があると考えられる。 
なお、本研究では大学生を対象とし、2 回の縦

断的調査を用いて検討を行う。近年、大学生を対

象とした自己調整学習研究の重要性も指摘されて

おり（Nilson, 2013 美馬・伊藤監訳 2017）、大学

生を対象とした研究知見を積み重ねることも必要

であると考えられる。また、動機づけ調整方略と

行動的エンゲージメントとの因果関係をより明確

化するためにも、縦断的な調査によって検討を行

うことは重要であろう。その際に、実際に協同学

習を含む授業を受講している大学生を対象として

調査を行う。 
 
2. 方法 

2.1 手続きおよび研究参加者 

2016年 12 月および1月に、2つの大学の学生

63 名に対して、協同学習を含むそれぞれの授業の

なかで 2回の縦断的な調査を行った。A大学（27
名）については、1回目の調査のあと、2週間後に

2回目の調査が行われた。B 大学（36名）につい

ては、1 回目の調査のあと、約 3 週間分の長期休

みを挟み、5週間後に2回目の調査が行われた。 
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それぞれの大学において、調査の間に 2回の協

同学習を含む授業が行われた。A 大学では、小グ

ループごとに与えられたトピック（現在の教育に

対する課題）について調べてまとめるという内容

で協同学習が行われた。また、調べた結果につい

てグループごとに1回のプレゼンテーションが行

われた。加えて、それぞれのプレゼンテーション

が行われるごとに、小グループで討議を行った。

プレゼンテーションは5回実施され、最終的には、

プレゼンテーションおよび授業内で行われた体験

学習を通しての学びについて、それぞれのグルー

プごとに報告書を作成した。 
B 大学では、小グループごとに当該の心理学系

授業に関する概念やトピックを 1つ選択し、詳し

く調べてまとめるという内容で協同学習が行われ

た。なお、2 回目の調査の翌週には、グループご

とにまとめた内容のプレゼンテーションが行われ

た。 
分析には、2回の調査に参加した 57名（男性13

名、女性 44名; 平均年齢19.39、 標準偏差1.91）
のデータが用いられた。 
 
2.2 調査内容 
第1回目調査（Time 1） 協同学習における動

機づけ調整方略については、梅本他（2018）の尺

度を用いた。この尺度には、下位尺度として5つ

の動機づけ調整方略が含まれた。積極的交流方略

（12 項目）の項目例は、「グループの人たちと連

携して取り組む」、課題価値方略（7項目）の項目

例は、「学習内容で興味のある部分を見つける」、

義務感高揚方略（8項目）の項目例は、「自分だけ

やらないわけにはいかないと考える」、自己報酬方

略（6項目）の項目例は、「学習が終わった後の自

分へのご褒美を考える」、学習活動構造化方略（5
項目）の項目例は、「役割分担を行う」であった。 
行動的エンゲージメントについては、梅本他

（2018）の尺度を用いた（5項目）。項目例は、「私

は協同学習中、議論に参加している」であった。 
第2回目調査（Time 2） Time 1と同様に行動

的エンゲージメントが測定された（5項目）。 
当該の授業を含む現在の協同学習における取り

組みについて、いずれの尺度にも 5件法（「よくあ

てはまる」から「全くあてはまらない」まで）で

回答を求めた。なお、RWA以外の分析には、統計

分析ソフトR（ver.3.3.1）を用いた。 
 
2.3 倫理的配慮 

 本研究では、以下に述べるように研究参加者に

対する倫理的配慮を行った。まず、質問紙のフェ

ースシートに、「回答に正解、不正解はないこと」

「答えたくない質問があった場合は答えてなくて

も良いこと」「調査内容は統計的に処理されるため

プライバシーの問題はないこと」などを明記した。

そして、調査に協力することに同意する人には「同

意します」という項目にチェックを、同意できな

い人には「同意しません」という項目にチェック

をするように求めた。また、「同意します」という

項目にチェックをせずに回答した場合には、同意

したとみなすことを明記した。 
 
3. 結果 

3.1 尺度構成 

 まず、先行研究に従い、それぞれの下位尺度を

構成した。α 係数を算出したところ、学習活動構

造化方略についてはやや値が低かったが、それぞ

れ一定の値が得られた。そのため、各項目の加算

Mean SD α
積極的交流方略 3.61 0.44 .80
課題価値方略 3.57 0.61 .82
義務感高揚方略 4.05 0.46 .76
自己報酬方略 3.66 0.72 .82
学習活動構造化方略 3.35 0.59 .66
行動的エンゲージメントTime 1 3.69 0.48 .77
行動的エンゲージメントTime 2 3.77 0.54 .83

Table 1　各下位尺度の平均値，標準偏差およびα係数



― 59 ―

関西大学高等教育研究　第10号　2019年３月

平均を用いて下位尺度得点を算出した。各下位尺

度の平均値、標準偏差および α係数をTable 1 に

示す。また、各下位尺度間の相関分析の結果を

Table 2 に示す。先行研究（e.g., Schwinger & 
Otterpohl, 2017）と同様に、多くの動機づけ調整

方略間に相関がみられた。 
次に、各下位尺度の大学差を検討するために、

大学を独立変数、各下位尺度を従属変数とした対

応のない t 検定を行った。その結果、いずれにお

いても有意な差は見られず、効果量も小さいもの

であった（Table 3）。この結果から、各下位尺度

の平均値については2つの大学間でさほど違いが

ないことが示された。 
 
3.2 動機づけ調整方略と行動的エンゲージメン

トの関連 

 協同学習における動機づけ調整方略の行動的エ

ンゲージメントに対する相対的な重要性を検討す

るため、5 つの動機づけ調整方略を独立変数、大

学（A大学を 0に、B大学を 1としてダミーコー

ド化）と Time 1 の行動的エンゲージメントを統

制変数、Time 2の行動的エンゲージメントを従属

変数として RWA を行った（Table 4）。この分析

に際して、RWA-Web を用いた（Tonidandel & 
LeBreton, 2015）。Relative Weight（RW）の信頼

区間の算出および有意性の検定には、Tonidandel, 
LeBreton, & Johnson（2009）の推奨に基づき、

10000回の繰り返しによるブートストラップ法を

用いた。また、分析には 95%信頼区間を用いた。 
分析の結果、5 つの独立変数および 2 つの統制

変数によって、従属変数の全分散の約 4割が説明

されていた（R2 = .42）。また、積極的交流方略お

1 積極的交流方略
2 課題価値方略 .50 ***
3 義務感高揚方略 .43 *** .40 **
4 自己報酬方略 -.10 -.09 .11
5 学習活動構造化方略 .44 *** .54 *** .35 ** .04
6 行動的エンゲージメントTime 1 .45 *** .45 *** .40 ** .17 .62 ***
7 行動的エンゲージメントTime 2 .51 *** .31 * .40 ** .14 .48 *** .52 ***

Table 2　相関分析結果

*p <.05, **p <.01, ***p <.001

654321

Mean SD Mean SD
積極的交流方略 3.56 0.43 3.65 0.46 -0.79 0.20
課題価値方略 3.49 0.55 3.63 0.65 -0.85 0.23
義務感高揚方略 4.03 0.54 4.07 0.39 -0.33 0.09
自己報酬方略 3.74 0.75 3.60 0.69 0.73 0.19
学習活動構造化方略 3.33 0.64 3.36 0.56 -0.22 0.05
行動的エンゲージメントTime 1 3.67 0.54 3.70 0.43 -0.22 0.06
行動的エンゲージメントTime 2 3.78 0.56 3.76 0.54 0.19 0.04

A大学（n =25） B大学（n =32） t値 Hedges'
g

Table 3　大学を独立変数としたt検定結果

Predictor SE CI-L CI-U %

積極的交流方略 .42 * .17 .34 .133 * .034 .343 31.71
課題価値方略 -.09 .13 -.10 .022 .005 .052 5.16
義務感高揚方略 .15 .15 .13 .057 .011 .153 13.46
自己報酬方略 .08 .09 .10 .016 .002 .080 3.80
学習活動構造化方略 .18 .14 .20 .086 .016 .198 20.51
大学 -.06 .12 -.06 .003 .000 .007 0.63
行動的エンゲージメントTime 1 .25 .17 .22 .104 * .028 .211 24.73
*p <.05
注) RWの信頼区間（CI）および有意性の検定はブートストラップ（10000回）に基づく

Table 4　重回帰分析およびRelative Weight Analysisの結果
b β RW

Criterion: 行動的エンゲージメントTime 2（R 2 =.42, p <.001）
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よびTime 1 の行動的エンゲージメントのRWが

有意となった。今回の分析で説明されたTime 2の
行動的エンゲージメントの分散のうち、約32%を

積極的交流方略が、約25%をTime 1 の行動的エ

ンゲージメントが説明していることが示された。 
なお、重回帰分析の結果についても、Table 4に

併記した。分析の結果、積極的交流方略のみが

Time 2 の行動的エンゲージメントに対して正の

関連を示した。 
 
4. 考察 

 本研究の目的は、RWAを用いて、協同学習にお

ける動機づけ調整方略が行動的エンゲージメント

に与える相対的な影響力を明らかにすることであ

った。 
 

4.1 協同学習における動機づけ調整方略と行動

的エンゲージメントの関連 

 まず、本研究の分析によって説明されたら第 2
回目の調査における行動的エンゲージメントの分

散のうち、約3分の 1が積極的交流方略によって

説明されていた。やる気が低下した際に、お互い

に励ましあったり、協力したり、他者と積極的に

関わることによってやる気を調整する方略が、積

極的な学習行動において特に重要であることが示

された。また、重回帰分析においても、積極的交

流方略は行動的エンゲージメントに対して正の関

連を示しており、その重要性がうかがえる。 
次に、第 2回目の調査の行動的エンゲージメン

トの分散のうち、約 5分の1が第 1回目の調査時

の行動的エンゲージメントによって説明されてい

た。つまり、初めから積極的に協同学習に取り組

む学生は、後半においても積極的に取り組んでい

ることがうかがえる。しかしながら、この第1回

目の行動的エンゲージメントよりも、上述した積

極的交流方略の方がより多くの従属変数の分散を

説明していたことは特筆すべき点である。つまり、

最初から協同学習に対して積極的に取り組んでい

るかどうかということよりも、協同学習のなかで

積極的な交流を通して動機づけを調整しているか

どうかの方が、後の積極的な取り組みを促すため

に重要であると考えられる。なお、RWA におい

て、Time 1の行動的エンゲージメントは有意であ

るが、重回帰分析においては、有意な関連が示さ

れていない。こういった結果の不整合は、それぞ

れの分析の意味が異なることを示している。すな

わち、RWAは、当該の分析によって説明された分

散に対して、それぞれの独立変数が分散をどれだ

け説明するのかを検討することで、独立変数の従

属変数に対する相対的な重要性を明らかにする分

析である。一方で、重回帰分析は、それぞれの独

立変数が従属変数をどの程度予測するのか、その

影響力を明らかにする分析である。そのため、そ

れぞれの分析結果が全て整合するというわけでは

ない。 
さて、梅本他（2018）の重回帰分析においては、

積極的交流方略と行動的エンゲージメントとの間

には関連が示されておらず、一方で、義務感高揚

方略と行動的エンゲージメントとの間に正の関連

が示されている。これらは、本研究の結果とは異

なるものである。先行研究と本研究との結果のズ

レについては、測定方法の違いやサンプルによる

違いの可能性もあり、今後の研究の蓄積が必要で

あろう。また、梅本他（2018）では、重要回帰分

析において、動機づけ変数（自己効力感、内発的

価値）を統制変数として分析に加えている。その

ため、統制変数の選択などにも注意を払い、分析

を行っていくことが重要である。 
 
4.2 今後の課題 

 本研究におけるサンプル数は少ないため、結果

の一般化には注意が必要である。また、本研究に

おいてはサンプル数の問題もあり、2 つの大学の

学生を統合して分析を行ったが、今後の研究にお

いては、それぞれの授業の特徴や学習課題の特徴

を加味したうえでの詳細な分析が必要であろう。

そして、質問紙調査と合わせ、実際の協同学習場

面の観察や発話分析、インタビューなどにより、

より多面的に動機づけ調整プロセスについて検討

することが重要である。さらに、デジタルメディ
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アを用いた学習を対象として、プロンプトを用い

た動機づけ調整の支援について検討した

Daumiller & Dresel（2018）のように、今後は動

機づけ調整プロセスの促進や支援についても実証

的に検討していく必要がある。 
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ゼミ形式授業における発表活動の学習システム開発 
―関西大学人間健康学部「導入演習」の事例をもとに― 

Development of the Learning System of the Presentation Training: Case Study of Freshman 
Seminars at Faculty of Health and Well-being, Kansai University 
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要旨 
 本稿の目的は関西大学人間健康学部「導入演習」における「リーディング」パートを事例に、ゼミ形

式授業が持つフリーライダーの発生や教授者との専門性との乖離等の問題に対して、戦略を明示しなが

らどのような教授学習的工夫を行えるのか、報告し、その特徴を検討することである。ゼミ形式授業は

初年次教育や専門教育の導入授業として教学的に、また、学生指導的にも重要な位置を占めている。一

方でこのゼミ形式授業にはフリーライダーが頻繁に現れ、さらに学生のスキル不足からスキル習得型授

業に傾斜し、教授者の専門性と乖離することがある。これらの問題を乗り越えるため、「社会的手抜き」

に関する知見から学び、さらに学習活動自体を「模倣」の学習論によって再度定義し直すという戦略を

採用した。具体的には「役割の明確化」と「メンバーの関係性を密にすること」、「模倣学習を基盤にし

たスキル・パフォーマンスの向上」、「個人評価の明確化」・「フィードバックの原則」という戦略である。

それらの戦略をもとに教授学習的工夫を凝らし、関西大学人間健康学部の初年次授業において授業開発

を行った。本稿ではこの実践における学習システムとその背景にある戦略と埋め込まれた工夫について

検討し、稿を改めて行われる、当該学習システムの成果検証の端緒とする。 
 
キーワード  初年次教育、ゼミ形式授業、発表活動、グループワーク／first-year experience, 
seminar, presentation, group work 

 
1.  問題設定 
(1)ゼミ形式授業の問題点 
 ゼミナール形式の授業(以下、ゼミ形式授業)は
小集団教育の手法として大学等で活用されている

ものである。ゼミ形式授業では一方向的な大規模

講義に対して、様々なグループ学習(新井・坂倉、
2013 など)、調べ学習や研究発表などの発表活動
が行われ、教授者と学習者、学習者同士が双方向

的に交流できる学習形態である。この形式の授業

は初年次教育や専門教育として1回生次から卒業
回生次まで毎年のカリキュラムに配置されている

ことも珍しくない。 
 近年、本邦ではゼミ形式授業を小中高校の「ク

ラス」、担当者を「クラス担任」のように学習者個々

人の大学への適応や学習状況等の確認や進路指導

などに利用するケースも増えてきており(1)、研究

指導の基礎となる授業という側面とともに教学運

営・学生指導において重要な存在となっている。 
 他方、ゼミ形式授業を大学院全の高等学校等で

活用することもあり(2)、大学固有の学習形態とい

うよりも、双方向性を持った一般的な教育方法と

して理解できるようになってきている。 
 このように大学教育で重要な位置を占め、さら

に一般的な教育方法としても活用されるゼミ形式

授業であるが実践場面では様々な困難さに直面す

る。 
 1 つは「フリーライダー」の問題である。ゼミ
形式授業のように課題解決を基本とするグループ
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での学習では往々にしてグループの成果に只乗り

する学習者＝フリーライダーが発生する。このフ

リーライダーに関して教育学では様々な場面で問

題化されており、対策が議論されてきている(中部
地域大学グループ・東海 A チーム、2014／森、
2016／碇山ら、2017など)。 
 フリーライダーはグループワークにおいて活動

に対して「手抜き」を行う。この手抜きによって

グループ全体のパフォーマンスが下がるのである

が、この点は「社会的手抜き」(個人が単独で作業
を行った場合にくらべて、集団で作業を行う場合

のほうが1人当たりの努力の量＝動機づけが低下
する現象。釘原、2013、p.ⅱ)という概念から議論
を広げることができる。 
 釘原は、いくつかの社会的手抜きの要因を挙げ

ている。評価可能性の低さ(個々人の集団に対する
貢献度の不明瞭さ)、努力が不要であること(他の
メンバーが優秀であり、自分の努力が集団の結果

にほとんど影響しない)、手抜きの同調(他者が努
力しない状況で自分が努力することを馬鹿らしく

感じる)、緊張感の低下、注意の拡散(自己意識の
低下)である(釘原、2013、pp.20-27)。 
 フジモト(2017)はそもそもグループでの活動で
は「さまざまなプロセスにおいて、多くのロスが

生じている」ため、「ロスを最小限に抑える」必要

があり(pp.129-130)、リーダーの役割が重要であ
るとしている。ただ、この役割はリーダーという

人格に帰属するものではなく、ある種のテクニッ

クである。 
 フジモト(2017)はグループをまとめるためのテ
クニックとして「メンバーの関係を密にすること」、

メンバーに「自分のチームだと思ってもらう」こ

と、「目標を共有すること」、「一人ひとりの役割を

明確にすること」(pp.135-143)を提示している。
これらは釘原が提案する社会的手抜きの対応策と

重なる。釘原は「フィードバックの原則」、「目標

の明示化」、「個人のパフォーマンス評価の可能性

を高める」(監視テクノロジーによる外的動機づけ
と個人の役割明示化による内的動機づけ)(釘原、
2013、pp.220-227)などを対応策として提示して

いる。 
 2つは、(初年次教育におけるゼミ形式授業で見
られることであるが)授業でのニーズと教授者の
専門性との乖離である。 
 大学で必要な様々な基礎技術を「アカデミック

スキル」と呼ぶことがある。近年、本邦の初年次

教育においてはこのアカデミックスキルを習得す

る授業が、パソコン等の ICT技術の習得と合わせ
て熱心に行われ、様々な教材が開発されてきてい

る(中澤ら、2007／佐藤ら、2012／世界思想社編
集部、2015など)。 
 調べ学習や研究発表などの発表活動を行う際、

このようなスキルの習得は必要条件であり、習得

されていないと学習者のパフォーマンスに関して

基本的な事項の確認に留まってしまうことになる。

たとえば、日本語表現の不自然さや引用の仕方、

ワードソフトの使用方法などの不備について修正

が先立ち、発表の内容にまで立ち入れられないこ

とがある。このようなことを防ぐためにも、初年

次教育におけるゼミ形式授業はスキル習得型授業

が中心となる場合がある。 
 しかし、スキル習得型授業の場合、教授者＝研

究者の直接的な研究関心と連動するわけではない

ため、その専門性と乖離する傾向も見て取れる。

たとえば、初年次教育におけるゼミ形式授業で日

本語作文の練習やブレインストーミング・KJ 法
のワークショップ等、教授者＝研究者の専門性と

直接的には関係のあるものではなくなる。このこ

ともあり、初年次教育の一部を外部業者に委託す

る大学・学部もあり、学部教育の根幹を外注する

という事態も見受けられることがある(3)。 
 アカデミックスキルを学習するプロセスについ

て改めて考えたい。学習にはトップダウン型とボ

トムアップ型が存在すると考えられる。トップダ

ウン型はあるパフォーマンスに必要なスキル(認
知や行動の形式)を明示的に教えられる学習であ
り、ボトムアップ型はあるパフォーマンスを共有

する実践集団において、体験を通じて学ぶ学習と

理解することができる。このボトムアップ型学習

の基本は「模倣」と呼ばれるものであり、学習者
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自身が世界に対して関わる中で生じる現象として

理解できる。 
 スキル習得型のアカデミックスキル学習はトッ

プダウン型学習に当たると考えられ、初年次教育

においてはトップダウン型学習が従来活用されて

きている。それに対してボトムアップ型のアカデ

ミックスキル習得としては、論文等を読み込むこ

とで引用の方法を学び、日本語能力を高めていく

プロセスが考えられる。このようなプロセスは専

門教育の導入としても捉えることができ、この「模

倣」をうまく活用できれば教授者の専門性と一致

した初年次教育が可能になると考えられる。 
 以上のようにゼミ形式授業の問題点について論

じてきた。同時に、その問題点を解決できそうな

いくつかの論点も提示された。ゼミ形式授業は教

授者と学習者、そして、学習者同士の双方向的な

学習スタイルであるものの、フリーライダーの問

題が存在する。さらに初年次教育においてはスキ

ル習得重視で行わないといけないことが多く、教

授者＝研究者の専門性と乖離する傾向が見受けら

れた。 
 これらの問題点について、前者においては社会

的手抜きに関する蓄積から様々な解決策が提示さ

れ、さらに後者に関しては「模倣」という学習プ

ロセスの活用によってクリアできるのではないか

ということが示唆された。 
 本稿ではこのような課題意識のもと組み立てら

れた初年次教育のゼミ形式授業について、その学

習システムの全容を報告し、今後の効果検証の導

入としたい。 
 
(2)実践の背景と特徴 
 本稿で報告・検討される実践は関西大学人間健

康学部の初年次教育に位置する「導入演習」(後期
実施)の「リーディング」パート(全 5 回)である。
履修生は1回生が337名、単位不合格で再履修の
上級生が7名の合計344名である。 
 同学部の初年次教育としては、2018年度現在、
前期に「スタディスキル」が実施され、後期に「導

入演習」が行われている。導入演習は(一般教養的

意味合いを持つ)初年次教育であると同時に専門
教育の導入部に位置するものでもある。 
 同学部での小集団ゼミ形式の専門教育は1回生
次に「導入演習」(後期配当)、2回生次に「基礎演
習」(通年配当)、3 回生次に「専門演習」(通年配
当)、4 回生次に「卒業演習」(通年配当)と配置さ
れている。 
 初年度教育に目を移すと、2014年度に抜本的な
授業改革が行われ、以降、小幅なカリキュラム改

革が図られてきている。 
 2018年度現在、スタディスキルゼミでは小集団
の枠組みの中でアドベンチャー教育をベースとし

た体験学習に重点を置いた学びの共同体作りが図

られており、大学という新しい環境への適応促進

が目指されている(詳しくは村川ら、2018)。 
 「導入演習」はこのスタディスキルゼミを受け

て実施される小集団ゼミである。スタディスキル

ゼミにおいても大学で必要な学習スキルの習得が

図られるものの、2018年現在においては学習者の
情動面での適応に重点が置かれていることを考慮

すれば、導入演習はそれと対比的にスキル習得に

重点が置かれる初年次授業として理解できる。 
 つまり、同学部の初年次教育は、前期において

情動的適応が、後期ではスキル習得がそれぞれ求

められる二段構造と言え、この実践においては一

定の情緒的適応を果たした学習者のスキル向上の

ための小集団ゼミとして捉えることができる(一
部、浦、2017で報告されている)。 
 
(3)目的 
 本稿ではこの「導入演習」における「リーディ

ング」パートを事例に、先に掲げたゼミ形式授業

の問題に対してどのような教授学習的工夫を行え

るのか、報告し検討することを目的とする。本稿

での報告を今後、収集されたデータをもとに行わ

れる効果測定のための導入としたい。 
 
2. 方法 
(1)授業の概要 
 2018年度現在、「導入演習」は1回生次後期に
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配当された専門必修授業である。 
 全 15 回の授業は「ライティング」・「ディスカ
ッション」・「リーディング」の3パートに分かれ、
それぞれ5回ずつの実施となっている。学習者は
15〜20名のクラスごとに分かれ、それぞれのパー
トを学習することになるが、クラスによって学習

の順番は異なっている。 
 各パートを複数の教員が担当しているが、パー

トごとに運用形態は異なっている。運営方針を共

有し教材等については各担当者の裁量に任せてい

る場合もあれば、運営方針から教材まである程度、

共通している場合もある。 
 「リーディング」については、2017 年度に 3
人の担当者によって授業開発が行われ、授業方針

及び教材等、一定の共通性を持ったパッケージが

完成している。2018 年度には 1 名が他パートに
異動し、2 名が新たに担当、4 名体制になったが
今後の授業展開を見越して一定の方針を共有した

上で担当者各人での授業開発が行われることにな

った。そのため、2017年度にパッケージ化された
学習プログラムの継続は4名中2名で、それに加
えて1名が前年度プログラムを踏襲しつつ、自身
の裁量のもとカスタマイズを行い実施している。

本稿での報告・検討は 2017 年度の学習プログラ
ムを引き継ぎ 2018 年度も継続して授業開発を行
っているこの2名の実践である。 
 「リーディング」では、大学等で求められる専

門書の読解と内容整理、内容説明を1人ないしは
複数で行えるようにすることが大まかな学習目標

である。本稿で報告・検討する実践ではこの学習

目標達成のため、いわゆる「輪読会」的な読解と

発表活動が用いられている。 
 学習目標としては具体的に次のようなことが掲

げられている(表1)。 
 
(2)前提となる学生像 
 この実践を実施する人間健康学部は「スポーツ

と健康コース」・「福祉と健康コース」、それらに加

えて「ユーモア学プログラム」があり(4)、学生は

2 回生次にそれぞれのコースに配属される。学生
数としては「スポーツと健康コース」が最も多く、

同コースの特徴から同学部にはスポーツ経験者や

体育会所属のスポーツ系クラスに所属する者が多

い。 
 この点から本稿で報告・検討する実践の前提と

なる学生像はスポーツ系の学生となるが、他方で、

「福祉と健康コース」の学生も一定数あり、学生

の特徴や志向性はやや異なっている点に注意を向

けておきたい。 
 そもそも同学部は教育機関としても多様性を持

った組織である。「スポーツと健康コース」・「ユー

モア学プログラム」はそれぞれ単一のディシプリ

ンに根ざしたものではなく、テーマリサーチ型の

学際的な特徴を有しており、数量的なアプローチ

を行う教員もいれば、文献研究を中心とする教員

もいるし、体験や表現活動を重視する教員もいる。

また、研究室によっては卒業研究も論文執筆では

なく研究発表や作品発表によって行われるものも

ある。 
 学部としては、「『基本構成力』『課題探究力』『協

調力』『専門応用力』の調和する総合的な人間力を

兼ね備え、社会の幅広い分野において活躍できる

人材の育成」(5)が掲げられ、ディプロマポリシー

として表2のような学力を身につけたものに学位

表1 リーディングの学習目標 

・文章の内容を適切に理解することができる 

・情報検索技術を活用し、文章理解に必要な情報を補足することが

できる 

・自分の言葉で文章の要旨をまとめることができる 

・要旨をわかりやすく他者に伝えることができる 

・（文章をもとに）自分の意見を述べることができる 

1（知識・技能） 
 広い知識・視野と柔軟な思考を基盤に、健康の維持や増進を
図る人間健康学に関する専門知識・技能を習得し、それを実践
することができる。 
 
2（思考力・判断力・表現力等の能力） 
円滑なコミュニケーション能力と将来を構想する力を持ち、関

西大学が推奨する判断力と行動力を融合した「考動力」全般を
身につけ、社会や他者のために、人間健康学にかかる専門性を
基盤とした責任ある行動をとることができる。 
 
3（主体的な態度） 
 社会とのつながりのなかで自ら課題を探求し、実践において

他者と共感しながら協働することができる。 

表2 人間健康学部のディプロマポリシー 
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授与を行うことを謳っている。 
 これらの学部運営資料が示すものは、一般的な

能力(ジェネリックスキル)の獲得であり、専門性
として「人間健康学」と提示されているものの、

それは必ずしも単一のディシプリンに紐づけられ

たり、具体的なパフォーマンスに根拠を持ったり

するものではないと考えられる。 
 しかしながら、学部の理念・目的として「『ここ

ろ』『からだ』『くらし』を総合的にとらえ、健や

かでおおらかな生き方をめざす教育と研究を行う」

(6)としているように身体や福祉という大まかな興

味関心の共通性は捉えることができ、スポーツ系

学生という一定数存在する集団を軸に学生像を想

定することも有用であると思われる。 
 このような背景を念頭に「リーディング」のパ

ートでは「読むこと」と「グループでの活動」の

2点が重視される。まず、「読むこと」については、
「読む」ことを著者と対話することとして捉え、

著者が伝えたいことは何か読み取ること、さらに

読んでいて分からないことを自ら調べ、必要な知

識を補いながら読解を進めていくことを推奨して

いる。また、「グループでの活動」についてはチー

ム内での自らの役割を果たすこと、助け合って 1
つの発表を作ること、互いの状況を確認して進め

ることというチームプレーの基本原則を学習者に

求めている。これらのことは卒業研究等、学部の

学習で求められるものであるとともに、卒業後、

社会一般で活躍するために必要なジェネリックス

キルの一種として捉えることができる。 
 ともに特定の学習者像やディシプリンに依存し

たものというよりも一般的なスキル開発を意識し

た、教養教育的あるいは専門教育の基礎的トレー

ニングであることが理解できる。 
 
(3)実践開発の履歴 
 本稿では 2018 年度現在、確立された学習プロ
グラムについて報告するがこのプログラムが開発

されるに至った履歴について簡単に説明しておき

たい。 
 2017年 8月 3日に「リーディング」パートの

担当者3名で打ち合わせが行われた。そこでこれ
までの学部教育や初年次教育開発の経緯が共有さ

れ、授業の概括や学習目標が設定された。 
 続いて、学習プログラムの設計が行われ、大枠

が完成した。さらに1〜5回目の1ターン目、6〜
10回目の2ターン目、11〜15回目の3ターン目、
それぞれに教材テキストを変えることが確認され、

1 ターン目に使用する教材確定や印刷配布方法が
確認された。 
 その後、打ち合わせから授業が開始されるまで

に評価用システムが開発、授業で配布されるプリ

ントも作成され担当者同士で意見交換・修正のの

ち、共有された。 
 1 ターン目は学習プログラムについてのほぼ毎
回、意見交換が行われ、順調に推移していること

が確認された。2 ターン目以降は、それぞれの担
当者に応じて小幅な修正が可能なように授業運営

の拘束度は緩められ、それぞれでの授業運営・学

習方法の開発が進んだ。 
 2018年度になると、このプログラムを継続的に
開発・研究する2人の担当者の間で前年度の授業
運営・学習方法、さらに学習者の模範例が共有・

検討され、共通のガイダンス教材等が改めて作成

された。加えて、評価システムについて Google
フォームと関大 LMSそれぞれの利点を検討する
ため、評価基準等は揃えられながら、異なる実施

システムを利用することとした。 
 また、教材テキストに関しては担当者の専門性

を反映したものを通期共通で利用することにし、

共通・ターンごとの縛りを撤廃した。さらに2017
年度は SNS 等を活用しクラスごとにグループで
の連絡ができるようにしていたが、発表直前に担

当者に学習者個々人が指導を求めることや他パー

ト授業担当者の意見等を反映させ、2018 年度は
SNS等での連絡を取りやめ、次章で説明するよう
なグループ内の協調学習を促進する仕組みを採用

した。 
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3. 結果 
(1)学習プログラムの枠組みと3つの学習活動 
①基本的な枠組み 
 本章では 2018 年度にパッケージ化された学習
プログラムについてその実際を報告する。 
 この実践の基本的な枠組みは次のようなもので

ある。3〜4 名のグループを基本単位とするため、
15〜20 名のクラスは全体で 6 班に分かれること
になる。このグループがこの実践の学習活動を行

う母体となる。 
 
②3つの学習活動 
 この実践で学習者は3つの学習活動を経験する。 
 まず、学習者は指定した教材の内容を端的に要

約してレジュメを作成し、「発表」する。この「発

表」という学習活動はグループごとに教材テキス

トを1章ずつ担当しその内容を報告する輪読会形
式のものである。この実践では後述するように各

グループが2回の発表を行う。 
 この発表の段階で、学習者は「テキストを読み」、

「内容をまとめ」、レジュメを作り、「レジュメを

もとに発表」することになる。発表の2回目は「内
容をまとめる」代わりに「まとめたものをもとに

問題提起をする」(当該教科書以外の情報を収集し、
考察を広げる)ことになる(図1)。 

 「発表」はグループごとに行われるが実際の発

表は個人作業になっている。担当のテキストの章

をグループメンバーで割り振り、1人 1枚のレジ
ュメを作成し、グループに与えられた時間を均等

に割り、個人が発表を行う。 
 この「発表」に対して「質疑」の学習活動があ

る。そこでは当該箇所を「読み」、他の学習者の発

表を「聴き」、「質問やコメントを行う」(図2)。 

 最後に「評価」であり、そこでは上の2つの

「発表」と「質疑」の学習活動を行う学習者をモ

ニターし、あらかじめ設定されたルーブリックを

もとに前者については個人を、後者についてはグ

ループを評価する。この学習活動に関しては個人

で行うものとする(図3)。 

 
 この3つの活動が1回目のガイダンスを省いた
4 回の授業の中で互い違い、あるいは重なるよう
に実施され、学習者は片時もこの3つの活動を休
むことができないようになっている(図4)。 

 
(2)タイムスケジュール 
①1日の授業 
 発表が実際に行われる授業は次のようなタイム

図4 各チームの授業回ごとの学習活動 

図１ 回数によって異なる学習活動 

図2 「質疑」の学習活動動 

図3 各チームの授業回ごとの学習活動 
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スケジュールで行われる。 
 授業開始とともに担当者は前回のフィードバッ

ク等、簡単なガイダンスを行う。続いて、毎回司

会とタイムキーパーを指名する。これはその回で

「質疑」を担当する班から任意で選ばれる。 
 以後の授業進行は司会が行い、授業終了までの

時間をタイムキーパーがコントロールすることに

なる。 
 発表は 1回 15分で 4人班なら 16分となる。3
名 1班が目安のため、1人の発表時間は 5-4分で
ある。発表時間は厳守させ、時間が余ったら最後

の1名かメンバー全体で追加コメントを発表する
など、時間調整を行う。また、時間超過の場合も

最後のメンバーが短い時間で発表を行うなど、時

間調整をする。 
 発表が開始されると班のリーダーないしは1人
目の発表者がこの班がどれだけ連携をとり発表準

備したかを具体的な時間や日数を示しながら簡潔

に説明するようにする。 
 質疑は5分間実施される。質問やコメントがな
かったり、途絶えたりしてもこの時間はとる。 
 質疑が終わると評価の時間を取るが、授業の最

後に担当者が講評等を行うため時間が必要なら、

発表や質疑が行われている最中に行うように指示

を出す。 

 授業の流れを事前に提示し、意識付け、学習者

による自主的な授業運営を行うようにする(学習
者提示資料として図5)。 
 これに加えて実際の発表パフォーマンスを考慮

し、授業の最後に司会が発表チームの中から最優

秀チームを選出する。多くの場合は学習者の挙手

等による投票制となる。 
 
②1回目と2回目の発表 
 学習者は 4回の授業中、2回発表を行う。担当
箇所は変わらないが、1 回目は「テキストの内容
をわかりやすく説明する」ことが求められ、学習

者は読解に力を入れないといけないことにある。

たとえば、テキストの内容理解に「必要な情報が

まとめられているか」、テキストを理解するために

「テキストにない情報を補足しているか」という

ことがレジュメ等の作成には問われる。 
 具体的な作業としては、学習者は1回目の発表
で担当箇所を要約したレジュメを作成し、2 回目
はそれをもとにした問題提起レジュメを作成、1
回目のレジュメと合わせ、表裏、ないしは見開き

レジュメを完成版として作成する(学習者提示資
料として図6)。 

 

(3)成績評価 
 すべての学習活動は評価対象となり、学習者に

とってどれも力が抜けないものとなっている。評

価に関しては次のようになっている。 
 「レジュメ＋発表」は1回につき30点、2回あ
るため合計で 60点、同じく 2回ある質疑は 1回
につき10点、合計20点、評価は1日につき5点
で4日間あるから合計20点となっている。 
 評価対象となる点数は担当者が判断したもので

あり、学習者同士の相互評価は点数にはならない。

図 5 学習者提示資料の例    

図 6 学習者提示資料の例    
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その代わり、どのように評価されたかではなく、

どのように評価したかが問われ、全員に同じ評価

をしたり、明らかにおかしい評価を行ったりした

者には評価に関する点数の5点から減点がなされ
ることになる。 
 
(4)授業運営と指導の基本方針 
 実際に授業を運営する際には学生対応が必要と

なるが、授業運営と合わせて運営・指導方針も明

文化し、担当者で共有した。 
 「リーディング」の授業は基本的な運営を学習

者の自主性と主体性で成り立たせているとともに、

学習者は自主性や主体を発揮する仕組みが学習プ

ログラムに組み込まれている。たとえば、それぞ

れ学習者はレジュメをもとに発表するが、このレ

ジュメは発表当日に印刷して持参することになっ

ている。印刷・配布しない場合、レジュメをもと

に判断される点数は0点になる。また、発表の司
会やタイムキーパーは学習者に任せており、授業

時間の超過に関しても学習者の責任とアナウンス

している(実際は担当者も時間調整を行う)。 
 また、1 回目のガイダンスにおいては日程を事
前に提示し、学習者が自分のスケジュールに合わ

せて、欠席が生じないような日程を意識した班決

めになるように自主的な判断と申告を促している。 
 発表準備に関しても 2018 年度に関しては担当
者の事前指導は行わず、発表前に各チームでの事

前打ち合わせや発表リハーサルの中で相互サポー

トを行うことを原則としている。そのため、チー

ムにはリーダーポストが設置され、連絡先交換や

打ち合わせ等のコミュニケーションが推奨される。

また、レジュメの作り方や発表の仕方については

ライティング・ラボや(2017年度受講生である)人
間健康学部の2回生の先輩等に質問することなど
の方法が提示されている。 
 
4. 考察 
(1)用いられた戦略 
 以上に示した「リーディング」という実践では、

問題設定で議論されたゼミ形式授業の問題点とそ

の解決策を念頭とした様々な戦略が用いられてい

る。最後に本稿で紹介された実践について、どの

ような戦略のもと、教授学習的工夫が行われたの

か検討したい。 
 個々の工夫について言及するためにも、その背

景となった戦略がどのようなものだったのか、説

明しておきたい。 
 この実践ではフリーライダー防止及び担当者の

専門性を重視したスキル偏重ではない初年次教育

確立のためにいくつかの戦略が用いられた。それ

らは4つで「役割の明確化」と「メンバーの関係
性を密にすること」(①)、「模倣学習を基盤にした
スキル・パフォーマンスの向上」(②)、「個人評価
の明確化」(③)・「フィードバックの原則」(④)で
ある。「役割の明確化」と「メンバーの関係性を密

にすること」は個々の学習者が発表活動において

どのような役割を担うのか明確にするとともに、

それぞれの役割をメンバー同士で支え合い履行さ

せるものである。「模倣学習を基盤にしたスキル・

パフォーマンスの向上」は発表活動を基本としな

がらもその中でスキル習得を促すために「模倣」

を用いるものである。「個人評価の明確化」は文字

通り、発表活動における個人の評価を可視化する

とともにすべての学習活動において個人がどの程

度のパフォーマンスを発揮したのか、常に評価さ

れる戦略を意味する。最後に「フィードバックの

原則」ではそれらの評価が即時ないしは一定の短

い期間中に学習者にフィードバックされることで

ある。 
 
(2)戦略に基づく教授学習的工夫 
①役割の明確化と関係性を密にすること 
 この実践の学習活動の基本単位は「個人かつグ

ループ」である。基本的な発表活動は個人で行う

ものの、教室の前に立つ際はグループでの助け合

いが求められ(発表時間の工面等)、そこに至る学
習活動に関しても相互のサポートが重要になって

いる。とくに 2018 年度から担当者の事前指導を
原則禁止としており、学習者同士の支え合い・教

えあいが重要な仕組みとなっている。 
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 結果的に発表活動において学習者は自分自身の

パートを受け持つことで役割が明確になり、グル

ープの発表全体への貢献度が可視化されることに

なる。さらに個々人の学習活動を担当者がサポー

トしないことによって、グループ内での支え合い

を促し、結果的に関係性を密にすることが目指さ

れる。毎回の発表に最優秀チームを選抜すること

も、グループでの関係性を密にすることを促す。 
 このようなグループでの活動に関しては前期の

スタディスキルで培われた「学習共同体」的な雰

囲気が一定の影響を与えていると推測できる。 
 
②「模倣」によるスキル・パフォーマンスの向上 
 この実践では授業時間の関係上、詳しいリーデ

ィングの技術やレジュメの作成方法、発表方法に

ついての説明やデモンストレーション等が行えな

かった。 
 担当者は当初、このような背景から発表パフォ

ーマンスの「質」に関して大きく期待できず、あ

くまでも輪読回的な学習の機会を経験してもらう

ことに重点を置いていた。しかし、2017年度の授
業において収集された学習者のレジュメや発表等

の実践事例の中には担当者が想定していた以上の

ハイパフォーマンス例が存在した。 
 この授業に関しては担当者が 1年で 2クラス、
1クラスで 3クールの学生入れ替えがあるため、
合計で6クラス分のパフォーマンス例が収集でき
る。このような機会を利用し模範的な事例を収

集・共有することで学習者のパオーマンスの質向

上を狙った。 
 2017 年度 1 クール終了時点で優秀な学習者の
レジュメを当人に許可をもらい、氏名等を伏せて

印刷し、模範事例として配布した。その結果、レ

ジュメの品質が著しく向上した。 
 さらに前のクールでどのように発表したのか、

ガイダンス時に担当者が事例として説明すること

により、新たに課題に直面した学生たちの導き糸

となった(学習者提示資料として図7参照)。 
 このような連鎖は1クール内の授業でも認めら
れ、1〜3班の発表を見た 4〜6班が発表について

理解をし、さらなる工夫を行うなどの状況が確認

された。また、担当者も短期間で多くの学習者と

そのパフォーマンス事例を観察できるため、学習

者たちに模範となる事例を紹介しつつ、授業につ

いて説明することができるようになった。 
 このような期せずして成立した現象は「模倣」

を基本とした教授学習の連鎖によるものである。

前年度あるいは前タームで行われた模範事例を次

の学習集団が模倣することで総体としてのパフォ

ーマンスが向上し、常に進歩し続ける循環が構築

できるのである。これにより、教授者の専門性を

発揮できるような発表活動においてスキルトレー

ニングを行えるようになるのである。 
 
③個人評価の明確化 
 最終的な評価には直接的に組み込まれないもの

の、この授業では学習者が相互に評価を行う仕組

みを取り入れている。学習者の評価対象となって

いるのは、「発表」と「質疑」であり、この 2 つ
の活動がほとんどの授業時間を占めることを考え

ると、学習者はこれらの学習について「実践する」

か、「観察する」か、どちらかに常に従事しないと

いけない。 
 このことは、授業中の学習者に明確な役割分担

が与えられていることとともに、それが「評価」

ログとして残り、担当者がチェックすることがで

きることを示す。 
 これらのことは、この授業での学習者の活動の

すべてが担当者、そして学習者同士で評価の対象

とされ、常に観察されているということを意味す

る。それは学習者に対し評価する「主体化」を促

すとともに、評価される「対象化」を一種、強い

るものであり、ともに強い自己認識を求めるもの

となる。 
 また、これらは他者の存在および自分のとった

行動を他者が知りうると信じることが、人間の行

動に影響を与えるという「観衆効果」(縄田・山口、
2011)や、他者がいるときに課題の成績が向上す
るという「社会的促進」(Zajonc, 1965)という現象
を利用した工夫ということもできる(各語の定義
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はファンデンボス[監]、2013参照)。 
 つまるところ、学習者は実践中、片時も気を休

めることができず、サボることができず、活動に

対してコミットメントし、提示される学習目標や

ルーブリックに基づきパフォーマンスを適正化し

ないといけないのである。 
④フィードバックの原則 
 この実践において、学習者によってなされた評

価は技術的な制約から一定の時間差はあるものの、

即時にフィードバックされることになる。2017

図7 学習者提示資料の例 
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年度・2018年度ではこのシステムが検討・施行段
階であり、担当者によっては使用するシステムが

異なる。 
 ここでは Google フォームを用いたフィードバ

ックについて説明する(LMS を利用したシステム
の開発は、森田・蒲生、2019 参照)。学習者は関
西大学インフォメーションシステムを通して、

GoogleフォームのURLを入手し、スマートフ

図8 成績表の例 

1回目の発表 

2回目の発表 

図9 授業で使用したルーブリック 
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ォン等で発表ごとに個々人の評価、さらに質疑に

おいては質疑を行うグループの評価を行い、デー

タを送信する。 
 担当者は蓄積されたデータをもとに Microsoft 
Excel 上で集計を行い、一人一人に成績表を出力
し、翌週の回に、担当者の評価および匿名化され

た学習者同士の評価をフィードバックするように

している(実際の成績表の例は図8)。 
 成績表にある学習者同士の評価に関しては一定

の矛盾を孕む部分もある。たとえば、追加情報が

掲載されていないレジュメに対して、高い評価を

行う者もある。この場合、授業冒頭の成績表配布

前に口頭で全体注意を行うものの、成績表はその

まま学習者に配布する。学習者同士の評価は数値

化された単純集計であり、そのような実際のパフ

ォーマンスと矛盾した評価に関しては「外れ値」

や「異常値」として理解できるようになっている

からである。 
 
(3)今後の課題 
 本稿はあくまでも実践の報告とその背景にある

戦略の検討であり、その実践がどの程度の有効性

を持っているのか、実際のデータをもとに検証し

たものではない。ただ、2 年間の実践を通して、
担当者自身は授業中の学習者の発表パフォーマン

スやレジュメ資料等をもとに、一定の成果が出せ

たと感じている。とくにこの実践が行われる以前

から人間健康学部に所属し初年次教育に従事して

いる担当者の評価は高く、学習システムとしての

強固さは担当者会議等で指摘されてきている。 
 今後の課題としては学習システムの有効性を検

証することが第一のものである。他方、図9で提
示した発表ルーブリックについて、学習者の発表

パフォーマンスやレジュメ資料をもとに再度、検

討し内容の修正・再構築を行い、パッケージ化さ

れた学習システムとしての強度を高めていきたい。

また、本稿での議論とはやや矛盾することである

が、アカデミックスキル習得のための最低限のス

キル習得型授業が必要であることは担当者間でも

共有されており、そこでどのようなスキルをどの

程度習得するように指導するのか、この実践の検

証から提案することも今後の課題としたい。 
 
註 
(1)畿央大学では「学生全員が入学と同時に 20～

40名のクラスに所属し、それぞれに専任教員が
担任として配置」される。神戸松蔭女子学院大

学では「今日の大学教育の大きな欠陥のひとつ

は、教員と学生との人格的接触の少ない点」と

し、「この点に留意し、クラス担任制をもうけて

学生指導に」あたっているとしている。 
・畿央大学 担任制・オフィスアワー： 

http://www.kio.ac.jp/life/support/class/ 
・神戸松蔭女子学院大学 クラス担任制、オフ

ィス・アワー： 
https://www.shoin.ac.jp/academics/action/cl

ass.html(以下、すべての最終閲覧日は
2019年1月20日) 

(2)「探究的な学習」・「課題研究」を実施する上で
テーマや教科別にクラスで分かれ定期的に発表

学習を行う場合など。 
(3)筆者が学生として経験したオフィスソフト使
用法を学ぶ初年次授業は外部業者によって委託

されたものであった。最近でも同様のケースを

耳にすることがある。 
(4)関西大学人間健康学部／人間健康研究科 学

部の理念・目的： 
http://www.kansai-u.ac.jp/Fc_hw/fuculty_o

utline/purpose.html 
(5)註4 
(6)註4 
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ペア類型から見たペア学習の教育効果の検証

－日本人大学生対象の教職科目の授業を例にして－

Effects of Interaction Patterns of Pair Learning  
 A Case of Class Practice of Teacher Training Couse for Japanese 

福本 義久（関西大学文学研究科） 

要旨

本研究は、オーストラリアの大学教育研究者のストーチ(Storch,N)が、留学生対象の英語教育でペア学

習に現れる学生の関係性や相互作用を分析して見出した４つのペア類型（「協働」「熟達－初心」「支配－

受動」「支配－支配」）を手がかりに、日本人学生のペア学習について検証した。その結果、○ア日本人大

学生によるペア学習においてもストーチの 4 つのペア類型が出現すること、○イ「支配－支配」類型以外

のペア類型では学習成果が向上すること、○ウペア類型の出現をアンケート結果により概ね予見できるこ

と、がわかった。このことにより、ペア学習においてより高い学習成果を見込んだペア編成や有効な指

導の手立てについて示唆できた。 
 

キーワード  ペア学習、ペア類型、ルーブリック、フィードバック、効果量／Pair learning, 
Characteristics of pair types, Rubric, Feedback, Effect size 

 

1．問題の所在 
日本の大学でのペア学習は、学生同士が作文推

敲を検討するピア 1・レスポンス(池田・舘岡, 
2007,p.71)や協同 2でテキストを理解するピア・リ

ーディング(舘岡, 2005,p.89)など、留学生対象の日

本語教育の実践のほか、日本人学生の文章表現の

授業にピア・レスポンスを取り入れた研究(大島, 
2005・冨永, 2012)もある。 
一方、情報教育の分野では、ペア学習に関する

特定の変数に着目した研究もある。例えば、ペア

編成に関する研究(大矢・内田, 2009a・2009b・内

田・大矢・奥田, 2014)やペア学習を阻害する要因

の研究(内田・大矢, 2011)、個人の特性とペアの関

係性に関する研究(大矢・内田・増田, 2017)がある。 
他方、安藤(2018,pp.50-51.)は、トッピング

(Topping,K.J.)のペア学習に関する研究成果に依

拠し、欧州やオーストラリアのペア学習の研究動

向を絡めた方法論の中で、ペア学習には 5 群 20
項目に及ぶ様々な変数が存在するというギーレン

(Gielen,S.)の研究を紹介している。また、学習の

原因とメカニズムを確認するためにピア同士のや

りとりの分析研究が急務であるというトッピング

の指摘を踏まえ、実際に話されているプロトコル

分析をして、学習の出来や不出来を確かめるよう

な研究が必要であると述べる。そのヒントは、形

成的アセスメントの大家であるブラック

(Black,P.)とウィリアム(Wiliam,D.)による「形成

的アセスメントの 3 側面」にあることが、安藤

(2013,p.19)に示されている。すなわち、「仲間」を

ペア学習のパートナーとして、学習意図や評価規

準を介して互いに自他を活かすような相互作用に

よるペア学習を構築することにあると考えられる。 
ところで、ギーレンは、ペア学習や小集団学習

などのピア学習の構成要素には、(1)ペア評価の使

用に関する決定、(2)学習環境におけるピア評価と

の他の要素との連携、(3)ピア間の相互作用、(4)
評価集団の構成、(5)評価手順の進め方があって、

それぞれの採用の仕方によって、ピア学習の結果

にも影響すると言う。ただし、(3)以外は、第二節

で述べるように、授業研究でコントロールすれば、

適切な比較実験が可能であろう。なお、(3)「ピア

内の相互作用」について、ギーレンは、評価者が
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被評価者に提供するフィードバックのスタンスと

して「権威的」「解釈的」「探索的」「協働的」

を挙げているが、メルボルン大学のストーチ

（Storch,N.）は、留学生対象の英語教育でペア学

習に現れる大学生の関係性として「協働」、「支配

－支配」、「支配－受動」、「熟達－初心」の4類型

があることを見出し(2002,p.127)た。ロバーソン

(Roberson,A.P.)は、アメリカの大学で実施した第

二言語としての英語教育におけるペア学習におい

てもストーチの4類型が出現することを確かめ、

その類型は、ペアの関係性やフィードバックによ

って変容することを実証した(2014,pp.180-183)。
また、韓国の大学における日本語教育のペア学習

でこの 4 類型を確認した洪(2008,p.107-108)は、

「協働」と「熟達－初心」のペアでは学習効果が

上がり、そこでは、共同注視 3 が成立しているこ

とを明らかにした(洪, 2007,p.113)。 
ところで、渡辺(2006,p.95)は、カナダの大学附

属の英語プログラムにおける日本人対象のペア学

習では、英語の習熟度、つまり、いわゆる英語能

力差よりもストーチのペア類型の違いのほうが英

語学習の大きな影響を与えると言う。つまり、4
類型のほうが第二言語の習熟度よりも学習効果に

影響力が大きいということであって、これはギー

レンの(4)の評価集団の構成で考慮する必要がな

いということを示唆しているのであろう。 
 

2．研究の目的と方法 
2.1.研究の目的 
前節に述べたピア間の相互作用は、第二言語対

象の授業であったが、本研究では、第一に、日本

人大学生を対象とした母語によるペア学習におい

てもストーチの4つのペア類型が現れるのか、あ

るいは、日本人特有の関係性が確認できるのかと

いうことを明らかにしたい、そして、第二に、出

現するペア類型によって学習効果が異なるのか、

第三に、ペア学習中に出現するペア類型を事前に

予見できないか、また、出現したペア類型は変容

するのか、という３点について実証的に明らかに

することを目的とする。これらのことがわかれば、

ストーチの4類型を手がかりとしてペア学習導入

前に、より高い学習効果を見込んだペア編成が可

能になるとともに、その学習成果が学生の能力差

に起因するのか、ペアの相互作用によるものなの

かを特定することもできるであろう。 
2.2.研究の方法 
海外では、ペアや小集団などによるピア学習や

ピア評価の研究が盛んに行われている。アミレ

ザ・アミール(Amireza,K.&Amir,R.)は、ピア評価

に関する研究をメタ分析した論文「An Overview 
of Peer-assessment」において、ピア評価につい

て次のような定義を紹介している(2015,p.95)。ま

ず、ファルティコ(Falchiko,N.)は、ピア同士の学

びについて評価規準を適用することとしており

（2005,p.27)、トッピング(Topping,K.J.)は、学習

者が他の同様の学習者の成果物やパフォーマンス

のレベル、価値、質を検討し明細化する行為

(2010,p.62)と言うように、ピア間で「共通のもの

さし」となるルーブリックなどの評価規準を介し

た評価活動が想定されている。 
そこで、本研究では、ペア学習の実態を正確に

捉えるだけでなく、学びの伸びや発展を促すため

に、表1の安藤(2014,p4)による文章表現のルーブ

リックを介して書き手と読み手の学生同士が互い

の不出来を解消するためのペア学習を位置づけた

授業づくりを行うことにした。なお、ペア学習の

促進のためだけでなく、ペア学習を評価すること

にもルーブリックを用いるという研究は、管見の

限り見当たらない。 
また、このようなペア学習では、ルーブリック

を介した学生同士のフィードバックが学びの質を

左右すると考えられるため、安藤(2016,p.18) によ

る表2のフィードバックのガイドラインを学生に

演示して指導した。さらに、すべてのペアで展開

されるペア学習の様子をKodak PIXPRO SP360
でビデオ撮影し、そのビデオを振り返らせること

により、ペア学習の進め方の出来・不出来を互い

に解消することが可能になるという二重のメリッ

トも期待できると考えて構想した。学生の学習を

ビデオで振り返る研究としては、外国語教育にお
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ける自己評価手段としてビデオを活用する研究

(岡田・いとう, 2014)や学生のプレゼンテーション

を教師がビデオにより学生に対してフィードバッ

クや評価を行う研究(中野, 2008)などがあるが、学

生自身が自らのフィードバックや表情、態度や視

線などについてビデオ視聴により振り返らせるこ

とが有効であると考えた。 

実際の授業の進め方は、ロバーソン(2014,p.61)
の研究方法に学び、○ⅰ初稿執筆、○ⅱ自己評価・相

互評価・添削・フィードバック、○ⅲ第二稿執筆、○ⅳ

自己評価・振り返り、という進め方をした。その

際、ペア学習は、○ⅱのフィードバック場面におい

て、書き手と読み手の役割を交代して行ったので、

全ペアが2例ずつペア学習を行った。 
表 1 文章表現のルーブリック 

 
表2 フィードバックのガイドライン 

(後出の学生による加筆事項は、斜体表示にして区別した) 

内容の構成 取り決めと出典

Ａ
1.「内容の構成」及び「取り決めと出典」のBを満たした上で、読み手にとって、思わず引き 

込まれそうで、「ハッとする」「面白い」と思う。 

Ｂ
2.文章は、読み手の立場から見て明瞭であり、説得力がある。 
3.長短の文章を段落で巧みに使い、“注目すべき”言葉や文章を

示しており、印象深い。 

4.誤字脱字が全くなく、内容にそって段落が設定されていて、とて
も読みやすい。 

5.適切な引用をしており、引用文献の書式が正確に示されている。 

Ｃ
6.文章は読み手の立場から見て明瞭である。 
7.長短の文章を段落で巧みに使い、“興味深い”言葉と文章を用
いている。 

8.誤字脱字が全くなく、内容にそって段落が設定されていて、読み
やすい。 

9.適切な引用をしており、引用文献の書式がほとんど正確に示され
ている。 

Ｄ

10.読み手を見据えながら文章を綴っており、展開が分かりやす
い。 

11.長い文章と短い文章を使いながら、“興味深い”言葉を用いて

いる。 

12.誤字脱字が全くない。 
13.適切な引用をしている、または、ほぼ正確に出典を示している。 
14.内容にそって段落が設定されていて、読みやすい。 

Ｅ
15.言葉や文章から読み手を意識していることがうかがえる。 
16.長い文章と短い文章を使い、段落の始め方も同じでない。 

17.誤字脱字がある。 
18.同じような引用が多い、または、引用が２カ所を除いて正確に示

されている。 
19.段落がいくつかあるので、圧迫感がない。 

Ｆ

20.所々何を言っているのか分かりにくい言葉や文章がある。 
21.同じような文章や言葉づかいが所々出てくる。 
 

22.誤字脱字が複数ある。 
23.不必要なスペースをとった引用がある、または、引用があまり正

確ではない。 
24.段落がわずかにあるので、何とか読みやすい。 

Ｇ
25.どちらかといえば、自分の思いを描いているだけである。 
26.同じような文章や言葉づかいが繰り返してあり、平凡であ

る。 

27.誤字脱字が多数ある。 
28.引用がない、または、出典が示されていない。 
29.段落が全くない。 

Ｈ
30.自分の思いを勝手に描いているだけである。 
31.同じ文章や言葉づかいが何度も出てきて退屈である。 

32.誤字脱字が多数ある。 
33.引用がなく、出典も全く示されていない。 
34.段落が全くない。 

フィードバックをする際 フィードバックを受ける際

徐々に発展させながらフィードバックをする。
書き手がうまく書いてきた事柄を支援する。

あなたのコメントの基礎として評価規準（ルーブリック）を用いる。
テキストの特定の箇所を示して、あなたが言っている事柄をわかり
やすくする。

誠実で親切にする。

す
べ
き
こ
と

注意深く耳を傾ける。
自分の学習物と自分の感情を分ける。

他者の意見に対して信頼して受け取る。
「有益なフィードバック」と思えば、素直に受け入れる。
物事を解明しようと努める。

あなたの学習物に対して相応の責任をもつ。

相手の立場に立った批判をする。
納得したことや学んだことを伝える。
フィードバックの根拠や理由を伝える。
相手がわかるまで説明する。

相手に感謝の気持ちや態度を示す。

レポートを書き直す。
別の学習物であなたのスタイルを押しつける。

気づいた問題点だけを指摘する。
追求に値する問題を言い逃れする。
成績評価をする。

す
べ
き
で
な
い
こ
と

相手が不正確な受け取りととらえた以外の弁護のための説
明。

単に読み手に同意する。
「フィードバックは攻撃である」とみなす。
相手に合わせようと自分の学びを変える。

曖昧な表現や不確かなことを言わない。
代案を出しすぎない。

フィードバックに関与する際

互いがすべきこと 一定の知識や技能など準備をして臨む。

互いにすべきでないこと わからないことは共通の課題にし、安易な解決を急がない。
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3．授業の実際 
3.1. 授業展開 
筆者は、勤務先の私立大学の教育学部3年生４を対

象とする教職科目「教育専門演習Ⅱ」の授業全15

回のうち表3に示す12回分の授業（9月～10月上旬

は教育実習期間中のため学生がそろわず実施しな

かった）でペア学習を導入した。 

表 3 教育専門演習Ⅱ指導実績(2016年度後期) 
授業 実施日時 内 容 
① 10 月 17 日 小論文のテーマ設定「特別支援教育」「いじめ問題」 
② 10 月 24 日 ルーブリックに関する理解1:「ルーブリック評価」の体験的理解 
③ 10 月 31 日 ルーブリックに関する理解2:「内容の構成」に関する評価の実際 
④ 11 月 7 日 ルーブリックに関する理解3:「取り決めと出典」に関する評価の実際 

⑤ 11 月 14 日 ルーブリックに関する理解4:「ルーブリック評価」のテスト 
「協働性・支配性・受動性」に関するアンケート 

⑥ 11 月 21 日 小論文1「特別支援教育」執筆、ルーブリックによる自己評価 

⑦ 11 月 28 日 ペア編成、360度カメラの操作方法の説明と試用 
小論文1の相互評価、添削並びにフィードバック 

⑧ 12 月 5 日 小論文1リライト、ルーブリックによる自己評価、振り返り 

⑨ 12 月 12 日 フィードバックのガイドラインに関する説明と演示 
小論文2「いじめ問題」執筆、ルーブリックによる自己評価 

⑩ 12 月 19 日 ペア編成、小論文2の相互評価・添削並びにフィードバック 
⑪ 12 月 26 日 小論文2リライト、ルーブリックによる自己評価、振り返り 
⑫ 1 月 10 日 振り返り(小論文・ペア学習・ルーブリック・フィードバック)、インタビュー 

授業①は、今日的な教育課題から２つのテーマ

を取りあげて、600 字程度の小論文を書き、それ

をルーブリックによって相互評価・相互添削する

ペア学習を通してリライトするという説明をした

上で、学生がよく見聞きはするが、実際には詳し

く知らない「特別支援教育」と「いじめ問題」を

テーマに設定した。 
授業②から④では、まず、学生のルーブリック

に関する理解を図った。ルーブリックの理解の程

度を定数にするためである。そこで、筆者が意図

的にミスや不十分な箇所などを組み込んで作成し

た小論文を、学生が表1のルーブリックで評価し、

全員の評価を照合することによって、同じ文章を

同じ基準で評価しても個人差が出てしまうという

評価のずれを避けるとともに、ルーブリックを活

用して小論文を修正していくことについて体験的

に理解できるようにした。 
そして、授業⑤では、ルーブリックに関する理解

を確かめるテストを、全員が80%以上の正解を得る

まで問題を変えて3回実施するとともに、表4に示す

ように、「協働性・支配性・受動性」に関するアン

ケート調査も行った。このアンケートの質問項目に

ついては、ストーチ(2002,pp.127-130) のペア類型

の定義やロバーソン(2014,p.80)のペア類型の相互

作用の特徴を踏まえて、○あ富永(2010)のピア指向性

質問紙、○い高田(1999)の相互独立性尺度、○う長濱・

安永・関田・甲原(2009)の協同作業認識尺度から選

択した。なお、質問項目の出所は、質問末尾に○あ○い

○うで示した。  
表4 協働性・支配性・受動性に関するアンケート 

 
協 
働 
性 

1.課題が多くても、みんなと一緒にやればできる気が 
する。○う 

2.みんなでいろいろな意見を出し合うことは課題解決 
の役に立つ。○う 

3.一人で学習するよりも協同した方が良い成績を得ら 
れる。○う 

4.グループ活動ならば、他の人の意見を聞くことがで
きるので自分の知識も増える。○う 

5.グループのために自分の力（才能や技能）を発揮す 
るのは楽しい。○う 

 
支 
配 
性 

6.最良の決断は自分自身で考えたものである。○あ 
7.自分の意見に反論されると不愉快になる。○い 
8.周囲と異なっても自分の信じるところを守り通した 
い。○い 

9.たいていは自分一人で物事の決断をする。○い 
10.良いか悪いかは、自分の考えで決まる。○い 

 
受 
動 
性 

11.自分の考えを主張することが苦手である。○い 
12.意見が対立したとき、相手の意見を受け入れる。○い 
13.相手や状況で態度や行動を変える。○い 
14.他人との地位や上下関係が気になる。○う 
15.人に指図されて学習したくない。○あ 

ここで、「協働性」は「協働」類型のみ、「支配性」

と「受動性」は、それ以外の類型の出現を予見する

ための指標にした。なぜなら、質問項目からもわか

るように、「協働性」は、読み手か書き手かという

役割とは関係なく発揮される特徴で、「支配性」は、

ペア学習をコントロールしようとするので、読み手

としてフィードバックを与える際に表現されやす
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く、「受動性」は、ペアに影響を受け、フィードバ

ックを受ける側となる書き手の際に現れやすいか

らである。ただし、「熟達－初心」類型は、知識量

やスキルなど学生の能力差に依存するので、本アン

ケートには盛り込まなかった。 
授業⑥から⑪は、１回目の小論文の執筆と相互評

価に基づいたペア学習とリライトを行い、２回目の

小論文の執筆を経て新たなペア編成のもとでペア

学習を行った。 
授業⑧では、リライトした小論文をルーブリック

で自己評価させ、授業⑨で、表2の「フィードバッ

クのガイドライン」を学生に配布して、筆者が学生

を相手に演示したり、授業⑦でのフィードバックの

経験に照らし合わせたりして理解を促した。それを

踏まえて、授業⑩においては、ペア学習の役割を交

替する前にビデオ視聴による振り返りを実施した

ところ、授業⑫では、学生が新たなフィードバック

のガイドラインとして表2に斜体表示した9項目を

加筆するまでになった。これは、フィードバックの

実際をビデオ視聴により振り返った効果であると

考えられる。  
以上のような進め方をしたのは、授業⑥から⑧

の「特別支援教育」に関するペア学習では、4 類

型が出現するかどうか、また、その出現をアンケ

ートの結果から予見できるかどうかということを

検証し、「いじめ問題」を扱った授業⑨から⑪では、

ペア学習をビデオ視聴で振り返ることを通してペ

ア類型を変容できるかどうかを確かめようとした

からである。 
3.2.分析方法 
ストーチ(2002,pp.126-127)のペア類型の枠組み

は、図1のように、学生が互いの提案や示唆に関わ

る「相互性」と学生が課題解決の方向性をコントロ

ールする「対等性」との2軸に基づいている。 
また、ロバーソン(2014,p.64)は、ペア学習の音声

を録音してテープ起こししたプロトコルをストー

チのペア類型の枠組みに適用し、エピソード分割も

絡めた分析をしている。その際、ペア類型化はやや

主観的になりやすいため、ロバーソン(2014,p.77)
の研究では、ペア類型の最終的な判断は、それぞれ

の読み手と書き手の役割による単語の数における

平均的な転換の長さや数を量にして示すことであ

ると述べて、大変煩雑な手続きを踏んでいる。 

本研究では、プロトコルに依拠しながらもビデオ

視聴によって、共同注視の成立や学生の表情や態度

なども合わせてより正確に判断できると考え、ロバ

ーソンの分析方法に学びつつも、ビデオ起こしをし

たプロトコルと実際のビデオとを照合することに

よって、話題のまとまりに区切ったエピソード分割

とそのペア類型を判断した。このエピソード別類型

の回数に加え、発話量（プロトコルの長さ）や共同

注視の有無により、ペア学習の特徴にふさわしいペ

ア類型を確定した。なお、以上の過程で、特に気に

なるペアについては、インタビューを行い、そのプ

ロトコルを補完することで、三点照合を行った。 
 

4．結果 
4.1.ペア類型の出現 
本研究で実施した２回のペア学習、並びにスト

ーチ、洪、ロバーソンの研究におけるペア類型の

出現率は表5の通りであった。それぞれ対象とす

る言語や課題に違いがあるため、安易に一般化す

ることはできないが、出現するペア類型は、学習

方法に依存すると考え、比較検討することにした。

なお、洪の研究以外は、読み手と書き手の役割を

交替しているので、ペア数の2倍に当たるペア類

型の合計例がある。ただし、本研究の「いじめ問

題」では、小論文を執筆していない学生が、読み

手のみの役割でペア学習を行ったので、ペア類型

の合計が19例になった。 
表5からわかるように、日本人学生を対象とし

た授業におけるペア学習でもストーチの4 類型が

現れた。「協働」類型の出現率は、ストーチやロバ

ーソンの研究とほぼ同程度で、1回目が41％、 

図 1 Storchのペア類型の枠組み 

低
・
対
等
性

高・相互性

高
・
対
等
性

熟達－初心 協働

支配－受動 支配－支配

低・相互性
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2回目は48％であった。「熟達－初心」類型は、 
1回目が50%、2回目は42%で、先行研究をいず

れも上回った。また、「支配－受動」類型や「支配

－支配」類型については、先行研究の半分程度の

出現率にとどまった。 

表 5 ペア類型の出現率 
 
 
 
 
 
 
 

このように、「熟達－初心」類型の出現率が高く、

「支配－受動」類型や「支配－支配」類型の出現率

が低いという傾向は、小学校段階から助け合ったり

教え合ったりする学習を経験してきた日本人学生、

とりわけ、教員を志望する学生の特徴であると思わ

れる。            
ここで、「協働性」は「協働」類型のみ、「支配性」

と「受動性」は、それ以外の類型の出現を予見する

ための指標にした。なぜなら、表4の質問項目から

もわかるように、「協働性」は、読み手か書き手か

という役割とは関係なく発揮される特徴で、「支配

性」は、ペア学習をコントロールしようとするので、

読み手としてフィードバックを与える際に表現さ

れやすく、「受動性」は、ペアに影響を受け、フィ

ードバックを受ける側となる書き手の際に現れや

すいからである。ただし、「熟達－初心」類型は、

知識量やスキルなど学生の能力差に依存すると考

え、本アンケートには盛り込まなかった。 
ところで、授業⑩において「支配－支配」類型が

出現したペアでは、互いの態度や依拠する立場に大

きな齟齬があり、共同注視が成立していないことが

ビデオから明らかになったため、授業⑫で行った事

後インタビューのやりとりを再現し、以下の発話の

番号と対応して説明すると、学生Kは、ペア学習中、

自分が攻撃され(❶)、やめてほしい(❷)と感じてい

たが、学生Sは、攻撃しているつもりはなかった(❸)
と互いの立場や感情の隔たりを理解せずペア学習

を行っていたことがわかる。 

筆者：Ｋ君にとって、Ｓ君のフィードバックはど
のように感じていたの？ 

Ｋ：（「フィードバックのガイドライン」にある）
攻撃であると感じました❶。自分の作品に
アドバイスをくれているというのはわかっ
ているんですけど、(小論文は)自分の分身
のように感じるし、自分の経験でもあるの
で、ずっと「やめて」と思ってました❷。 

Ｓ：（Ｋの発言に）びっくりしています。ぼくは
攻撃しているつもりは一切なかった❸の
で。 

授業⑩で実際にこの場面をビデオ視聴したこと

によ、学生Kは、逆に自分が相手を威嚇していたこ

と(❹)、学生Sは、抽象的な一般論(❺)で学生Kの

経験に反論していたことに気づいたので、互いの目

線やジェスチャーなど(❻)がわかる、つまり、共同

注視ができるようにすることで、信頼関係(❼)を築

く努力が不可欠であることを見出したのである。 
筆者：２回目には全く違うペアみたいに変わった

のはどうしてなの？ 
Ｋ：お互いのフィードバックの様子をビデオで

見る中で、ぼくが高圧的にS君を威嚇して
いるような様子に気づいた❹のと、目線が
明らかに小論文の方ばかり見ていて、(S君
と)話す気がないみたいな感じだったとい
うことに気づいたからです。 

Ｓ：ぼくは、抽象的な話し方すぎて、一般論に
なっていることに気付きました❺。 

Ｋ：目線とか体の向きとかいう、非言語的なコ
ミュニケーションを大いに取り入れたい❻

と思いました。 
Ｋ：（その理由は）信頼関係❼のために。受け入

れてもらってる、あなたのために言ってる
んだよ、そんな信頼関係を結ぶのに目線が
合うとかジェスチャーがあったりとか一生
懸命説明しようとしたりとかいう態度から
も伝わってくるので。 

授業の対象 日本人学生対象の授業 海外の大学生対象の授業

事 例
１回目

特別支援教育
２回目

いじめ問題
洪

ペア数 学生数 組 名 組 名 組 名 組 名 組 名

出現率

ペア類型

回数

例

割合 回数

例

割合 回数

例

割合 回数

例

割合 回数

例

割合

協働

熟達－初心

支配－受動

支配－支配

合 計
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そこで、2 人は、視線が交差するように座席を

配置したり、互いの発言内容を復唱して確認し合

ったりすることで、平行線で進展しなかったペア

学習を協働化できたと振り返った。これは、学生

Kが述懐したように、「フィードバックのガイドラ

イン」で理解したこととビデオ視聴による実際と

が結びついたことによって可能になったのである。 
また、この場合の「支配－支配」類型は、知識

や経験という学生が依拠する立場の違いが現れた

のであり、それは、ペア類型を分析する上で新た

な視座になるように思う。 
次に、エピソード別類型の出現数と確定したペア

類型を整理することで、ペア類型の出現の仕方を検

討する。表6のエピソード別類型欄の数字は、各類

型の出現回数を示し、網掛け反転表示は、確定した

ペア類型を表している。例えば、ペアⅠでは、学生

Oが読み手の場合、エピソード別類型で「協働」類

型と「熟達－初心」類型が3回ずつ現われたが、後

者の発話量も時間も圧倒的に多かったので、ペア類

型は「熟達－初心」類型だと判断した。 
エピソード別類型に着目することで、○ａペア学習

では、同じペア類型を維持する場合と、複数のペア

類型を経る場合とがあること、○ｂ「支配－受動」類

型や「支配－支配」類型は、他の類型を伴わず、単

独で現われやすいこと、が明らかになった。 
表6の最下段に、単独出現数として網掛けで示し

たように、○ａについては、いずれか単独の類型だけ

が出現したペアは、1回目で9例(41%)、2回目で11
例(57%)であったので、概ね半分程度のペアでは、

複数のペア類型を経てペア学習が進むことがわか

る。 

表 6 エピソード別類型とペア類型 
回目「特別支援教育」 回目「いじめ問題」

ペ
ア

学
生

役
割

エピソード別類型
役
割

学
生

ペ
ア

学
生

役
割

エピソード別類型
役
割

学
生

協
働

熟達
初心

支配
受動

支配
支配

協
働

熟達
初心

支配
受動

支配
支配

Ⅰ Ｏ
読 書

Ｌ ⅩⅡ Ｓ
読 書

Ｋ
書 読 書 読

Ⅱ Ｓ
読 書

Ａ ⅩⅢ Ｎ
読 書

Ｇ
書 読 書 読

Ⅲ Ｊ
読 書

Ｂ ⅩⅣ Ｊ
読 書

Ｅ
書 読 書 読

Ⅳ Ｔ
読 書

Ｄ ⅩⅤ Ｈ
読 書

Ｌ
書 読 書 － － － － 読

Ⅴ Ｑ
読 書

Ｎ ⅩⅥ Ｆ
読 書

Ａ
書 読 書 読

Ⅵ Ｆ
読 書

Ｒ ⅩⅦ Ｏ
読 書

Ｂ
書 読 書 読

Ⅶ Ｋ
読 書

Ｈ ⅩⅧ Ｑ
読 書

Ｍ
書 読 書 読

Ⅷ Ｖ
読 書

Ｕ ⅩⅨ Ｕ
読 書

Ｖ
書 読 書 読

Ⅸ Ｇ
読 書

Ｐ ⅩⅩ Ｉ
読 書

Ｒ
書 読 書 読

Ⅹ Ｉ
読 書

Ｅ ⅩⅩⅠ Ｐ
読 書

Ｄ
書 読 書 読

Ⅺ Ｍ
読 書

Ｃ
合 計 回 計

書 読 単独出現数 計

合 計 回 計

単独出現数 計  

○ｂに関しては、表6から明らかなように、ペア 
ⅡとペアⅧで「支配－受動」類型が現われ、「支配

－支配」類型は、ペアⅩⅡとペアⅩⅢで出現したが、複

数の類型に渡ったのは、ペアⅡだけであった。事例

数が少ないので断定はできないが、これらのペア類

型の場合は、ペア学習中に他のペア類型には変容し

にくいと言える。 
4.2.ペア学習の効果 
小論文は、国語科教育を専門とし、ルーブリッ

ク評価を実践研究している小学校教頭と筆者とで
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ルーブリック評価を行い、評価結果が異なる場合

は、根拠をつきあわせて合意が得られるまで討議

した。これを数量化して効果量５を算出し、全学生

の評価結果と共に整理したところ、表7の最下段

に網掛けで示したように、2 回のペア学習では、

高い学習効果が得られた。1 回目の小論文では、

「内容の構成」が0.57、「取り決めと出典」が0.67
で、2回目には、それぞれ0.60、0.45という結果

であった。効果量のメタ分析により学習に効果的

な要因を明らかにしたハッティ(Hattie,J.)が、0.4
以上は効果が大きいと見なしている(Fisher et al.,     
2016,p.10)ことを踏まえると、2回目の「取り決め

と出典」以外は、0.4 を大きく上回っていること

から、ペア学習の成果が示された。 
表 7 小論文の評価と効果量 

なお、1 回目は、全学生が、自ら収集した資料

に基づいて論述したが、2回目は、17名の学生が

自らのいじめ体験に依拠して論述した。そのため、

「内容の構成」においては、1 回目の経験が 2 回

目の学習効果に影響したとは考えにくい。しかし、

2回目の「取り決めと出典」については、平均5.11
が示すように、1 回目の経験により学生のスキル

が高まったこと、600 字程度の小論文では引用箇

所も限られること、などの理由から、効果は大き

いが、高止まり状態になった可能性がある。  
次に、ペア類型による学習効果を検証するため、

ペア類型別に2回の小論文の評価を比較した。 
表 8 ペア類型別の評価の変化 

表8の数値は、ペア類型別に見た評価の増減の

平均値で、それぞれのペア類型別の（評価の増減

の合計）÷（ペアの数）で算出した。表 8 から明

らかなように、「支配－支配」類型以外では、学習

成果が上昇した。「協働」類型、「熟達－初心」類

型については、ほぼ同じような学習の伸びがあっ

たが、この数値や学生の小論文からは、類型によ

る相違点を見出せなかった。しかし、網掛けした

「支配－受動」類型では、平均１ポイントずつ上

昇しているが、これは、いずれも「受動」側の学

生Uが「支配」側の学生Vの指示を受け入れて評

価を上げたということである。 
このように、学習成果の上昇が、「協働」類型を

意味するのではないということを踏まえる必要が

ある。つまり、学習成果の向上は、「協働」による

相乗効果、「熟達」側や「支配」側に起因する場合

があるので、ペア類型の違いによって意味すると

ころが異なる。ここに、ペア類型を踏まえたペア

学習の教育効果を検証すべき論拠がある。 
他方、「いじめ問題」において「支配－支配」類

型になった2ペア4名の学生(G,K,N,S)は、ビデオ視

聴の振り返り後、「協働」類型に変容し、評価も上

がった。つまり、ペア類型が協働化することによっ

て学習成果の向上が期待できるということである。 
4.3.ペア類型の予見性 
事前に５件法(5=よくあてはまる、4=あてはま

テーマ １回目「特別支援教育」 ２回目「いじめ問題」

稿 初稿 二稿 初稿 二稿

観点

学生 内容 出典 内容 出典 内容 出典 内容 出典

欠席

欠席

欠席

平均

標準

偏差

効果量 内容 出典 内容 出典

表中の「内容」は「内容の構成」、「出典」は「取り決めと出典」を

示す。

テーマ
１回目

「特別支援教育」
２回目

「いじめ問題」

評価の観点

ペア類型

内容の
構成

取り決
めと出
典

内容の
構成

取り決め
と出典

「協働」 ＋ ＋

熟達－初心 ＋ ＋

支配－受動 ＋ ＋ － －

支配－支配 － － ±0 ±0
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る、3=どちらともいえない、2=あてはまらない、

1=まったくあてはまらない)で実施したアンケー

ト結果と出現した類型との関係について、表9の

ように整理した。     
表 9 アンケート結果とペア類型出現の予見 

ペアの学生を上下に並べ、それぞれのアンケー

ト結果を「協働性」「支配性」「受動性」の順に示

し、3.5 以上の値を で囲んだ。その右欄には、

該当学生が読み手役の際に出現したペア類型を〇

で示し、3.5 以上のアンケート結果と一致した場

合は、その数値の右肩に＊を付すとともに、ペア

類型欄を網掛け反転表示にした。 
ペアⅢを例にすると、学生 J が読み手の場合、

「協働」類型が出現し、双方の「協働性」が 3.5
以上であったため、〇を示し、さらに網掛け反転

した。このように、ペア類型欄の網掛け反転表示

が、一方または双方のアンケート結果によりペア

類型を予見できたことを示している。 

なお、「いじめ問題」では、事前にアンケート調

査を行わず、中間でビデオ視聴によるペア学習の振

り返りをしたので、「特別支援教育」のペア学習だ

けを対象として検証した。 
この結果、アンケート調査については、◇1ペア

学習で出現するペア類型を 3.5 以上の結果から概

ね予見できること、◇2アンケート調査の「協働性」

と「支配性」の 10 項目だけで予見可能なこと、

がわかった。 
◇1に関して、表9の最下段からわかるように、「協

働」類型については、出現した9例すべてを予見し、

9例中7例は、ペア双方のアンケート結果が一致した。

「熟達－初心」類型については、11例中7例を予見

できたが、これは、学生の能力差に左右されること

を考慮しなければならない。また、「支配－受動」

類型は、2例とも予見できた。つまり、3.5以上のア

ンケート結果で予見できたのは、全22例中18例
(81%)であった。 
◇2については、3.5以上のアンケート結果の数に

対して一致したペア類型の割合をアンケートによ

るペア類型の「予見率」として算出し、アンケート

の傾向性別に表10にまとめた。この際、仮に、4.0
以上を基準にすると、「協働性」以外は、使えるデ

ータが少なく予見できないので、3.5以上で判断す

るのが妥当であるとした。 
表10からわかるように、「協働性」と「支配性」

については、それぞれ76.4%、85.7%という高い予

見率があるが、「受動性」については、50%と低い

結果であった。また、上述したように、「協働」類

型9例中7例でペア双方から予見できたので、アンケ

ートの「協働性」が一致したペアでは、ほぼ「協働」

類型の出現が見込まれ、「支配性」が高い学生がい

れば、「相互性」や「対等性」のバランスが崩れて

その他の類型になりやすいと考えられる。つまり、

「協働」類型以外の3類型は、「支配性」の結果を

主たる指標として予見できると思われる。 
表 10 ペア類型の予見率 

アンケートの傾向性 協働性 支配性 受動性

以上の結果数

類型合致数

予見率 ％

ペ

ア

学

生

アンケート結果
ペア類型

（読み手役の際）

協働
性

支配
性

受動
性

協
働

熟達
初心

支配
受動

支配
支配

Ⅰ
Ｏ ○

Ｌ ○

Ⅱ
Ｓ ●

Ａ ○

Ⅲ
Ｂ ●

Ｊ ● ●

Ⅳ
Ｔ ●

Ｄ ●

Ⅴ
Ｑ ● ●

Ｎ ● ●

Ⅵ
Ｆ ●

Ｒ ●

Ⅶ
Ｋ ● ●

Ｈ ●

Ⅷ
Ｖ ●

Ｕ ● ●

Ⅸ
Ｇ ●

Ｐ ○

Ⅹ
Ｉ ● ●

Ｅ ●

Ⅺ
Ｍ ●

Ｃ ● ●

出現したペア類型数（例）

予見できたペア類型数（例）
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5．成果と課題 
本研究では、次の３点を明らかにすることがで

きた。 
第一に、日本人学生によるペア学習においても、

ストーチの４つのペア類型が出現し、それ以外の

関係性は確認できなかったことである。日本人学

生の場合、4類型のうち、「支配－受動」類型や「支

配－支配」類型については極めて低い出現率にと

どまるが、これは、日本人学生の場合、初等教育

段階から助け合うことや教え合うことを前提とし

た指導が展開されてきたことに要因があると考え

られる。つまり、2 名以上の学生が集まった時点

から、洪(2007)が指摘するように、協働して問題

解決に当たることを目的化する習慣が備わってい

るのではないだろうか。 
第二に、「支配－支配」類型以外のペア類型では学

習成果が向上することである。「支配－受動」類型

の場合、「支配」側の指示を受け入れた「受動」側

の成績は上がったが、「支配」側の成績は変わらな

かった。したがって、一旦、「支配－受動」類型や

「支配－支配」類型が現われてしまうと、他のペ

ア類型に変容しにくいので、学習成果を向上させ

るために、これらが出現するのを防ぎ、「協働」類

型化を図る手立てを講じる必要がある。その意味

でも、アンケート調査は、特定の時点での気持ち

であり、出現するペア類型は、実際の言動である

から、両者が完全に一致することは期待できない

としても、事前のアンケート調査によって、現れ

るペア類型を予見できるという意義は大きい。 
第三に、ペア類型の出現をアンケート結果によ

り概ね予見できることである。先行研究や本研究

でも煩雑な手続きを踏んで見出したペア類型の出

現が、「協働性」と「支配性」に関する10項目の

アンケート結果が、3.5 以上の場合は、75%以上

の確率で予見できることがわかった。また、ペア

類型が出現する仕組みについても明らかにするこ

とができた。アンケート結果から見ても、日本人

学生の場合、まず、「協働」類型の出現が期待され

るが、学生間に明らかな能力差がある場合は、「熟

達－初心」が類型化し、「支配性」が高い学生がい

れば、「相互性」や「対等性」のバランスが崩れて、

「支配－受動」類型が出現する。さらに、双方の

依拠する立場や態度に大きなずれがある場合は、

「支配－支配」類型も出現することになる。した

がって、「支配性」の高い学生同士のペア、また、

「支配性」の高い学生と「受動性」の高い学生と

のペア編成を避けることで、「支配－受動」類型や

「支配－支配」類型の出現を回避できるというこ

とである。 
さらに、「支配－支配」類型のペアが「協働」類

型に変容した契機として、ペア学習の様子をビデ

オ視聴で振り返ることが有効であることもわかっ

たが、通常の授業では、ビデオ視聴に代えて、3
人一組になり、ペア学習を1名が観察してフィー

ドバックすることで代替できるであろう。その際、

「フィードバックのガイドライン」の体験的な理

解を促すことが不可欠である。 
以上の結果、ペア学習を実施する際、指導者が、

事前及び実施中にペア類型を把握し、学習成果を

上げるために「協働」類型化を図る手立てを見出

すことができた。本研究は、11組のデータである

ため、この結果を一般化するには至らないが、海

外の先行研究では、5 組や 8 組であったので、よ

り信頼性が高くなったと言えよう。 
しかし、経験と知識など、課題に対して学生が依

拠する立場の違いがどの程度ペア類型の出現に影

響するのか、そして、ビデオ視聴に代わる3人一組

でのピア学習の進め方、については明らかにできな

かった。今後は、大学での授業において、これらの

問題を明らかにしたい。 
 
註 
1 ピア・レスポンスやピア・リーディングに関す

る先行研究は、2名によるペア学習の形態をとっ

ているので、本稿では、2名に限定したペア学習

の先行研究として位置づけた。 
2  関田・安永(2005,pp.15-16)は、協同、協調、共

同、協働の用法を整理し、包摂関係を明らかに

した上で、「協働」については、活動の様態を

記述する用語とすべきことを指摘している。し
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かし、本稿では、洪が、Storchの「collaborative」
を「協働」と訳していることから引用部分や文

献名等を除いて「協働」と表記した。  
3  学生同士が同じ問題場面に注目している状態を

指す。本稿では、一方の学生が指さした示した

箇所に他方の学生が注視する場合に共同注視が

成立したと判断した。 
4 勤務先並びに当該学生には、本稿の投稿に関す

る承諾を得た。 
5  Hattie, J. A. (2009,p.8)により、効果量=（事後

成績の平均－事前成績の平均）÷｛（事前成績の

標準偏差＋事後成績の標準偏差）｝÷２で算出し

た。  
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要旨 
本研究ではライティングセンターによる個別チュータリング、eラーニング教材の開発、オン

ラインチュータリングを実施することで、アカデミック・ライティング力を育むための教育シス

テムの開発とそのデザイン原則の導出を目指した。個別チュータリングに関しては授業連携によ

る利用が約 65％を占め、なかでも初年次教育の利用が多く、教員による利用指示の背景にはライ

ティングセンター教職員との意見交換の機会が影響していることを示した。eラーニング教材に

関しては、アカデミック・ライティング力を育むための一定の効果が見受けられた。またオンラ

インチュータリングに関しては、対面と同様であると感じている学生がいる一方で、構成を考え

る際に図式化することで理解が深まると考える学生もおり、相談内容に応じて対面が望ましい傾

向が指摘された。加えて、学生のコミュニケーションスタイルにより対面とオンラインチュータ

リングに対する心理的距離が異なるため、両方の環境を整備する必要性が示された。 

 

キーワード ライティングセンター、学習支援、オンラインチュータリング、e ラーニング教材

／Writing Center, Learning Support, Online Tutoring, E-learning   
 
1. はじめに 
大学全入時代を迎え、大学は学習の成果を可視

化し、教育の質を保証することが求められている。

そのため、各大学は学習成果をどう可視化し、質

を保証していくことが望ましいのかを検討してい

る。例えば、IR（Institutional Research）組織

をつくり、入学時調査や卒業時調査、並びにパネ

ル調査を実施したり、入試方法と成績評価のデー

タの関連性を明らかにしたりする等して、質の保

証に取り組んでいる。今後は、可視化された学習

成果に対して、大学側がどう対応していくのかが

求められるといえよう。これまでの成績データや

GPA以外の方法で「見えていなかった」「測定でき

ていなかった」学習成果が明らかになった際、学
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生の力をさらに伸ばすための学力の質保証への取

り組みや、到達目標に達することができなかった

学生に対する大学の支援が必要になる。 

大学で質を保証すべき能力の一つにライティン

グ力があげられる。学生はレポートを提出し単位

を取得することや、卒業論文の提出が卒業の必修

となっている学部も多く、大学の質を保証する上

で、ライティング力を育むことは重要であるとい

える。社会においても、企画書、提案書、議事録

等で自らの意見を考え、表現し、発信するライテ

ィング力は必要不可欠であるといえる。しかし、

ライティング力は高次の認知力になるため、短期

間で育むことが容易ではない力である。そのため、

初年次教育においてライティング力を育む書き方

に関する授業を実施する大学は多く、4 年次の卒

業演習で卒業論文を執筆するため、書くことを指

導する授業も多い。いずれもカリキュラム全体で

書くことを扱っているといえる。しかし、限られ

た授業回で書く力を十分に育むことができない学

生も言えるといえよう。2、3年次は、専門科目で

レポート提出をすることは求められるが、カリキ

ュラムとして書くことを扱う授業や学部は限られ

ており、書く力に課題を抱える学生もいるといえ

る。 

そこで、日本では先駆的な大学がライティング

センター（以後、WRC とする）を立ち上げて、学

生のライティング力を保証し、向上させるための

取り組みを実施している。文部科学省の調査「大

学における教育内容等の改革状況について（平成

27 年度）」によると、WRC 等、日本語表現力を

高めるためのセンターの設置に関しては、平成 23
年度が 45大学（5.9％）であったところ、平成 27
年度は 72 大学（9.4％）に増えている。早稲田大

学をはじめとし、関西大学、津田塾大学、広島大

学等がWRCを立ち上げ、学生のライティング力育

成の支援に取り組んでいる。今後こうしたWRCの

取り組みをより普及させ、教育の質を保証し、学

生の支援をしていくためには、各大学で構築され

ているライティング力を向上させるための知見を

共有、蓄積する必要がある。そこで本研究では、

関西大学のWRCを事例に、高等教育におけるアカ

デミック・ライティング力を育むための教育シス

テムのデザインについて検討する。 

 

2. 研究の目的 
本研究の目的は「自ら問題を発見し、その解決

方法を考え、論理的な文章で表現し、発信する力

の涵養」を目指すアカデミック・ライティング力

を育むための教育システムに関するデザイン原則

の導出である。具体的には、①チューターが対面

で個別のライティング相談に応じるWRCにおける

活動、とりわけ正課と連携した個別チュータリン

グ、②「アカデミック・ライティング力」を育む

e ラーニング教材の開発、③複数キャンパスへの

ライティング支援の展開を目指したICT活用によ

るオンラインチュータリング支援を対象に、アカ

デミック・ライティング力を育むための教育シス

テムに対するデザイン原則を提示する。  

 

3. 研究の対象と概要 
 研究の対象は、関西大学 WRC（正式名称は関西

大学ライティングラボ）を対象とする。関西大学

WRCは、2012年から全学の学生を対象に個別チュ

ータリングを行っている。開設当初は千里山キャ

ンパスのみの支援であったが、現在は高槻キャン

パス、高槻ミューズキャンパス、堺キャンパスと

全4キャンパスにおいて展開している。相談に対

応するチューターは博士課程後期課程の大学院生

ならびにPDである。チューターは1回40分のセ

ッションを担当する。そのほかにも教員の希望に

沿い授業においてミニセミナーを提供する出張講

義、学生が都合の良いときに学べるライティング

力を育むためのeラーニング教材、テレビ電話を

つかったオンラインチュータリング等を行ってい

る。 

 

4. 正課と連動した対面による個別チュータリン

グ 
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 チューターが行う個別チュータリングに関して

は、2018年度は960件の相談があった。そのうち、

学生による自主訪問型のライティング支援は 348

件（36.2％）、教職員からの指示や推薦によりWRC

を訪問した授業連携型のライティング支援が 612

件（63.8％）で、授業連携によるWRC訪問が多い

ことが示された。授業連携型ライティング支援の

内訳をみると、約半数の303件（49.5％）が初年

次教育科目であり、学生アスリート向けの相談が

232件（37.9％）であった。そのほかは卒業論文、

専門科目、教職科目に対する授業支援が挙げられ

た。 

 初年次教育の連携が多い理由は、まず授業でラ

イティングを扱うことが大きいといえよう。加え

て、今年度の授業連携に関してはA学部とB学部

の初年次教育の利用が多く挙げられたが、これは、

学部の意向を受けWRC教職員が学期開始前に各学

部の教職員に対してWRCの役割と意義を話し合う

機会を設け、WRC の利用を推奨していたことが影

響している。初年次教育の担当者は学期開始前に

授業のデザインや運営について話し合う機会があ

る。その際にWRC教職員が、利用者による相談内

容を記録した TEC-system のデータ分析により明

らかにした「初年次生の抱えるライティングにお

ける課題」「利用者の相談内容」の傾向について話

し合う機会を設けている。学部からの推奨もあり、

学生にWRCの利用を薦めた教員が多くあったとい

える。このようにみると、教職員の推奨によって

学生が強制的にWRCに訪れており、自主的な学び

につながっていないという懸念も考えられる。し

かし、多田ほか（2019）は、授業連携によってWRC

を訪問した学生と、自主的にWRCを訪問した学生

を比較分析し、WRC を訪問後、継続して利用する

学生に差がないことを指摘している。つまり、授

業連携によってWRCを訪れた学生は、その後、自

主的にWRCを訪問しており、授業連携がWRCの継

続的な利用につながっていることが示されている。

授業連携を実施することは、WRC の有用性を経験

的に理解した学生が、継続的にWRCを自主的に活

用することのきっかけになっているといえよう。

そのためにも、WRC は、学部や教育プログラムの

教職員に対して、WRC を利用する学生の利用動向

や課題について情報を提供するとともに、どうい

った授業連携を実施するのが望ましいのかを担当

教員と共有することが重要になるといえる。B 学

部では、授業連携によりWRCの利用を指示した教

員やライティングラボのガイダンスを受けた教員

9 名が卒業演習においても WRC を推奨しており、

卒業演習を履修する4年次生の利用があった（ア

ンケート結果により教員からの勧めでWRCを訪れ

たとの記述より）。授業連携をした初年次教育にお

いて、WRC の存在や意義を認識した教員が 4 年次

にも利用推奨をしている様子が窺われ、初年次教

育でのWRC利用を通して、教員によるほかの科目

群におけるWRCの利用推奨の広まりが見受けられ

た。 

しかしこれまでの利用実績を見ると、正課との

連携（612件）に関しては春学期（431件70.4%）  

の利用が秋学期（181件29.6%）と比較して圧倒的

に多い。これは初年次教育でライティングを扱う

授業が多いということがいえる。本来であれば、

初年次でレポート作成の基礎を学び、その後、実

際の授業時にレポートを執筆するプロセスを通じ

て、ライティング力を段階的に向上させ、卒業論

文を執筆するための土台をつくることが望ましい。

しかし、先述の通り、初年次の秋学期以降ならび

に4年次の卒業論文執筆までの間においては、レ

ポートライティングそのものに関する授業が少な

くなるため、学生のWRC利用についても減少傾向

にある。初年次教育だけでは十分にライティング

力を育むことが難しい学生が存在することや、学

力試験を伴わない推薦入試や AO 入試等で大学に

進学する学生も増えている。大学全入のユニバー

サル時代であり、18歳人口の60％以上が大学に進

学する社会となっており、先述したとおり、ライ

ティングを扱う授業を履修しないままでは十分に

ライティング力を向上させることが容易ではない

学生も一部存在することになりかねない。今後は、
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ライティング力の質の保証、向上に関しては、WRC

によるチュータリングに加えて、レポートを執筆

する科目や書く力を育むための授業をどの程度学

生が受けてきているのかを分析することで、ライ

ティング力を向上させるためのカリキュラムを整

備し、適切な科目にWRCとの授業連携を導入する

ことが望ましいといえよう。 
 
5.「アカデミック・ライティング力」を育む 

eラーニング教材の開発 

学習支援には、WRC のように授業外に学生が対

面で相談することができる取り組みに加えて、学

生が目的を達成することができるように必要な教

材を提供することも重要である（Kerstiens1995、

岩﨑2017）。そこで、対面での個別支援に加えて、

学生が都合の良い時間にライティングについて学

ぶことができるようにeラーニング教材を開発し

た。北米では多くの大学がWRCを保有しており、

オンラインライティングラボといった名称で（例

えば、The Purdue Online Writing Lab 等）ホー

ムページ上にライティングに関する情報やeラー

ニング教材を提供している。インターネットにア

クセスできる環境があれば、大学におらずとも、

学生は自宅や通学中に利用できる。また卒論を執

筆している学生は 4年次であるため、就職活動に

も取り組んでいることが多い。就職活動中は大学

に通うことが難しい学生もいるが、e ラーニング

教材を活用すると授業外に学ぶことができる。ほ

かにも教員が専門科目においてライティングに関

する指導をする時間を十分に確保することが難し

い場合、反転授業のようにeラーニングを活用す

ることもできる。教員が自分でライティングに関

する一連のプロセスを扱った教材を開発するのは

容易ではないが、WRC が提供する教材を授業に効

果的に組み込めば、正課と正課外を円滑につなげ

ることができる。 
開発した e ラーニング教材は、5 カテゴリー29

レッスンで構成されており、各レッスン 4～8 分

程度で閲覧できる動画、資料、小テストを提供し

ている（岩﨑ほか 2018）。さらに学生の使いやす

さを考慮して、「1時間ちょっとで学ぶ論証型レポ

ートライティング10レッスン」「初年次教育コー

ス」「文系卒論コース」「理工系実験レポートコー

ス」「参考文献の達人コース」等、複数のコースを

開発した。この教材を評価するため、e ラーニン

グ教材を活用した学生を対象に調査を行った

（Iwasaki et al. 2018）。具体的には、2017年秋

学期にeラーニングを利用した教職科目Cの受講

生66名にアンケート調査評価を実施した。教職科

目Cでは授業中にレポートライティングを指導す

る時間を確保することは容易ではない。しかし、

教職採用試験においても、教員になってからもラ

イティング力は求められる。そこで、授業外に e

ラーニング教材を取り入れることで、受講生のア

カデミック・ライティング力の向上を目指した。

受講生はまず事前アンケートに回答し、その後「1

時間ちょっとで学ぶ論証型レポートライティング

10レッスン」コースのeラーニング教材を利用し

た後、事後アンケート調査をうけた。アンケート

の質問項目は、レッスンで目標として掲げている

項目「基本的なレポートの構成を説明できる」「ア

ウトライン作成の考え方や方法を説明できる」等

と、e ラーニングの効果と課題等に関して自由記

述によって尋ねた。 

事前事後のアンケート調査を対応のないt検定

を実施したところ、18 項目中 17 項目において有

意差が確認された（表1参照）。eラーニング教材

が学生のライティング力の向上に役立っているこ

とが示された。 

自由記述においても、e ラーニング教材を活用

し、レポートライティングにおける気づきに関し

ては、「アウトラインを作ってから書くという意識

が足りなった」「主語と述語のかかり方に少し問題

が見られた」「根拠や理由を曖昧に提示していたた

め、レポートの内容について自信が持てなかった

り、曖昧な形になっていた事」等の回答があった。

またeラーニング教材を使用し、気が付いた今後

の改善点に関しては、「話し言葉と書き言葉の区
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表１ eラーニング教材を利用した学生の事前事後アンケート調査の結果 

 

 

別をしっかりする」「文章の構成を考えて書くべき

だと思った」「レポート作成の際にまず枠組みから

作りしっかりとした文章の書き方で内容をまとめ

ることが大事である」等の意見が寄せられた。 
本教材は、A 学部の初年次教育においても教員

が学生にeラーニング教材の利用を推奨しており、

今後も全学的に初年次生のアカデミック・ライテ

ィング力を育むための基礎的な教材としての活用

が期待されるといえよう。加えて、卒業論文を執

筆する4年次生に対しても周知・活用をすすめて

いく必要があると考えている。 

 

6. 複数キャンパスへのライティング支援の展開

を目指したICT 活用によるオンラインチュー

タリング支援 

北米では、ライティング支援へのICTの導入が

進んでおり、チューターがテレビ会議を使ってオ

ンラインでレポート相談を受けたり、LMS を使っ

て提出されたレポートにコメントを記述したりし

て（あるいは音声メッセージを添付して）返却す

る場合もある。ハワイ大学では離島で学ぶ学生の

ためにオンラインでのライティング支援が行われ

ている。一方、日本ではWRCを設置している大学

が10％程度であり、その中でもオンラインのライ

ティングを実施している大学は限られている。し

かし、Turner（2006）は、オンラインチュータリ

ングと対面のチュータリングを組み合わせること

で、ライティング支援の効果がより上がると指摘

しており、今後オンラインチュータリングを実施

することの可能性も高まるといえよう。 
 そこで、遠隔でライティング支援を実施し、そ

の効果や課題を同定し、遠隔での効果的な学習支

援を充実させる際に求められるICT機器等の教育

システムや学習支援方略を提示することを試みた。

オンラインチュータリングに関しては、テレビ会

議システムを活用したリアルタイムによるチュー

タリングと、提出されたレポートに対してメール

やLMSを活用してコメントをつけて返却するリア

ルタイムではないチュータリングがある。本稿で

は日本のWRCが実施している対面でのチュータリ

ングに近い、リアルタイムにおけるオンラインチ

ュータリングを取り上げる。 

 関西大学には複数のキャンパスがあるが、キャ

ンパスによっては大学院生の在籍数に偏りがある。

そのため、チューターを確保することが容易では

なく、週1、2回程度の開室にとどまっている。そ

こで、メインキャンパスに配置されているチュー

ターがオンラインチュータリングに取り組むこと

で、開設日や時間を増やすことを考えた。 

2017 年度秋学期に単一キャンパスにおいて専
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門演習（ゼミ）を受講していた3年次生12名を対

象に試行的にオンラインチュータリングを実施し

た。Skype を使い、また事前に Google Drive を

活用してファイルを共有し、Google Docs の機能

を利用して、同じファイルにチューターと学生が

同時に書き込める環境を用意した。対象とした学

生らは卒業論文の準備として、冬休み明けにプレ

卒業論文（１万字程度）の執筆をすることが専門

演習の課題となっていた。チュータリング終了後、

対面チュータリングとオンラインチュータリング

を受けた3年次生12名にインタビュー調査とアン

ケート調査を実施した。ここでは事後調査として

実施したインタビュー調査に対して質的な分析を

加えた。インタビューは40-60分程度実施し、半

構造的に、チュータリングを受けての感想、オン

ラインチュータリングと対面チュータリングとの

違い等について尋ねた。その後、インタビュー内

容を文字起こしし、オンラインチュータリングの

効果と課題に分けて、オンラインチュータリング

の利点と課題に着目して、カテゴライズを行った。

カテゴリーを【】で、インタビュー内容を「」で

示す。インタビュー内容に関しては、意味が通じ

やすいように筆者により（）内を一部補足してい

る。 

オンラインチュータリングを受けた学生からは、

オンラインならではの利点として、まず【画面に

メモや書類を表示して、相談ができる】があげら

れた。学生は、Google Driveで文章を共有するこ

とで、レポートのどの箇所について相談をしてい

るのかを具体的に把握することができ、なおかつ、

Google Docsの機能を使い、PCの画面に直接メモ

をすることができる点も対面と違って効果的であ

ったことを述べている。例えば、「Skypeがめっち

ゃやりやすかったです。Skypeのいいところって、

（自分の画面：Skype にうつされているチュータ

ーと自分のレポートと自分の手元にあるレポー

ト）同時に見れるところがよくって。資料を同時

に映して、いまここをやっているんだよっていう

のがよかった。Skype 半分開いて、自分の資料も

開いていて。自分も画面を開いていて、資料を開

いているんです。メモを書いても、あとから何を

書いていたか分からないところがあって。どこの

ことを言っているのか、訂正箇所もはっきりして

いたので、面談とほとんどかわらないんですよね

（学生 1）」。また、対面では、話している内容が

拡散して理解が追い付かなかったと話していた学

生が、オンラインであれば、話す内容が焦点化さ

れ、理解しやすかったと述べる一面もあった。「（チ

ューターから）難しいことをきかれたときに、ど

ういうことですか？っていわれたときに、対面の

ほうが色々聞けるから聞きすぎて、パンクすると

いうか、そういう感じでした。でもその、わから

ないことは聞けるんですけど（学生 6）」。加えて

【手軽に相談が受けられる】点もオンラインチュ

ータリングの利点として挙げられた。学生からは

「自分自身は質はそんなに変わらないかなと思っ

たり。むしろどこでもできるSkypeのありがた感

はあったかな（学生１）」「あんまり対面と Skype

の違いは感じなかったです（学生6）」といった意

見が寄せられた。 

一方で、オンラインチュータリングの課題とし

て「対面で、その時は順番に図にして教えてもら

ったんでわかりやすかったんですけど。その点が

Skype やったら使いにくかったことはありますけ

ど、話している内容が違っていたんで（学生11）」

等相談内容がレポートの構成の際、【図式化して論

文の展開を示されると、理解しやすい】という声

が挙げられた。全体の構成について相談する場合、

イラストで序論、本論、結論の流れを提示する方

略が学生にとってわかりやすく、チューターにと

っても伝えやすいといえる。こうした内容に関し

てはオンラインの場合は、チューターが手元でメ

モを提示する機能を補足し、その画面を共有する

機能も必要になるといえる。 

また、【Skypeでは表情が伝わりにくいので、反

応に戸惑うことがある】という課題も挙げられた。 

「初対面の人（チューター）やから。あ、今見ら

れてるし、早く答えないと、と思ったり～略～ち
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ょっと緊張しぃ（するタイプ）なので、だから

Skypeはちょっとうーんと感じでした（学生9）」。

しかし一方で、【Skypeで表情が見えなくてもよい、

見えないほうが話しやすい】という意見もあった。

「（チューターの映像は）とくには必要と思わなか

ったですね（学生 7）」「向こうにとっても気が散

ったやろうし。私も顔を見ないほうが、言いやす

かった（学生 9）」等、相談で扱う内容に加えて、

学生のコミュニケーションスタイルによりオンラ

インチュータリングに対する心理的な距離感が大

きく異なることが見受けられた。 

加えて【Skype では聞き取りにくいところもあ

り、対面の方が理解しやすい】という意見も挙げ

られた。「対面で先生とゼミで話していることだっ

たら、これはこうですかって、すぐに応答できる

んですけど、Skype になると、なんか。え？なん

ていいました？というのも入るので、あんまり、

なんか、聞きたいことをも時間内には収まらずと

いう印象はありましたね（学生2）」という意見に

もあるように、音声がクリアに聞こえない場合や、

チューターが学生の発話に対する返答に遅れる場

合、学生がストレスを感じている様子が示された。

オンラインチュータリングにおける音声や映像が

途切れないネット環境を整備することはもちろん

のこと、チューターや学生が発言するタイミング

や発言する内容を考えている際に間の取り方に配

慮する必要性も指摘された。 

 

7. まとめと今後の展望・課題 

個別のチュータリングに関しては、教職員から

の指示や推薦によりWRCを訪問した授業連携型の

チュータリングが約65％で、教員からの指示によ

るWRCの訪問が多いことが示された。しかし、そ

の後、学生の自主的なWRCの訪問に影響を与えて

いることが見受けられた。また授業連携型のチュ

ータリングは初年次教育が最も多く、初年次教育

でWRCの利用指示をした教員が4年次の卒業演習

にも WRC の利用を推奨し、WRC の利用者に広がり

が見受けられた。教員によるWRCの利用推奨は学

生の自主的なWRCの継続的利用に効果があるとい

える。また教員が利用指示を行う背景にはWRCの

教職員との意見共有の機会を持つことの重要性が

示された。 

e ラーニングに関しては、基礎的なアカデミッ

ク・ライティングの育成に関して統計的に有意な

効果が見られた。学生が主体的に活用することに

加えて、教員が授業の補助的なツールとして用い

ることにより、正課と正課外を連携させることに

つながるといえる。 

オンラインチュータリングに関しては、対面と

の質が変わらない、レポートの相談箇所がわかり

やすく、メモも取りやすいという効果が示された

一方で、相談する内容を図式化することで理解が

深まるという意見があり、相談内容によっては対

面の方が望ましいことが指摘された。また、学生

のコミュニケーションスタイルにより、オンライ

ンチュータリングに心理的な距離を感じるのかど

うかに関する差が見受けられた。そのため、学生

が対面とオンラインチュータリングを選択して、

セッションを受けることができる環境を整備する

必要があることが示された。 

今後は対象とする事例を増やし、チュータリン

グの方略について知見を深めるとともに、教材の

改善に取り組む必要がある。加えて、アカデミッ

ク・ライティングを育むためにこれらの教育シス

テムを広く普及していくための方略を検討し、大

学全体としてアカデミック・ライティング力の向

上に取り組んでいく必要がある。 

 

 

付記 
平成 28 年度関西大学教育研究高度化促進費「ア

カデミック・ライティング力を育むための教育シ

ステム開発とデザイン原則の導出」の一部である。 
 

謝辞 
調査に協力いただきました方々、ライティング

チューターの方々に心より感謝申し上げます。 



― 98 ―

関西大学高等教育研究　第10号　2019年３月

 
参考文献 
岩﨑千晶・千葉美保子・遠海友紀・嶋田みのり・

村上正行（2017）「ラーニングコモンズを主軸と

した学習環境・学習支援のデザインを考える」『大

学教育学会誌』，第39巻第2号，pp.105-109. 

岩﨑千晶（2018）「高等教育におけるICTを活用し

たライティング支援の方法－次世代を担う WRC

の学習環境を考えるー」『関西大学高等教育研

究』，第9号，pp.27-36.  

Iwasaki, C., Tada, Y., Sasaki, K., Furukawa, T., 
Yamada, Y., Nakazawa, T., Ikezawa, T.（2018）. 
“Development and Assessment of E-learning 
for Academic Writing: Learning Support or 
Writing Centers,” 2018 International 
Symposium on Educational Technology, 
pp.43-46. 

Kerstiens, G. (1995).“A Taxonomy of Learning 
Support Services,” in Mioduski, S. and G. 
Enright (Eds.). Proceedings of the 15th and 
16th Annual Institutes for Learning 
Assistance Professionals, pp.48-51. 

文部科学省（2015）「大学における教育内容等の改

革状況について（平成 27年度）」

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigak
u/04052801/1398426.htm（参照日  
2019.01.18） 

多田泰紘・岩﨑千晶・中澤務（2019）「ライティン

グセンターと教員の連携がプロセスに沿った継

続的なライティング学習に与える影響」       

『大学教育学会誌』,第40巻第2号,pp.46-53. 

The Purdue University Online Writing Lab 
https://owl.purdue.edu/owl/purdue_owl.html
（情報閲覧日2019年 2月 18 日） 

Turner, A (2006). Re-engineering the North 
American Writing Center Model in East Asia. 
Praxis: A Writing Center, 3(2): n. pag.  
 

 

 
 



― 99 ―

関西大学高等教育研究　第10号　2019年３月

社会文脈的視点を取り入れた研究計画書執筆過程 
――X 大学 Y センターの留学生を対象に―― 

The process of writing a research plan that adopts specific views on social contexts 
―Targeting overseas students in the Y education center of X University― 

 
竹口智之（関西大学国際部） 
山本晃彦（関西大学国際部） 
末吉朋美（関西大学国際部） 

要旨 
本研究は、予備教育機関に在籍する大学院進学希望留学生が、いかなる経緯で研究計画書を作

成し、提出したかを分析したものである。研究計画書執筆には執筆手順のような技術的なものだ

けではなく、所属教育機関や、今後入学を希望する教育機関との交渉力など、社会文化能力の分

析が必要である。また研究計画書執筆を通じて学習者が、何に葛藤し、達成感を得ているのかを、

学習者側の視点から考察する必要性がある。このため、本稿では予備教育機関 X 大学 Y センター

に通学する 3 名の留学生を対象に、複線径路・等至性モデルを用いて、「研究計画書を提出する」

に至った径路を描写した。分析の結果、以下のことが明らかになった。まず、入学前に〔日常で

の気づき〕があるかないかによって、その後の執筆への取り組みが異なることである。次に 3 名

は大学院受験や研究計画書執筆に際し、母国の入試システムの違いや、それまで求められていた

記述（多くは「作文」の授業）とは次元が異なるものであることである。 
一連の分析から、進学を悩む学生はテーマが確定していない時期に、等至点である研究計画書

がどのようなものかを知ることで次に進むことができた。また、テーマが確定していない時期が

続く学生には研究計画書の執筆をただ促すのではなく、ライティング技術を高めるための学習指

導を進めることでテーマが決まればすぐに研究計画書が執筆できる状態になるという効力感を持

続させ、不安を解消させることが対策として考えられる。一方、研究計画書を完成させたものの、

なかなか大学院の先生に受け入れてもらえない場合は、教員からの支援が大きく作用すると考え

られる。教員は研究計画書の推敲過程が大学院入学後にも繋がることを説明し、さらにレベルの

高い研究計画書を執筆するのを支援し続ける必要があると思われる。 
 

 
キーワード 大学院の研究計画書執筆、留学生、複線径路・等至性モデル / writing research 
plan for graduate school, overseas students, Trajectory Equifinality Model 
 
1．はじめに 
日本学生支援機構（2017）の調査では、大学院

に進学する留学生は着実な増加を見せ、平成 29
年度の大学院留学生は 46,373 人で過去最多を更

新している。日本人学生の大学院進学者数は横ば

い状態が続き、今後も大幅な増加は予想しづらい

ことから、日本の大学院側も留学生の入学者数増

に力点を置いていくことと思われる。 
留学生が大学院に進学する際、希望する教員に

予め研究計画書を送り、受け入れが可能であるか

を打診するケースが多い。大学院入学後、教員と

院生のミスマッチを防止するためにも、入学前の

研究計画の執筆は極めて重要である。 
大学院を希望する留学生を対象にした吉村
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（2013、2015）や毛利（2018）では、授業デザ

インや論文表現・形式の指導、学生たちの授業内

における反応などが窺える。表現形式の習得は自

身の思考を具現化する上で重要な道具であり、そ

れなしでは研究は成立しえない。 
しかしながら細川（2008）は、論文の作成活動

は書き手に個としてのアイデンティティを自覚さ

せる行為であり、表現形式に習熟するのみでは不

十分であることを述べている。また宮﨑（2012：
60）では、高等教育機関での、文章課題遂行過程

における諸問題を以下のようにまとめている。そ

れは（1）学生によって産出された文章の言語的

特徴を主に対象としていること、（2）文章産出の

プロセスではなく産出物を対象としてきたこと、

（3）文章産出プロセスを対象とした研究も社会

的文脈まで含めてみていないこと、（4）留学生の

ニーズ調査の方法として質問紙のみを用いている

こと、（5）文法能力への関心が強く、それに対し

て、社会言語的、社会文化的1な領域への関心が低

いことである。 
従来の分析では、文章を作成する際の問題発生

の原因、問題解決や失敗の過程は見えてこず、書

き手が「誰に向けて、何のために」書くのかも不

詳であり、大学院での研究を継続する力量がある

かも確認することはできないと宮﨑は述べている。 
ここでは上記（1）～（5）のうち、2 点目以降

の課題について見解を述べる。2 点目と 4 点目の

課題について、大学院進学を志すに際し、留学生

が何に興味を抱きはじめ、いかなる心理的葛藤を

経て、研究計画を作成・提出するに至ったかを分

析することは、どのような教育的介入が可能かを

提示する上で重要であると思われる。また、それ

は学習者側が授業課程の途中時点において自身の

学習活動を振り返り、教育者側と対話・協同構築

していくことが望ましい。またそもそも、「なぜ書

きたいのか」「なぜ書かなければいけないのか」に

ついて、学習者のこれまでの人生径路や、将来の

見通しも踏まえて考察する必要があるであろう。 
3点目と 5点目について、研究計画書執筆作業・

過程も以下の点で、社会文化的な活動である。そ

れは（1）希望する大学院、及びその教員に研究

計画書を提示し、受け入れの是非を確認しなけれ

ばならないこともあること、場合によっては研究

計画書の内容についてフィードバックが得られる

こと、（2）大学院進学を希望しているという自身

の意図を、現時点で在籍している教育機関の関係

者にも知らしめ、その過程提示が求められること、

（3）先行研究に習熟するため、専門分野との対

話（細川 2006）が求められるためである。 
高等教育機関における文章執筆を、社会文脈的

な観点も踏まえて分析した研究には宮﨑（2012）
の他に、山田の一連の研究が挙げられる（山田

2010、2011）。これらの研究は、正統的周辺参加

（ Lave & Wenger 1991/1993, Legitimate 
Peripheral Participation : 以下LPP）を援用し、

大学4年生がどのような心理的過程を経て卒業論

文を書いているかが描写されている。LPP では、

学習を個人の営為による技術や知識の習得と捉え

てはおらず、「実践共同体2」への周辺的な参加か

ら、徐々に十全的参加者となる過程を学習として

いる。その過程において、新参者は実践共同体に

おける成員や事物との関係性を構築し、変容させ

ている。山田の研究においても、調査協力者が指

導教員や同期生が存在する実践共同体（ゼミ）に

参入していく中、どのような関係が構築されてい

るかが描写されている。 
今回の調査協力校（後述）は、ゼミという教育

体制を敷いていないため、実践共同体における関

係性の構築は描写しない。しかしながら既述した

ように、研究計画書執筆において社会文脈的な観

点は必要であると考えている。 
そこで本稿では大学・大学院進学希望者に対し

て予備教育を実施している、関西圏のX大学Yセ

ンターでの学生を対象に以下の点を明らかにする。

それは、研究計画書提出までに至る過程の中で、

どのような点に着目し、自身と社会（ここでの社

会は、現在所属しているYセンターや希望してい

る大学院などの広義の意味で捉えている）が、ど

のように相互交渉をしてきたか、という点である。 
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2．調査協力校の概要――X 大学Yセンター―― 
以下では調査協力校である関西の私立大学の

一つであるX大学Yセンターについての概要を記

す。 
 
2.1. コース、カリキュラム概要 

Y センターは私費で来日した留学生を対象に大

学・大学院進学教育に力を入れている。Y センタ

ーは 4 月と 10 月（もしくは 9 月末）から日本語

の授業が開始される。 
クラスは、日本語力が最も限定的である aクラ

スから順に bクラス、cクラスと進級し、eクラス

まで設置されている。1コマ 90分の授業が行われ、

午前（1～2時間目）と午後（3時間目）は日本語

力全般を強化する授業が行われている。午後の 4
～6 時間目は、日本語能力試験対策や大学受験対

策、大学院の研究計画作成を目的とする授業など

が設けられているが、研究計画作成の授業に参加

ができるのは cクラス以上の学生のみである。 
4月から 7月、10月から1月まで正規の授業が

行われるほか、8 月と 2 月には研究計画の推敲、

また大学院の面接練習に力点が置かれた集中演習

（2週間）が行われている。 
Y センターは大学院進学希望者を対象に、半期

毎に「研究計画書演習」を実施している。この授

業は春／秋学期で授業進度や内容は若干異なるも

のの、研究計画執筆で必要な表現・構成指導、大

学院で研究するイメージの喚起、研究とは何か、

どのような形式で研究計画書を作り上げるのかが

指導されている。研究計画書執筆のみならず、希

望する教員とのコンタクトのとり方、メール文書

の内容・形式指導も行われている。 
 
2.2. 学生への支援体制 

Y センターは授業で日本語を指導する教員以外

に、全学生への進路指導を3名の教員が行うこと

になっている。これらの教員は学生が希望する大

学院の相談に応じること、研究計画書の添削、メ

ールの文面チェック、面接の個別練習などを行っ

ている。 

 
3．調査法――複線径路・等至性アプローチ 
本稿では研究計画書提出までの意識の深化過程

と、社会との相互交渉を分析する。上記の過程と

社会との相互作用を理解可能な形式で図示するの

は、複線径路・等至性アプローチ（Tanjectory 
Equifinality Approach ; 以下TEA）が適切であ

ると判断した。以下でその概要について説明する。 
 
3.1. 複線径路・等至性モデル 

TEAは非可逆的な時間軸に沿って、個人の経験

の多様性や複雑性を描く手法である。個人の行動

は無限に選択できるのではなく、歴史的・文化的・

社会的に埋め込まれた時空に制約され、ある定常

状態に等しく（Equi）辿りつく（final）地点であ

る等至点（Equifinality Point ; EFP）に達するこ

とを仮定している（安田 2005）。等至点までの径

路は単一ではなく、複数存在すると考えられるが、

等至点までの過程を描いた図が複線径路・等至性

モデル（Tranjectory Equifinality Model ; 以下

TEM）であり、TEA の基本概念の根幹をなして

いる。 
ただし TEM は、調査協力者には選択されなか

ったが、理論的には存在する径路も想定している。

このため、調査協力を得にくい研究におけるサン

プルの偏りも、ある程度信頼性のある結果が得ら

れると考えている。特に等至点の補集合の役割を

果たす両極化した等至点（Polarized EFP；以下

P-EFP）を設定することにより、可視化しにくい

事象も想定することが可能になる。 
また最終的に等至点に辿りつくが、その現象に

至る多様な径路のきっかけとなる時空のポイント

である分岐点（Bifurcation Point；以下BFP）と、

複線径路から等至点に辿りつくまでに、社会的な

文脈で通過せざるを得ない必須通過点

（Obligatary Passage Point；以下OPP）が存在

する。これらは等至点同様、社会的文脈に埋め込

まれた地点である（安田2012）。 
さらにOPPは「制度的必須通過点」「慣習的必

須通過点」「結果的必須通過点」に分類される。制
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度的通過点は、義務教育課程への入学など、法律

で定められたものなどがその例として挙げられる。

慣習的通過点は、七五三や卒業式における正装な

ど、法律で定められているわけではないが、多く

の人が経験する通過点である。結果的通過点は、

制度的でも慣習的でもないにも関わらず、多くの

人が体験する戦争や天災などの社会的出来事であ

る（サトウ 2012）。 
本稿における制度的必須通過点は、調査協力校

への入学などがあげられるであろう。また、研究

計画書執筆に関連する授業を選択することは、慣

習的必須通過点として位置づけることができる。

独学でも力量があれば、研究計画書は完遂できる

ものかもしれないが、初学者にとっての研究計画

書（あるいは研究そのもの）は「得体のしれない

もの」である。現実的には、大学院の研究計画書

執筆に関する講義を選択しないと、その完成はほ

ぼ無理であるためである。 
本稿は社会文脈的な観点も踏まえて、研究計画

書の執筆過程を描くことを目的とするが、その点

でもTEAは長けている。TEAは光合成のシステ

ムのように喩えられ、人を環境と常に交流・相互

作用をしている存在としてみなしている（神崎・

サトウ 2015）。このため、BFP やOPP が立ち現

れる背景には、社会的助勢（Social Guide；以下

SG）と社会的方向性（Social Direction；以下SD）

が影響していると考えられている。前者は等至点

への歩みを推し進める役割を果たし、後者は等至

点に向かうのを阻害する要因である（安田2015a）。 
細川（2006）は、大学院修士課程を観察期（第

1 期）、分析期（第 2 期）、解釈期（第 3 期）に分

割している。第1期は、さまざまな周囲を見回し

ながら自分の状況を観察する時期であり、この時

期においてテーマの設定について悩むことになる。

また、入学前の受験準備段階としての観察期をど

のように過ごすかで、大学院進学後の進展に大き

く影響を与えるという。 
このため本研究では、大学院入学前の第 1期に

焦点をあて、「どのように書いたか」のみならず、

「なぜ大学院に進学するのか」「なぜそのテーマで

書くのか」も踏まえて分析する。 
 
3.2.  歴史的構造化ご招待によるインタビュー 

TEAでは調査対象者を、ランダムサンプリング

によって抽出するのではなく、等至点的な出来事

を実際に経験している人物を対象とし、その話を

聞くという手法をとる。これは歴史的構造化ご招

待（Historically Structured Invitation ; 以下

HSI, サトウ2015）と呼ばれる選出である。 
また、TEA は研究対象者数について 1±4±9

の法則を持っている。1 人は個人の径路をより深

く詳細に描写する手法をとる。4 人の場合は、等

至点に至るまでの多様な径路を抽出するのに長け

ている。9 人は、多様な径路の中にも一定のパタ

ーンがあり、それらを描写するのに長けている（サ

トウ 2015）。 
本研究では、研究計画書演習と、集中演習のう

ち大学院受験に重点を置いた授業に参加した学生

を対象に分析を試みる。また、研究計画書を執筆

するに至った経緯を語るだけの日本語力を保持す

る者にインタビューを行い、研究計画書演習を受

講する学生の複数の過程・径路を見ることに主眼

を置いた。今回HSI の基準で調査への協力を得た

のは以下の 3名である（表1）。 
質問事項は山田（2010）を参考に、初回でのイ

ンタビューはなぜ大学院を受講したのか、夏期集

中演習受講時前後に考えたこと、実行したことな

どを質問した。2 回目のインタビューでは、研究

計画書演習受講時において感じたこと、過去への

省察などを中心に質問を重ねた。2 回目のインタ

ビュー終了後、調査協力者にも理解可能なように

簡略化したTEMを作成し、ヤンさん、ロさんに、

は 3回目の調査時に、解釈の確認を依頼した3。 
研究倫理への配慮として、調査に先立ち、研究

の目的を伝え、個人情報の遵守を誓約した。また

時間的に調査が難しくなった場合や、調査に不快

感や不信感を抱いた際はいつでも調査から降りる

ことが可能であることを予め説明した。また回答

が憚られる質問についても、同様に拒否できるこ

とを述べた。上記の内容は調査側が十分説明し、 
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表1. 本研究における調査協力者の概要4 
名前 出身国／地域 性別 年代 Y センター入

学時期 

大学での専攻 希望研究科 調査回数 

ヤンさん 台湾 女 20代 2017年春 土木建築 理工学研究科 3回  

ロさん 台湾 女 20代 2017年秋 日本語学科 文学研究科 3回 

リンさん 東南アジア地域 女 20代 2017年春 商学・人材管理 経営学研究科 2回 

協力者側が完全に理解したことを踏まえて、調査

協力の署名を得た。調査はヤンさん、ロさんは

2017年 10月、12月、2018年 2月の計 3回実施

し、リンさんは 2017 年 10 月、12 月の計 2 回実

施した。インタビューは全て活字化してデータ化

し、重要と思われる部分をコーディングした。 
 
4．結果 

TEM の枠組みに則り、文中においてコーディ

ングした見出し、EFP / P-EFP、OPP、BFPを〔 〕

で括り、SG/SD は【 】で括った上で、TEM の
説明を試みる。 
 
表 2. 本研究におけるEFP、P-EFP、OPP、BFP 

EFP / P-EFP 

 

〔研究計画書を提出する〕/〔研究計画書を提

出しない〕 

OPP 

 

第1期 〔Yセンターに入学する〕 

第2期 〔集中演習を受講〕〔研究計画書演習を受講〕 

BFP 

 

 

第1期 〔日常生活での気づき有〕 

〔2つの研究科に合格〕 

第2期 〔進学か就職か〕 

 
今回の TEM は「研究計画書提出までの過程」

を描くものであり、現実的に研究計画書が提出で

きないことも予想できるが、今回インタビューを

実施した学生の中で提出できなかった学生は存在

しなかった。 
分析の結果、3 人が研究計画書執筆を志し、提

出する径路は 2 つの時期からなると判断した。

OPP である〔Yセンターに入学する〕以前の時期、

〔Y センターに入学する〕から等至点である〔研

究計画書を提出する〕に至る時期（第 2期）であ

る。 
図 1・2 の枠組み、矢印、径路について説明す

る。TEM の作成に際し、非可逆的な時間軸を図

中最下部に示した。二重線矢印はヤンさんの径路、

黒字（太字）矢印はリンさんの径路、灰色矢印は

ロさんの径路を示す。実線細枠と実線矢印は 3人

が実際に辿った径路を示し、点線枠と点線矢印は

語りからは得られなかったが、文脈・理論的に存

在しうる径路を示している。実線太枠は OPP を

表し、点線太枠は語りからは得られなかったもの

の、文脈・理論的に存在しうる OPP を示してい

る。丸縁四角は BFP を表している。白抜きの矢

印はSGを示し、黒抜きの矢印SDを示している。

図 2 における実線三重枠は EFP を示し、点線三

重枠はP-EFPを示す。 
 
4.1.  Yセンター入学前 
以下では入学前後における各学生の径路につい

て説明する（図1）。  
ヤンさんはもともと大学から土木を専攻してい

たが、多数の研究者が参入している当該分野にお

いて対抗していく自信がなかった。そのため、異

なる分野である室内環境に関する研究成果を挙げ

ていこうと考える（〔大分野での競争回避〕）。しか

し、【希望分野が母国に無】かったため、【希望分

野が有】る日本への留学を希望するようになる

（〔日本の大学院に行きたい〕）。ただし、この時点

では精錬されたテーマにはなっておらず、漠然と

テーマらしきことが浮かんでいただけだった。 
ヤンさんは台湾の自宅近くの喫茶店で、専門の

その改善策を自分なりに考えていた（〔問題解決の

チャンス摸索〕）。 
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黒字（太字）矢印…リンさんの径路、二重線矢印…ヤンさんの径路、灰色矢印…ロさんの径路 

図 1 Yセンター入学前の 3 人のTEM

勉強を続けている時、座席位置によって体感温度

が異なることに気づいた。同じ店内でも、1 つの

条件が変わると店内全体への印象が異なることに

気づいたヤンさんはこの点が研究にできないもの

かと考えるようになった（BFP〔日常生活での気

づき〕）。  
ただし、様々な資料を読んでいるうちに、〔自国

と日本の入試制度の違いを認識〕する。そのうち

の一つが研究計画書の作成有無である。母国では

入学前に研究計画書の厳密な作成・提出義務はな

かったため、日本の大学院に進学するには、今ま

でと同じ学習スタイルを継続しているだけでは困

難だと感じるようになる。Y センターへの入学も

決まっていたが、入学以前から〔研究計画書の草

稿を作成〕し、目標実現に動いていた。この後、

ヤンさんは〔Yセンターに入学〕する。 
リンさんはもともと〔人との関係の中で生きる

のが好き〕だったため、母国の商学部に進学後も、

人間関係や人事を深く学べる人事管理を深く学ん

でいった。大学卒業後は母国の日系企業に就職し、

〔人事管理部門に配属〕された。ここでは、人材

採用及び人材育成プログラムを担当したが、その

際、日本人上司の職務の取り組みは、現地スタッ

フにとって理解しづらい部分が数多くあったとい
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う。現状の力量では、現場の問題を解決すること

ができないと感じ（BFP〔日常生活での気づき〕）、 
日常で問題意識を抱きながら、自国の図書館や

インターネットなどで、問題改善の資料やきっか

けを探索しつづけた。その過程で、日本が今後東

南アジアを中心に海外展開を図ろうとして、異文

化接触の機会が増えるだろうと判断した。これが

理由で日本の大学院進学を志し、ほどなく〔Y セ

ンターに入学〕を果たす。 
ロさんのYセンター入学以前は、やや複雑な径

路を見せる。ロさんは知的好奇心が旺盛で、見聞

を深めるのが好きな学生である。母国の大学での

専攻は日本語学科であった。将来は博物館で働く

希望を持っていたが、現在の学歴では困難である

ため、大学院を修了することで希望する職種に就

こうと考えていた（〔院卒で周囲と差別化したい〕）。

また、台湾ではQ大学に在籍していたが、そのQ
大学はX大学との交換留学制度があった。日本に

関心があったロさんも、4 年次に〔交換留学を希

望〕したものの、点数が足りず叶わなかった（【交

換留学不合格】）。一度は潰えた目標であったもの

の、ここで留学への希望、特にX大学での勉学希

望をさらに強めることとなった（〔X大学への留学

を〕）。 
以後、〔Yセンターに入学〕するまで、ロさんは

分岐点を含め、やや径路の選択に迷いが生じてい

る。学部時において、日本文学/文化に最も興味を

抱きつつも、商学関係の授業も若干受講していた。

また身内が商学研究科で教鞭を執っていたことや

多少の興味もあったため、母国出身大学の文学研

究科と商学研究科の大学院を受験した。結果は本

人にとって思いがけないものであり、BFPである

〔2 つの研究科に合格〕することとなった。ロさ

んの感想は「まさか合格するとは思わなかった（2
回目のインタビュー）」というものであったが、進

路はひとまず〔商学研究科へ〕と決定した。しか

しながら、結局商学研究科の授業には 1回も出向

くことなかった。それはやはり人文社会学、特に

日本の遺跡についての興味が尽きなかったためで

あり（〔趣味・知識を深めたい〕）、4年次に感じた

X 大学への留学希望を抱いていたためでもあった。

また、当時は明確なテーマは決定していなかった

ものの、【希望分野が母国に無】という状況も、日

本の大学院進学の気持ちを後押ししたと考えられ

る。結果、自分の当初の目標を優先し、ロさんは

秋学期に来日し、〔Yセンターに入学する〕。 
 
4.2. Y センター入学後 
同学年同学期にYセンターに入学したヤンさん、

リンさんの夏期までの径路を述べる（図2）。 
ヤンさんは春学期にYセンターに入学した際は

b クラス配属であったため、春学期は研究計画書

演習を受講せず、自身で〔先行研究との対話〕を

継続していた。しかしながら、当初の直観のよう

なテーマで研究をするのに行き詰っていたことと

【教員からのアドバイス】から、〔現状のテーマで

は無理〕だと判断する。その後も明確なテーマが

決められないまま、〔集中演習を受講〕する。 
リンさんは〔Y センターに入学する〕ものの、

〔進学か就職か〕で思い悩む。これには自身の能

力で大学院課程について行けるかということがあ

ったのではないかと推察される。この時、担当教

員から大学院進学希望者に向けて、進学に際して

のアドバイスと、Y センターの修了生が在籍時に

作成した研究計画書例が送られていた（【教員から

のアドバイス】）。アーカイブともいうべきこれら

の例を見て悩んでいたリンさんも一念発起し、〔進

学を決意〕する。 
リンさんは入学前に〔日常生活での気づき〕は

あったものの、そのままでは研究にならないこと

は理解していた。また、【教員からのアドバイス】

でも、それまでの先行研究の重要性が強調されて

いたことから、自身で〔先行研究との対話〕を重

ねていくことになる。 
リンさんも入学時はbクラス配属であったため、

春学期に研究計画書執筆クラスを受講することは

できなかったが、夏期に開講される〔集中演習の

準備〕を継続していた。b クラスにおいては成績

優秀であったが、単に文法や語彙を正確に書くだ

けでは不十分であり、特に物事を〔順序立てて書
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く困難さ〕を痛感する。それでも何とか〔初稿が

完成〕し、ヤンさんと同時期に〔集中演習を受講〕

する。 
続いて、夏期の集中演習以降から秋学期開講ま

での径路を述べる。ヤンさんは、集中演習を選択

したものの〔テーマが未確定のまま授業だけが進

む〕ことに戸惑いを感じていた。確かにこの授業

で課される宿題は期日までに提出することはでき

るものの、それはあくまで言語表現を中心とした

内容が多く、テーマを決定する核心的なものでは

なかった。このため、授業のどの課題を優先して

提出するべきか逡巡することが多かった（〔課題の

優先順位の戸惑い〕）。ただし、この集中演習にお

けるクラスメートとのディスカッションから色々

とヒントを得ていた（【クラスメートからの幇助】）。

葛藤を重ね、支援を受けながら集中演習終了時点

で〔第 2 草稿を作成する〕。この時期の草稿作成

は、どの指導教員が受け入れてくれそうかを模索

することとほぼ同意である。この時期〔最初の希

望大学院を決定〕し、さらにレベルの高い〔研究

計画書執筆の覚悟〕を固める。 
リンさんは〔集中演習を受講〕した後は、初稿

を基に〔構想を練り直す〕ことに余念がなかった。

不安も感じていたようだが、集中演習の単元の一

つである面接の練習は落ち着いてこなした。 
 
4.3. 秋学期以降 
ロさんは秋学期にY センターに入学し、c クラ

ス配属となった。春学期bクラス配属だったヤン

さん、リンさんは秋学期に順調にdクラスに進級

5し、「研究計画書演習」が受講できるはこびとな

った。3 人は同時期に〔研究計画書演習を受講〕

する。先述したように、この授業でもアカデミッ

クな表現技法、先行研究の検索方法、希望する指

導教官へのメールの文言などを学習する。 
ヤンさんは、集中演習の過程で〔研究計画書執

筆の覚悟〕を固めていた。また研究計画書演習は、

15週開講・週 2回の開講であり、開始時当初は表

現練習を中心とした授業であった。このため、秋

学期受講した当初は〔進路がゆっくりに感じる〕

状態だった。また、この時点では明確なテーマが

未だ決まっていなかったことから〔早く完成させ

たい〕という焦燥感を募らせていた。その後【教

員からのアドバイス】を受け、再度この時期に〔テ

ーマを変更する〕。さらに、本格的に研究計画書を

希望する指導教官に提出するため〔第3稿を作成〕

する。研究計画書演習においては、【メールの送り

方を知る】ことになり、11月以降、複数の大学院

の教員に連絡を取る（〔メールを希望大学院に送

る〕）。 
12月時点において、ヤンさんは研究計画書をほ

ぼ書き上げた段階にあったが、定年退職や修士院

生を受けつけないなどの理由で、ことごとく【断

られる】。Yセンターに入学以後、地道な努力を継

続してきたヤンさんは、この時初めて〔所属先を

失う不安〕に駆られる。研究計画書を書かないと

大学の先生が会ってくれないというような様々な

不安を抱えた（〔書かないと会ってくれない〕）が、

「研究計画書ができた上で（指導希望の）先生に

連絡が取れる（3回目のインタビュー）」という思

いから、等至点である〔研究計画書を提出する〕

ことができた。 
リンさんは研究計画書演習を受講後、〔記述の質

的相違を認識〕することになる。日本語 b～d ク

ラスの作文では文法・語彙等の正確性に重点が置

かれており、また、リンさんはそれらをそつなく

こなすことができた。日本語の担当教員からも一

定の評価を受けていたが、研究計画書演習ではそ

れらは必要条件ではあっても十分条件ではなく、

故国での時代も含め〔過去の自分の力量不足を実

感〕した。特に先行研究のまとめ方は本人にとっ

て難度が高く、どのようにまとめるべきか当初非

常に困惑したという。しかしながら、夏期に〔構

想を練り直〕していたことから、おぼろげながら

テーマが形成され、また研究計画書演習で【文章

添削】を受けてから、〔研究概要が見える〕ように

なった。もともとリンさんは故国で卒業論文を執

筆する際、質問紙法などにも馴染みがあったため、

研究方法そのものについては知識があった。【文章

添削】を受ける過程を経て、当初の力量不足の実 
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感から徐々に〔研究計画書演習は能力的に無理で

はない〕と実感するようになった。 
さらに〔何度かの構想修正〕を経て、研究計画

演習を受講する中、リンさんは自身の記述が

「100％変わった（2回目のインタビュー）」とい

う。それは、先行研究を読んでいても理解が大い

に進むようになり、それまで感覚的に書いていた

ものが論理的に記述できるようになったことであ

る（〔感覚から論理的記述へ〕）。研究計画書執筆に

一定の自信を得たリンさんは、演習の課題である

研究計画書を無事提出し（等至点〔研究計画書を

提出する〕）、本番の試験に備えることになる。 
ロさんはYセンター入学後、半年でX大学大学

院に進学しようと考えていた6。また、そのための

研究計画書も〔書く自信満々〕であった。 
しかしながら〔研究計画書演習を受講〕後、そ

の自信は崩れ落ちる。授業が進むにつれ、リンさ

ん同様〔記述の質的相違を認識〕し、母国で受講

した作文の授業とは次元が異なることを知る。

徐々に〔先行研究との対話〕を始めるものの、遅々

とした進捗に対する焦りをインタビューからは感

じられた。また集中演習から引き続き秋学期の〔研

究計画書演習を受講〕した学生の努力ぶりを目の

当たりにした際、〔そこまで研究するの？〕という

ことに気づく。 
進路相談教諭とも相談をする（【教員からの指

導】）ものの、夏期の集中演習から受講した学生だ

けではなく、同時期に入学し、〔研究計画書演習を

受講〕している学生の中にもテーマが固まってき

た学生が表れてきた（【他学生は決まりだす】）。こ

ういった周囲からの影響と、12月第 1週に迫った

日本語能力試験（以下、日能試）の対策にも並行

して取り組んでいたことから、心理的圧迫感を持

つ（〔日能試も間近で苦しい〕）。 
2 回目のインタビューでは日能試も終了してい

たため、幾分か落ち着きを取り戻してはいた。し

かし、自身の研究テーマが明確に見出せていない

現実に変化はないまま、一方で研究計画書演習の

授業は着実に進行していた（〔テーマが決まらない

まま授業が進む〕）。この時点では当初の自信は完

全に喪失しており、研究計画書演習の授業単位が

取得できるのか、そもそも日本で希望する大学院

に進学できるのかなどの不安を抱く（〔単位・進学

の不安〕）。さらに、大学院進学を希望することは

本当に自分にとって必要なのか疑問視すらするよ

うになり、〔別進路も摸索〕するようになる。 
もともと日本語力が高く、授業内での発表もそ

つなくこなす能力があったロさんは、結局学期中

に自身が納得のいく形でテーマを見出すことはで

きなかった。ただし、授業課題としては何とか等

至点である〔研究計画書を提出する〕ことはでき

た。 
 
5．考察 
本研究では、3 名の留学生による研究計画書執

筆過程を、母国での社会的文脈と、来日以降の教

員間等の交渉も踏まえて分析している。その結果、

単に記述レベルが向上したことが実感できただけ

ではなく、研究計画書執筆が社会的営為の総和で

あることが TEM によって示されたのが特徴の一

つである。 
3 名全員が研究計画書執筆に際し、様々な面に

おいて認識改善を迫られていることが明らかにな

った。ヤンさんは、日本と台湾の入試制度、及び

求められる研究計画書の質を入学以前に痛感させ

られ、リンさん、ロさんは〔記述の質的相違を認

識〕する。リンさん、ロさんは母国の作文の授業

ではそれほど苦労したことはなく、研究に求めら

れる記述レベルの難しさをYセンターで知ること

になった。このように、語彙力だけでは研究がで

きないことを知る径路は、共通しているものと思

われる。今まで遭遇したことのない、これらの「ゆ

らぎ」は、自身がどのような能力を今後身につけ

なければならないかを知る指標となるであろう。

一方で、大学院進学を希望することで、これまで

よりもより高度な問題提起や課題発見力が求めら

れることを痛感し、研究計画書が書けない、もし

くは研究そのものを断念する機会にもなると考え

られる。 
また入学期は異なるが、ヤンさんとロさんは〔テ
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ーマが未確定のまま授業が進む〕不安を抱えなが

ら研究計画書演習に参加している時期が見受けら

れる。この時期は研究テーマという核心的なこと

が進められず、代わりに文言や表現、段落形成に

ついての課題をこなすことによって、効力感を持

続させている時期と考えられる。 
ここでは、研究計画執筆を指導する側として、

いかなる支援が考えられるかを述べたい。 
入学以前に〔日常での気づき〕があったヤンさ

んやリンさんは、入学後紆余曲折がありながらも

テーマを見つけ、テーマに沿った執筆が可能にな

っている。初期に定めたテーマ、特に個人的なエ

ピソードは、その後研究を進めていく中で、「絵の

具の上塗りのようになり、最終的には見えなくな

る（細川 2006：46）」のであろう。入学後は【教

員の指導】により、是正も必要である。しかしな

がら、この径路を通過したヤンさんとリンさん、

通過しなかったロさんとでは、議論の深化にレベ

ル差が見受けられた。このことから、〔日常での気

づき〕は、研究計画書を執筆する上で極めて重要

な分岐点であると考えられる。教員から明確なテ

ーマを与えることはできないが、教員側はテーマ

が明瞭ではない学生に対し、個人的エピソードで

萌芽的な気づきがないか、改めて問うてみる必要

があるであろう。 
次に入学後の径路、特に分岐点から以下の支援

が考えられる。まず、進学か就職かで思い悩んで

いたリンさんは【教員の指導】によって〔進学を

希望する〕ようになる。その際教員側がしたこと

は、Y センターの先輩が同時期にどのような研究

計画書を執筆したかをアーカイブのように送付し

たことであった。大学院への進学を希望しても、

実現するか否かを不安に感じている学生は一定程

度存在するであろう。もちろん経済的・能力的な

問題で、進学を強制することはできないが、かつ

て自身と似た状況の学生がどのような成果物（同

時期における研究計画書）を提出したかを参照す

ることは重要である。この時期の研究計画書を見

ることで、自身の研究の可否を見極めることに繋

がると考えられるためである。思うようにテーマ

が見出せず〔別進路も模索した〕ロさんに対して

も、Y センターの諸先輩がどのように思考したか

を閲覧することができれば、不安軽減の一助にな

ることができるのではないかと推察される。 
一方、大学院入学前の研究計画書がほぼ完成し

たものの、希望先に断られたヤンさんの場合は、

どのような支援が考えられるであろうか。細川

（2006）では、研究計画書は大学院入学前に執筆

するものではなく、寧ろ大学院入学後も継続され

る研鑽作業であることを述べている。このような

学生に対しては、研究計画書の推敲過程は単に大

学院合格に繋がるだけではなく、大学院入学後に

も繋がることを説明し、さらにレベルの高い研究

計画書を執筆するのを教員が支援し続ける必要が

ある。研究計画書には進路探しの面もあるが、何

より、いかにして研究を進めるか、またそのため

にはいかなる知識が必要かを確認する過程である。

この点を教員は力説するべきであろう。 
また、先述したように〔テーマが未確定のまま

授業が進む〕時期は、多くの留学生が抱える問題

であると思われる。その際、テーマ決定を急くよ

りも、表現や段落形成など「できることをさせる」

ことにより、効力感を得させることが重要になる

と思われる。課程在籍中には挫折感を味わうこと

もあるだろうが、リンさんとロさんは研究計画書

演習で論文で用いられる表現法を知り、論文執筆

への有用性を実感していた。また、ヤンさんも〔課

題の優先順位の戸惑い〕があったが、まずは表現

法を中心とした課題を提出することで、不安を若

干でも解消していたのではないかと思われる。 
今後の課題として以下のことが考えられる。今

回、HISによって調査協力者となったのは、X大

学Yセンターに所属する大学院希望者というやや

緩やかな括りであった。大学での専攻や、希望す

る研究科も異なるため、選択した径路が多様性を

見せるのは当然であると言える。今後は調査協力

者を、分野や専攻別によって絞ることで、制度的

必須通過点、慣習的通過点だけではなく、結果的

通過点も抽出される可能性がある。また、そのこ

とによって分野別の大学院進学希望者への対応も
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見出せるだろう。 
また、今回はYセンターの学期内・学年内での

研究計画書執筆過程を TEM によって描写したも

のである。しかし、前述したように研究計画書は

大学院入学後も継続される活動である。また、Y
センターには存在せず、大学院入学後に参入する

ものとしてゼミが挙げられる。山田（2011）では、

ゼミという共同体において卒業論文が執筆される

過程が TEM によって描かれているが、研究計画

書も、教員や他ゼミ生など、様々な構成員からな

る共同体と無関係ではいられないであろう。今後

はゼミに参入後の研究計画書執筆過程を分析する

ことで、彼らが何に苦悩し、対処してきたかを明

らかにすることができると思われる。 
 
                                                   
註 
1  ここで言及されている社会言語的領域、社会

文化的領域とはネウストプニー（2002）が述べ

た「文法外コミュニケーション能力」「社会文化

的能力」に該当する。宮﨑（2012）は、高等教

育におけるレポートなどの文章課題を推敲する

際にも、講義の内容理解や、テーマの選定、調

査などの文法外コミュニケーションや、社会文

化行動が取られていると述べている。 
2 「人と活動と世界の間の時間を通しての関係の

集合（Lave & Wenger 1991/1993：81）」であ

る。ゼミも指導教官や他のゼミ生などで構成さ

れる関係の集合である。 
3 リンさんにも3回目のインタビューでTEMの

確認を予定していたが、都合がつかず、断念せ

ざるを得なかった。なお、リンさんにもデータ

やTEMの公表には許可を得ている。 
4 協力者は全て仮名であり、その他の情報も協力

者の特定化を回避するために部分的に改変して

いる。 
5  Yセンターは春秋の学期が、さらに半期に分

けられて日本語の授業が行われている。ヤンさ

ん、リンさんは 5月末に bクラス、7月末に c
クラスを修了している。ただし、「研究計画書演

習」は春/秋学期開始時点で cクラス以上でなけ

れば、受講することができない。 
6 YセンターはX大学の付属校ではないが、秋学

期入学の場合、条件を満たせば半年でX大学を

推薦受験することが可能である。 
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Abstract 
Collaborative online international learning (COIL) represents a form of blended on-line and 
off-line learning in which students attending universities in different countries produce 
collaborative projects as part of their regular coursework. Given the highly distributed, 
technologically mediated interactions that are required for successful COIL collaboration, in 
this paper we consider the importance of recognizing how student competences routinely 
linked to intercultural skills and abilities are better formulated in terms of interactional 
competence. In addition, we briefly consider how such interactional competence can be 
approached as comprising a wide range of complex multimodal and epistemic interactional 
practices. As with the notion that the mere provision of study-abroad opportunities inevitably 
results in students acquiring intercultural competence, we argue that technologically 
mediated teaching and learning requires careful consideration of a range of constraints as well 
as the often-lauded affordances. 
 
Keywords	 国際オンライン協働学習	 相互行為能力	 異文化能力	 国際教育	  

マルチモダリティ	 社会的相互作用／collaborative online international learning, interactional 
competence, intercultural competence, international education, multimodality, social 
interaction  
  
 
1. Introduction 
 
One of the key drivers for exploring change in 
globally focused education has been the 
growing recognition that merely providing 
study abroad opportunities with an 
expectation that they will, by default, provide 
students with and experiences that 
automatically confer cross-cultural awareness, 
intercultural competencies, communication 
skills and so forth (e.g., Lambert, 1994) is 
misplaced. More recently, it has become more 
clearly recognized that study abroad does not 
automatically confer positive social and 
cultural benefits without considerable 

attention directed toward how student 
experience may be modified and influenced by 
a wide range of psychological and social 
influences (e.g., Vande Berg, Paige & Lou, 
2012). In this regard, collaborative online 
international learning (COIL) initiatives have 
sought to provide a means by which global 
competencies and skills can feature in-and-as 
elements of more traditionally taught 
coursework, including mechanisms by which 
assessment of such competencies can be 
reliably measured.  
 
Online communication through web-based 
video, image and text-based tools is a key 
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component of many contemporary approaches 
to online or virtual learning programs, with 
COIL seeking to integrate these with 
traditional methods of teaching and learning 
provision. This approach, developed through 
the State University of New York (SUNY) 
following from the pioneering initiatives by 
Jon Rubin to undertake online, collaborative 
learning for students undertaking filmmaking 
courses, has come to be leader in development 
and support for COIL related activities 
globally (www.coil.suny.edu).  
 
COIL is presented as a form of globally 
networked learning (GNL) that seeks to 
promote education internationalization. The 
essential elements of COIL are that it involves 
courses that are co-taught, involving students 
and educators located in different countries or 
areas, and involves an explicit focus on 
collaborative groupwork, often in the form of 
projects that comprise an integration of digital 
and physical materials. While early COIL 
exchanges were often explicitly focused on 
forms of cultural exchange primarily, 
contemporary COIL initiatives may have a 
more disciplinary, formal academic objectives. 
COIL is generally embedded as part of a course 
of study (e.g., six weeks of COIL may be 
undertaken in a 15-week semester) rather 
than comprising the entire course. Often 
beginning practitioners may undertake small-
scale COIL activities, perhaps for two weeks 
prior to developing more substantial 
collaborations. In addition, undertaking COIL 
before, during, or after a more traditional 
study abroad or student exchange program 
has been growing in popularity. 
 

In seeking to explore the practical and applied 
aspects of COIL, given that they could be 
characterized as invariably involving 
technologically mediated human social 
interaction, consider that there has developed 
a considerable literature on learning using 
computer supported collaborative learning 
(CSCL), interaction and technology (Heath & 
Luff, 2000), and on technologies of system 
design (e.g.,  “technomethodology” as proposed 
by Dourish & Button, 1998), which take a 
decidedly interactional approach to 
understanding how technology gets used in 
real-world, particularized settings.  
 
These ethnomethodologically informed 
approaches seek to understand and describe 
how technological systems, devices, and so 
forth are actually deployed, used, and 
understood with regard to the specific, local 
social settings in which their use is embedded. 
Now, while there is a considerable literature 
on the use of technology to support learning in 
online environments, there is less that is 
specific to COIL practice, although this is 
perhaps unsurprising as COIL does not 
represent a stand-alone method or technology 
of practice, and utilizes a range of technologies 
and pedagogies to undertake collaborative, 
group-based learning. In this paper, we will 
consider some aspects of the use of technology 
in highly diverse cross-cultural interactions for 
their implications in both the design and 
implementation of COIL and related teaching 
undertakings. 
 
Here, we turn to a consideration of several 
concepts that might be considered as 
significant underpinnings to how COIL can be 
effectively undertaken, and consider some 
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contemporary ethnomethodologically oriented 
research that might have practical utility in 
COIL development and provision. COIL (and 
other forms of online learning) routinely seek 
to engage participants in developing a range of 
skills and abilities, in particular those relating 
to intercultural competencies. In addition, it 
can be useful to consider how intercultural 
competence can be understood with regard to 
interactional competencies, particularly in 
consideration of interaction that is 
technologically mediated. Moreover, how such 
mediated interaction may be comprised of a 
wide range of multimodal interactive practices, 
with many practices co-produced by 
participants to display their epistemic stance 
and status. 
 
2. Intercultural Competence 
 
In a broad sense, intercultural competence 
seeks to encapsulate a complex range of 
multilingual and multicultural practices that 
involve cognitive, behavioral and affective 
skills and abilities to produce and understand 
meaningful communication between 
participants from differing cultural 
backgrounds. In practice it might appear that 
the principle concern is on establishing 
effective ‘intercultural communication’ skills 
and abilities. Given that university websites, 
corporate training programs for international 
companies and organizations, and a vast array 
of public sector policy documentation all seem 
to reify intercultural communicative 
competencies, which seem to be in some way 
distant from the equally vast scholarly 
literature on the terms/concepts, these are on 
offer here as somewhat contentious definitions 
given the range of contemporary theoretical, 

empirical, and disciplinary debates. In this 
regard, a useful starting point might be 
Deardorff (2009) in order to get a sense of the 
tensions that have been explored across recent 
conceptual and empirical investigations. 
 
Perhaps at the heart of the concept of 
intercultural competence, at least in pragmatic 
settings, is that individuals and groups having 
a primary cultural inheritance, can at least 
begin to consider how to understand, 
communicate, and interact with individuals 
and groups who do not share the same cultural 
heritage. In order to facilitate this in practice, 
this may involve explicating social norms to 
cultural members from the perspective of their 
own and other cultures, or more commonly a 
consideration of others culture and how it may 
be different or similar to one’s own culture. 
This gives provides grounding for the 
observation that intercultural communication, 
perhaps alongside such things as intercultural 
awareness undertakings, has received perhaps 
the greatest attention, particularly in 
education contexts and settings in which skills 
and abilities relating to communication are 
often clearly prioritized as essential learning 
objectives across a range of undergraduate 
level programs of study. 
 
3. Interactional Competence 
 
Rather than simply assuming that knowledge 
of, or about, a particular culture might lead 
straightforwardly to some level of intercultural 
competence, there has been a growing 
emphasis towards understanding the 
importance of many interactional 
competencies that are associated with human 
social interactivity. One way of describing this 
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is to suggest that having knowledge of a 
particular cultural norm does not enable an 
appreciation of the doing of any associated 
cultural practice. In this sense, interactional 
competence is a term that attempts to embed, 
or perhaps recast, the concept of intercultural 
competencies as being reflective of lived, 
embodied knowledge, skills and abilities (i.e., 
as praxis).  
 
Interactional competence has been approached 
as involving a fundamental reformulation of 
key conceptualizations relating to 
communicative competence and intercultural 
competence that has been influential in second 
language learning and teaching (e.g., Young, 
2011), and was developed following from 
concepts of interactive practices (Hall, 1993). 
Perhaps given the applied linguistic focus, the 
concept has been primarily employed to 
consider a range of discursive practices, there 
may be utility in considering the importance of 
non-verbal, embodied aspects that may be 
constitutive of effective interactional context – 
particularly in technologically mediated 
settings such as those utilized by COIL. Briefly, 
examples of what might constitute 
interactional competence with regard to COIL 
(drawing from Young, 2008) include linguistic 
resources, identity resources, and interactional 
resources that are available to participants in 
a given interactive settings. Critically, these 
resources are utilized and deployed in given 
settings as contingent, co-produced practices. 
This is in contrast to earlier notions of 
intercultural competence as being primarily 
reflective of the knowledge or skills of 
individuals. 
 
 

4. Multimodality 
 
A considerable literature has developed that 
considers how participants engaging in online 
interactions (either synchronously or 
asynchronously) deploy a wide range of 
interactional modalities in order to achieve 
collaborative groupwork. Such modalities may 
include interactions that feature texts, 
emoticons, stamps, and photo exchanges that 
are now ubiquitous in social media apps and 
services (e.g., Bourlai & Herring, 2014; Chen 
et al., 2015; Ge & Herring, 2018; González-
Lloret, 2011) as well as verbal resources such 
as laughter (Ikeda & Bysouth, 2013a), eye gaze 
and bodily conducts (Ikeda & Bysouth, 2017). 
 
Multimodality in interaction, or the use of a 
range of modes of communication, is of critical 
importance when considering how technology 
can afford or constrain collaborative 
interaction. For one example of affordance, 
consider that when moving from voice only 
online interaction to online video interaction 
there is an increase in the interactive 'degrees 
of freedom' that interactants have available. 
However, as a constraint, consider how moving 
from face-to-face settings (e.g., classroom 
based) to online only settings may limit 
participant interaction. Further, in settings 
and contexts in which participants may be 
using a second language (L2) as the primary 
mode of communication there may well be 
additional constraints in addition to the 
technological (e.g., Ikeda & Bysouth, 2013b). 
 
What this may underscore is that both in 
research and in practice, there may be 
considerable focus on speech exchange in the 
doing of intercultural competence and 
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interactional competence, but less attention 
has been traditionally directed towards other 
interactional practices relating to interactional 
competence. One example of the growing 
awareness of the importance of multimodal 
resources can be found in the study of the 
practices of smiling and laughter as important 
multimodal resources (e.g., Ikeda & Bysouth, 
2013a; Attardo et al., 2013). While space 
precludes a detailed account of these practices 
here, it is important to consider that the 
growing scholarship on multimodality has led 
to at least one strong claim that multimodal 
interactional practices should be considered as 
comprising an essential element of 
interactional competence, and that they 
should be considered as equally important as 
linguistic practices (Ikeda & Bysouth, 2017). 
 
For example, Ikeda and Bysouth (2017) 
investigated how L2 speakers of Japanese 
engaged in group interaction when utilizing a 
range of IT tools (iPad, desktop PC's, BIGPAD) 
to collaborate on group-based projects. In this 
research, what was of interest was how various 
linguistic resources (i.e., Japanese, English, or 
other languages available to the participants) 
and non-linguistic modalities were used in 
order to undertake collaborative group projects. 
 
It is important to note here that some 
approaches to these issues take a more 
technologically driven orientation with an 
explicit focus on tool use, with Turner (2012) 
providing a summary of empirical and 
theoretical approaches that consider such 
things as personalization (i.e., how users may 
modify tools to reflect personal or group 
identity), customization (i.e., how users can 
alter systems for ease of use) and 

appropriation (i.e., when tools and services are 
used in ways other than those anticipated by a 
designer; Dourish, 2003).  
 
One quick way to gloss this is to consider that 
for a given IT tool there may be a range of 
different practices that users may orient to, in 
that one tool may be utilized in a very different 
way for one user than another. In other words, 
it is important to consider that for an 
instructor or course designer that assumptions 
about how a particular IT tool may be used by 
students’ need to be flexible, in that the 
practices associated with the use of the tools 
are part of a complex ecology of the setting (e.g., 
Goodwin, 2013). In COIL settings and contexts 
this will involve linguistic, multimodal 
resources.  
 
5. Epistemics in Interaction 
 
Perhaps of some further interest as another 
focus with regard to multimodality in 
technologically mediated interactions, has 
been on investigations of the interactive 
display of epistemic status. In short, how 
people demonstrate to one another they 
understand, or do not understand, what 
another participant mean, intends or is doing. 
While epistemics is often considered to be 
mainly in the domain of verbal interactions, 
participants frequently employ numerous 
embodied practices to display to each other 
their epistemic statuses, and this may be of 
considerable importance when considering 
technologically mediated interactivity. A 
growing interest in epistemics in social 
interaction is perhaps closely tied to the 
development and implementation of online 
learning and assessment tools and services, 



― 118 ―

関西大学高等教育研究　第10号　2019年３月

with educators seeking to understand how to 
better afford for technologically mediated 
learning environments in which multiple 
participants, often from diverse linguistic and 
cultural backgrounds, can better understand 
each other. 
 
As one example of work seeking to explore the 
range of practices and modalities previously 
discussed, our research (Bysouth & Ikeda, 
2014; Bysouth 2016) on synchronous video 
interactions provides a number of empirical 
instances of a range of these practices and how 
such practices may be of relevance for 
undertaking COIL related activities.  In this 
research, Skype video meetings were 
undertaken as part of a COIL program in 
which participants were required to engage in 
collaborative group discussions and activities 
related to the development of basic level 
intercultural communicative competence and 
cross-cultural awareness. Participants in these 
sessions spoke a wide range of languages (e.g., 
English, Spanish, Japanese, Thai) and were 
physically located in several countries and 
time-zones (e.g., North American, Asia-Pacific, 
Europe). Analysis explored how participants 
managed to produce and recognize a range of 
epistemic constraints and affordances, 
notwithstanding their minimal experience of 
multiparty video-mediated interactions, and 
examined how participants were able to 
employ a range of explicitly embodied practices 
(e.g., visual availability during video 
exchanges, gesture, and affect displays 
produced to be visually and audibly available 
to interactants) in order to complete activities 
in cross-cultural interactions. 
 

In addition, in COIL settings in which 
students are explicitly required to collaborate 
on the production of group projects, students 
may have difficulties in establishing ‘epistemic 
primacy’ (Stivers, Mondada & Steensig, 2011) 
among members. In short, who has the rights 
and responsibilities to know, or to ask 
questions (that may demonstrate lack of 
knowledge), or to initiate various task-based 
activities? While students may generally 
accord epistemic primacy to instructors (e.g., 
instructor questions given are to assess 
student knowledge rather than to inform the 
instructor about something unknown to them), 
this can be problematic in settings in which an 
instructor has no specialized skills or 
knowledge relating to a particular project topic, 
or when pedagogy involves opportunities for 
students to reflect on highly personal self and 
others cultural experiences. This is also likely 
to be more pronounced in asynchronous COIL 
activities which are primarily student led, with 
minimal instructor oversight of the actual 
pragmatic group interactions. Moreover, 
consider issues arising in settings in which the 
primary language of teaching is for many 
participants an L2 and that may involve cross-
cultural/intercultural interactions with 
participants who do not have English as L1. As 
one example, consider the difficulties 
associated with teaching that occurs in 
English-medium settings in Japanese cultural 
contexts. When these are transplanted into 
virtual, online exchanges, there are likely to be 
a number of challenges for participants to 
engage in effective group collaboration. 
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6. Conclusion 
 
Given that there is a considerable premium 
(and perhaps expectation) that students 
develop effective groupwork skills and abilities, 
that they can work collaboratively, there 
remain challenges for determining how 
students and educators can acquire such skills 
in online settings. As with the notion that 
merely proving study abroad experiences will 
lead to increased intercultural awareness or 
intercultural communication skills, assuming 
that technology can provide for these by 
default is likely to prove unproductive. For 
example, while there have been decades of 
research exploring the social psychological 
aspects of small group dynamics in a diverse 
range of face-to-face settings and 
environments, there is a growing need for 
more detailed studies of those that feature 
such activities in online (both synchronous and 
asynchronous) settings. As just one example, 
some have suggested that participants in 
online learning can profit from adopting 
particular philosophical orientations to what 
they are engaged with, by for example avoiding 
the use of employing ‘information 
transmission’ conceptualizations of the 
processes of online exchange, and adopting a 
more ‘social constructionist’ perspective (Kaye 
& Barrett, 2018).  
 
In short, it may be that with growing use of 
ICT and COIL and COIL related approaches, 
we may need to fundamentally reconsider 
perhaps taken for granted approaches to 
teaching, learning and human social 
interaction in order to adequately take account 
of whether technologically mediated 
interaction can be conceptualized as 

essentially involving the technological 
extension towards existing practices, or 
perhaps as representing new forms of human 
interactivity.  
 
In moving away from the notion that proving 
study abroad opportunities for students (those 
with the financial and social capital to 
participate) will inevitably provide those 
students with intercultural skills and abilities, 
there has been a shift toward explorations of 
how pedagogy that is concerned with 
intercultural themes and issues needs to 
consider a range of related domains of human 
conduct. In addition, with the growing use of 
widely available ICT tools and services in 
facilitating virtual ‘study abroad’ experiences 
through such things as COIL, which seek to 
integrate both online and traditional face-to-
face practices, there has been an appreciable 
increase in research focus on the 
technologically mediated aspects of culture by 
way of explorations of intercultural pragmatics, 
interactional competence, modalities of 
communication, and how knowledge is 
constructed and evaluated as relevant in 
highly diverse cultural settings. 
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若手社会人の社会観と大学教育

―キャリアや実践的な教育を受けた経験に着目して―

Social Values and College Education for Young, Working Members of Society: Focusing 
on the Experiences gained through Career Education and Practical Training 

 
二宮祐（群馬大学学術研究院）

キーワード 社会人調査、パネル調査、教育の遅効性、自己責任意識、学歴主義／

要旨

大学 年生から大学卒業後 年目までの若者を対象としたパネル調査を実施した。その結果を

分析したところ、「自己責任」志向と「学歴主義」志向は「勤め先の満足度」が低いと、どちらも

弱まる傾向があって就職後の職場の環境に影響を受けている可能性がある。そのうえで、大学在

学時の学習経験も関係しているが、その特徴は一様ではない。すなわち、「学んでいる内容と将来

のかかわりについて考えられる授業」（キャリアに関する授業）の履修経験が多い場合、卒業後に

「自己責任」志向が強くなる一方、「将来に役立つ実践的な知識や技能が身につく授業」（実践的

な授業）の履修経験が多い場合、「自己責任」、「学歴主義」志向は強くなるわけではなく、むしろ、

それらの志向性は弱くなる。大学での実践的な教育を受ける経験は、狭隘ですぐに陳腐化すると

思われるような実務的スキルの習熟だけにつながるというわけではなく公共に資する思考の訓練

を伴っていることを示唆するものである。このことは大学での教育は公共にのみ資するべきとい

う価値観に基づいた職業に関する教育を否定する主張に対して、有意な反論となりうるものであ

る。

はじめに

問題の所在

本論文の目的は大学 年生から大学卒業後 年

目までの若者を対象としたパネル調査の結果を分

析することによって、その社会観の変化と大学在

学時に経験したキャリアや職業に関連する講義と

の関係を明らかにすることである。

年 月の大学設置基準改正において、第

条の 「社会的及び職業的自立を図るために必

要な能力を培うための体制」が追加された。そこ

で、キャリア教育について組織的に実施すること

が求められるようになった。その一方で、実際に

はそれ以前の 年前後からも労働市場の冷え

込みによる学生の就職難に対応して、就職やキャ

リア開発に資するようなプログラムが提供される

ようになっていた。たとえば、将来設計や社会（経

済、業界、労働など）に関する知識の伝達、コミ

ュニケーションや論理的思考などの汎用的能力の

涵養、インターンシップやサービス・ラーニング

による「現場」での経験を重視する学習、企業や

官公庁などで働く社会人の講演を聞くことによる

職業観の育成などが行われてきた。しかしながら、

これらの経験の効果は初期キャリアの進展に伴っ

て顕在化するという「教育の遅効性」（吉本 ）

という問題があることから、さらには卒業生を追

跡して調査することが難しいことから、必ずしも

十分には検証されてきたわけではない。とりわけ、

教育を受けることを通じて得ることになった直接

的に仕事に役立つ知識や技術ではなく、社会に対

するものの見方についてはこれまであまり検討さ

れてこなかった。しかしながら、キャリアや職業

に関連する教育の幅広い効果を考察の対象とする

ことは、今後におけるそれらの改善のためにも重

要なことであると考えられる。そこで、本論文で
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はこのような教育経験が卒業後の社会観に対して

与える影響について調査データを用いて明らかに

することを目的とする。

実証的な先行研究

若手社会人の持つ職業的能力についての自己認

識と大学在学時の経験については、講義の内容・

方法によって関係していることが明らかにされて

いる（本田 ）。また、大学生の社会観そのも

のの研究としては、その実態を大規模調査によっ

て明らかにする（ベネッセ教育総合研究所 、

、 ）、心理的自立との関係を心理学の観点

から明らかにする（高坂 ）、生活スタイルと

の関係を心理学の観点から明らかにする（峰尾

）、心理学で用いるための尺度を開発する（峰

尾 ）、中学受験経験との関係を明らかにする

（望月 ）、といったものがある。しかしなが

ら、社会観を対象とした研究はあるものの、個人

の経年的な変容について関心を持つものは少ない。

他方、大学在学時の経験と職業観・仕事観との関

係を調べるものはあるものの（溝上 ）、社会

観まで展望することはできていない。

数少ないパネル調査による社会観の研究として、

若者のライフコースと「能力主義」や「自己責任」

などの志向との関係を検討しているものがあり、

そこでは失業や無業、非正規雇用の場合の一部に

おいてそれらが高まることが指摘されている（有

海 ）。とはいえ、他方、大学での教育、さま

ざまな経験との関係について研究しているものは

限られている。そこで、社会観を分析の対象とし

て、大学教育の市民的、社会的レリバンスについ

て考察する。大学教育は社会観に対してどのよう

な関係を持っているのだろうか。

分析に使うデータ

パネル調査の概要

分析に用いるデータは 年から 年まで

毎年 回、全 回実施したパネル調査「大学での

学びとキャリアに関する調査」である。この調査

は大学教育の職業的レリバンスが比較的弱いと想

定される文系分野における学習経験とキャリアの

接続の様子を明らかに検討するためのものとして

企図されたものであるが、同時に、対象者の社会

観についても尋ねている。 年の第 派調査で

は、法律学、教育学、社会学を専攻する学部 年

生に対して、各分野を専門とする全国の大学教員

を通して回答を依頼した。回収数は順に 、 、

、計 であった。質問の項目数が多大であっ

ためか、予定していた回収数を大幅に下回る結果

となってしまっている。 年の第 派調査では

回答数は順に 、 、 、計 であった。十

分な回収数を得られなかったために、調査会社の

インターネット・モニターの中から学部 年生を

補充、さらに、経済学の専攻を追加した。それら

の回答数は順に、 、 、 、そして、経済学

の 、計 であった。卒業後 年目の 年

第 派調査では、回答数は同じく順に第 派から

の継続 、 、 、なし、計 、補充調査分 、

、 、 、計 であった。卒業後 年目であ

る 年第 派調査では、回答数は同じく順に第

派からの継続 、 、 、なし、計 、補充

調査分 、 、 、 、計 であった。

データの基本的な特徴

以下、第 派調査時に正規、非正規を問わず職

に就いている のケースを対象として、基本的

な特徴を示すものとする。

現在の勤め先の雇用形態は、正社員・正職員（常

時雇用されている一般従業者）が ％、パー

ト・アルバイト ％、派遣社員 ％、契約社

員・嘱託 ％、臨時的任用（教員の場合に限る）

％である。勤務先の業種については ％以上

を占める上位 つが金融（銀行・生命保険・信販

など） ％、教育機関（学校・幼稚園など） ％、

官公庁 ％、小売（スーパー・百貨店など）

％であって、 ％未満のものは多い順に、製

造、サービス（旅行・観光・娯楽など）、情報・ソ

フトウェア、卸売（商社など）、住宅、不動産、飲

食・宿泊（レストラン・ホテルなど）、運輸（鉄道・

バスなど）、建設、マスコミ（新聞・放送・出版な
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ど）、エネルギー（電気・ガス・熱供給・水道など）、

農林水産であった。仕事内容については同様に

％以上を占める上位 つが、事務関係の仕事（企

画・総務・経理など） ％、営業・販売関係の

仕事 ％、教員・保育士 ％であって、 ％

未満のものは多い順にサービス関係の仕事（冠婚

葬祭・ホテルスタッフ・調理など）、教員・保育士

以外の専門的な仕事（社会福祉士など）、技術・開

発関係の仕事（システムエンジニアなど）、運輸・

保安（配送・警備など）、マスコミ関係の仕事であ

った。回答者の勤務先の業種、仕事内容の両者と

もに幅広い。

表 は社会観についての回答に関して、第 派、

第 派が比較できるようにまとめたものである。

どの項目も第 派と第 派とでは大きな差はなく、

社会観は変動することなく安定しているようにみ

える。しかし、実際には、すべての項目において

第 派で半数前後が回答を変更している。回答を

変更しなかったのは、最小で項目 の 名、最

大で項目 の 名であった。それぞれの項目に

ついて、肯定的に回答を変更しているケースが

％～ ％があり、否定的に回答を変更している

ケースも同程度存在している。

表 は「学んでいる内容と将来のかかわりにつ

いて考えられる授業」を履修した頻度について、

第 派の時点で尋ねた結果を学部毎に示したもの

である。表 は「将来に役立つ実践的な知識や技

能が身につく授業」を履修した頻度について、同

じく第 派の時点の結果を示したものである。い

ずれの授業についても、教育学におけるそれぞれ

の頻度は他分野に比べてやや高いようであるとは

いえ、学部間に大きな違いが見られるわけではな

い。

授業の経験と「自己責任」、「学歴主義」志向

誰がどのような授業を受けたのか

ここでは、表 に示した社会観の項目のうち財

や地位の配分が能力・業績によって行われるべき

だという意識に関連する ～ の項目に着目する。

そして、それらと「学んでいる内容と将来のかか

わりについて考えられる授業」（キャリアに関する

授業）、「将来に役立つ実践的な知識や技能が身に

つく授業」（実践的な授業）との関係を検討する。

とて
もそ
う思
う

やや
そう
思う

あま
りそ
う思
わな
い

まっ
たく
そう
思わ
ない

計

第2波

第4波

第2波

第4波

第2波

第4波

第2波

第4波

第2波

第4波

第2波

第4波

第2波

第4波

第2波

第4波

第2波

第4波

第2波

第4波

K 社会運動や労働運動
に参加したい（第4派
のみ）

第4派

G 男性は外で働き、女
性は家庭を守るべきだ

H 大卒の女性が専業主
婦になるのはもったい
ない

I 大学の授業で学んだ
ことは、将来役に立つ

J 地域や国の政治に関
心がある

表1 社会観についての回答（％）第2派N=214、第4波N=215

A 社会に出てからは人
と競争していくのが当
然だ
B 生活に苦しんでいる
人は、努力が足りない
せいだ
C 政府は豊かな人からの
税金を増やしてでも、恵
まれない人への福祉を充
実させるべきだ

D どの学校を出たかで
人生が決まる

E 自分ががんばって
も、社会を変えること
はできない
F 仕事よりも、自分の
趣味や自由な時間を大
切にすべきだ

ほとんど
なかった

あまり
なかっ
た（1-2
割くら
い）

ある程
度あっ
た（3-4
割くら
い）

よく
あった
（5割以
上）

計

経済学 (N=15)
法学  (N=73)
教育学  (N=56)
社会学 (N=70)

ほとんど
なかった

あまり
なかっ
た（1-2
割くら
い）

ある程
度あっ
た（3-4
割くら
い）

よく
あった
（5割以
上）

計

経済学 (N=15)
法学  (N=73)
教育学  (N=56)
社会学 (N=70)

表2 学んでいる内容と将来のかかわりについて考えられる授
業（％）

表3 将来に役立つ実践的な知識や技能が身につく授業（％）
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表 、表 、表 は、第 派調査の ～ の項目

と授業経験とをクロス集計して、％水準以上の有

意差があったものを示している。「学んでいる内容

と将来のかかわりについて考えられる授業」（キャ

リアに関する授業）、が「よくあった（ 割以上）」

と回答する場合、「 生活に苦しんでいる人は、努

力が足りないせいだ」（「自己責任」志向）へ強く

肯定している。また、「将来に役立つ実践的な知識

や技能が身につく授業」（実践的な授業）が「よく

あった（ 割以上）」と回答する場合、「 生活に

苦しんでいる人は、努力が足りないせいだ」と「

どの学校を出たかで人生が決まる」（「学歴主義」

志向）へ強く肯定している。

しかし、第 派調査の ～ の項目と第 派時点

の授業経験とのクロス集計では、有意差のあるも

のはまったく存在しなかった。すなわち、大学在

学時においては、その因果の方向性は定かではな

いが―これらの授業を経験することによって「自

己責任志向」、「学歴主義」志向が強まるのか、あ

るいは、そもそもそうした志向を持つ学生がそれ

らの授業を履修しているか―「自己責任」、「学歴

主義」志向とキャリアに関する職業、実践的な授

業の経験との関係はある程度存在するものの、卒

業後には過去に受けた教育との関係はなくなるよ

うにみえるのである。では、大学卒業後の生活と

そうした意識が変化することにはどのような関係

があるのだろうか

「自己責任」、「学歴主義」志向が弱くなる

要因

従属変数として、既述のように履修した授業と

の関係が見られた「生活に苦しんでいる人は、努

力が足りないせいだ」（「自己責任」志向）、「どの

大学を出たかで人生が決まる」（「学歴主義」志向）

の二つを取り上げる。そして。第 派調査での回

答の値（とてもそう思う 、まあそう思う 、あ

まりそう思わない 、まったくそう思わない ）

と第 派調査での回答の値（同）の差を変数とし

て用いる。正であればより否定的に、負であれば

より肯定的に回答を変えたことを意味する。たと

えば、第 派で「あまりそう思わない 」、第

派で「まったくそう思わない 」であればプラス

、第 派で「あまりそう思わない 」、第 派で

「とてもそう思う 」であればマイナス となる。

表 は分析で使用する独立変数をまとめたもの

である。まず、専攻する学問分野については社会

を基準として、経済、法、教育をカテゴリーとし

て用いる。次に、第 派の項目として、「学んでい

る内容と将来のかかわりについて考えられる授業」

（キャリアに関する授業）、「将来に役立つ知識や

技能が身につく授業」（実践的な授業）の履修頻度

について「ほとんどなかった」を 、「あまりなか

った（ 割くらい）」を 、「ある程度あった（

割くらい）」を 、「よくあった（ 割以上）」を

とする。アルバイト、部・サークル活動について

は、経験がまったくないものを とするダミー変

数を用いる。

とて
もそ
う思
う

やや
そう
思う

あま
りそ
う思
わな
い

まっ
たく
そう
思わ
ない

計

ほとんどなかった　(N=13)
あまりなかった (N=54)
ある程度あった (N=104)
よくあった (N=43)

とて
もそ
う思
う

やや
そう
思う

あま
りそ
う思
わな
い

まっ
たく
そう
思わ
ない

計

ほとんどなかった (N=15)
あまりなかった (N=71)
ある程度あった (N=93)
よくあった (N=35)

とて
もそ
う思
う

やや
そう
思う

あま
りそ
う思
わな
い

まっ
たく
そう
思わ
ない

計

ほとんどなかった  (N=15)
あまりなかった (N=71)
ある程度あった (N=93)
よくあった (N=35)

表4 第2派「受けた授業の中で「学んでいる内容と将来のか
かわりについて考えられる授業」の割合」×第2派「B 生活
に苦しんでいる人は、努力が足りないせいだ」（％）

表5 第2派「受けた授業の中で「将来に役立つ実践的な知識
や技能が身につく授業」の割合」×第2派「B 生活に苦しん
でいる人は、努力が足りないせいだ」（％）

表6 第2派「受けた授業の中で「将来に役立つ実践的な知識
や技能が身につく授業」の割合」×第2派「D どの学校を出
たかで人生が決まる」（％）
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そして、第 派の項目として、正規雇用につい

て、その場合を とするダミー変数を用いる。勤

め先の満足度として、「まったく満足していない」

を 、「あまり満足していない」を 、「まあ満足し

ている」を 、「とても満足している」を とする。

週辺りの仕事時間（残業含む、複数の仕事の合算）

として、「 時間未満」を として、そこから

時間毎に区切って数値を与えて最も多い「 時間

以上」を とする。過去半年間における勤め先で

の教育訓練の受講日数については、「教育訓練はな

い」を 、「平日～ 日程度」を 、「 日以上 週

間未満」を 、「 週間以上 週間未満」を 、「

週間以上 ヶ月未満」を 、「 ヶ月以上」を と

する。この ヶ月の収入については、「 万円未満」

を として、そこから 万円毎に区切って数値を

与えて最も多い「 万円以上」を とする。勤め

先の正規従業員数は「官公庁・学校など」に勤務

していてその数を計算することが難しい場合を基

準として、「 人以下」、「 ～ 人」、「 ～

人」、「 人以上」をカテゴリーとして用いる。

表 は「生活に苦しんでいる人は、努力が足り

ないせいだ」（「自己責任」志向）が否定的になる

要因について、順序ロジスティック回帰分析によ

って明らかにしたものである。第 派の項目だけ

を投入したモデル は、「過去半年間勤め先での教

育訓練の受講日数」が多いほど否定的に、「この

ヶ月間の収入」が多いほど肯定的になることを示

している。教育訓練を受けることは「自己責任」

志向を強めることにはならず、他方、収入が多い

ことはそれを強めることになっている。第 派の

項目を投入したモデル は、「将来に役立つ実践的

な知識や技能が身につく授業」（実践的な授業）の

経験が多いほど否定的になる傾向を示している。

大学在学時にそうした教育を受ける機会が多かっ

た場合、たとえば、他者や自己の生活苦の理由を

実践的な知識や技能を就職前に身に付けていない

ことに求めたうえで、その努力不足を責め立てる

ようになるというわけではないのである。その一

方で、「学んでいる内容と将来のかかわりについて

考えられる授業」（キャリアに関する授業）の経験

が多い、「勤め先の満足度」が高い、「勤め先の正

規従業員数」が 人以下であるといったそれぞれ

の場合には、「自己責任」志向が強くなる。キャリ

アに関する授業は実践的な授業とは対照的に、就

職後の「自己責任」志向を強めることにつながっ

ている。モデル は出身学部を投入したものであ

るが、その結果はモデル と変わらない。就職後

に「自己責任」志向が弱まるかどうかは、大学在

学時の授業経験と関わりがあるもののその内容次

第であり、かつ、若手社会人の職場での待遇や置

かれている立場とも関係しているといえるだろう。

また、出身学部、雇用形態による違いはない。

学部（基準：社会） 経済、法、教育
学んでいる内容
と将来のかかわ
りについて考え
られる授業

ほとんどなかった=1、あまりなかった
（1-2割くらい）=2、ある程度あった
（3-4割くらい）=3、よくあった（5割
以上）=4

将来に役立つ実
践的な知識や技
能が身につく授
業

同上

アルバイト
（まったくして
いないダミー）

まったくしていない=1、その他=0

部・サークル活
動（半年以上参
加したものはな
いダミー）

参加したものはない=1、その他=0

正規雇用ダミー 正規雇用=1、非正規雇用=0

勤め先の満足度
まったく満足していない=1、あまり満
足していない=2、まあ満足している
=3、とても満足している=4

週当たりの仕事
時間（残業含
む、複数の仕事
の合算）

25時間未満=1、25～30時間未満=2、30
～35時間未満=3、35～40時間未満=4、
40～45時間未満=5、45～50時間未満
=6、50～55時間未満=7、55～60時間未
満=8、60～65時間未満-9、65～70時間
未満=10、70時間以上=11

過去半年間にお
ける勤め先での
教育訓練の受講
日数

教育訓練はない=1、半日～1日程度=2、
2日以上1週間未満=3、1週間以上2週間
未満=4、2週間以上1か月未満=5、1か月
以上=6

この1か月の収入
（税保険料引き
前・諸手当を含
めて、複数の仕
事をしている場
合合算で）

5万円未満=1、5万円以上10万円未満
=2、10万円以上15万円未満=3、15万円
以上20万円未満=4、20万円以上25万円
未満=5、25万円以上30万円未満=6、30
万円以上=7

勤め先の正規従
業員数（基準：
官公庁・学校な
ど）

29人以下、30～299人、300～999人、
1,000人以上

表7 分析で使用する独立変数

第

派

第

波
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有意
確率

有意
確率

有意
確率

学部（基準：社会）
　経済
　法
　教育　
学んでいる内容と将来のかかわ
りについて考えられる授業
将来に役立つ実践的な知識や技
能が身につく授業
アルバイト：まったくしていな
いダミー
部・サークル活動：半年以上参
加したものはないダミー
正規雇用ダミー
現在の勤め先の満足度
週当たりの仕事時間
過去半年間勤め先での教育訓練
の受講日数
この1か月の収入
現在の勤め先：正規従業員数
（基準：官公庁・学校など）
　29人以下
　30人以上299人以下
　300人以上1,000人以下
　1,000人以上
閾値 -3
閾値 -2
閾値 -1
閾値 0
閾値 +1
閾値 +2

-2対数尤度
χ2値（自由度）

有意
確率

有意
確率

有意
確率

学部（基準：社会）
　経済
　法
　教育　
学んでいる内容と将来のかかわ
りについて考えられる授業
将来に役立つ実践的な知識や技
能が身につく授業
アルバイト：まったくしていな
いダミー
部・サークル活動：半年以上参
加したものはないダミー
正規雇用ダミー
現在の勤め先の満足度
週当たりの仕事時間
過去半年間勤め先での教育訓練
の受講日数
この1か月の収入
現在の勤め先：正規従業員数
（基準：官公庁・学校など）
　29人以下
　30人以上299人以下
　300人以上1,000人以下
　1,000人以上
閾値 -2
閾値 -1
閾値 0
閾値 +1
閾値 +2

-2対数尤度
χ2値（自由度）

表9 「どの学校を出たかで人生が決まる」否定的になる要因（順序ロジスティック回帰分析）
モデル1 モデル2 モデル3

表8 「生活に苦しんでいる人は、努力が足りないせい」否定的になる要因（順序ロジスティック回帰分析)
モデル1 モデル2 モデル3
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表 は、「どの大学を出たかで人生が決まる」

（「学歴主義」志向）が否定的になる要因について、

表 と同様に順序ロジスティック回帰分析によっ

て明らかにしたものである。第 派の項目だけを

投入したモデル は、「勤め先の満足度」が高い場

合に肯定的に変化することを示している。第 派

の項目を投入したモデル は、「将来に役立つ実践

的な知識や技能が身につく授業」（実践的な授業）

の経験が多いほど否定的になる傾向を示している。

大学在学時に実践的な授業によって知識や技能を

身に付ける経験をしたからといって、「学歴主義」

志向を強めるわけではないのである。また、「週当

たりの仕事時間」が長いほど、同じく否定的にな

るようである。現在における長時間労働そのもの

と、そこから得られる充実感あるいは疲労感はか

つて取得した学歴の意味を低減させるようである。

他方、「学んでいる内容と将来のかかわりについて

考えられる授業」（キャリアに関する授業）の経験

が多かったり、「勤め先の満足度」が高かったりす

る場合には就職後の「学歴主義」志向を強めるよ

うである。モデル は出身学部を投入したもので

あるが、その結果はモデル と概ね変わらない。

「自己責任」志向、「学歴主義」志向と大学在学

時の授業経験は同じ傾向を示している。すなわち、

キャリアに関する授業の経験の多さで強まり、実

践的な授業の経験の多さで弱まるのである。

まとめと結論

大学在学時においては、キャリアに関する授業

の経験と「自己責任」志向、実践的な授業の経験

と「自己責任」、「学歴主義」志向に、因果の向き

はわからないものの関係があった。しかし、卒業

後に再び「自己責任」、「学歴主義」志向について

尋ねてみたところ、一見するとそれらの関係はな

くなるようであった。そのうえで、同一人物を比

較することのできるパネル調査の分析によって、

その志向の変化を検討したところ、どちらの志向

についても共通の方向性が確認できた。キャリア

に関する授業の経験が多い場合にはそれらの志向

性は強くなり、実践的な授業の経験が多い場合に

はそれらの志向性は弱くなる。また、職場での待

遇や置かれている立場とも関係していて、どちら

の志向が強くなることにも共通していたのは「勤

め先の満足度」が高い場合であった。卒業後にも、

それぞれの教育経験と「自己責任」、「学歴主義」

志向の変化とは関係がみられるのである。

キャリアに関する授業は専門的な知識の枠組み

に依拠して自己の将来のキャリアについて考える

うえで有益であると考えられる一方、卒業後に「自

己責任」志向を強くする可能性がある。すなわち、

個人の責任を重視するあまりに格差や貧困といっ

た社会的な課題を放置する姿勢を生じさせること

になりかねず、民主的な社会の形成・維持を困難

にさせることにもなるだろう。その一方で、実践

的な授業の経験は「自己責任」、「学歴主義」志向

を強めるわけではなく、むしろ、それらの志向性

を弱めることにつながっている。このことは、大

学での「将来に役立つ実践的な知識や技能」を身

に付ける経験は、ともすれば狭隘ですぐに陳腐化

すると思われるような実務的スキルの習熟だけに

つながるというわけではなく、公共に資する思考

の訓練を伴っていることを示唆するものである。

たとえば、法学であれば商取引・契約や地域行政

に関する知識、経済学であれば労働や暮らしに関

する知識などは、社会的な課題に対して深く考察

できることに貢献しているのだろう。以上から、

実践的な授業はキャリアに関する授業とは異なっ

て、卒業後に利己的な姿勢を弱くすることに関係

している。このことは大学での教育は公共にのみ

資するべきという価値観に基づいた職業に関する

教育を否定する主張に対して、有意な反論となり

うるものである。

残された課題は教育には「遅効性」があるとい

われてきたことに関係するものである。大学教育

の「遅効性」研究は知識や技術に関してもあまり

行われているわけではなく、社会観についてはほ

とんど進められていない。しかしながら、大学教

育の効果を検討するためには、卒業後も射程に入

れた調査を行う必要がある。特に、大学在学時と

卒業後をつなげて検討することができるようなパ



― 130 ―

関西大学高等教育研究　第10号　2019年３月

ネル調査の実施と分析が重要な課題である。
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経路依存による就職協定（就活ルール）の分析 
－中学校・高校・大学における新卒労働市場の比較－ 

Analysis of Regulation of Recruitment System by Path Dependence 
－Comparison of Graduate Labor Market in Middle School, High School, University－ 

 
中島弘至（関西大学学事局授業支援グループ） 

 
要旨 
 制定以来、大卒労働市場の就活ルールは長い歴史を刻んだ。しかし、これにより同市場が平穏であった

ことは殆どない。選考前倒しによる企業の違反は繰り返され、公平性と教育環境の保護の観点からも、常

に批判の対象となってきたのである。本稿では、この市場が重要であるにも関わらず、一向に安定性を確

保できない就活ルールについて、経路依存の視点から分析を行う。ここで経路依存とは、当初に行われた

選択が後の経路を制約する現象をいう。そして論文では、大卒労働市場の辿った足跡を点検し、ルールが

どうして機能しなかったのか、あるいは方法次第でその遵守は可能であったのか、などを検討する。 
大卒労働市場の分析にあたり、経路依存の手法を用いるのは、同市場と諸条件の共通するものが他にも

存在するからだ。つまりルールの存在やプレイヤーの構成、経済的な時代背景など、中学校・高校の労働

市場には重複が多々みられる。だがこのように大学との共通点が多いにも関わらず、それら市場ではルー

ル違反はおおよそ生じなかったのである。果たしてどのようなことが大卒労働市場との経路を分けたのか。 
 結論を先取りすると、新卒労働市場は始まりにおいて学校の委任業務に違いがあること、ルール設置後

に大型景気が度々到来したことなどが判明する。しかし重要なことはそれへのプレイヤーの対応であろう。

結果として、大卒労働市場ではルールが遵守されず混乱が続くことになり、中高の労働市場ではそうなら

なかったのである。また論文では経路依存を踏まえることで、将来において大卒労働市場のルールを遵守

するための施策について議論する。 
 
キーワード 新卒労働市場、就職協定、経路依存／University Graduate Labor Market，Regulation of 
Recruitment System，Path Dependence 
 
1．問題意識と目的 

 

 2018年9月3日、日本経済団体連合会（経団

連）会長が記者会見において、21年春入社対象の

新卒学生から、就活ルール（会社説明会や選考開

始などの期日を定めた就職活動の指針）を廃止す

る意向を表明した。経団連が採用日程を采配する

ことに違和感がある、というのがその理由だ。直

ちに大学など多方面から、ルール廃止の及ぼす影

響を懸念する声が上がった。また興味深いこと

は、このルール廃止発言を経済同友会が前向きに

評価したのに対し、日本商工会議所は反対したの

である。経済団体でも構成企業の性格が違えば、

一枚岩とはいかないようだ。その後、政府・経団

連・大学団体が参加する「関係省庁連絡会議」で

協議し、21年春入社組を対象とした新ルールを作

成することで、一応の解決をみた。 
 このたびの経団連の会長発言は、就活ルールの

必要性の有無について、久しぶりの論議を再燃さ

せた。なかでも力強く感じるのは、企業の通年採

用が拡大しつつある昨今、ルールを廃止し、市場

自由化を進めるべきとした議論だ。確かにルール

は守られないのであり、市場は需給関係にあるか

ら、制約は小さい方が望ましいであろう。ただそ

の場合、企業の力関係からも学生の内定は大企業

がより先行し、中小企業は後に取り残される。選
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抜性のある大学ほど大企業との結びつきは強く

（竹内 1989、松尾 1999）、いま以上に、学校

歴による就職格差の広がる可能性が出てこよう。

一方で、大学の教育環境保護の観点から、例え守

られなくとも、目安としてのルールは必要とする

議論がある。しかし実際のところ、解禁日が守ら

れなくとも、常に企業はそれを意識してきた。そ

のため約束事（ルール）が目安に置き換われば、

期日以前の採用行動への罪悪意識は、ますます薄

いものになろう。 
 ところで就活ルール（1997年－）について

は、就職協定時代（1953－96年）を含めると約

65年の歴史がある。その間、企業の採用行動は主

として景気の動向から大きな影響を受けてきた。

つまり好況時には企業の採用意欲が旺盛となり、

我先にとばかり活動時期は前倒しとなる。かたや

不況時には企業の採用意欲は減退、活動時期の大

きな混乱はなくなる。まさに新卒労働市場はこう

した事態の繰り返しであった。従って、廃止論も

含めたルール存亡の危機は、これまでにも何度か

経験したのである。 
 まずは就職協定発足から約10年後の62年、

（経済団体と大学団体との間で就職協定は交わさ

れるが）、一方の相手方である日本経営者連盟

（日経連）が野放し宣言をした。神武・岩戸とい

った大型景気が到来し、企業の青田買いが横行し

たからである。以後、72年に日経連が復帰するま

で、大学だけの就職協定が続いた。時代は日本経

済にとって高度成長の黄金期であるが、協定とし

てはルール違反の山が積み上った。2度目のルー

ル存亡の危機は81年、就職協定の監視役である

労働省がその役を放棄したのである。オイルショ

ックの不況を乗り越えた企業が活動をエスカレー

トさせ、採用時期を大きく前倒しさせたからだ。

労働省は遵守委員会を設置するなど監視を強めた

が、遂に企業のルール違反は制御することができ

なかった。 
 3度目の危機は84年、日経連専務理事による

就職協定廃止発言である。当時、米国では日本経

済を賞賛する本が出版されるなど、我が国は世界

にその存在を誇示しつつあった。一方で労働省が

監視役を退いた後も、企業の青田買いは一向に収

まらない。協定見直し発言はそのような状況下で

飛び出したのである。この後、大学・経営者団体

は早期化に繋がるOB訪問の自粛を申し合わせ

る。続く4度目のルール存亡の危機は91年、就

職協定廃止の導線ともなる日経連次期会長の発言

である。80年代後半からのバブル景気は絶頂期を

迎え、いかなる策を講じても青田買いを抑制でき

なかった。ただこの発言がそれまでと違うのは、

その後、デフレ不況が長期に及んだにも関わら

ず、日経連の協定廃止への意思が崩れなかったこ

とだ。 
96年、またも日経連会長の就職協定廃止の発言

があり、本格的な廃止論議が沸き起こる。とうと

う大学団体も受け入れるところとなり、就職協定

は廃止されたのである。廃止後に日経連は倫理憲

章を制定し、これが就活ルールと呼ばれる。協定

同様に期日を設けるものの、縛りは緩やかであ

り、企業が責めを負うことは少ない。そのため採

用選考がさらに前倒しとなり、全体の選考期間も

長引くことになった。そして今回（2018年）の

廃止発言は、就活ルール移行後としては初めての

ものである。 
さて本稿は大卒労働市場の辿った足跡を点検

し、どうして就職協定がその機能を果たせなかっ

たのかを明らかにする。これまでの就職協定に関

する研究は数が少ないうえ、大卒市場との関係を

通史的に論じたものは見当たらない。そのため就

活ルール改革に向けた論議が始動した今日、この

点に着目する意味は大きいだろう。 
また分析には経路依存の手法を用いる。経路依

存ではことの始まり
、、、、、、

が重要であるとし、ことの時
、、、、

点や順番
、、、、

も重視される。つまり企業の当初からの

機会主義的行動が悪しき慣習を生み出し、さらに

周囲のプレイヤーがその制御の機会を逃すこと

で、経路の切り替えを困難にしたのである。とこ

ろで大卒労働市場には類似する市場がある。中学
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校・高校の新卒労働市場であるが、そこではルー

ルが生かされ、これまで保持されてきた。ついて

は経路依存の理論に沿って、学校間の比較を行い

つつ、大学における新卒労働市場の問題点を考察

したい。最後には、このたびの就活ルール廃止発

言を受けて、私なりに新卒労働市場の改革に向け

た、いくつかの提案を行う。 
 
2．先行研究 

 

初期の学卒就職の研究としては、1960-70年代

の学歴主義の研究があげられる（新堀 1966・
1969）。学歴主義には、「大学出、高校出、中学出

などという段階別の学歴によって人間を評価する

いわば垂直的な学歴主義と、同じ段階の学歴をも

っているにしても、出た大学の固有名詞や学部に

よって人間を差別するいわば水平的な学歴主義と

の二つ」（新堀 1969：2）がある。高い学歴・学

校歴は容易に良質の就職機会と結びつくが、それ

らの研究では学歴主義を否定的に論じた。この

頃、大卒労働市場には就職協定が制定されるもの

の、同市場の分析はまだ関心対象にない。ただ協

定は守られることがなく、企業のルール違反は目

に余るものがあった。続く70-80年代の学歴主義

研究（Dore 1976、麻生・潮木編 1977、岩田 

1981）では、そこに一定の合理性があると解釈さ

れるようになる。すなわち高等教育のマス化が労

働市場の需給関係を変化させ、学歴主義の考えの

中に、選抜の効率性や合理性を見て取ったのだ

（苅谷 2010：12-3）。さて90年代初頭にバブル

が崩壊すると、長期にわたる深刻な就職難が到来

した。関心を集める大卒労働市場からは多くの研

究が生まれた。それは就職活動における、情報収

集から面接・内定までのプロセスを扱った研究

（苅谷 1995、平沢 1995、濱中 2007・
2010）、企業からみる望ましい人物像の研究（岩

脇 2004、小山 2010）、また数は限られるが、

就職協定を扱った研究（平野 1991、中村 

1993、田中 2006）などである。以下では本稿

と関係する研究について、いくつかピックアップ

してみる。 
濱中（2010）では、就職協定廃止前後での就

職・採用活動の変化について研究を行っている。

偏差値ごとに学生を群（高い順からA・B・C）
に分け、調査時点は3時点（93・97・05年）に

分けた。この状況のもとに活動・内定時期を調べ

た。その結果、就職協定の廃止により、活動・内

定時期はともに早期化し、また期間全体では活動

が長期に及んでいた。一方で大学の選抜性につい

ては、廃止後の05年での大学間格差が最も大き

かった。確かに就職活動の早期化・長期化の結論

は、他の研究結果とも合致する。だが大学の格差

の分析では、就職協定の廃止だけを要因としてよ

いのか。というのも、小泉政権時代の05年は低

成長であるものの、いざなぎ景気超えの景気拡大

が続いた。つまり大学間格差では、好景気が就職

協定廃止よりも影響した可能性があるのだ。協定

史においては常に景気が最大の変動要因である。 
 平野（1991）では、就職協定を中心として新卒

労働市場全体を分析した。そこには協定発足以降

の各時代の採用（就職）活動状況が記録されてい

る。企業や大学が浮き足立つ場面も詳述されてお

り、ルール遵守が一筋縄ではいかないことを痛感

させる。そして論文最後のまとめにおいて、解決

に向けた提言を行っている。すなわち「現行協定

のままで期日の変更や違反企業への罰則の強化な

ど小手先の改革をしても、就職戦線の問題は解決

できない。問題は企業や大学、学生の意識、体質

にあるからだ」と指摘する。また大胆な改革の必

要性を訴え、「解決する方法の一つとして企業が

一年中開けている就職用の窓口の開設を認めては

どうだろう。そこに企業の資料を揃え、学生の質

問にいつでも答えられる態勢にしておく。つまり

採用、就職活動の期間を大幅に拡大するのだ」と

した。これは通年採用の提案でもあるだろう。ま

さに時代を確認しなければ、今日の議論を聞くよ

うな錯覚さえする。なお通年採用は市場の自由化

を前提にしており、（後段で批判を展開するが）
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新卒労働市場の正常化への試みとしては適当でな

いと考える。 
 ところで中学校・高校においても新卒労働市場

は存在する。このことで外国にはない、学校から

職場へのスムーズな移行を実現している。これに

関した研究は数多く存在するが（乾 1990、吉

川・岡崎 1990、苅谷 1991、苅谷・菅山・石

田 2000、本田 2005）、ここでは本稿に関係し

た研究について取り上げる。 
 石田（2000）は学校から職業への移行につい

て、中学校と高校とのメカニズムの相違をあげ

た。まず職業安定所が全面的に関与する中卒者の

場合では、「全国需給調整会議」が開催され、全

体的な調整が行われる。すなわち全国には自県内

で求職数が求人数を上回る「供給県」と、その逆

である「需要県」があり、融通によって互いに調

整するというものだ。また学校と企業との関係で

は、中学校・高校の選考過程にその違いがあっ

た。高校の場合は企業との実績関係が重視され、

学内選考で選ばれた生徒が企業で不合格となるこ

とは少ない。しかし中卒者の場合は職安が主導す

るものの、大手企業などでは厳しく選考され、不

合格のケースも多々生じる。確かに70年代をは

じめ中卒者は「金の卵」として引く手あまたであ

った。だがこうして検証をすると、大人社会に都

合よく振り回された一面も見出せよう。 
 苅谷（1991）では、安定的な就職を可能にした

高卒労働市場の解明を試みた。そして「就職協

定」や「一人一社主義」といった日本的なもの

は、教育の論理により導かれたものであり、市場

の論理からは逸脱的だという。しかし一方で、こ

れが結果的に市場のメカニズム以上に、経済合理

的なジョブマッチングの仕組みを生みだしたとす

る。確かに若年者の失業問題に悩む先進諸国は多

く、「就職協定」や「一人一社主義」が問題解消

に大きく貢献したであろう。ただこのシステムが

経済合理的であるかといえば、疑問がないわけで

はない。というのも効率性の点では妥当である

が、競争的な点では果たして経済合理的といえる

だろうか。なおバブル崩壊後は求人の大幅減によ

り、高卒労働市場は厳しい局面に立たされてい

る。 
 以上、各学校の新卒労働市場に関わる先行研究

を概観した。そのなかで大卒に関する研究では、

就職活動の実態をそれぞれの角度から分析してい

た。しかし、時系列的な分析の中で、（新卒労働

市場などの）制度内でどのようなメカニズムが働

いたかは捉えられていない。つまり制度内で生じ

た事象が、時間的経過を通じて、制度自体にどう

影響を与えたかである。一方で、中高卒の職業移

行に関する研究は、大学進学率の上昇とともに関

心は薄れていった。ただ制度の基本的部分では、

大卒のものと共通点がみられるのであり、これら

を比較することで新たな知見が得られるかも知れ

ない。ついては本稿を通じて、そうした分析を行

っていきたい。 
 
3．3つの新卒労働市場 

 

我が国における若年者の就職では、学校から職

業への移行が一般的である（田中 1980、濱口 

2013）。中学校・高校・大学のほか、短大や専門

学校などからの移行もあろうが、以下では前者3
つの学校を対象にする。 
ところで戦後の日本では、第1次産業への従事

者が半数近くあり、雇用者の占める比率は多くな

かった。だが1947年に学校教育法が制定される

と、尋常小学校などは新制中学校に一本化され、

多数の卒業生を輩出することになる。そのため学

校から職業への移行が急増し、雇用者比率は飛躍

的に伸長したのである。また戦前においても、新

規学卒者に対する公的な職業紹介は存在した。そ

れは職業紹介法（21年）によるものであり、制定

4年後に学卒者への紹介も始めた。戦後には職業

安定法（47年）が施行され、49年の改正から

は、学校にも職安業務の一部が委任される。この

ように中学校・高校・大学では同時期に、学校が

就職業務に関わることになった。
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(1) 大卒労働市場 
戦後まもない日本経済は不安定であり、大卒労

働市場では求職難の時代が続いた。しかも新制大

学の誕生（47年）で学生数が急増し、旧制学生も

含めた就職には大きな混乱が予想された。文部省

は53年、経済団体と大学団体の間に学生の推薦

試験日等を取り決めさせた。これが就職協定の始

まりである。新卒労働市場において、企業が何度

もルール違反を繰り返したことは前述した（第1
章）。ここでは野放し宣言の日経連が復帰し（72
年）、その後の市場プレイヤーによる、就職協定

遵守に向けた懸命の努力について述べたい。 
①労働省・日経連などで構成する中央雇用対策協

議会が発足し（72年）、これ以降、同協議会が率

先して就職協定に関わるようになった（日本私立

大学連盟 2002：13-5）。なかでも労働省はリー

ダーシップを発揮し、新卒労働市場の正常化に向

けて積極的に関与する。オイルショックの不況に

より、一時的に企業のルール違反は収束したが、

70年代後半より再び目立ち始めた。78年、労働

省・日経連などは就職協定遵守委員会を設置し、

違反企業に対し注意・勧告・公表の3段階を行う

ことにした。だが企業のルール違反は一向に収ま

らず、遂に労働省は監視役から降りた（81年）。 
②日経連・経団連をはじめとする経済4団体、お

よび大手企業115社からなる就職協定遵守懇談会

景気 大学 高校 中学 景気 大学 高校 中学

1953 S28 10/1 1月以降 1/10 1985 S60
1954 S29 1986 S61 8/20
1955 S30 1987 S62 8/20・9/5 9/16
1956 S31 10/1 1988 S63
1957 S32 9/10 1989 H1 8/20
1958 S33 1990 H2
1959 S34 8/15 1991 H3
1960 S35 11/1 1992 H4
1961 S36 10/1・10/13 1993 H5
1962 S37 1994 H6
1963 S38 1995 H7
1964 S39 1996 H8
1965 S40 1997 H9 7/1
1966 S41 8/1 1998 H10
1967 S42 1999 H11
1968 S43 2000 H12
1969 S44 2001 H13
1970 S45 2002 H14
1971 S46 10/1 2003 H15
1972 S47 2004 H16
1973 S48 5/1 2005 H17
1974 S49 2006 H18
1975 S50 9/1 2007 H19
1976 S51 10/1 2008 H20
1977 S52 2009 H21
1978 S53 2010 H22
1979 S54 2011 H23
1980 S55 2012 H24 12/1・4/1
1981 S56 2013 H25
1982 S57 2014 H26
1983 S58 2015 H27 3/1・8/1
1984 S59

神武景気

岩戸景気

いざなぎ景気

いざなみ景気

バブル景気

注．苅谷（1991）表5‐1を参照した。また大学では1997年から就活ルールである。

（図1）就職協定（就活ルール）の選考開始日の比較 
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が発足し（86年）、協定遵守の声明を出すととも

に、各大学には（声明を記載した）日経連タイム

スを送付した。この懇談会は翌年に239社、さら

に翌々年には308社まで参加企業が膨らんだ。88
年には「就職110番」も設置し、違反企業への監

視をより強めた。しかしそれでも企業の青田買い

阻止できなかった（関西大学就職部 1994：94-
103）。 
 このように就職協定を守るため、協定史上、2
度にわたり大掛かりな組織的努力が行われた。だ

が慣習化した企業のルール違反は防げなかった。 
 
(2) 高卒労働市場 
 苅谷（1991：7）によると、中学校・高校の就

職協定は、労働・文部事務次官の共同通達（52
年）にまで遡及することができる。卒業以前の早

期に就職が決まることが、中高の教育に悪影響を

及ぼすため、採用選考日を設定したのである。そ

の後、大型景気が到来し、（大卒労働市場と同様

に）高卒の人材は引っぱりダコとなった。しかし

採用実績を重んじる学校と企業との関係、あるい

は「一人一社主義」の教育的配慮から、就職協定

が高卒労働市場を大きく混乱させることはなかっ

た。60年代を通じて高校進学率は上昇を続け、

75年には90％以上の中学生が高校へと進学する

ようになる。そのため60年代後半から企業での

採用対象は、中学から高校へと転換することにな

った。すなわち高卒就職者のブルーカラー化が進

んだのである。 
 70年代のオイルショック時には、高卒者も求人

が減少するとともに、内定取り消しなどの事態が

生じた。だがそれを乗り切ると求人は再び盛り上

がりをみせる。次の転機は80年代半ばに訪れ

た。OA化が進み、とりわけ高卒女子への求人が

減少するようになった。しかし後半のバブル期に

は再び企業の採用意欲が旺盛となり、求人倍率は

上昇する。90年代になるとバブル崩壊が高卒者の

求人を減少させ、大学進学率の急伸がそれにさら

に拍車をかけた。大企業では採用対象を高校から

大学へと転換し、高卒就職にはかつての輝きがな

くなるのである。 
 
(3) 中卒労働市場 
 前述のように、就職協定は中卒労働市場にも設

置された。また図1からは、1月10日の選考開

始日が発足当初から変更のないことが分かる。50
年代の好景気の到来は、中卒労働市場にも大きな

影響を与え、引く手あまたの状況が続いた。しか

し青田買いのような市場の混乱はなかった。とい

うのも、職業安定所が主体的に中卒の職業紹介に

関与しており、企業の機会主義的な行動は抑制さ

れたのである。60年代の高度成長期では、企業か

ら引きも切らない求人があり、中卒の労働市場は

高い求人倍率を記録した。一方で、中卒から高卒

への転換も着実に進み、求人企業の内訳にも変化

が生じていた。 
ところで我が国ではかつて「集団就職」とい

う、地方から都会へと、若者が集団で就職する時

代があった。つまり全国では求人・求職者の不釣

合いの地域があり、職安がそれらの需給関係を調

整することで、集団就職が実現したのである。70
年代には不況時に求人が落ち込むものの、中卒就

職希望者は依然「金の卵」として、企業から熱い

視線を浴びた。ただ80年代前半には求人が減少

し、同時に中卒の就職希望者の絶対数も減少し

た。後半以降のバブル期では再び高い求人倍率を

示した。しかし90年代にバブル崩壊すると、中

卒への求人は高卒同様に激減し、厳しい冬の時代

を迎える。 
 
4．大卒労働市場の分析 

 

(1) 経路依存 1 
 大学の新卒労働市場においては、長らく続いた

就職協定が廃止され（97年）、以後、就活ルール

へと受け継がれた。だがその就活ルールも廃止が

決まり、新たなルール作りが模索されている。度

重なるルールの破綻は繰り返される景気変動、企
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業や学生心理などを考慮すれば、なるべくしてな

ったという解釈もあろう。しかし本稿では、（歴

史はやり直せないものの）同市場が穏やかな歴史

を刻む可能性もあったと考える。ただそれには歴

史の巡りあわせが重要である。かたや想定外の経

路に進んでしまうのも、この歴史の巡りあわせで

あろう。 
 
 経路依存性とは、過去のある時点で行われた選

択が、その選択にいたった当初の諸条件が後に

変更されたにもかかわらずそのまま続いている

現象を指す…。 
             河野（2002：56） 

 
「始まり

、、、
」はきわめて重要である。この主張こ

そが経路依存論を象徴している。（傍点は引用

者） 
         Pierson（2004＝2010：14） 
 
大卒の新卒労働市場に類似するものがある。そ

れは近い存在ともいえる高卒および中卒の労働市

場だ。つまり（インパクトは異なるが）就職協定

も同じ時代に設置されており、学校という教育機

関が市場と関わるのも同様である。しかし大学の

労働市場のみが、就職協定が守られずにその廃止

という憂き目にあった。果たして運命を分けるこ

とになった要因とは何か。まずは始まりに注目し

たい。 
1949年、「職業安定法」が改正されると、学校

は職業安定所の業務を委任されることになった。

それには3つのケースがある。一つには職安が学

校と協力して職業指導を実施し、就職斡旋を行う

（第25条の2）ものだが、これには職安が就職

斡旋に全面的に関与する。二つ目は職安が必要と

認めた場合、学校が斡旋業務を一部分担する（第

25条の3）もので、学校は求人申込の受理や求職

者の紹介等の業務を分担する。そして三つ目は、

学校が労働大臣に届け出て職業紹介業務などを行

う（第33条の2）もので、学校の自由度は増す

ことになり、職安には求人数や就職者数などの報

告だけで済む。さてこれら条項の学校への適用状

況だが、まず中学校では第25条の2の適用は7
割弱であり、第25条の3の適用は3割弱（52
年）であった（菅山・西村 2000：83）。また高

校は（菅山 2000：230）の表に基づくと、第25
条の2・第25条の3・第33条の2の適用比率

は、14.3％・53.9％・31.9％（56年）である。さ

らに大学においては、すべてが第33条の2の適

用校であった。 
こうした行政（労働省・職業安定所）と学校

（大学・高校・中学校）との関係が、それぞれの

経路を分けた大きな要因と考えられる。もちろん

彼ら生徒（学生）には年齢差があり、若年者保護

の点からも、適用条項を分ける必要はあった。だ

が後年の大卒労働市場の混乱ぶりをみるならば、

ここには別の手立てのあった可能性がある。 
 ところで大学にはもう一つボタンの掛け違いが

ある。それは“就職協定”の取り決め方であり、

以下、文部省が大学に宛てた通知文（＝就職協

定）の一部（53年）を示そう。 
 
 近年、就職試験の時期が次第に早くなり、大学

の教育効果を低下させる傾向が見られること

は、各大学においても重大な関心を持っておら

れることと存じます。…この問題について大学

側が実行すべき事項…に意見の一致を見ました

ので、ここに通知いたします。ついては、文部

省として…依頼書を業界側にも送付しました

が、この申合せが大学側の責任において実施さ

れる限り、業界側の協力
、、、、、、

を得られる見込であり

ますから、各大学においても、この申合せの実

現に御協力下さるよう特にお願いします。（傍

点は引用者） 
 
通知文には別途、学生の推薦日や試験開始日も記

載される。そしてこの期日は、（上掲の本文が示

すように）企業の協力があってこそ守られるの

だ。これでは対等にルールが結ばれたとはいえま
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い。さらに日経連50年史における就職協定発足

時の記述はこうである。 
 
 大学等卒業予定者を対象とする、いわゆる就職

協定の歴史は古く、その発端は一九五三年（昭

和二八）にさかのぼる。当時の就職難のなかで

学生の企業への働きかけが早まり、教育面への

影響が懸念されるようになったため、大学側団

体、業界、関係省庁が出席して就職問題懇談会

が開催され、その結果、大学側は学生の推薦開

始を一〇月一日以降とすることを申し合わせる

とともに、産業界側もこれに協力
、、

することとな

った。（傍点は引用者） 
     （日本経営者団体連盟 1998：127） 
 
この企業側の協力という立場は、経済団体の著作

物でも確認することができたのである。 
 さて前述したように、大卒労働市場では当初か

ら青田買いが横行し、就職協定を違反する企業は

続出した。このことで協定当事者の日経連が役割

放棄をしたり（62年）、協定撤退宣言（84・91・
96年）をしたりした。また監視役の労働省が降り

る事態も発生した（81年）。そうした混乱もあっ

て、就職協定は当初の理念と乖離し、選考期日な

ども何度か見直されたのである。一方、中学校や

高校の労働市場はどうか。中学校では、職業安定

所が主体的に就職斡旋業務を行うのであり、企業

の採用前倒しという事態は起こり得ない。また自

由度がある程度許容された高校ではどうか。実の

ところ、高校でも好況時には企業の青田買いが発

生していた。しかし「高校教育への影響が考慮さ

れ、解禁日は比較的厳格に守られてきた。その厳

守を高校側が強力に求めてきた」（苅谷 1991：
171）のである。従って、高校では市場を正常化

させる復元力があったといえよう。 
 
(2) 配列と効率性 
配列
、、

とは事象が生起する時点
、、、、、、、、、

のことであり、そ
、

の順番
、、、

のことでもある。就職協定発足の数年後、

大卒労働市場に大型景気が到来した。確かに日本

経済の発展には大きな貢献であるが、誕生まもな

い協定にとっては大きな試練であった。また同市

場のプレイヤーたちは、協定下での振る舞いに不

慣れでもあった。つまりルール違反の常態化は、

やがてルール自体の存立を危うくする。その認識

に欠けていた。さらに行政や経済団体も無策であ

ったのである。 
 
配列
、、

が重要になる。…過程が進めば進むほど経

路の切り替えはむずかしくなる。（傍点は引用

者） 
        Pierson（2004＝2010：21-2） 
 
図2に基づくと、日経連は62年に青田買いを

抑制できないとして、協定当事者の地位から降り

た。その後、企業の野放し状態は約10年続く

が、この間、協定遵守を困難にする新たな芽が育

ってくる。情報報誌会社が、学生宛に企業の求人

情報の無料提供を始めた（62年）。以降、解禁日

前の情報提供が、多分に就職協定違反を助長させ

る。また文系を中心に自由応募制が浸透し、学生

は多数の企業を訪問するようになった（70年）。 
 
 

(53年) (62年) (72年) (82年)

(就職協定制定) (日経連野放し宣言) (日経連復帰)

← 企業野放し状態 →←企業青田買い横行→ ←労働省のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ→

(労働省の撤退)

←経営者団体の奮闘→

(91年)

(日経連協定廃止発言)

大型景気が到来、青田買い横行が慣習化した時代 労働省・経営者団体の協定遵守に向けた奮闘の時代

（図2）就職協定の大まかな歴史区分（1953～91） 
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こうした学生と企業の接触機会の増加は、採用

選考の早期化をさらに後押しした。このようにみ

てくると、日経連の不在はルール違反を促進し、

経路の切り替えを難しくしたのである。配列の議

論にもどると、（72年の日経連復帰までの）一連

の事態がこの時点で起こらず、例えば先送りされ

たならば、後の新卒労働市場の混乱は回避された

かも知れない。というのも第3章「大卒労働市

場」でみたように、同市場では後年2度にわた

り、協定遵守に向けた懸命の努力が行われた（図

2）。つまりこの努力が早期に実施されたならば
、、、、、、、、、、、、、、、、

、
、

就職協定遵守が実現することも十分期待できた
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

の

である。一方で、中学校や高校での配列の議論は

不要であろう。神武・岩戸の大型景気到来の際

も、企業の青田買いは抑制され、学校推薦の慣行

が維持されたからである。  
 ところで経済学には市場が競争と学習により、

適正化されるとした考えがある（Pierson 2004
＝2010：121）。確かに価格と生産における需給

関係では、調整過程を通じて適正価格が導かれよ

う。それでは新卒労働市場の場合はどうか。 
 
制度
、、

は人間の相互作用に含まれる不確実性を減

少するために存在する。これら不確実性は、解

決さるべき問題の複雑性と個々人のもつ問題解

決のソフトウェア…双方の帰結として生ずる。

上の表現のなかに、制度が効率的
、、、

であることを

意味するものは何もない。（傍点は引用者） 
         North（1990＝1994：32-3） 
 
ここで制度とは就職協定である。Scott（1995＝
1998：53）では制度を、社会的行動に対し安定性

と意味を与える、認知的・規範的・規制的な構造

と活動から成り立つと定義した。そしてこの定義

からすると、大卒労働市場には規範的というより

も、規制的な一面が強いであろう。確かにノース

のいうように、協定は制度として不確実性を減少

させた。しかしその不確実性は納得できるレベル

にまで減らせなかった。なぜなら多くのプレイヤ

ーには意思があり、その行動が読めないからであ

る。それでも個々の企業（学生）は、他社（者）

の動きを予測したうえで、事を進めるであろう。

結局、多くのプレイヤーが早い行動へと駆り立て

られることになる。つまり就職協定は非効率なも

のとなり、長きにわたりその性質は引き継がれた

のである。 
 
(3) 長期変動 

 就職協定の歴史を辿っていくと、ある時期か

ら、協定を廃止へと向かわせる空気が充満する。

それは80年代半ばの日経連専務理事の廃止発言

に始まるだろう。90年代に入ってからも、就職協

定廃止の是非は問われる（日経連次期会長の廃止

発言（1991）・経済同友会の廃止提言（1991））。
バブルが崩壊し、長期不況が続く時代において

も、それは沈静化しなかったのだ。やがて廃止論

の勢いは増していき、ある一線を超えたことで、

事態は急展開するのである。 
 
 その効力

、、
の影響は、大きな変化の引き金を引く

ある種の臨界レベルに達するまでは小さいまま

である。…これはゆっくりと圧力が蓄積し、ひ

とたびある臨界レベルに達すると急速に「状態

変化」が生じる現象のことを指している。（傍

点は引用者） 
        Pierson（2004＝2010：108） 
 
効力とはルール違反であり、変化とは就職協定の

廃止である。好景気を背景に、新卒労働市場には

ルール違反の山が築かれた。その度に、制度（就

職協定）を破壊する圧力のボルテージは上昇し

た。しかし不況になるとルール違反は収まり、ボ

ルテージが下がることで、制度廃止の危機は遠の

く。ただこうしたことが何度も繰り返されると、

ボルテージは容易には下がらない。すなわち臨界

レベルへと近づいていく。そしてある時点で、圧

力が臨界レベルに達すると、制度は破壊へと向か

う。90年代の大卒労働市場では、そのような事態
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が生じた。図3ではそのことを示している。圧力

は時間とともに上方へ押し上げられ、80年代後半

のバブル経済からは上昇傾向だ。 
 
 

 
そして閾値を超えると、景気が冷めても修正は困

難となり、就職協定は廃止へと追い込まれたので

ある 2。 
 
(4) 就職の機会均等と職業選択の自由度 
 経路依存から、就職協定廃止の過程を説明する

ことで、大卒労働市場の負の側面を強調した。そ

こには（選考前倒しにより公平性を保てないこと

で）、就職の機会均等が損なわれた意味も含めて

いた。一方で同市場の制度的変質が、思わぬ収穫

を招いたことも事実であろう。それは（特に文系

で）学校推薦制から自由応募制への移行であり、

これにより学生は複数の企業選択が可能になっ

た。つまり職業選択の自由度という観点からは、

中高の「一人一社制」に比べ、大卒市場は制度変

化により優れた制度になったのである。 
 
5．まとめ 

 

 経団連会長の就活ルールの廃止発言以来、その

是非について混乱が続いている。既に述べたよう

に、こうした議論は今に始まったものではなく、

過去に何度も繰り返された。その都度、市場の自

由化を求める声と、ルール維持を求める声に概ね

二分されたのである。まずはこの議論を考えてみ

たい。 
市場の自由化では、協定史において近い事例を

みることができる。それは日経連が就職協定を放

棄した時代（1962～71年）であった。そこでは

企業の青田買いが横行し、収拾のつかない事態が

続いた。だがその結果、企業（学生）の採用（就

職）がうまくいかなかったかといえば、それはど

うだろう。駆け引きや運不運はあったものの、彼

らは収まるところに収まったのではないか。なら

ば市場の自由化は何が問題なのか。それは①早期

の選考で偏差値の高い大学の学生が有利になる、

②大学での貴重な学習時間が奪われる、などが考

えられよう。従って自由な市場を支持するのであ

れば、①②を容認しなければならない。一方でル

ール維持の場合はどうだろう。これも協定史の教

えるところで、決して安泰なものとはいえない。

すなわち企業には、ルール違反の慣習が染み付い

ている。そのため常にルールは守られないのであ

り、ルール廃止論は何度も再燃することになる。

これらを踏まえるならば、いずれの解決策も当を

得ていないのである。 
 これまでの議論に基づいて、本稿では解決のヒ

ントを見つけようとした。つまり同じような就職

協定であっても、労働市場が違うと協定の運命も

違ったのである。大卒市場では度重なるルール違

反に翻弄され、協定は常に問題児のように扱われ

てきた。かたや中高の市場においては、協定は安

泰なまま存続ができた。その違いについては既に

述べたとおりである。 
さて大卒労働市場に新たなルールを制定するな

らば、これまでの焼き直しであってはならない。

学校間比較から得られた知見も踏まえ、いくつか

の提案を行っていきたい。一つには、新ルールに

はもっと拘束力がなければならない。そうでなけ

ればこれまでの二の舞になるだろう。事前に法的

な拘束をかけるのか、事後に制裁をかけるのかの

方法がある。二つ目には、大卒市場の歴史的過程

の検証からも、悪しき慣習や不用意な施策（無

策）を慎むことだ。経路依存がその検証に有効な
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（図3）就職協定廃止に向けた圧力 
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ものであった。三つ目には、大学での学習時間確

保のために、卒業要件を厳しくする措置が必要で

ある。抜け駆けする大学を心配する向きもある

が、評価を高めたい大学が相当数見込めるならば

効果はあろう。四つ目として、企業の採用が新卒

に偏重する現状を改善し、転職市場を充実させる

施策が重要である。以上のことを提案したい。 
 最後に、大卒労働市場は長い歴史の中で、問題

を抱えつつも多大な貢献をしてきた。しかし90
年代にボーダレス社会が到来すると、グローバル

に展開する企業では、ますます世界を相手にしな

くてはならなくなった。つまり欠陥を抱えたまま

の現行の大卒就職システムは、時代にそぐわない

のである。ついては市場改革の迅速かつ着実な実

行が望まれる。 
 
註 
 
1 大卒労働市場の分析の場合、（我が国の新卒一

括採用という）「国際的にも珍しいまことにユニ

ークな企業の人の採用のやり方」（田中 1980：
371）から、諸外国との比較により、同市場を分

析することもできよう。事実、いくつかの先行研

究（田中 1980、濱口 2013）ではその成果を

蓄積している。ただこれらの市場においては、国

により環境・歴史・文化、さらには経済的背景が

異なるのであり、日本との比較を容易には行えな

い。加えてルール違反の絶えない、我が国独自の

システムを解明する場合、その要因と対策の検討

には限界を感じる。 
つまり本稿が比較対象として望むのは、分析対

象の市場と、環境・歴史・文化などが類似するも

のである。そして多くの特徴を共有するならば、

大卒労働市場が混乱する要因を突き止め、改善に

向けた方策を練ることが可能かも知れない。幸い

我が国の中卒・高卒労働市場では、大卒市場とか

なりの共通点を持つ。しかも前2者の市場は後者

のものと比べ、概ね安定的であった。 
さて労働市場の分析には、経路依存の手法が適

切であろう。というのも経路依存とは、当初の何

らかの選択が、後に続く経路を分かつからだ。す

なわち異なる経路を辿らせた要因を特定すること

で、これら市場の比較分析を行えるのである。 
2 閾値効果は「要因の漸増的・累積的効力がもた

らす結果は、漸進的変化でない場合が多い」

（Pierson 2004＝2010：108））である。従っ

て、図3においては正確な作図でなく、イメージ

図のようになった。ところで閾値に達したこと

で、状態変化（就職協定廃止）の生じた制度は、

圧力が低下したから（例えば不景気）といって、

状態変化以前に戻るわけではない。つまり選考の

前倒しは常態化し、ルールの存在や好不況の影響

は、以前ほど及ばなくなるのである。 
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関西大学における全学内部質保証推進組織を中心とした 
内部質保証システムの構築とその体制 

Development of the “University-Wide Internal Quality Assurance system 
Organization” in Kansai University 

 
山咲博昭（関西大学企画管理課） 

 
要旨 
学校教育法により定められた、文部科学大臣が認めた認証評価機関による大学評価（以下「認証評価」

という。）は、日本のすべての大学を対象として、７年に１度受審することが義務付けられている。関西

大学（以下「本学」という。）が認証評価を受審している公益財団法人大学基準協会（以下「大学基準協

会」という。）は、2004（平成 16）年度より認証評価を開始した。本学における自己点検・評価活動は、

1994（平成 6）年度以来2010（平成 22）年度までは２年周期、2011（平成23）年度以降は３年周期で

全学的に実施し、認証評価は自己点検・評価活動の周期に沿って６年周期で受審している。 
第３期の認証評価では、これまで以上に内部質保証を重視した大学評価を行うこと、全学的な教学マ

ネジメントの状況により重きを置いて評価することが謳われ、「内部質保証の推進に責任を負う全学的な

組織」（以下「全学内部質保証推進組織」という。）が「内部質保証のための全学的な方針及び手続」に

則り、各学部・研究科その他の組織におけるPDCAサイクルを実効性のあるものとして運営又は支援す

ることが求められている（大学基準協会，2017：3，5）。 
本稿では、PDCAサイクルの全体を包含する内部質保証システムを有効に機能させる必要性が高まっ

てきたことを背景に、本学が従前の体制から現在の全学内部質保証推進組織を中心とした体制に改善・

改革するまでの歩みを実践報告として全学および学外に広く共有する。 
 

キーワード 認証評価、内部質保証、自己点検・評価／Certified Evaluation and Accreditation, Internal 
Quality Assurance, Self-Assessment 

 
1. 本学の自己点検・評価体制とその変遷 
本学は、1994（平成６）年4月に「関西大学自

己点検・評価委員会」を設置し、教育研究活動等

の改善・改革に努めてきた。この組織の在り方と

して、現状に対する責任を担う学部執行部とは別

組織とし、第三者的立場で公平性を保つことを重

視してきた。しかしながら、2004（平成16）年度

に認証評価制度が導入され、「関西大学の自己点

検・評価を行い、その改善に責任をもつ」という

姿勢が強く求められることとなり、従来の委員会

体制ではその役割が果たし得ず、委員会内部で改

善を求める声が上がった。 
全学的に種々議論を重ねた結果、2009（平成21）

年 4月に「学校法人関西大学自己点検・評価委員

会規程」及び「外部評価委員会規程」を制定し、

図１：「自己点検・評価体制の概念図」

（関西大学ウェブサイト：

， 年 月 日確認）
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それに沿った自己点検・評価体制に従って現在も

点検・評価活動を行っている（図１）。その体制は、

大学及び併設校を含めた法人全体の点検・評価を

行う組織である「学校法人関西大学自己点検・評

価委員会」（委員長：常任理事会が指名する常勤の

役員、副委員長：学長）を親委員会として設置し、

その下に大学、併設校それぞれの各部門の諸活動

について点検・評価活動を実施する「大学部門委

員会」「併設校部門委員会」を設置している。更に、

各学部・研究科・研究所・その他の部局において

も、それぞれの規程に基づき「自己点検・評価委

員会」を整備している。 
「大学部門委員会」の任務としては、「教育研究

に関する全学の活動状況並びに組織、施設・設備、

管理運営及び財政の状況について、各学部、研究

科及び各機関が作成した報告をもとに、全学的観

点に立って自己点検・評価を行い、その結果につ

いて報告書を作成し、学長に報告する」ことであ

る（学校法人関西大学自己点検・評価委員会規程

第 10条 2項）。その後、報告書に対して、学長が

意見を付し、「大学部門委員会」の議を経たのち、

親委員会へ報告し、その結果を社会に公表してい

る（同委員会規程第10条3項）。 

「大学部門委員会」の構成員は、副学長（委員

長）、学長補佐（副委員長）、教育推進部・研究推

進部・社会連携部・国際部の副部長、各学部・研

究科・研究所・その他部局の自己点検・評価委員

会委員長、副機構長、事務組織の局室長など、各

部局における自己点検・評価活動を統括している

者ないしは執行に携わっている者としている。そ

のため、2012（平成24）年度に受審した第２期認

証評価では「大学部門委員会」が、各部局の「自

己点検・評価委員会」との架け橋となり、大学全

体及び各部局の取組みを全学的な観点で俯瞰して

チェックを行い、自己点検・評価報告書を取りま

とめていた。 
この他、本学における自己点検・評価活動の客

観性・公平性を担保し、教育研究水準の更なる向

上を図るため、学外有識者による評価を行い、そ

の意見を自己点検・評価活動に反映させることを

目的として、2009（平成 21）年 4月に「外部評価

委員会」を設置している（外部評価委員会規程第

1 条）。「外部評価委員会」では、「大学部門委員会」

で３年に１度作成する「自己点検・評価報告書」、

「併設校部門委員会」の下にある各校・園で毎年

図２：内部質保証の責任・役割（イメージ）（関西大学ウェブサイト：

， 年 月 日確認）
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度作成している「学校評価報告書」をそれぞれ評

価し、その結果を社会に公表している。 
 
2. 内部質保証の方針（2017 年 2 月 15 日制定） 

2009（平成 21）年４月に「学校法人関西大学自

己点検・評価委員会規程」及び「外部評価委員会

規程」を制定し、これらの規程に基づく自己点検・

評価活動を重視し、この評価結果を大学執行部や

各部局などの新たな方策の計画・立案に活かして

きた。しかし、前述の第３期の認証評価の趣旨を

踏まえて、2016（平成 28）年 11月、本学の全学

内部質保証推進組織として、学長の下に「内部質

保証推進プロジェクト」を設置のうえ、その中で

改めて本学における「内部質保証の方針」を整理

し、明文化した。この方針は、2017（平成 29）年

2月 15日に学部長・研究科長会議において報告す

るとともに、全学に周知した。 
明文化した「内部質保証の方針」は、「方針」「責

任・役割」「手続・運用」の３項目について、図式

化するなど、簡潔に取りまとめている（図２、図

３）。また、本学における内部質保証を行う範囲と

しては、教育のみならず研究及び社会貢献に関す

る事項についても、質向上・質保証の取組みを推

進することを定めている。 
この他、本方針の特徴の一つとして、本学の内

部質保証システムの責任・役割を、全学的な内部

質保証（全学レベル）、学部・研究科・その他部局

の内部質保証（組織レベル）、学部・研究科・その

他部局の内部質保証（構成員レベル）の三層構造

に大きく区分したことが挙げられる。各層におい

て、PDCAサイクルを循環させるとともに、必要

に応じて各層の垣根を超えて連携・協力するもの

としている。 
＜内部質保証の方針（抜粋）＞ 
１ 方針 

社会の多様化が進む中、高等教育機関として

社会の負託に応えるため、関西大学の教育、研

究、社会貢献について、学是「学の実化」や教

育研究上の目的等を念頭に置き、質の向上を

図るとともに、適切な水準にあることを自ら

の責任で明示する内部質保証の取組を恒常的

に推進する。 
２ 責任・役割 

(1) 学部・研究科・その他の部局の内部質保証

は、当該構成員が自覚と責任のある行動に

基づいて行う。組織的には、運営責任を負

図３：内部質保証の手続・運用（イメージ）（関西大学ウェブサイト：

， 年 月 日確認）
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う組織が主体となり、当該執行部またはそ

れに準ずる役割を担う者と構成員が連携・

協力して厳正に推進する。 
(2) 全学的な内部質保証は、学長の責任の下、

内部質保証推進プロジェクトが主体とな

り、大学執行部とすべての構成員が連携・

協力し、総体として厳正に推進する。 
(3)  (1)及び(2)にかかわらず、内部質保証を推

進するため、組織間の連携・協力を適時適

切に行う。 
３ 手続・運用 

(1) 学部・研究科・その他部局及び全学的な内

部質保証は、いずれも『内部質保証の手続・

運用（イメージ）』の枠組みを基軸としつつ、

柔軟に推進する。 
(2) 内部質保証について、定期的に検証・改善

を行う。 
 

3. 「内部質保証推進プロジェクト」を中心とし

た内部質保証システムの構築 
本学が「全学内部質保証推進組織」として位置

づける「内部質保証推進プロジェクト」には３つ

の任務がある。 
＜任務＞ 

(1)全学的な内部質保証に関すること 
(2)全学的な内部質向上に関すること 
(3)認証評価報告書原案の取りまとめに関する

こと 
本プロジェクトは、座長である学長をはじめと

し、副学長、学長補佐、学長室長といった全学的

な立場から教学に関する諸々の事項を所管ないし

は統括する者を構成員としている。2016（平成28）
年11月の発足当初はこれ以外も構成員がいたが、

課題に応じて機動的に開催できるように、構成員

をスリム化した。2017年度からは、原則、毎週月

曜日に開催される大学執行部打合せ会と連動させ

ながら、全学的意思決定機関である学部長・研究

科長会議や担当副学長が所管し、その長を務める

教育推進部・研究推進部・社会連携部・国際部（以

下「４部」という。）１とも緊密に連携しつつ、教

育、研究、社会貢献などの全学的な事項に係る企

画・立案・検証を随時行える体制を構築している。 
この他、本プロジェクトの下には、必要に応じ

て、いくつかの特定の課題に対応するワーキング

グループを設置し、その課題に対する検討を行っ

ている。具体的には、「内部質保証推進プロジェク

ト」の任務(1)及び(2)のうち教育プログラムにおけ

る内部質保証システムの実質的な構築に関しては、

「教育改革検討ワーキンググループ」が、教育推

進部との緊密な連携の下、企画・立案を行ってい

る。また、任務(3)に関しては、「認証評価検討ワー

キンググループ」を設置し、各学部・研究科・研

究所・その他部局及び全学的な観点で執筆した「自

己点検・評価報告書」の点検・確認を行い、その

結果を執筆部局へフィードバックするとともに、

明らかになった課題をプロジェクトに報告してい

る。 
 
4. 「内部質保証推進プロジェクト」による具体

的な活動事例とPDCA サイクル 
2018（平成 30）年 10月までの「内部質保証推

進プロジェクト」の代表的な活動事例として、特

徴的な取組みを二つの観点から紹介する。 
第一に、全学的な内部質保証（全学レベル）と、

学部・研究科・その他部局の内部質保証（組織レ

ベル）の垣根を超えて連携・協力するといった同

僚性の観点から、各学部・研究科と「内部質保証

推進プロジェクト」が中期行動計画及び「内部質

保証確認シート」を基に、それぞれの取組みにつ

いて対話をしながら実施状況を確認する機会を設

けている。具体的には、長期ビジョン「Kandai 
Vision 150」の政策目標を踏まえて策定した中期

行動計画の進捗状況及び、「内部質保証確認シート」

の記載内容に基づき、各部局における三つの方針

の適切な運用、アクティブ・ラーニングの推進、

シラバスの記載内容の確認状況、FD 活動の実施

状況等について意見交換を行う等して、「内部質保

証推進プロジェクト」と各学部・研究科が連携を

図っている。 
第二に、「内部質保証推進プロジェクト」は、全
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学的な内部質保証を推進し、質向上に取り組むと

いった観点から、各種ワーキンググループ及び教

学 IR プロジェクト、４部をはじめとする各部局

と連携し、本学の教育、研究、社会貢献について

課題を整理し、その取組状況に対する進捗管理を

行っている。本件について、具体的な事例を三つ

示す。 
まず、内部質保証を推進する観点から、「内部質

保証推進プロジェクト」及び「教育改革検討ワー

キンググループ」が中心となり、「全学と学位課程

教育が連動する教育の内部質保証システムの構築

について」（2017 年 5 月 17 日付）といった方針

を示すなど全学レベル、組織レベルに対する課題

提起を行った事例が挙げられる。この結果、前述

の「内部質保証確認シート」の導入に至った。 
次に、課題提起された取組みに対する進捗管理

を行った事例として、カリキュラム・マップ及び

ツリー作成のプロセスを例に説明する。表１のプ

ロセスに沿って、それらの策定に至ったが、その

際の役割を整理すると、全体の進捗管理について

は「内部質保証推進プロジェクト」が、具体的な

内容や進め方、具体案の検討については「教育改

革検討ワーキンググループ」が各部局と適宜連携・

協力を図りながら進めていった。 

最後に、教育、研究、社会連携、国際化に関す

る全学組織である４部で実施する事柄のうち、特

に重要な事項については「内部質保証推進プロジ

ェクト」で確認、調整を行うなど、４部間の連携

機関としても機能している。具体的には、「内部質

保証推進プロジェクト」で確認した方針に基づい

て、具体的な企画・立案、及びそれに係る全学的

な調整を行ったうえで、重要な施策については４

部の会議だけではなく、「学部長・研究科長会議」

での審議ないしは報告を行うなど、全学の意思決

定プロセスも含めて検討を行う役割も有している。 
これらの取組みのうち、教育に関する具体的な

企画・立案及び検証の過程で必要となる各種デー

タの収集と分析については「教学 IR プロジェク

ト」が実施し、適宜、各学部・研究科のほか「内

部質保証推進プロジェクト」や「大学部門委員会」

との情報共有や連携・協力を図り、PDCAサイク

ルを側面支援する役割を担っている。 
言い換えると、「内部質保証推進プロジェクト」

は、①中期行動計画、内部質保証確認シートとい

ったツールを通じた学部・研究科との連携、②「内

部質保証推進プロジェクト」に端を発した課題提

起による学部・研究科への助言・支援、③教育、

研究、社会連携、国際化を担う全学組織である４

部との連携・調整、といった機能を有し、それが

実質化されている。 
 

5. 第３期認証評価における「内部質保証推進プ

ロジェクト」を含む全学レベルの組織の役割 
第３期の認証評価では、「全学的観点から実施す

る自己点検・評価」が求められている。具体的に

は、各学部・研究科が自己点検・評価を行うこと

を前提としながら、その点検・評価結果を踏まえ

たうえで大学としての全学の現状を総括し、優れ

た点や問題点を整理し、将来に向けた方策を見定

めるプロセスを意味している、とある（大学基準

1 「大学執行部打ち合わせ会」にて全学的な導入の方

向で検討を開始 

2 「内部質保証推進プロジェクト」の下に設置した

「教育改革検討ワーキンググループ」で具体的な内

容・進め方を検討後、「内部質保証推進プロジェク

ト」で方針策定 

3 学部長・研究科長会議で当該方針の報告・了承 

4 学部・研究科において、教育推進部及び「教育改革

検討ワーキンググループ」と適宜連携・協力を図り

つつ、具体案の検討・作成を進める 

5 具体的な検討・作成状況を「内部質保証推進プロジ

ェクト」において情報共有 

6 教育推進委員会で各学部・研究科の作成内容を確認 

表１：カリキュラム・マップ及びツリー作成プロセス

（筆者作成）
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協会、2017：18）。 
本学では「内部質保証推進プロジェクト」が中

心となり「全学的観点から自己点検・評価」を実

施した。作成する「自己点検・評価報告書」につ

いては、第２期と第３期認証評価では求められる

基準や点検・評価項目が異なるため、プレの自己

点検・評価としてパイロット版の報告書を作成し、

予め大学基準協会事務局に求められている内容が

記載できているかどうか、その記述の方向性につ

いて確認した。そのようなプロセスの中での特徴

的な取組みと、「自己点検・評価報告書」作成に際

しての「内部質保証推進プロジェクト」を含む各

組織の役割について紹介する（表２）。 
 

表２：第３期認証評価受審までのプロセス（筆者作成）

日程 自己点検・評価報告書 認証評価用報告書 委員会等その他取組み

2016年

3月
コメント集の作成

4月

5月

6月

7月
2016年度第１回大学部門委員会開催

・パイロット版「自己点検・評価報告書」の編集方針について

8月 事務職員対象「自己点検・評価に関する総合研修」開催

9月

10月 パイロット版「自己点検・評価報告書」執筆
2016年度第２回大学部門委員会開催

（パイロット版「自己点検・評価報告書」執筆依頼について）

11月

内部質保証推進プロジェクト設置

認証評価検討ワーキンググループ設置

教職員対象「2018年度認証評価受審に向けた学内勉強会」開催

12月

2017年

1月
パイロット版「自己点検・評価報告書」取りまとめ パイロット版「認証評価用報告書」執筆

2月 コメント集の作成 パイロット版「認証評価用報告書」取りまとめ 「内部質保証の方針」の策定・公表

3月 「関西大学として求める教員像及び教員組織の編制方針」の策定・公表

4月

5月 「自己点検・評価報告書」執筆

教育改革検討ワーキンググループ設置

「全学と学位課程教育が連動する教育の内部質保証システムの構築について」

を学部長・研究科長会議で報告

2017年度第１回大学部門委員会開催

・「自己点検・評価報告書」の編集方針について

・「自己点検・評価報告書」の執筆依頼（ピア・レビューの依頼含む）

6月

7月

「自己点検・評価報告書」取りまとめ

大学部門委員間のピア・レビューの実施

認証評価検討ワーキンググループによる内容確認

8月

9月

リライト依頼（コメント集を基に依頼）

リライト結果の取りまとめ

「認証評価用報告書」執筆

10月

11月

「認証評価用報告書」取りまとめ

「認証評価用報告書」頁数の圧縮作業

（圧縮前160頁⇒圧縮後129頁）

2017年度第２回学校法人関西大学自己点検・評価委員会開催

・認証評価受審に係る「大学評価申請書」の提出について

大学基準協会に「大学評価申請書」を提出

12月

2018年

1月
根拠資料の提出依頼

2017年度第２回大学部門委員会開催

・「自己点検・評価報告書」（案）の確認について

・根拠資料の確認及び提出について

2月 根拠資料の取りまとめ 大学基準協会「認証評価用報告書」の内容確認を依頼

3月

序章・終章・評定一覧の作成

提出資料の準備

2017年度第３回大学部門委員会開催

・「認証評価用報告書」（案）の確認について

2017年度第３回学校法人関西大学自己点検・評価委員会開催

・「認証評価用報告書」（案）の確認について

「認証評価用報告書」（案）の提出について、学部長・研究科長会議にて報告

4月

　　　大学基準協会にパイロット版「自己点検・評価報告書」「認証評価用報告書」の内容確認を依頼

大学基準協会に「認証評価用報告書」他、根拠資料等を提出

「自己点検・評価報告書」執筆

　　　大学基準協会にパイロット版「自己点検・評価報告書」「認証評価用報告書」の内容確認を依頼

コメント集の作成

パイロット版「自己点検・評価報告書」執筆

パイロット版「自己点検・評価報告書」取りまとめ

「自己点検・評価報告書」取りまとめ

リライト依頼（コメント集を基に依頼）

リライト結果の取りまとめ

パイロット版「認証評価用報告書」執筆

パイロット版「認証評価用報告書」取りまとめ

「認証評価用報告書」執筆

「認証評価用報告書」取りまとめ

（圧縮前160頁⇒圧縮後129頁）

大学基準協会「認証評価用報告書」の内容確認を依頼

根拠資料の提出依頼

根拠資料の取りまとめ
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5.1. 各組織の役割 
本学では、第３期認証評価の準備を進めるにあ 

たり、「内部質保証推進プロジェクト」「認証評価

検討ワーキンググループ」「大学部門委員会」の役

割を表３のとおり分担した。それぞれの主な役割

として、学部・研究科その他の部局が作成する「自

己点検・評価報告書」は「大学部門委員会」が作

成依頼・取りまとめ、部門委員間のピア・レビュ

ーを行った。その後、「内部質保証推進プロジェク

ト」が完成した「自己点検・評価報告書」を踏ま

えて全学的観点から自己点検・評価を行い、その

結果を「認証評価用報告書」として作成し、取り

まとめた。加えて、それぞれが作成した「自己点

検・評価報告書」「認証評価用報告書」について、

「認証評価検討ワーキンググループ」が内容を点

検・精査し、必要に応じてリライト依頼を行った。 
 
5.2. コメント集の作成 
パイロット版「自己点検・評価報告書」、「自己

点検・評価報告書」の執筆依頼、「自己点検・評価

報告書」のリライト依頼を行う際に、第３期認証

評価で求められる観点からの記述が可能となるよ

う、各部局に対しては「コメント集」を作成した。 
この「コメント集」は、①第３期認証評価の点

検・評価項目、評価の視点に対応した記述になる

よう促すこと、②根拠資料で提示しているデータ

や記載内容などのエビデンスに基づき、正確な記

述を促すこと、③大学基準協会事務局の確認結果、

大学部門委員間のピア・レビュー結果、「認証評価

検討ワーキンググループ」による確認結果を提示

すること、といった目的のもとに作成した。特に、

各部局の執筆状況に応じた「コメント集」を作成

することで、大学基準協会の評価基準を踏まえた

個々の部局の実情をより反映した点検・評価活動

を促進することが可能となった。 
 

5.3. 「自己点検・評価報告書」の作成 
各学部・研究科の点検・評価を含めて一つの報

告書にまとめる「バインダー方式」を採用してい

た第２期とは異なり、第３期の認証評価において

は、「大学全体の観点からの点検・評価」が求めら

れているため、①学部・研究科等の各部局による

「自己点検・評価報告書」を執筆したうえで、②

「内部質保証推進プロジェクト」が、大学全体の

観点から「認証評価用報告書」を執筆する、とい

ったプロセスで作成した。特に、「認証評価用報告

書」を執筆する際に留意した点として、①学部・

研究科が記述した報告書を基に全学部・研究科の

状況を把握した上で点検・評価を行い、特徴のあ

る取組みについては具体的な事例を「認証評価用

報告書」に取り上げたこと、②基準７・８・９な

どの取組みを担当する部局において記述したもの

を全学的な観点から統合し、どのような特徴があ

ったかを点検・評価結果として示したこと、の２

点が挙げられる。このような点に留意することで

「認証評価用報告書」の記述内容の統一感や、そ

の精度を向上させることが可能となった。 

組織 主な役割 

内部質保証推進 

プロジェクト 

①「認証評価検討ワーキンググループ」から報告のあった「第３期認証評価に向けた課題」を確認し、学部

長・研究科長会議を通じて周知（課題に対する改善状況について、適宜、進捗管理を実施） 

②「自己点検・評価報告書」を基に大学全体の観点から「認証評価用報告書」を作成 

認証評価検討 

ワーキンググループ 

①「第３期認証評価に向けた課題」について整理し、「内部質保証推進プロジェクト」に報告 

②「自己点検・評価報告書」「認証評価用報告書」（パイロット版含む）の内容を点検・精査 

大学部門委員会 

①「自己点検・評価報告書」編集方針の検討及び決定 

②学部・研究科その他の部局に対して「自己点検・評価報告書」（パイロット版含む）の作成依頼 

③「自己点検・評価報告書」のピア・レビューの実施 

表３：「自己点検・評価報告書」作成に際しての「内部質保証推進プロジェクト」を含む全学レベルの組織の役割（筆者作成）
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5.4. 書面評価及び実地調査の対応 
大学全体の観点から「内部質保証推進プロジェ

クト」の構成員が執筆したことを踏まえて、大学

基準協会から受領した「大学評価結果（分科会案）」

に対する回答・見解の作成、及び実地調査当日の

全体面談については、それぞれの職掌に沿った執

筆分担に従って学長、副学長、学長補佐が中心と

なって対応した（表４）。なお、大学基準協会に提

出した「認証評価用報告書」等の資料一式を基に、

本学の「外部評価委員会」による外部評価を４月

から８月にかけて実施し、８月には「外部評価委

員との懇談会」を開催し意見交換を行った。この

外部評価についても、学長、副学長、学長補佐が

中心となって対応した。 
 
6. おわりに 
本稿では、関西大学における全学内部質保証推

進組織を中心とした内部質保証システムの構築と

その体制について、第３期認証評価の対応を含む

取組事例等を交えながら実践報告を行った。2016
（平成 28）年 11 月の設置以降、大学執行部によ

って構成される「内部質保証推進プロジェクト」

が中心となって、「内部質保証の方針」のもと、全

学の内部質保証及び質向上に努めてきた。特に、

「内部質保証推進プロジェクト」の設置にあたっ

ては、既存の「大学執行部打ち合わせ会」の枠組

みを活用したため、大規模な組織改編を行うこと

なく体制を構築している。設置後２年が経過して

いるため、プロジェクトの運用実績を踏まえて検

証を行い、その結果によっては既存の組織との関

係性やプロジェクトの権限、役割の見直しを行う

ことが必要であり、それが今後の課題となる。よ

り一層、実効性のある内部質保証推進体制を構築

すべく、このような検証を定期的に行うことが必

要となる。 
 

 時間 内容 会場（関西大学会館） 

１

日

目 

 9：30－12：00 大学基準協会出席者打ち合わせ 控室（地階 中会議室） 

12：00－12：50 昼食 控室（地階 中会議室） 

12：50－14：50 大学基準協会との意見交換（全体面談①） 常任理事会議室（地階） 

14：50－15：00 休憩 控室（地階 中会議室） 

15：00－15：30 大学基準協会との意見交換（個別面談①） 第２会議室（３階） 

15：30－15：40 休憩 控室（地階 中会議室） 

15：40－16：10 大学基準協会との意見交換（個別面談②） 第２会議室（３階） 

16：10－17：30 大学基準協会出席者打ち合わせ 控室（地階 中会議室） 

２

日

目 

 9：30－10：00 大学基準協会出席者打ち合わせ 控室（地階 中会議室） 

10：00－11：00 大学基準協会との意見交換（個別面談③） 常任理事会議室（地階） 

11：00－11：10 休憩 控室（地階 中会議室） 

11：10－12：10 学生へのインタビュー（グループ①） 理事・監事室（３階） 

学生へのインタビュー（グループ②） 第３会議室（３階） 

12：10－13：10 昼食 控室（地階 中会議室） 

13：10－14：10 大学基準協会との意見交換（個別面談④） 第３会議室（３階） 

14：10－14：40 大学基準協会出席者打ち合わせ 控室（地階 中会議室） 

14：40－16：30 大学基準協会との意見交換（全体面談②） 常任理事会議室（地階） 

16：30－17：30 大学基準協会出席者打ち合わせ 控室（地階 中会議室） 

表４： （平成 ）年度認証評価 実地調査スケジュール（ 年 月 日、 日）（筆者作成）
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註 
１2008（平成20）年 10月に、大学としての方針、

政策、総合的判断について全学的観点から迅速に

意思決定できる体制として、教育、研究、社会連

携、国際の４分野について「部」組織を発足させ

た。各部は、担当副学長が統括し、副学長を委員

長とした専門委員会（教育推進委員会、研究推進

委員会、社会連携委員会、国際委員会）の下で、

所管事項に係る協議及び意思決定機関として活動

している。これらの組織は、各部局単独では対応

が難しい社会的な要請に応える役割も担っている。 
 
参考文献 
関西大学（2015）『関西大学「学の実化」自己点検・

評価報告書 vol.10 No.4』学校法人関西大学自己

点検・評価委員会（大学部門委員会）. 
関西大学（2018）『関西大学「学の実化」自己点検・

評価報告書 vol.11 No.4』学校法人関西大学自己

点検・評価委員会（大学部門委員会）. 
大学基準協会（2017）『大学評価ハンドブック』大

学基準協会. 
 

付記 
本稿の投稿及び掲載に際しては、所属機関（部

署）の許可を得ていることを申し添える。 
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国際協働プロジェクトにおけるグループ活動 
～自己評定アンケートによる調査結果～ 

Group Activities of International Collaboration Projects 
~Survey Results of a Self-Assessment Questionnaire~ 

 
吉田信介（関西大学外国語学部） 

 
キーワード 国際協働、グループ・アクティビティー、自己評定／International Collaboration, 
Group Activities, Self-Assessment Questionnaire 

 
1. はじめに 
国際コミュニケーションツールとしての ICT

を効果的に活用し、グループ・ディスカッション、

ディベート、グループ・ワークなどのアクティブ・

ラーニングの手法を用いて、他者と協働しながら

新たな価値を生み出すという国家的規模の教育へ

の要請に鑑み、英語教育においても、学生・生徒

自らがグローバルな視点で課題を発見し、異文化

の相手と交渉し、結果を表現できることが求めら

れている（教育課程企画特別部会、2015）。 
そこで影戸氏を中心とする大学教授、高校教諭

らからなる実行委員会は、アジアにおける言語と

文化の異なる国際パートナー同士（例：台湾×日本

チーム）が、リンガフランカとしての英語を用い

て、一つの課題について、遠隔 ICT、ならびに対

面による異文化交流、討論、交渉、問題解決を行

い、その結果を国際協働プレゼンテーション大会

で合作による発表（英語による８分間の発表と、

フロアとの５分間の質疑応答）することを通じて、

アジアにおいて共に生きるためのアクティブ・ラ

ーニングを実践している。これは毎年２回、夏期

に日本にて、冬期に台湾にて開催され、発表課題

例としては、Building Human Bonds in the 
Internet Age 、 21st Century Skills 、

Strengthening Connections into the Future、等

がある。毎回アジア約８カ国（日本、台湾、カン

ボジア、フィリピン、マレーシア、インドネシア、

韓国、中国）から約 30 校、約 300 名の高校・大

学生が一堂に会し、ホームステイによる国際交流

を兼ねた活動を行っている（影戸、 2019）。 

これらの活動を通じて判明したことは、他者と

協働しながら新たな価値を生み出すことについて

は、コンフリクトをネゴシエーションしながら解

決していくのが困難で、そのためには国際交渉力

が必要であることへの気づきが見られたことであ

り、事前の国内チームでの打合せの結論と、相手

国チームの考え方とのすり合わせが困難であった

こと、Skype などの遠隔 ICT では、交渉方法に限

界があること、現地での対面による打合せで初め

て相手の真意がくみ取れたこと、単なる

Introduction Body Conclusion の分担合作ではお

互いのアイデアがちぐはぐになり、結局最初から

プレゼンテーション全体のアイデアの再設定をす

る必要が生じたこと、初期段階でのブレインスト

ーミングに多くの時間と労力をかけることで、全

体の主旨がより明確になること、国際交渉におい

て必ず起きる葛藤 (conflict) に必要な交渉力につ

いては、意見が対立する２者間で、A）回避・B）
対決・C）宥和・D）妥協・E）協働の交渉次元が

創出されるが、現行の国際協働プレゼンテーショ

ン大会では、ほぼ全員がB、D、E の順、つまり、

あるテーマをもとに２つの国際チームが協働で一

つの結論を導く交渉プロセスとして、まず意見の

対立があり（B：対決）、次にお互いに意見の駆け

引きと調整をおこないながら（D：妥協）、最終的

にお互いにとってウィンウィンの次元（E：協働）

にまで高めていったことが判明した（吉田信介、

2017）。 
このように、国際協働プレゼンテーション大会

においては、国内チームという同一言語・文化の
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集団内での活動における葛藤を乗り越えると同時

に、国内チームと国際パートナーチームとの間で、

互いに異文化である外部集団との活動と葛藤を乗

り越えていかねばならず、合意形成までの道が相

当険しいといえよう。そのため、議論がたびたび

暗礁に乗り上げたり、リーダーまかせでチームへ

の貢献度が少ないフリーライダーが出現したり、

情報量の落差のため相手チームへの不信感がつの

ったり、集団内での調査を重視するが故の集団浅

慮等、問題が多数発生してきたのも事実である。

中でも国際協働作業を行う際に、特に慎重に配慮

しなければならないのは、意見の衝突が発生した

際、純粋な論理のやり取りとはならず、文化的差

異によるものとして扱ってしまうことで、議論が

表層的なものに終わってしまうことである。そこ

で、グループ・ダイナミクスの観点から、Zander 
A.の研究における集団、および集団間の在り方、

集団活動の方法、関係性を紹介し、効率的かつ適

正な集団行動の在り方への示唆を得ることで、今

後とも継続的に実施していく国際協働プレゼンテ

ーション大会の在り方を根本的に見直した。その

結果、１）チーム同士の討議と意思決定における

議論の進め方においては、公正、正確、正義、平

等、合理性をモットーとして、多くの選択肢から

両者の類似点、共通点を見出し、問題解決を導き

出すこと、２）葛藤があった場合には、共通見解

や同意点を明らかにしていくことで、不一致の核

心にある主要な問題点を把握し、両チームに確認

し、問題を解決するためにできることを討議する

こと、３）さらに深刻な葛藤が発生した場合には、

接点葛藤解決モデルを採用し、ほとんど感情を交

えずに話し合うことができ、争いの解決策を展開

することができること、という考え方を採用し、

今後の国際協働プレゼンテーション大会の活動で

実践することで、ウィンウィンの成果をあげるこ

とができることが判明した（吉田信介、2018）。 
2. 目的 
次の段階として、国際協働プレゼンテーション

大会の準備段階におけるグループ活動（ホスト校

+相手校）において、コンフリクトから合意形成に

いたるまで、葛藤、回避、宥和、妥協、協働など

が発生し、そこからグループ活動の在り方につい

て、多くの学びや気づきが起きていたと推察され

るが、それらのことの内容について、より直接的

に当事者の行動を探るため、各グループの生徒・

学生にアンケートによる自己評定を実施した。そ

の結果からグループ活動の実態を詳細に把握する

ことで、表舞台の裏で何が起こっているのかにつ

いて教員が把握し、より良い支援ができると同時

に、生徒・学生にとってはグループ内での葛藤と

協働を「見える化」することで自己改善が促進さ

れることが期待できる。しかるに、今後の国際協

働プレゼンテーション大会における準備段階での

活動における適格な指針を得ることで、ますます

進化させることができる。 
 

3. 方法 
コミュニケーション能力を自己測定するため、

次の８つのカテゴリー（計 60 問）、１）グループ

評価、２）ネットミーティング評価、３）成功す

るグループの活動、４）グループメンバー間コミ

ュニケーション、５）話を聞く能力、６）非言語

伝達能力、７）総合的なコミュニケーション能力、

８）グループによる合意手順からなるアンケート

（Beebe & Masterson, 2012：資料参照）を実施

し、集計、分析、考察を行った。 
 
4. 結果と考察 
4.1.  アンケート回答者数 

１） 性別：女性 19 名、男性 11 名、合計 30
名 

２） 学年：高 1-10 名、高 2-6 名、高 3-4 名、

大 1-3 名、大 2-2 名、大 3-1 名、大 4-4
名 

３） 参加回数：1回目：18 名、２回目：６名、

３回目：５名、４回目：1名 
4.2. カテゴリー別結果 （図１参照） 

１） 平均より高いカテゴリー：最上位から「話

を聞く能力」、「総合的なコミュニケーショ

ン能力」、「非言語伝達能力」、「グループメ
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ンバー間コミュニケーション」の順であっ

た。 
２） 平均より低いカテゴリー：最下位から「グ

ループによる合意手順」、「ネットミーティ

ング評価」、「グループの集団思考」、「グル

ープ評価」、「成功するグループの活動」の

順であった。 
これらから、コミュニケーション能力は高いが、

グループによる活動手順、思考、評価が、必ずし

も成功しているとはみられないことがわかった。 

 

4.3.  項目別結果 
全項目を評価の高い順に並べた（図２参照）平

均＝3.3で、全て、「そう思う＝４」、もしくは「や

やそう思う＝３」であり、これは、参加者のグル

ープ活動の意識がかなり高かったといえよう。 
しかしながら、上記にのべたように、平均を挟

んで、２つに分かれていたが、さらに詳細な分析

を行うことで、具体的な評価の高低について検討

する。そのため下図のうち上位 15 項目、下位 15
項目のそれぞれについて詳細をみていく。 
4.4 上位 25％：高評価順（表１） 
上位では、協働、情報共有、言語・非言語によ

る適切なコミュニケーションの取り方、ICT の活

用、理解しあっていない場合の要約・言い換え・

明確化などの方法がとられていたことが判明した。

すなわち： 
１） 全体的にみて他のメンバーとコミュニケー

ションがとれたこと、 
２） 相手の意図を読み取ることができたこと、 
３） 非言語により（ジェスチャー、顔、声、空間）

コミュニケーションがとれたこと、 
４） グループメンバー間では、正確、適切、確認

による誤解の回避、適切な頻度でコミュニケ

ーションがとれたこと、をそれぞれ意味する。 
なお、55 と 10 は理解への工夫で、コミュニケ

ーションの取り方の工夫といえよう。 
 

2 3

話を聞く能力

総合的なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力

非言語伝達能力

ｸﾞﾙｰﾌﾟ間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

平均

成功するグループの活動

グループ評価

グループの集団思考

ネットミーティング評価

グループによる合意手順

図1:グループ活動自己評価のカテゴリー別平均 (n=30)

ややそう思うややそう思わない
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表１：グループ活動自己評定結果（高評価順） 

項
目 

No. 

評
価
点 

項目内容（高評価順） 

5 3.7 
私たちのグループには、互いに相手を受け入れる気風があった。 私たちは互いに称賛
しあった。 私たちは衝突を肯定的・協力的にとらえていた。私たちはうまく協力しあ
っていた。 

14 3.7 私たちのグループは、お互いにデジタルメッセージを活用した。 
25 3.6 私たちは、集めた情報を全メンバーと共有した。 

32 3.6 グループメンバーは、IT 技術(LINE など)で適切な方法でコミュニケーションをとっ
た。 

27 3.6 私たちは、メンバーの積極的貢献について、言葉や表情により明白な称賛を示した。 

34 3.5 グループメンバーは、他のメンバーの聞くスタイルに合わせてコミュニケーションをと
った。 

41 3.5 グループメンバーは、適切な座席配置により、開放的、相互交流ができるようにした 

44 3.5 全体的に見て、グループメンバーは、適切に他のメンバーとコミュニケーションがとれ
た。 

35 3.5 グループメンバーは、効率的にお互いの言うことを聞いた。 

36 3.5 グループメンバーは、他のメンバーの意図を正確に理解したことを示すため、自分の言
葉で適切かつ正確に言い換えた。 

37 3.5 グループメンバーは、適切なジェスチャーを使用することによって、他のメンバーの関
心を引き、サポートを得た。 

38 3.5 グループメンバーは、適切な顔の表情を使用することによって、他のメンバーの関心を
引き、サポートを得た。 

42 3.5 グループメンバーは、他のメンバーの非言語的行動をよみとり、理解できた。 

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

5 25 27 41 35 37 42 10 28 45 7 29 2 23 48 15 21 33 24 54 1 26 53 12 30 51 17 19 59 3
A

ve
ra

ge

図2: グループ活動自己評定の項目別平均結果

（高得点順：上下位群4分位法）

上位25％

下位25％

ややそう思う 

そう思う 
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55 3.5 私は、グループのメンバー同士が互いに理解しあっていない場合、要約、言い換え、明
確化を行った。 

10 3.5 私たちのグループは、他のメンバーに理解されるよう、明確、簡潔なメッセージを送っ
た 

4.4. 下位 25％：低評価順（表２） 
下位では、11 を除き、グループによる活動手順、

思考、評価が必ずしも成功しなかったことが判明

した、すなわち： 
① メタ議論による議論の方向修正、要約・言

い換え・明確化、全員勝ちの発想、コンフ

リクト時の回避の回避、合意点の発見の口

頭伝達、選択肢とアイデアの提示がうまく

なされなかったこと、 
② ネットでは、手順とルールの決定、活動の

分割化、明確簡潔なメッセージ、締め切り

の設定と順守、などがスムーズにいかなか

ったこと、 
③ 論理的思考、定期的で正確な質の高い決定、

間違いの修正、圧力のない意思決定、決定

事項の定期的チェック、リーダー格への迎

合の回避、などの思考がなされなかったこ

と、 
④ グループが、明確に目標と任務を定め文字

化、自己の役割や課題の周知、熟練したメ

ンバー、共通目標への意思統一、コンフリ

クトの肯定的受け止め、高品質作品への理

想、相互称賛、有能なリーダーの存在、が

あまりみられなかったこと、 
⑤ 活動前の十分な自己・他己開示、目標の文

字化、情報収集の計画、情報の精査・問題

解決策。集団的決定のプロセス、組織的活

動のための段階的・構造化プランの策定、

情報共有、論理的理由付けによる解決策の

意思決定、言語と表情による称賛、があま

りなされなかったといえよう。 

表2：グループ活動自己評定結果（低評価順） 

項
目 

No. 

評
価
点 

項目内容 （低評価順） 

11 2.7 私たちのグループは、頻繁なメッセージを個別のメンバーに送った。 

3 2.9 私たちのグループは有能で熟練したメンバーで構成されていた。各グループメンバー
は、目的を果たすことができる理想的な力を持っていた。 

58 3.0 私は、グループが行き詰まり、対立が激しくなったとき、全メンバーが議論に参加す
るよう促した。 

59 3.1 私は、ただ対立を避けるために意見をすぐに変えず、むしろグループが行き詰った
際、問題を解決しようとした。 

52 3.1 私は、グループが目標を見失ったり、逸脱したりすると、原点に戻るよう提案した。

19 3.1 私たちは、活動を組織化し始める前に、各メンバーと知り合うのに時間を費やした。

50 3.1 グループメンバーは、率直に意見を述べ、リーダー、（いわゆる）有力者、声が大き
いメンバーに容易に同意しなかった。 

17 3.1 私たちのグループは、各作業の締め切りを守った。 
9 3.1 私たちのグループは、最初、ネット上での意思決定の手順とルールを決めた。 

51 3.2 私は、グループが合意形成の過程と手順をよりよく意識できるよう、「どう議論する
かについて議論」した。 

60 3.2 私は、グループが合意に達することができないとき、様々なアイデアと選択肢を広げ
られるよう促した。 

30 3.2 グループメンバー間で、誤解がほとんどなかった。 
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16 3.2 私たちのグループは、各作業の締め切りを設定した 
12 3.2 私たちのグループは、大きな活動をより小さい活動に分割した。 

8 3.2 
私たちのグループには、活動を推進する有能なリーダーがいた。私たちのリーダーは
熟練していて知識も豊富であった。リーダーは他のグループメンバーのニーズに敏感
であった 

4.5. 自由記述の分析（表３） 
 自由記述を分類すると、大きく分けて、ICT の

活用、気づき、協働、言語・非言語の４つに分類

できることが分かった。この中で特に 
「協働」では、 
① 英語力や能力の差を全員で補完しながらプ

レゼンを成功させた成功体験、 
② 作業の結果以上に重要なプロセスにおける

真の国際交流が不足することによる本末転

倒への警告、 
「言語」では、 
③ 身内・パートナーとの両方の議論をリンガフ

ランカとしての英語で統一することによる

イベントのハイレベル化、 
「気づき」では、 
④ 本番と同様のリハーサルからの気づき、ここ

ろのゆとりの重要性と、自分の殻からの抜け

出し、などの重要な指摘がなされた。 
 

表 3：自由記述の結果 

大項目 項目 自由記述 

ICT 活

用 
ICT 活用 ネットツールを積極的に使って交流を行った。 

ICT 活

用 
What's app やメッ

センジャーの提案 

国ごとに違ったアプリケーションを使用することで、適切なコミュ
ニケーションが図れるのではないか。例えば、Skype だけでなく、
What's app やメッセンジャーを使用するなど。 

気づき 
本番リハならでは

の気づき 

実際に全員で練習してみてからの気づきや内容変更が予想以上に
時間がかかったため、もう少し全員で練習する時間が必要であると
感じました。 

気づき 
周到な準備と心の

ゆとり 
事前準備と心のゆとりが大切。 

気づき 
コミュニケーショ

ン力と理解力 
コミュニケーションの重要さ、互いに理解しあうことの大切さ 

気づき 内容の深さ不足 
今回のプレゼンの内容、文章は少し対象年齢が低めだったと思いま
した。私たちはただ｢音楽で幸せになれる｣ということを伝えただけ
なので、もっと論理的な根拠から結論を考えていくことをするべき
だと思いました。 

気づき 
自分の殻から脱出

する勇気と行動 
自分の殻に籠もらず、殻から抜け出す勇気、行動力が大事だと思っ
た。 

気づき 役割分担と計画性 各メンバーの役割を明確にして、早めに計画を立てることが大切だ
と思いました。 

気づき 情報共有 情報共有することが必要不可欠 

気づき 伝達・連携不足 
ファシリテーションの時間でもっと WYM に向けた動きをたくさ
んした方がいいと思った。各係の伝達不足や連携不足が目立ったか
ら。 

気づき 事前準備不足 夏休み前までの全体での定例会の内容が薄かった。 
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協働 英語力の差を克服 

私達のパートナー校に英語が殆ど出来ないメンバーがいました。そ
のメンバーは内容を理解するにも、英語でコミュニケーションを図
るにも苦労していました。結果的に、みんなでサポートしてプレゼ
ンを成功させることは出来ましたが、WYM 全体を通してかなり苦
労していました。またWYMはASEPに比べて参加されている方々
のレベルが高いように感じました。彼は彼なりに WYM を通してか
なりの達成感と成長を得たと話をしておりましたが、WYM に参加
するメンバーの英語力の最低基準を設けてもいいのではないかと
感じました。 

協働 
各成員の凸凹な能

力を結集 

初めの二日間ほど意欲がメンバー間で異なり、衝突こそないものの
実力差も含めて若干の溝が生じていた。その後、能力が高い人だけ
で進める案も出たが全員のクオリティーが上がらなければならな
いことを再認識し、褒める、休憩時間を調節する、頻繁に話しかけ
るなど工夫をして最終的に全員の能力を最大限に活用することが
できた。 

協働 年齢差の克服 
メンバーに中学生もいましたが、積極的に発言をしてくれたおかげ
で、年齢の差は感じず仲良く話し合うことができました。年齢の差
が大きく出てしまうプログラムですが、全員が積極的に発言をする
ことが大切だと感じました。 

協働 
人間同士のつなが

り力の育成 
「人と関わり、人と接する力」これがすごく試されたイベントだと
思った。 

協働 
時に時間をかけて

深く知り合う 

グループ活動において、目的達成のために効率的な活動が多く求め
られがちだが、それが全てではないということに気づいた。時には
わざと時間をかけることで、グループメンバーの関心を１つに引き
付けるという技も使える。作業が早く進めばそれは良いということ
ではない。互いをよく知ることが一番大切である。その為には、し
っかりと時間をかけるべき。 

協働 
１校による内容決

定への反省 

A 校だけで発表のテーマを決めてしまったので、他の高校の発表よ
りも浅い論点になってしまったように感じた。よりはやい段階で、
テーマについて全員で議論できるようにしたい。 

言語 
身内とも常に英語

で話す 

議論などをする際に、パートナーの学校の生徒同士が現地の言葉で
やりとりする場面があり、意見が汲み取れない部分もあったので、
全体が理解できるように会話なども英語で行うなどお互いが理解
できる言語に統一して活動を行えば、よりハイレベルなものに仕上
がると感じた。 
 

言語 
英語のみで相互理

解する機会 

英語が苦手ながらもジェスチャーではなく、英語で必死にコミュニ
ケーションを取ろうとしていたひとが多く、非常に良い機会を
WYM はあたえてくれたと思う。 

言語 
話しかけるように

発表 
話しかけるように話すと良いと思う 

言語 
英語力不足自責の

念 

台湾の人たちとのコミュニケーションで、自分が実力不足だったた
め、台湾の人たちに迷惑をかけてしまった。もっと沢山英語を学ん
で外国の人たちと自然に楽しく交流出来たらいいと思った。 

非言語 
英語+αで伝える力

がつく 

いつも学校では日本人同士でのグループ活動がほとんどなので、困
ることはなかなかありませんが、今回はグループ内での言語が英語
だったので、より正確に何が言いたいのかを伝えるのに少し苦労し
ました。しかし、それを解決するために、わかりやすい例を出した
り、絵に表したり、漢字を使ったりとしたことによって、英語だけ
では図れない明確さを確かなものにすることができたと思います。
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5. 結論 
今回、ASEP に参加した学生・生徒は、自己

評定ではあるが、英語によるコミュニケーション

能力は高いが、一方で、グループ活動において

は、協働、情報共有、言語・非言語による適切な

コミュニケーションの取り方、ICT の活用、要

約・言い換え・明確化ができるグループと、活動

手順、集団思考、自己評価そのものができなかっ

たグループに分かれることが判明した。このこと

からグループ活動においては積極性、インタラク

ション力、ICT 力、言い換え力に優れたものが

グループをリードしていき、集団内での手順、思

考、評価ができないものは取り残されていくとい

う重要な示唆を得た。自由記述からは、互いの英

語力の差を国際協働で克服することが真の国際交

流につながること、同国語使用者間でもリンガフ

ランカとしての英語で意思疎通をはかることの大

切さ、リハーサルによるこころのゆとりを持ち、

自己の殻から抜け出す勇気をもつこと、などアン

ケートだけからでは明らかにならなかったことが

指摘され、参加者の意識の高さを物語るものであ

ったといえよう。 
今後の課題として、実際の交渉場面をデジタル

で記録し、会話分析を行うことで、自己評価だけ

では見えなかった部分を客観的に解明し、主観・

客観の両面から国際協働プロジェクトにおける理

想的なグループ活動のあり方を提示していく。 
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【資料】：自己評定アンケート項目 

（Beebe & Masterson, 2012 を筆者が翻訳） 
グループ評価 
1. 私たちのグループは明確にその目標と任務を設定していた。各グループメンバーは、実行すべ

き活動と作品を完成させる責任を常に意識していた。そのため、例えば活動目標が「文字」で

書き留められ、議論の間、常にそれを意識していた。 
2. 私たちのグループはよく組織化されていた。各グループメンバーは、自分の役割や課題が何で

あるかを知っていた。結果第一とし、無関係な事に時間を費やすことはなかった。 
3. 私たちのグループは有能で熟練したメンバーで構成されていた。各グループメンバーは、目的

を果たすことができる理想的な力を持っていた。 
4. 私たちのグループは意思統一されていた。全員、共通目標を達成するよう心がけていた。私た

ちは、団結していた。グループ全員による意見の一致の重要性について話していた。 
5. 私たちのグループには、互いに相手を受け入れる気風があった。 私たちは互いに称賛しあっ

た。 私たちは衝突を肯定的・協力的にとらえていた。私たちはうまく協力しあっていた。 
6. 私たちのグループは、高品質の作品を完成させる理想をもっていた。私たちは高品質な活動を

する重要性について話していた。良い活動するのは全グループメンバーにとって重要であっ

た。 
7. 私たちが行った良い活動は称賛された。私たちはお互いに称賛し合い、それは各グループ内で

有意義な方法で称賛された。私たちが仕上げた高品質な作品について、支持され、認知され
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た。 
8. 私たちのグループには、活動を推進する有能なリーダーがいた。私たちのリーダーは熟練して

いて知識も豊富であった。リーダーは他のグループメンバーのニーズに敏感であった。 
ネットミーティング評価 
9. 私たちのグループは、最初、ネット上での意思決定の手順とルールを決めた。 
10. 私たちのグループは、頻繁なメッセージをグループ全体に送った。 
11. 私たちのグループは、頻繁なメッセージを個別のメンバーに送った。 
12. 私たちのグループは、大きな活動をより小さい活動に分割した。 
13. 私たちのグループは、大きな活動をより小さい活動に分割し、メンバーが分担して作業した。 
14. 私たちのグループは、お互いにデジタルメッセージを活用した。 
15. 私たちのグループは、他のメンバーに理解されるよう、明確、簡潔なメッセージを送った。 
16. 私たちのグループは、各作業の締め切りを設定した。 
17. 私たちのグループは、各作業の締め切りを守った。 
18. 私たちのグループは、常につながっている状態を保つため、デジタル機器の特性を理解し、適

切に活用した。 
成功するグループの活動 
19. 私たちは、活動を組織化し始める前に、各メンバーと知り合うのに時間を費やした。 
20. 私たちは、メールアドレスなど個人情報を交換した。 
21. 私たちは、目標を文字化し、全メンバーと共有した。 
22. 私たちは、目的を果たすのに必要な情報を集めるための計画を立てた。 
23. 私たちは、情報を十分分析した上で、問題の解決策を発見し、集団的決定を行った。 
24. 私たちは、活動を組織化するために、段階的な構造化されたプランを開発した。 
25. 私たちは、集めた情報を全メンバーと共有した。 
26. 私たちは、論理と理由付けを十分検討した上で、解決策の組立、または意思決定を行った。 
27. 私たちは、メンバーの積極的貢献について、言葉や表情により明白な称賛を示した。 
グループメンバー間コミュニケーション 
28. グループメンバー間で、正確にコミュニケーションがとれた。 
29. グループメンバー間で、適切な情報量を伝えることができた。 
30. グループメンバー間で、誤解がほとんどなかった。 
31. グループメンバーは、誤解が起きたとき、意味を再度明確にし、正確な伝達に努めた。 
32. グループメンバーは、IT 技術(LINE など)で適切な方法でコミュニケーションをとった。 
33. グループメンバーは、適切な頻度で他のメンバーとコミュニケーションをとった。 
話を聞く能力 
34. グループメンバーは、他のメンバーの聞くスタイルに合わせてコミュニケーションをとった。 
35. グループメンバーは、効率的にお互いの言うことを聞いた。 
36. グループメンバーは、他のメンバーの意図を正確に理解したことを示すため、自分の言葉で適

切かつ正確に言い換えた。 
非言語伝達能力 
37. グループメンバーは、適切なジェスチャーを使用することによって、他のメンバーの関心を引

き、サポートを得た。 
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38. グループメンバーは、適切な顔の表情を使用することによって、他のメンバーの関心を引き、

サポートを得た。 
39. グループメンバーは、適切な声の表現を変えることによって、他のメンバーの関心を引き、サ

ポートを得た。 
40. グループメンバーは、適切な空間と距離をとって他のメンバーとコミュニケーションをとっ

た。 
41. グループメンバーは、適切な座席配置により、開放的、相互交流ができるようにした。 
42. グループメンバーは、他のメンバーの非言語的行動をよみとり、理解できた。 
総合的なコミュニケーション能力 
43. 全体的に見て、グループメンバーは、正確に他のメンバーとコミュニケーションがとれた。 
44. 全体的に見て、グループメンバーは、適切に他のメンバーとコミュニケーションがとれた。 
グループの集団思考 
45. グループメンバーは、根拠を吟味し、論理的思考を行うよう、他のメンバーを励まし、ほめ

た。 
46. グループメンバーは、定期的に、正確で質の高い決定をしているかどうか自問自答した。 
47. グループメンバーは、時には間違ったり、不正確な結論に達したりしたことを自ら認めた。 
48. グループメンバーは、他のメンバーに同意するよう圧力をかけずに意思決定を行った。 
49. グループメンバーは、グループの決定が、メンバーによって支持され続けていることを定期的

にチェックした。 
50. グループメンバーは、ありのままの意見を述べ、リーダー、（いわゆる）有力者、声が大きいメ

ンバーに容易に同意しなかった。 
グループによる合意手順 
51. 私は、グループが合意形成の過程と手順をよりよく意識できるよう、「どう議論するかについて

議論」した。 
52. 私は、グループが目標を見失ったり、逸脱したりすると、原点に戻るよう提案した。 
53. 私は、グループが選択肢を見出すよう、解決策、提言、提案を出した。 
54. 私は、一貫して I（私）でなく、we（私たち）を用い、協働作業の意識を高めた。 
55. 私は、グループのメンバー同士が互いに理解しあっていない場合、要約、言い換え、明確化を

行った。 
56. 私は、グループのメンバーが合意できる点を発見し、グループ全体に口答で伝えた。 
57. 私は、メンバー同士の勝ち負けではなく、全員勝ちになる方法を探した。 
58. 私は、グループが行き詰まり、対立が激しくなったとき、全メンバーが議論に参加するよう促

した。 
59. 私は、ただ対立を避けるために意見をすぐに変えず、むしろグループが行き詰った際、問題を

解決しようとした。 
60. 私は、グループが合意に達することができないとき、様々なアイデアと選択肢を広げられるよ

う促した。 
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Multilingual Immersion and Cross-cultural Competence: A Portrait of Users and 
Activities in Kansai University Mi-room 
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1. Introduction 

Leading international universities 
are increasingly  considering 
internationalization as a 
strategically important issue 池田、
ベラルガ(2018).  As Kansai University 
proactively expands its 
internationalization practices with 
projects such as Collaborative 
Online Interactive Learning (COIL), 
Global FD (Faculty Development) 
training, and the innovative EMI 
(English as a Medium of Instruction ) 
courses offered in the KUGF (Kansai 
University Global Frontier) program, 
the Mi-room (multilingual-
immersion room) is  another of these 
pioneering projects, this one 
focusing on fostering bilingualism, 
multilingualism and cross-cultural 
competence in an on-site 
multilingual-immersion environment.   

2.  The Multilingual -immersion Room 
(Mi-Room) 

The multilingual-immersion room 
(Mi-room) was established in Kansai 
University in 2015 with the 
following objectives: 1) to create an 
on-campus multilingual immersion 
environment to satisfy the language 
needs of contemporary students 2) to 
provide an environment conducive to 
encourage autonomous language 
learning 3) to provide a welcoming 
environment to foster and support 
students’ language learning efforts 
4) to improve students' cross-

cultural competency enabling them 
to become globally capable citizens.  

The Mi-room environment is made 
up of a COIL-capable classroom, a 
glass-walled session room, and a 
main, open area. The classroom is 
used for some GTA English-language 
sessions and KUGF program COIL 
sessions. The session room is the 
main location of EMI-GTA sessions 
and some GTA English-language 
sessions. The main area hosts the 
GTA non-English sessions, allowing 
those who have an interest but are 
hesitant to join to participate 
passively from the self -study area. 
Special events are generally held in 
the open area, and are usually held 
when there are no Non-English 
sessions scheduled. 

English-language books and DVDs 
are available for students to use 
freely while in the Mi-room. There 
are also study-abroad books, 
standardized test-taking reference 
materials such as TOEFL, TOEIC 
and IELTS preparatory materials 
and sample tests.  Additionally, past -
students’ testimonials of study -
abroad experiences are available, to 
encourage and motivate prospective 
study-abroad students, and give 
them a more realistic image of what 
to expect if  they participate in such 
exchange programs. Laptop 
computers are free to borrow while 
in the Mi-room, and students are 
free to use the study-space for self-
study or private language exchange. 
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A global commons area, where 
Japanese students are free to 
interact with and communicate with 
international students, is  open to all.  
For many international students, 
this is their base while on campus, 
offering a safe, comfortable place 
amid a sometimes-challenging 
campus life.  There are other 
services not part of the GTA 
program, such as writing workshops, 
counseling, and professional 
services offered for study-abroad 
and career advice, some of these 
offered in co-operation with the 
international department.  

3. Global Teaching Assistant (GTA) 
Program 

The Global Teaching Assistant 
(GTA) program is a 10-week program 
hosting language sessions, EMI 
sessions, and special events 
promoting cross -cultural 
understanding. It  is staffed by 
international students specially 
selected and placed in charge of 
sessions based on a balance between 
the needs of the Mi-room and the 
GTAs individual skills and talents. 
It is  hoped that since it  is a peer -
instructed program, the power 
balance in class discourse is 
distributed between all  students 
more equally than in regular 
lectures. First introduced in 2017, it  
was updated in 2018 to incorporate 
evaluation and certification 
mechanisms, aimed at improving 
quality of GTA instruction, 
curriculum creation, session content 
quality, and with the hope that 
certifying the GTAs experience can 
become useful in their future 
careers.  

GTA Sessions 

Broadly speaking, there are four 
types of sessions offered in the GTA 
program: English-language sessions, 

EMI sessions, non-English 
Language-sessions, and special  
events.  

A) English-language Sessions 

These are sessions focused on 
specific aspects of language learning. 
Some sessions offered in 2018 were: 
Elementary Presentation Techniques, 
Pronunciation Clinic, Elementary 
Writing Techniques, English 
Discussion, and Lunchtime English 
Discussion. 

B) EMI sessions 

The Mi-room’s EMI sessions are 
designed so the syllabus is 
organized around content, not 
grammar (Thornbury, 2017).  
Sessions that were held in 2018 
were: the “English Through” series 
such as Drama and Theater, Music,  
Film, Anime, Cultures, Sports, and 
the more advanced-level sessions of 
Current Affairs and News Talk. 
Content was decided in the 
beginning of the semester and was 
developed by the students as part of 
their GTA training.   

C)  Non-English Language Sessions  

The primary function is to expose 
students to new languages cultures 
and different ways of thinking. The 
beginner sessions were focused on 
basic writing and conversational 
phrases while learning about culture 
and customs, and intermediate 
sessions were intended for students 
with a solid foundation in the 
language to improve students’ 
various language skills. Examples of 
languages taught in 2018 were: 
Vietnamese, Czech, Thai, German, 
Dutch, Persian, Malay, Chinese, 
Korean, Russian, Polish, French, 
Hindi, Spanish, Arabic, Portuguese, 
and Tagalog.  

D) Special Events  
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These sessions were organized to 
allow for the facilitation of sessions 
that didn’t fit  within the regular 
sessions schedule, but were 
considered important as a part of 
the GTA program. Some of the 
sessions that were offered were: 
Chinese Calligraphy, Taiwanese Pop 
Culture, Experiences as an 
International Volunteer, Introducing 
Kansai Dialect,  and Differences 
Between Christianity and Islam. 

4. Painting a Picture of Mi-room 
Users 

The purpose of this section is  to try 
and illustrate the types of students 
that use the Mi-room and what their 
motivations for using the Mi -room 
might be. It  also uses the feedback 
of GTA program users to try and get 
a better picture of why they joined 
sessions, how often they partook, 
and their opinions of its  
effectiveness.  

It important to note that 
participants were not required to 
complete the survey, and as so, the 
findings may not be fully 
representative of all users of the 
GTA program. 

Table 01. Undergraduate student 
usage figures of Mi-room (facilities) 
2018 

Faculty 1 2 3 4 Tota
l 

Law 73 40 40 32 185 

Letters 12
7 81 20

1 59 468 

Economics 91 47 11 10 159 

Business and 
Commerce 

12
4 65 35 18 242 

Sociology 83 53 30 13 179 

Policy Studies 15 13 27 25 347 

9 6 

Foreign 
Language 
Studies 

90 10 11 15 126 

Health and 
Well-being 15 15 20 4 54 

Informatics 18 4 6 14 42 

Societal 
Safety 
Sciences 

9 3 1 13 26 

Engineering 
Science 9 3 9 14 35 

Environmenta
l and Urban 
Engineering 

6 27 3 5 41 

Chemistry, 
materials and 
Bioengineerin
g 

20 8 21 8 57 

Total 82
4 

49
2 

41
5 

23
0 1961 

 

63% of users were undergraduate 
students and of those, 42% were 
first-year students. The majority of 
students were from the Faculties of 
Policy Studies, Letters and Business 
and Commerce, and the greatest 
overall use was by students of the 
Faculty of Letters. Although the 
majority of Mi-room activities are 
language-oriented, the students 
from the Faculty of Foreign 
Language Studies seem somewhat 
underrepresented. One possible 
reason for this is  proximity; the 
faculty is located at the opposite end 
of the Senriyama campus to the Mi -
room. 

Table 02. Other users of the Mi -
room (facilities) 2018 

Post-graduate Students 295 
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Exchange Students 751 

Language-school Students 48 

Researchers 51 

Total 1145 

 

Post-graduate and exchange 
students make up a significant 
proportion (34%) of Mi-room users, 
but their motivations are likely to 
be slightly different. Post -graduate 
students are participating in 
sessions, but are also likely to be 
receiving advice regarding studying 
abroad and future career 
opportunities, these services being 
offered in collaboration with the 
international affairs department. 
They may be also availing of such 
services as writing workshops and 
one-to-one counseling about their 
dissertations offered by certain 
Kansai University professors, not as 
part of the GTA program.  

While international students 
actively participate in sessions, 
especially to encourage their friends 
leading sessions, international 
students are known to frequent the 
Mi-room main area when they are 
not attending class. It  serves as a 
social area where they can connect 
with their friends, and it also serves 
as a living area for them when they 
are away from their dormitories. It  
helps provide an area of safety and 
stability to the international 
students daily lives. Japanese 
students have reported that the 
sheer energy and number of 
international students in the Mi -
room at times can actually put off  
new Japanese partic ipants due to 
what they mistakenly take as an 
intimidating atmosphere.  

Table 03. GTA Session-participants 
2018 

Session Type Total Spring Fall 
English  1827 667 1160 
Non-English 941 369 572 
Total 2768 1036 1732 

 

Session demand is predominantly for 
English sessions at 66%, however it  
can be seen that there is also steady 
interest and demand in other 
languages, with demand at 36% in 
the spring and 33% in the fall.  An 
international perspective developed 
by participation in both types of 
sessions is paramount to students 
becoming more cross-culturally 
competent, and improving student 
mobility at Kansai University.  

GTA Program Participants Survey  

A survey of participants was 
conducted at the end of the spring 
semester of 2018 and again the fall 
semester. The data was analyzed, 
and highlights of the findings are 
shown below. 

Participation 

The largest session-participation 
rate by faculty is  the Faculty of 
Letters with 23.5%. The participants 
were overwhelmingly Japanese, at a 
rate of 80%. Of these students, over 
50% have studied overseas, and the 
majority plans to study abroad in 
the future.  

Frequency 

Over 50% of users attend once a 
month or less. Almost a quarter of 
the students use it once a week, 
while 20% of students were using 
the services every day. 
Approximately 45% of students are 
regular users, having frequent 
interaction with international 
students and languages, making 
them more culturally and 
linguistically aware.  
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Motivations 

The main reasons for participating 
in sessions were as follows: 1) to 
improve language skills 2) to make 
new friends 3) to experience other 
cultures. The findings are broadly in 
line with Mi-room objectives of 
learning autonomy, motivation, 
curiosity and cross-cultural 
competency.  

Changes 

When asked of the effectiveness of 
sessions, 55% of the spring 
participants said they felt  a 
difference after attending a  session, 
while 81% of the fall semester 
participants said they felt  a 
difference. Actual benefits from 
participating in sessions include a 
new perspective, new knowledge, 
and a chance to improve their 
language skill .  

Preferences 

English discussion was the  most 
popular, followed by lunchtime 
discussion and fi lm discussion. 
Participants felt  these sessions were 
easier to participate in, since their 
content was more casual than some 
other sessions, in particular EMI 
sessions. The most popular non-
English language sessions were 
Chinese, followed by Korean. 
European languages such as Spanish 
and German were also popular. 
These languages are all officially 
offered as courses in Kansai 
University, which is likely to be a 
factor in their higher attendance 
rates.  

Awareness 

Participants said that awareness of 
Mi-room activities among students 
was still  relatively low, and say that 
there would be better activity -
participation if the profile and 
presence were raised. While some 

said they were kept up to date with 
posters and fliers on campus, as well 
as notifications from the university 
information system, their preferred 
method of staying informed was 
through various social media 
applications such as Facebook, 
Instagram, LINE and Twitter.  

Requests 

Survey participants said they 
wanted more speaking skills 
sessions, as well  as more culture 
exchange events. More effort will be 
made to accommodate the students’ 
needs, and increase the awareness 
of the dual-function of language and 
cultural learning of non-English 
sessions.   

5 . Future Developments  

The Mi-room has made progress in 
the development of an international 
multilingual-immersion environment,  
and giving students a place to find 
their voices, but there is still  much 
that needs to be done. There are two 
areas in particular being considered 
at the Mi-room for 2019: expansion 
of Mi-room facilities and increased 
tangible benefits from session 
attendance.  

Expansion 

While sessions have been held on 
other campuses such as the Sakai 
and Takatsuki MUSE and Takatsuki 
campuses, there is  not a permanent 
presence on any of them. It is hoped 
that a more permanent solution will 
be achieved over the coming year. 
Response was positive from students 
on each campus, but logistical issues 
still  need to be overcome.  

There has also been experimentation 
with English-language sessions in 
one of the student dormitories in 
fall of  2018, which were well  
received. The expansion of these 
activities to other dormitories can 
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increase the range of exposure to 
the Mi-room experience to students 
who cannot attend regular sessions. 
It also has potential to reach a 
wider audience, and students that 
have historically not show any 
interest in learning languages.  

Tangibility 

The walk-in nature of sessions is 
great for students who want to fit  
language learning around their busy 
schedule. However, there is  also a 
desire for something tangible to 
compliment attending sessions. It is  
hoped to address some of these 
issues with introducing the 
following initiatives.  

Global SD (Student Development) 
Training 

The mechanisms to support the 
introduction of a Global SD (Student 
Development) training program, 
modeled off  the Global FD (faculty 
Development) program already in 
place in Kansai University is 
planned for 2019. The program will  
be developed in collaboration with 
the Global FD training staff ,  which 
will advise on developments and 
suggest improvements to the 
program. The program will  focus on 
developing critical thinking and 
awareness, organizational skills,  
preparing effective academic 
presentations, and del ivering 
academic presentations.  

KUGF Program Integration 

Students’  Mi -room participation 
rates can be greatly improved if  they 
can see the association between 
attending sessions and how it is  of 
benefit  to them. As such, an 
individual recording system is being 
developed to help keep track types 
and frequency of sessions attended 
by students. This recording system 
can be used by professors interested 

in incorporating this data into their 
students’ overall  grade, as part of 
homework assignments or non-
contact  hours. Students can see the 
benefits,  and make the connection 
between the theoretical and applied 
sides of languages.  
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Introduction 
 
Our society demands high quality 
teaching and learning from teachers. 
Instructors have to possess a great 
deal of knowledge and skills with 
regard to both teaching practices in 
order to meet those demands and 
standards of quality education.  
 
This research report will explore the 
Global Faculty Development Training 
and how this could be greatly 
improved at Kansai University.  
 
Global Faculty Development (FD) 
Training at Kansai University refers 
to initiatives of the Division of 
International Affairs that aim to 
enhance the knowledge and English 
skills of teachers by means of  
orientation, training and support .  
The development training is also 
likely to affect attitudes and 
approaches and may therefore 
contribute to the improvement of the 
quality of the learning and teaching 
process at Kansai University.  
 

Table 1. Number of Participants  

 
The table above shows the increasing 
number of participants attending the 
Global Faculty Development 
Programs offered by the Division of 
International Affairs from 2016 to 
2018. The increasing number of 
participants over the years is a 

testament of the commitment of many 
Kansai University professors in 
developing teaching competency, at 
least in the area of using English as 
a medium of instruction or in 
developing their presentation skills 
for international academic 
conferences.  Many professors believe 
that English skills development is 
essential to both teachers’ education 
and teachers’  professional 
development. They believe it is  
crucial to keep teachers’ knowledge 
up to date, so they can deliver high 
quality teaching using English as the 
language of instruction. And this 
perspective emerged from the study 
done by Emmer and Sabornie (2015) 
on classroom management.  
 

Table 2. Number of Sessions 
 

FD Program 2016 2017 2018 Total  
Workshops 4 5 13 22 

One-To-
One 

Sessions 

57 34 24 115 

 
Moreover, Table 2 shows the number 
of sessions conducted from 2016 to 
2018. From 4 sessions in 2016, it  
went up to 13 sessions in 2018. The 
increasing number of sessions signify 
the commitment of the division in 
providing a regular workshop for 
faculty members. Global FD 
programs have been offered twice a 
month in 2018.  
 
Why Global Faculty Development 
Series? 
 
Teacher skills development is a 
continuous process that enhances  
teachers’ teaching skills, master new 

FD Program 2016 2017 2018 Total  

Workshops 18 13 30 61 

One-To-
One 

Sessions 

10 10 11 31 
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knowledge, develop new proficiency, 
which in turn, help advance  students’  
learning. Studies in the past have 
shown that when teachers are 
effective classroom managers, their 
students achieve at a higher level  
(Omoteso and Samudara, 2011) and 
display more interest in the class 
subject matter (Kunter et al . ,  2007).  
 
English skills development is  
essential to both teachers’ education 
and teachers’  professional 
development, it is  crucial to keep 
teachers’ knowledge up to date, so 
they can deliver high quality 
teaching using English as the 
language of instruction (Emmer and 
Sabornie 2015).   
 
A plethora of research in classrooms 
has indicated that teachers do make 
a significant difference in student 
achievement (Ronfeldt et al . , 2015).  
According to Vermunt (2014),  a 
teacher showing much confidence in 
teaching influences student-learning 
outcome as a result.  In this regard, 
teachers must undergo cognitive and 
metacognitive learning processes in 
order to achieve learning outcome in 
the form of changed beliefs about 
their practice or,  even better, change 
in behavior.  
 
Teachers with high quality teaching 
tend to do and find out more about 
their own craft, pushing out the 
boundaries of their learning and 
teaching, looking for the new topics 
and ways to teach. However, in order 
to achieve their maximum potential,  
ongoing professional development 
should be implemented in their 
schedules. Hence, at Kansai 
University we offer two training 
programs to match the busy schedule 
of the professors.  
 
Teachers provided with proper 
training on up-to-date information 
and new research on classroom 
management, on emerging technology 
tools for the classroom, new 
curriculum resources, and more, 

could become a successful factor to 
their assigned faculty. The best 
professional development is  
described as ongoing, collaborative, 
and connected to and derived from 
working with students and 
understanding their culture 
(Darling-Hammond et al . ,  2017).  
 
Gearing Towards 
Internationalization 
 
According to various authors, 
effective professional development 
trainings should firstly be aware of  

 
and address the specific needs of 
teachers. Once these needs have been 
identified, activities need to be 
properly planned to support teachers 
in applying the knowledge and 
teaching methodology creatively and 
confidently. This professional 
development is a domino effect 
towards internationalization of the 
university. Borko (2004) states that 
the most needed results are achieved 
should the program is prepared and 
planned systematically and is 

Figure 1. Global FD workshop flyer in 
2018. 
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formally presented with the focus on 
enhancement of personal and 
professional growth in the expansion 
of knowledge, skills and positive 
attitudes of the university 
instructors.  
 
To assure professional development 
to proceed successfully and help in 
the internationalization process of 
the university, it  should be a 
continuous process, contributing to 
the general improvement of 
education. Personal development is  
also enhanced by the diversity of the 
teaching corps regarding training,  
background, and needs. Professional 
development does not only require 
the informal and spontaneous 
learning of teachers from one another 
(Pianta et al .,  2012) but also relies on 
the prior knowledge,  wealth of 
potential and experience of each 
participant, which can be built upon 
and incorporated into further 
initiatives (Stronge et al .,  2011).   
 
Practical workshops, sharing and 
obtaining existing knowledge and 
skills with others during the training 
workshops are valuable tools for 
change and improvement. Programs  
must therefore cater for this 
diversity so that the needs of all  
participants can be met (Emmer, & 
Sabornie, 2015).  
 
The Future of Global FD Training at 
Kansai University 
 
Clarity of the training goals  is  an 
essential motivator for a successful  
workshop. Before the commencement 
of training, planners of training 
programs should reflect on what they 
wish to accomplish through training. 
Do they, for example, want all  
teachers to develop a desire for 
lifelong learning, to update 
knowledge and/or to be the best 
teachers possible?  
 
The literature indicates that 
teachers do not necessarily see 
teacher training as a lifelong process 

of critical thinking, reflection and 
self-direction. They often rely on rote 
learning of meaningless facts in their 
preparation for the teaching 
profession (Emmer, & Sabornie, 
2015).   
 
The purpose of Global FD Training 
programs at Kansai University 
should be to both enable and support 
teachers, wherever they teach or 
whatever their professional 
background is and to provide the best 
possible instruction so that they 
become excellent by gaining 
competence, confidence, commitment 
and a sense of the joy of teaching.  
 
Assessment should therefore be an 
integral part  of continuous 
professional training and the teacher 
must be given the chance to discuss 
with others what has been done. In 
support of this statement, Stronge 
and his co-authors (2011) contend 
that, guidance, support by one's  own 
'peer group',  and formative 
assessment must be integrated into 
professional development.  
 
Summary 
 
Successful  Global FD Program at 
Kansai University  is dependent on  

 
the implementation of the following 
principles.  Regarding the workshop 
itself:  the objective should always be 
focused on facilitating the 
university`s internationalization -at-

Figure 2 . The Global FD Series 
conducted in Spring 2018 



― 172 ―

関西大学高等教育研究　第10号　2019年３月

home program. Those include but not 
limited to the general improvement of 
education; formal and systematic 
planning of the workshop; stating 
and clarifying the aim of the 
workshop; focusing on critical  
thinking, reflection and self -
direction; developing excellence by 
means of competence, confidence and 
enjoyment and adhering to teachers'  
contextual needs.  
 
It is also important to consider with 
great effort the personal value for 
teachers that require focusing on 
teacher orientation, training and 
support; providing and broadening 
new knowledge and skills and the 
creative use of these; fostering 
positive attitudes and enhancing 
personal and professional growth.  
 
Finally, the focus of the Global FD 
should also focus on the teachers'  
teaching approach: seeing 
development as a continuous process, 
using the diversity of the  group and 
thus allowing for flexibility; sharing 
the existing knowledge and 
experience of the group; realizing the 
importance of assessment; and 
enhancing support of the peer group.  
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「学習支援」をテーマとした海外文献から学ぶ我が国における学習支援の方向性 
The Suggestion of Leaning Support in Japanese Higher Education  

Based on the Foreign Research books 
 

岩﨑千晶（関西大学教育推進部） 
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千葉美保子（甲南大学共通教育センター） 
竹中喜一（愛媛大学教育・学生支援機構） 

要旨 
本稿では、学習支援をテーマとした特に優れた海外文献を選択し、学習支援や学生スタッフの育

成の動向について北米の状況を紹介するとともに、海外文献の知見をもとに、今後の日本におけ

る学習支援が目指すべき方向性について提案することを目的とする。その結果、北米の知見から

は、チュータリングやチューター研修において、理論と実践の往還を重視した取り組みが実施さ

れていること、またそこにはチュータリングの質を保証するための資格制度が影響していること

を提示した。今後は日本の状況に合わせて北米の知見から学びつつ独自の視点を組み込んでいく

必要性、ならびに、チューターを評価するための評価活動も問われることになることを指摘した。

さらに ICT を活用した学習支援を行うことで、これまで蓄積された相談のデータを分析し、支援

内容に活用することの必要性を示した。 
 
キーワード 学習支援、ライティングセンター、チュータリング、研修プログラム、高等教育／ 

Learning Support, Writing Center, Tutoring, Training Program, Higher Education  
 
1. はじめに 
文部科学省は「2040年に向けた高等教育のグラ

ンドデザイン」に関する答申を提示し、今後の高

等教育がどう変化していくのかを明らかにしよう

としている（文部科学省 2018）。答申は学習者が

何を学び身につけることができるのかを明確にし、

学習成果を学習者が実感できる教育を行う必要性

を提示している。その一方で、18 歳人口は 2040

年には現在の7割程度に減少することを指摘し、

今後大学は規模の適正化を図り、教育の質向上を

維持することが重視だとも提示している。この答

申からは、文部科学省が教育の質保証を重要視し

ていることがわかるが、より多様な学生が入学す

る傾向にあるため、正課にとどまらず、正課外に

おいても多様な学習者にする教育の質保証を重視

していることが受け取れる。今後、大学は多様な

学習者への質の保証や、向上を目指すため、学習

支援や学習環境を整えていく必要があるといえる。

その際、北米での実践が参考になると考えている。

北米は 1960 年代から学習支援を実施している。

当初は低所得者層を対象とした学習支援が展開さ

れていたが、1970 年代ごろから全学生を対象とし

た学習支援を始めている。 
学習支援には、書く力、数的な知識を育むため

の教育プログラムを提供する「①アカデミックス

キル育成プログラム」、学習支援室やライティング

センターにおいて授業外に学習相談ができる「②

学習支援」、「③学習教材の提供」、大学生活に関わ

る「④学生支援」、「⑤奨学金制度」の 5つがある

（Kerstiens1995）。大学はアカデミックスキル育

成プログラムのような正課における学習支援に加

え、授業外に相談ができるライティングセンター

や学習相談センターにおける学習支援、学習教材

の提供等、正課外においても学生を支援し、教育
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の質を保証する取り組みを実施している。より質

の高い学習支援を提供するため、北米では

CLADEA（Council of Learning Assistance and 
Developmental Education Associations ） や

CRLA （College for Reading and Learning 
Association）等の組織が教育研究知見を蓄積して

いる。このように、学習支援に関しては北米にお

ける研究知見が蓄積されており、そこから日本が

学ぶべきところは多々あるといえよう。そこで本

研究では、北米の学習支援を扱った海外文献を３

冊取り上げ、その内容を紹介するとともに、そこ

での知見から我が国が学び、今後目指すべき方向

性を明らかにすることを研究の目的とする。特に

日本でも重要視されている「書く力」を育むこと

を支援しているライティングセンターに着目した

学習支援を中心に取り上げる。 
 
2. 文献の概要 
 北米における学習支援は日本よりも早い時期か

ら実施されているため、教育実践事例や研究知見

が蓄積されており、多数の文献が執筆されている。

本稿では、これらの文献の中から特に優れており、

参考になると考えた「Handbook for Training 
Peer Tutors and Mentors」「The Bedford Guide 
for Writing Tutors」「The Longman Guide to 
Writing Center theory and Practice」を取り上げ

る。 
まず「ピアチューター、ピアメンターの育成（以

下チューター、メンターとする）」について書かれ

た「Handbook for Training Peer Tutors and 
Mentors」を取り上げる。本書は学習支援を提供

し、学習支援に対応するチューターやメンターの

育成を担う高等教育の組織が多数参加している北

米の学術団体であるCRLAが2012年に出版して

いる。 
次に「ライティング支援」の中でもライティン

グに携わるチューターの育成をテーマにした

「The Bedford Guide for Writing Tutors」を取り

上げる。1994 年に初版が出版され、2015 年に第

6 版が出版されている。長い間、多くのライティ

ングセンターにおいてチューターを育成するため

に読まれている文献である。 
最後に 2007 年に出版された「The Longman 

Guide to Writing Center theory and Practice」を
取り上げる。本書は、ライティングセンターにお

ける理論と実践について記述している。学習支援

をテーマとした本は実践に基づいた議論が展開さ

れていることが多いが、本書においてはライティ

ング支援の理論についても触れており、研究者に

とっても役立つ著書である。 
 これらの章立てについて紹介するとともに、特

色のある章や節を紹介する。そこでの知見をもと

に考察を加え、今後の日本の学習支援において活

用できることや方向性について明示する。 
 
3. Handbook for Training Peer Tutors and 
Mentors 
 「Handbook for Training Peer Tutors and 
Mentors」は、CRLA 出版によるチューター、メ

ンターを育成するためのトレーニングを取り上げ

たハンドブックである。CRLA は、高等教育にお

けるリーディング、学習支援、チューター、メン

ターの教育に関心のある個人が参加できる組織で、

「学生による学びの質を高めるため」また「会員

の成長を促すため」に、アイデア、方法、情報を

共有する場の提供を目指している（CRLA2019）
（注 1）。具体的には、年次大会の実施、学会誌の

発行、メンターやチューター向けのトレーニング

認証プログラムの提供等を行っている。 
 本書は、チューターとメンターを教育するトレ

ーナー向きの内容となっているものの、チュータ

ー自身も利用できる内容である。出版を行った

CRLA は 1996 年にKaran Hancock、Tom Gier
によって第一弾となる CRLA Tutor Training 
Handbook を完成させたが、その後、内容を補足

し本書の出版に至った。本書は第 1章「高等教育

におけるチュータリング、メンタリング、研修の

もとになる理論」第 2章「チューター、メンター
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研修の方法」第 3 章「一般的な研修の項目」第 4
章「チューター研修の項目」第 5章「メンター研

修の項目」第6 章「研修プログラム」の全 6章で

構成されており、111 のモジュールが掲載されて

いる。まずはチュータリング、メンタリングのも

ととなる理論について触れ、その後望ましい研修

の具体的な方法や扱うべき内容を詳細に提示して

いる。 
扱われている内容は、CRLA による認定研修制

度である ITTPC（International Tutor Training 
Program Certification ） と IMTPC 
（ International Mentor Training Program 
Certification）に対応する形になっている。また

本認定研修制度は、CAS（Council for the 
Advancement Standards in Higher Education 
2010）による学習支援の提言がもとになっている。  
「 International Tutor Training Program 

Certification (ITTPC)」 では、レベル1（ノーマ

ル）レベル 2（アドバンスド）、レベル3（マスタ

ー）まで 3段階の認定資格が設定されており、各

レベルに応じた研修制度が用意されている。レベ

ル１では、最低 10 時間の研修が必要となってい

る。研修で扱う項目は、「チューターの定義」「チ

ューターの責務に関する定義」「チュータリングに

関する基本的なガイドライン (do's and don'ts)」
「チュータリングのセッションの始まりと終わり

を成功させるためのスキル」「成人学習理論」「学

習理論・学習スタイル」「アサーティブネス」「困

難な学生への対応」等 15 項目があり、その中か

ら最低 8つの項目を取り上げる必要がある。本研

修は e ラーニング等でも受講が可能であるが、「対

面研修」や「リアルタイムによるオンライン研修」

が 6時間以上必須となっている。加えて、25 時間

以上のチュータリング経験が必要である。また、

チューターの評価も求められており、スタッフが

学生と面談をして評価を決定する必要がある。日

本では、名桜大学語学学習センター（2001 年設立、

2002年CRLA レベル 1認定、2019年現在レベル

1～3）、はこだて未来大学（2019 年現在レベル１）

が認定機関となっている。 
次に各章の内容について概観する。第 1章「高

等教育におけるチュータリング、メンタリング、

研修のもとになる理論」では、まず歴史的な視座

からピアチューター、ピアメンターの研修を紹介

している。その後、学習支援研修で扱うべき事柄

の前提となる認識論的信念（Epistemological 
Belief）、学習方略、動機づけ、自己調整学習、生

涯学習（大人の学習）等の理論を扱っている。学

習支援では学生が自ら課題に気が付き、目標を立

てて、課題を解決していく力を培うことを目指し

ている。そのため「学習プロセス」「学習に対する

考え方」「学習方略」を提示し、チューターが「学

習者が学ぶプロセスを支える」振る舞いをするた

めの前提となる理論を提示している。例えば、認

識論的信念は、知識観と似ており、知識の習得や

知ることに対する個人の見方を指している

（Hofer & Pintrich 1997)。チューターが介入す

ることで、学習者の認識論的信念をより洗練した

ものに変更することができるという考えから、こ

うした理論を学ぶようになっている。ほかにも、

チッカリングによる学生の成長における7つのベ

クトルを提示し、学生が成長するプロセスについ

て述べている。またブルームによるタキソノミー

を取り上げ、知識の領域や階層性について紹介し

たり、ヴィゴツキーによるコミュニケーションス

キルとしてのアクティブリスニングや質問スキル

について学ぶことを提案したりしている。ほかに

も「どのようにすれば、学生が学ぶことができる

のか」といった学習方略のモデルについて学ぶこ

との重要性も提示している。 
第 2章「チューター、メンター研修の方法」で

は、具体的にどのような教育方法を用いてチュー

ターを育成していけばよいのかについて、ロール

プレイング、チューターやメンター研修用のカリ

キュラムの作成等について、各大学の事例を取り

入れながら紹介している。例えば、Way（2012）
はシナリオトレーニングについて記述している。

シナリオトレーニングでは、MacDonald（2000）
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によるチュータリングサイクルの 12 ステップを

もとに、研修を企画する側が「①学習者への挨拶、

②相談内容の明確化、③相談内容の整理、④今回

取り上げる相談内容を明確にする、⑤相談内容を

決める、⑥課題について考える、⑦学習者が相談

内容を整理する、⑧学習者が相談のプロセスを整

理する、⑨「⑦・⑧」の内容を確認する、⑩学生

に次にすべき事柄を尋ねる、⑪次のセッションの

予定を調整する、⑫クロージング」に基づいてシ

ナリオを作成する。研修ではチューターが、それ

ぞれのステップにおけるアイデアや、質問や起こ

りうる状況についての意見を出し合い、各ステッ

プにおけるポイントについて発表しあう。話し合

った意見を実際の業務に結び付けていくという方

法である。 
また、新人チューターをどう育成するのかに関

しては、Utah Valley 大学の事例を紹介している

（Wagoner 2012）。Utah Valley 大学では、チュ

ーターが単に Do’s と Don’ts を確認するだけでは

なく、具体的にDo’sをするには、どのようにふる

まえばよいのかや、Don’ts をしないように気を付

けるにはどうしたらよいのかを先輩チューターが

後輩チューターに伝える Advice for the New 
Guy/Gal （AFNG）を提案している。こうした研

修を通して、新人チューターはワークプレイスの

文化についても学んでいくという効果が指摘され

ている。 
第 3章「一般的な研修の項目」では、チュータ

ーとメンターの双方を対象とし、「A：コミュニケ

ーションと関係性づくり」「B：権利と責任」「C：
教育資源の活用」「D：多様な学生への対応」「E：
学習理論」の 5 領域において 40 モジュールを提

供している。これらのモジュールは、ITTPCの認

証要件となっている「基本的なチュータリングの

ガイドライン・チュータリングにおける Do’s、
Don’ts」「開始時と終了時におけるチュータリング

セッションを成功に導く技法」「ゴールの設定とプ

ラニング」「スタディスキル」「クリティカルシン

キングスキル」「チュータプログラムにおけるコン

プライアンス」「問題解決におけるモデルづくり

（modeling problem solving）」を実施するために

参考になる具体的な研修が提示されている。 
第 4 章「チューター研修の項目」では「A：チ

ュータリングセッション」「B：戦略的な学習方法」

「C：チュータリングで扱う科目」の 3 領域にお

いて 29モジュールが提供されている。 
例えば「B：戦略的な学習方法」では、セッシ

ョンにおけるゴール設定をすることの重要性につ

いて述べられている。ゴール設定は、何をいつ実

施すればよいのかを学習者自身が把握することに

つながるため、学習の見通しを持たせられるとい

う良さが指摘されている。またこれは学習者のモ

チベーション向上にもなると示され、セッション

のプロセスにおけるゴール設定や次のセッション

の予定の書く等のステップがなぜ重要なのかに関

する解説が提示されている。 
別の事例では、学習支援では自律的な学習者の

育成を目指しているため（Gattis 2000 、 
MacDonald 2000）その時に理想的なことは、チ

ューターがなるべくサポートを与えないこと、あ

るいは、学生がほとんどの活動責任をもって行う

ことであるといえる（Brooks 1991）。しかし、一

方でこういった必要最小限のチューター活動に対

して、チューター自身が学生を助けることができ

ないとストレスを感じることもある。そこで、ノ

ースカロライナ州立大学の Undergraduate 
Tutorial Center（Toms 2010）は、学習者の能

力と自律的に学んでいるかを軸にした Structure 
Matrix を開発し、それぞれのカテゴリーに当ては

まる学生に対してチューターのサポート度合いや

ゴールを設定している。Matrix を参考にすること

で、学生が自分で活動するように促すとともに、

チューターがより生産的な活動に向けてチュータ

ーの判断（支援の度合い）を補助することを目指

した。以上のように第 4章では具体的な研修の事

例がいくつも紹介されている。 
第5章「メンターのトレーニングトピック」は、

IMTPC の内容が取り上げられており、第 3 章や
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第4章で取り上げられている内容を補う形で7モ

ジュールが提供されている。具体的には、①メン

ターの役割と責任、②セッションの目標設定とメ

ンタリングセッション、③メンタリングの実践、

④タイムマネジメントと目標設定、⑤困難なメン

タリングへの対処、⑥学生のキャリア支援、⑦危

機や失敗を成功に導くための学生対応について述

べられている。 
第 6章「研修プログラム」では、学生スタッフ

の選抜、予算の確保、メンター、チューター制度

の評価等、メンターやチューター研修を支える事

柄について取り上げられている。例えば、チュー

ターの評価の1 つとして、チューターの振る舞い

をよりよくするために、観察プロトコルが取り上

げられている。観察プロトコルでは、チューター

の具体的な行動が提示されており、それに対する

コメントをチューター自身あるいはチューターに

対する評価者が付与する。行動としては、「これま

での活動を確認する」「ゴールを設定する」「適切

な問いを投げかける」「待ち時間を設ける」タスク

をいくつかのステップに分ける」等のタスクを解

決するための振る舞いに加えて、「名前で学習者に

話しかける」「前向きな態度でセッションを始め

る」「辛抱強さを表す」等、社会心理的に学習者を

サポートするための振る舞いも記載されている。 
 このように「Handbook for Training Peer 
Tutors and Mentors」は全6 章をとおして、ピア

チュータリング、メンタリングに関する理論的な

背景、研修で扱うべき具体的な項目やその方法に

ついて網羅的に記載され、すぐに実践に活かすこ

とができる良著であるといえる。 
 
4. The Bedford Guide for Writing Tutors 
 国内においてライティングセンターの設置やラ

イティングに関する学習支援の取り組みが展開さ

れている中で、ライティングに携わるチューター

が、どのようにさまざまな背景を持つ学習者に対

応するべきかは、常に関心の高い問題であるとい

える。 

本節で紹介する「The Bedford Guide for 
Writing Tutors」は、ライティングセンターディ

レクターおよびライティングチューターに対する

実用的なハンドブックである。本書は全9 章と付

録 4点で構成されている。以下各章を概観し本書

の特徴を述べる。 
 第 1 章は、「職場としてのライティングセンタ

ー」をテーマとし、チューターが持つべき 3つの

プロフェッショナリズムと7つの役割について解

説されている。まず、学習者に対しては、親切な

対応や秘密を守る等、プロフェッショナルとして

のチュータリングの技術や態度があることを述べ

ている。チュータリングにおいては、チューター

はコーチやコメンテーターとして「タテ」の関係

だけでなく、協同の相手といった「ヨコ」の関係

にもなる。そして、学習者の幅広いトピックの文

章に対しては、チューターもまた学習者として楽

しみながら学ぶことを勧めている。また、学習者

以外にも他のチューターや教員に対するプロフェ

ッショナリズムにも言及している点が、この章の

特徴である。ライティングセンター全体の運営や

発展に貢献しようとする姿勢や、課題を提示した

教員の評価基準等が重要であるという。 
 第 2章は、チュータリングの開始から終了まで

の一連の流れにおいて学習を促す方法を紹介して

いる。例えば、開始時には学習者がすぐに修正し

たり考えたりできるように、紙あるいは PC を学

習者の手元に置いておくようにする、といったも

のである。また、1 回のセッションにおける問い

かけや学習者の反応への注意の払い方、あるいは

間のとり方について、具体的な会話例や手順を示

しながら紹介している。さらに、チュータリング

に必要な知識を全て習得することは不可能である

ことに言及した上で、チュータリングに有用な参

考図書を積極的に活用することも推奨している。

そしてこの章の最後には、セッションの上手な終

わり方についても解説している。終了の 5～10分

前には終了が近いことを知らせて、残りの質問を

するよう促す等、修正を進める助けになるための
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方法を示している。このように、本章には学習者

中心の視点でチュータリングを効果的に進めるた

めの方法が、豊富に紹介されているといえるだろ

う。 
 第 3章では、ライティングセンターの設備や手

続きといった環境の違いにかかわらず、学習者が

書く過程において支援を求める部分には、共通し

ていることがあると指摘している。その共通部分

について、どのようなチュータリングをすればよ

いかを解説している。例えば書く前の段階であれ

ば、特に思考やアイデアの焦点を絞るために、ブ

レーンストーミングを行い、図を用いて整理する

ことが重要である。本文には、学習者の出したア

イデアを深めたり、アイデア同士を関係づけたり

する問いかけやワークを紹介している。草稿の執

筆や修正の段階においても、書かれたものに対し

て確認すべきポイントや、書き進めるための適切

な指示等について、具体例を挙げて説明している。 
 第 4章は、チュータリングにおける「ユニバー

サルデザイン」とは何かを考える部分となってい

る。前半は、学習者の年齢、能力等にかかわらず

共通して考慮すべきことについて解説している。

例えば、学習者の学習スタイルに合ったチュータ

リングが求められることや、学習者がチュータリ

ング以外に抱える友人関係や専攻の選択等の不安

といったものが挙げられる。さらに、多様な学習

者への対応方法についても述べている。具体的に

は、ライティングの初心者、英語を母語としない

学習者、学習障害を持つ学習者、視覚や聴覚等身

体に障害を持つ学習者、社会人学習者へのチュー

タリングについて取り上げている。ライティング

の初心者に対するチュータリングであれば、1 度

に多くの情報を聞いたり与えたりしないことや、

学習者に書いた内容と意図を説明してもらい、双

方の不一致がないかを確認することを推奨してい

る。 
第 5章では、カリキュラム全体を通じた文章作

成（Writing  Across the Curriculum；WAC）の

学習者へのチュータリングを扱っている。多くの

大学では、カリキュラムを横断し文章を書くこと

が奨励され、英語（国語）やライティングクラス

だけでなく、さまざまな分野において論文・レポ

ートが課されている。チューターは多様な分野の

課題を課された学習者に対面するが、その分野の

専門的知識がなくとも、学習者に対して支援を行

うことが可能である。本章では、リサーチペーパ

ーや科学論文、文献論文や評論等 10 の課題を事

例として取り上げ、各課題のチュータリングにつ

いてチェックリストを交えながら紹介している。 
第 6章では、近年のオンラインチュータリング

の急速な広がりを背景に、NCTE（National 
Council of Teachers of English）のCommittee 
for effective practice in online writing 
instruction の提言をもとに、同期・非同期による

オンライン・ライティング支援の手法とオンライ

ン・リソースの活用方法について取り上げている。 
 第 7章では、学習者個々が抱えるさまざまな状

況の事例とその対処方法を紹介している。例えば

「故意」または「過失」により剽窃を行っている

学習者に対して、チューターは直接的に剽窃を非

難するのではなく、剽窃とはなにか、情報の扱い

方について学習者に説明することが求められる。

そのためには、チューターは、自身の大学の制度

やアカデミックな清廉さ・不誠実さの定義、それ

らを取り決めているガイドラインに精通している

必要があることが述べられている。 
第 8章では、ライティングセンターをフィール

ドとした研究のプロセス（「リサーチクエッション

の考案」、「文献レビュー」、「方法の選択と研究の

実施」、「研究の共有」、「研究成果の発表」）につい

て、具体例を交えながら説明している。本章はチ

ューターやスタッフのライティングセンターでの

活動が研究へとつながる道筋を示している。 
 最終章である第 9章は、全体のまとめとともに

「コミュニティとしてのライティングセンター」

を提唱し、コミュニティ活動への参加を促してい

る。米国の多くのライティングセンターは地域的

なライティングセンター協会に所属しており、約
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10 地域の協会は Web サイトやソーシャルメディ

アを有し、カンファレンスの開催や、ニューズレ

ターの発行、専門的な活動を後援し、指導および

支援を提供している。さらにヨーロッパ（EWCA）
や中東・南アフリカ（MENAWCA）の協会もそ

れぞれの文脈でライティングセンターを支援して

いる。これら地域の協会は、国際ライティングセ

ンター協会（IWCA）と提携しながら展開してい

る。 
 本書はライティングセンターで起こり得るさま

ざまな状況への対応方法を、ケーススタディやチ

ェックリストを用いて実践的に提示している。中

には、アラビア語を母語とする学習者と英語を母

語とするチューターの事例が含まれる等、日本の

文脈に再解釈する必要のある部分もある。しかし、

全体的には、活動を始めて日の浅いチューターの

指針となるだけでなく、経験のあるチューターや

ライティングセンターディレクターにとっても、

これまでの活動を俯瞰して振り返り、チュータリ

ングやライティングセンターの発展につなげるこ

とのできる有益な一冊である。 
 
5. The Longman Guide to Writing Center 
theory and Practice 
ライティングセンターは、レポートや授業発表

資料の作成、卒業論文の執筆を指導・支援する組

織であり、学生の課題探求、情報収集、論理的思

考や表現といった複合的な能力の成長を促してい

る。本書はライティングセンターの理論と実践に

焦点を置いて書かれている。 
本編は全7章から構成されている。第1章では、

ライティングセンターが誕生した「背景と歴史」

について、時代も場所も異なる研究者 5名の原稿

から論じられている。ときに大学やその長との論

争に巻き込まれ、ときに社会の潮流に翻弄されつ

つも、ライティングセンターが「教育の場」へと

成長した過程が語られている。本章では、ライテ

ィングセンターのチューター、アドミニストレー

ター、研究者がこれまでの失敗と成功の歴史を顧

み、ライティングセンターの未来を形作ることの

重要性を指摘している。 
第 2章では、ライティングセンターとそこで指

導・支援に関わるスタッフのあり方を規定する「理

論」にスポットが当てられる。具体的に、「文章で

はなく学生に注目するチュータリング」や「チュ

ーターと学生の協同学習モデル」といった、基盤

となる理論とその構築過程が説明されている。一

方、本章は理論の盲信に留まらない重要性を提示

している。すなわち、ライティングセンターの理

論は場所や文化、ジェンダー、科学技術といった

現実の課題から成り立っていることが指摘されて

いる。現在広く普及している理論はライティング

センターの発祥に伴って
．．．．．．

構築されたものであり、

大学組織や社会の変遷の中で変わりうる
．．．．．

ものであ

ることが述べられている。 
第 3章では、ライティングセンターの「役割」

について論じている。学習支援組織としての立ち

位置－役割の細分化や住み分け、正課プログラム

との連携、独立性、行政上の課題等－を中心に、

複数の大学の事例を参考にまとめられている。ラ

イティングセンターの役割と立場が複数の要素か

ら決まることは自明であるが、第 2章で述べられ

た理論や各大学のライティングセンターが掲げる

教育理念ともかかわるものと捉え、５つの原稿に

よる複数の視点から解釈を試みている。例えば、

実際のチュータリングと組織論を区別して議論す

る、対立する理論を整理する、ライティングセン

ターと正課プログラムのかかわり方から論じると

いった解釈を提示している。さらに、組織内部の

議論から学内の他のプログラムや組織、そして学

外での役割まで、ライティングセンターの運営・

管理者が直面しうる課題とその対応方法を提供し

ている。 
第 4 章では、「チュータリングの理論と実際」

がテーマである。チュータリングはライティング

センターの主要な役割であるため、本章は本書の

核であり、最も多くの事例が取り上げられている。

具体的には、「思考の言語化を促す会話」の理論と
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実践、「直接的－間接的、抽象的－具体的な質問と

返答」等のチュータリング技術、「単語や文ではな

く、文章の構成や理論に着目させる」支援ツール

の開発といったテクニカルな話題から「チュータ

リングの進め方（アジェンダの決定）」「対応が困

難な相談者へのアプローチ」「チューターの研修」

といった運営上重要な話題まで網羅されている。

新任のチューターから経験を重ねたスタッフまで、

チュータリングに関わるメンバーにとって有用な

事例とその理論的枠組みが提供されている。 
つづく第5章から第7章は現在の学習支援が直

面する課題を扱っている。第 5章ではライティン

グセンターの「多様性」について議論されている。

Cooper (1994)はライティングセンターの規模や

役割が大きくなっているにもかかわらず、旧態依

然とした支援方法に留まることの危険性を指摘し

ている。Neff (1994)は、マイノリティや非ネイテ

ィブ等の多様な学生、多様なニーズへ対応するこ

とを提唱している。 
第 6章では「ライティングセンターとライティ

ングの全学的なカリキュラム（WAC）との連携」

について、大学や運営体制の異なる複数の取組事

例をもとに述べられている。WAC の支柱的役割

を果たす全学的なライティングセンターの事例を

中心に取り上げて議論する一方で、ひとつの学部

の組織として WAC へ貢献している事例も紹介さ

れている。本章では、ライティングセンターとカ

リキュラムの連携のあり方は多様で、答えは常に

変わりうることを示しつつも、カリキュラムとの

つながりを考え、議論する必要があることを指摘

している。 
第 7章では、近年になって学習支援の文脈に登

場した「科学技術」を取り上げている。科学技術

を用いた新規の興味深い支援手法やその実践事例

が複数紹介されている。特に Harris & 
Pemberton (1995)によるインターネットを介し

た同期学習支援、オンラインライティングラボ

（OWL）の事例は、今後のライティングセンター

のあり方について重要な指針を提供している。 

本書の特徴として大きく 2 点あげられる。1 点

目は、アカデミック・ライティングの学習支援に

ついてライティングセンターの視点からまとめら

れていることである。ライティングセンターは米

国において 1930 年代に誕生し、当初は文章作成

に不慣れな学生のドロップアウトを防ぐ役割を担

っていた。その後、本書で詳述されている全学的

な学習支援組織へと発展、認知され、アカデミッ

ク・ライティングの全学的なカリキュラム（WAC）
との連携が増加している（Kinkead & Harris 
1993; Waller、 2002）。米国のライティングセン

ターは 90 年近い歴史を経て、学生を継続的に指

導・支援する組織へと発展してきた。一方、日本

のライティングセンターは 2000 年代以降に米国

からの輸入という形で導入された。そのため、設

置当初から全学的な組織と位置付けられる場合が

多いものの（吉田ほか 2010）、導入から日が浅く、

学内での理解やカリキュラムとの連携が米国ほど

深まっていない状況が見られる（木村ほか 2013）。
本書は海外の事例を集約したものであるが、日本

でこれからライティングセンターを設置する、あ

るいは今あるライティング支援機能を拡充する場

合、本書で議論されているライティングセンター

の起源や、障害を乗り越え今に至るその過程、理

論や豊富な実践を俯瞰することは非常に有意義な

ことだろう。  
本書の特徴の2 点目は、時代や場所、運営体制

の異なるライティングセンターの事例が豊富に紹

介されていることである。多くの現場と多様な状

況から抽出された理論やノウハウを知ることは、

読者の大学や置かれている状況に即したライティ

ングセンターの設置、運営を行うことも、あるい

はいくつかの事例をもとにライティングセンター

のあり方を模索することもできよう。特に、ライ

ティングセンターの理論の中核となっている「文

章ではなく学生に注目するチュータリング」や「チ

ューターと学生の協同学習モデル」は指導・支援、

運営にかかわる教職員にとって必須の概念である。

また、チューターの採用、育成を担当するスタッ
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フにとっても、本書は有益な知見となろう。 

 
6. 海外文献から学ぶ日本における学習支援の方

向性 
 本論文で取り上げた 3つの文献からは、北米に

おける学習支援が理論と実践の往還を重視してい

ることがわかる。理論に基づいたチュータリング

やチューター研修を推進し、さらに実践での気づ

きから生成した新しい手法を提案し、学会や研究

論文で共有している。理論から実践へ、また実践

から理論へと往還させることで、様々なモデルや

体系的な研修内容を整備している。その結果、チ

ューターの質を向上し、より効果のあるチュータ

リングを実施することにつなげられていることが

示唆された。この取り組みを発展させた仕組みの

１つとして、CRLA によるチューターやメンター

に対する資格制度が考えられる。資格制度を設け

ることで、チューターの質を保証するとともに、

その質を向上させるための方法が多くの大学によ

る試行錯誤の上に確立されている。しかし、北米

の学習支援はリテンションを目的としていること

が多く、日本の置かれた状況とは異なる部分があ

る。北米の知見をどこまで援用し、またどこから

日本の独自の視点を組み込んでいくべきかを明確

にする必要があるだろう。 
 また CRLA の資格制度ではチューターの評価

活動が求められている。現行では日本の学習支援

を行う組織においてチューターの評価を本格的に

実施している大学は限られている。しかし、今後

チューターの数が増えるにしたがって、チュータ

リングの質を保証するための評価活動も問われる

ことになるだろう。何を評価項目に設定し、だれ

がどう評価するのか、その評価は何のために使わ

れるのかなど検討すべき点は多い。 
 最後に、学習支援における ICT 活用の可能性も

重要になるといえる。取り上げた文献ではオンラ

インラボ、e ラーニング等学習支援において ICT
が導入されている。日本においても先駆的な大学

がオンラインチュータリングを実施しており、今

後さらにこうした取り組みは増加することが予想

される。しかしながら、相談データを蓄積したデ

ータベースを分析し、その結果をもとによりよい

学習支援を展開するのかに関しては十分に議論さ

れていない印象を受けた。これからの展開が求め

られる分野だといえよう。 
これらの文献からは、日本における学習支援が

北米のそれよりも遅れていることが受け取れる。

今後、多様な学習者が大学に入学した際に、学習

支援の取り組みは重要性を増すだろうが、個々の

大学の取り組みだけであれば、蓄積できる研究知

見は限られている。学習支援に取り組む研究者や

実践者が集い、今後の日本における学習支援の将

来像を描いてくことが求められる。 
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学生アスリートに対するライティング学習支援の効果検証

－学習特性に基づく支援方法の検討－

Effects of an Extracurricular Program for Writing Support 
 

多田泰紘（関西大学教育推進部） 
岩﨑千晶（関西大学教育推進部） 

中澤務（関西大学文学部） 
要旨

本研究の目的は、学生アスリートに対するライティング学習支援の効果を検証するとともに、

学習特性に基づく支援方法を検討することである。具体的には、学生アスリート 1 年生を対象と

したアカデミック・ライティングの正課外講習会とライティングセンターによる個別相談対応を

行い、質問紙調査と、ルーブリックによるレポート課題の直接評価を用いてその効果を検証した。

その結果、文章作成に関する意識と知識・技術の向上が観察された。次に、学習アプローチや学

習動機についての質問紙調査を行い、学生アスリートと一般大学生の学習特性を比較した。その

結果、学生アスリートは一般大学生より、特定の学習場面や学習課題への努力や持続性、忍耐を

含む学習意欲は高いものの、学習全般への興味が比較的低く、学習の継続性に課題があることが

示された。その一因として、高校までの学習経験の違いや競技活動中心の生活があると推察され

る。最後に、ライティングセンター個別相談の利用方法に対する希望について調査した結果、学

生アスリートは競技練習などで訪れるキャンパスより、授業を受けているキャンパスでの相談を

希望していた。また、スカイプ等を用いたオンライン相談への心理的抵抗は低かった。このこと

から、正課外での学習支援の効果はあるものの、授業を受けるキャンパスでの相談体制の充実や

オンライン技術を用いた支援がより効果的と考えられる。また、学生アスリートの学習特性を考

慮し、同じ経験を共有する上級生をピアサポーターとして配置するなど、彼らの学習に対する不

安を払しょくし、学習意欲を向上、継続させることが重要と考えられる。 

キーワード 学生アスリート、アカデミック・ライティング、学習支援、学習意欲、学習の継続

性、ライティングセンター／

 
背景

日本のスポーツ振興について、大学に籍を置き

ながら競技活動を行う学生アスリートの教育につ

いて広く議論が行われている。スポーツ庁が 2017
年度に行った調査（1165校対象; 617校回答）に

よると学生アスリートを有する大学は205校に登

り、およそ 3校に 1校は学生アスリートを受け入

れている（文部科学省、2017） 。学生アスリー

トは日常的なトレーニングおよび競技大会への参

加と、学業の両立という二足のわらじを履いてい

るため、学習時間に制約を受ける。また、競技活

動中心の生活という背景から、大学での学びに不

安を感じることも多い。 
学生アスリートの学びについて彼らが在籍する

大学も危機感をもっている。上記スポーツ庁の調

査に回答した過半数にあたる 297 校（52%）が、

「競技活動と学業の両立」を大学スポーツの課題

に挙げている。しかしながら、学生アスリートを

対象とした学習支援を実施している大学はおよそ

70 校（約 12%）に留まっており（長倉、2018）、
学生アスリートの学習支援体制は未整備と推測さ

れる。学習支援体制の整備が遅れる要因のひとつ

として、日本における学生アスリートを対象とし

た教育研究の不足が挙げられる。学生アスリート

の競技活動は正課外で行われるため、その活動が

授業研究や指導方法の要素に組み込まれることは

少なく、一般入試で入学した学生（一般大学生）

と同じ視点から調査・研究が行われてきた。実際
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表 1 文書作成能力向上講習会の概要 
回 内容 課題 

1 回 
レポートと感想文、 
体裁、書き言葉と話

し言葉の使い分け 
文献検索 

2 回 文章構成、引用 アウトライン

作成 

3 回 推敲、修正 文章作成と 
WRC での相談 

 

に、一部の大学が学生アスリートに対するインタ

ビュー調査に基づいて学習支援プログラムを提供

している（長倉、2018）のみである。 
学生アスリートを対象とした指導・支援の方法

として、アカデミックな知識・技術の修得を目的

とするもの以外に、「学業成績の管理・把握」や「授

業欠席時の配慮」といった非学術的な内容も含ま

れる（長倉、2018）。教育研究の対象としては前

者が扱われる。 
教育研究の対象となるアカデミックな知識・技

術のひとつとしてアカデミック・ライティングが

ある。アカデミック・ライティングは大学におけ

る学びの基礎（井下、2013）であると同時に、テ

ーマに沿った課題を探求し、文献から情報を集め、

根拠をもとに自身の主張を組み立て、論理的に表

現する複合的能力である。大学での学びを深め、

論理的思考力、表現力の向上をはかるうえで、ア

カデミック・ライティングに関する知識・技術の

指導と、知識・技術の再構築を促す学習支援の提

供が重要である（井下、2013）。しかしながら、

学生アスリートに焦点を当てた調査・分析や学習

支援方法の実践研究は少なく、これまでの知見か

ら効果的な指導・支援方法を抽出することは困難

である。

研究の目的

本研究の目的は、学生アスリートを対象とした

アカデミック・ライティングに関する学習支援方

法の開発・実践と評価、およびエビデンスに基づ

く支援方法の提案である。 
本研究では、大規模総合大学A 大学の学生アス

リート 1年生を対象に、アカデミック・ライティ

ングに関する正課外講習会とライティングセンタ

ー（WRC）の個別相談対応を実施し、その効果に

ついてレポート課題のパフォーマンス評価を用い

て検証する。また、学習アプローチ、学習動機、

過去の学習経験などの調査と統計的解析を行い、

学習特性を抽出する。ここで抽出された学生アス

リートの学習特性と先行研究で得られている一般

大学生のそれを比較し、より効果が期待される支

援方法を検討する。なお、一般的に、学生アスリ

ートの授業外学習時間は断片化されていると想定

される。上記WRC の個別相談対応の効果と学習

特性を考慮しながら、場所や時間の制限を受けに

くいオンラインによる学習支援方法の可能性につ

いて併せて検討する。

学習支援方法の開発・実践と評価

文章作成知識・技術の講習会

2018年 4、5月に、A 大学学生アスリート 1年

生（121 名）を対象とした、アカデミック・ライ

ティングの正課外講習会を、1 回 75-90 分、計 3
回実施した。講師はWRC の教員が担当した。各

回の講義内容と受講後に学生が取り組む課題につ

いて表 1に示す。 

 
講習会受講前後での学生アスリートの文書作成

に関する意識の変化を明らかにするため、第 1回

講習会受講前と第3回講習会受講後に質問紙調査

を行った。調査項目は表 2に示す 5項目 4段階で

ある。 
回答した学生102名の講習会受講事前事後の平

均値の差について t 検定を行った結果、全調査項

目で有意（P < 0.01）な増加が確認された（表 2）。
このことから講習会は受講生の文書作成に対する

意識の向上につながったと考えられる。一方、「感

想文との違い」以外の項目は、受講後の平均回答

値がいずれも 2 点台（3 点が「できる／自信があ

る」の回答）であった。この結果から、１回の講

習会の効果には限界があり、継続的なライティン

グ指導の必要性が示唆された。 
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表 2  講習会前後での意欲の変化 

調査項目 事前 
平均(±SD) 

事後 
平均(±SD) 

感想文との違い

を説明できる 
2.08 

(±0.64) 
3.061) 

(±0.56) 

テーマ設定につ

いて自信がある 
1.78 

(±0.57) 
2.632) 

(±0.70) 

自分で文献を探

すことができる 
1.92 

(±0.59) 
2.751) 

(±0.59) 

引用方法につい

て理解している 
2.02 

(±0.66) 
2.872) 

(±0.44) 

文章の組み立て

に自信がある 
1.79 

(±0.60) 
2,571) 

(±0.59) 

N=102 
1) 対応のある t検定，2) ウェルチの t検定 

表 3  講習会前後での知識・技術の変化 

評価観点 WRC 訪問時の

平均(±SD) 
提出時の 

平均(±SD) 

文章構成 2.34 
（±0.69） 

3.18 
（±0.48） 

主張の 
提示 

2.04 
（±0.70） 

2.78 
（±0.78） 

証拠の 
記述 

2.20 
（±0.61） 

2.64 
（±0.71） 

文法 2.63 
（±0.66） 

2.97 
（±0.66） 

 
 

 
ライティングセンターでの個別相談

講習会では受講生に対して論証型レポートを課

し、レポート作成後に A 大学 WRC を訪問させ、

個別相談を1回以上受けた後レポートを提出する

よう指示した。A 大学WRC では、専門的な研修

を受けた大学院生チューター（以下チューター）

による文章作成のアドバイスを行っている。本

WRC の理念は、添削による答えの教授ではなく、

学生自ら問題を発見し、考え、解決する力の育成

です。個別相談に際し、チューターは対話形式で

文章の問題点およびその解決方法を学生に気付か

せるよう試みた。なお、チューターは講習会と後

述のルーブリックの情報を事前に共有している。 
学生の知識・技術への個別相談の影響を検証す

るため、WRC 来室時に持参した文章と、個別相

談を受けた後提出したレポートについて、ルーブ

リックを用いて評価・比較した。評価者は講習会

の講師を担当したWRC 教員である。ルーブリッ

クの評価観点として、具体例などを比較的容易に

言葉で明示できる「文章構成」と「文法」、言葉で

説明することが比較的難しい「主張の提示」およ

び「証拠の記述」の 4つを設定し（表 3）、各観点

を 4段階で評価した。なお、これらの観点は講習

会の到達目標および内容と対応しており、受講生

に対して講習会で提示している。 

 
WRC の個別相談を受ける前と後のレポートを

入手できた受講生 98 名について、ルーブリック

評価を行い、個別相談の効果を分析した。具体的

には、各評価観点について事前事後の平均値の差

を t検定により比較した（表 3）。分析の結果、す

べての観点で有意（P < 0.01）な増加が確認され

た。この結果から、文書作成に関するアドバイス

をチューターから受けることは、学生自身が書い

た文章を振り返り、修正する上で恒常的な効果を

もたらしたと考えられる。一方、「主張の提示」と

「証拠の記述」の評価平均値は個別アドバイスを

受けた後も比較的低く、1 回の相談の効果には限

界があることが示唆された。本研究から、WRC
による正課外講習会と個別アドバイスは、学生ア

スリート 1 年生の文章作成に対する意識や知識・

技術の形成に効果があることが示された。 
 
．学習アプローチや動機などの調査・分析

2018年 10月に、A 大学学生アスリート 1年生

（118 名）を対象とした、学習アプローチや学習

動機、過去の学習経験の質問紙調査（前 8 問 85
項目）を行った。各質問の評価尺度および質問作

成時に参考にした文献は表 4 の通りである。 
正しく回答した115名の平均値と標準偏差を表

5 に示す。高校時の学習経験を除く 5 段階回答項
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表 4 質問項目と評価尺度 
問 評価尺度（参考文献） 

1 学習アプローチ（河井・溝上、2012） 
16 項目 5段階 

2 学習動機（浅野、2002） 
5 項目 4段階 

3 予習の仕方（－） 
3 項目 4段階 

4 考動力コンピテンシー（－） 
21 項目 5段階 

5 
エンゲージメント 

（梅本ほか、2016） 
9 項目 5段階 

6 
学習方略の認知 

（中西、2004・伊藤、2009） 
12 項目 5段階 

7 主体的学習態度（畑野、2011） 
9 項目 5段階 

8 高校時の学習経験（－） 
7 項目 5段階 

参考文献の「－」は、A 大学および筆者の独自

開発項目を示す。 

目はいずれも平均値が 3（「どちらとも言えない」

の回答値）を超えており、学習意欲や関与のあり

方（エンゲージメント）、認知においてネガティブ

な傾向は見られなかった。一方、高校時代の学習

経験の2つの尺度項目はどちらも平均値が3を下

回り、大学での学習活動への適応にリスクを抱え

る可能性が示された。学習経験の不足は学生アス

リートの不安を助長する可能性も考えられるため、

１年生に対する指導・支援によるフォローアップ

が求められる。4 段階回答項目の学習動機の継続

意志因子や予習の仕方について、どちらも平均値

が 2.5を下回り、ややネガティブな回答（3は「や

や当てはまる」、2 は「やや当てはまらない」）の

傾向が見られた。学習動機の積極的関与の平均値

は 2.5を超え、学びへの積極性が見られるものの、

予習や学習継続など自律的な学習に不安が見られ

る。正課外学習環境の整備など、積極的な学びに

つながる学習支援の展開が求められる。 

 
 

調査時期、対象とする大学生の学部・学年が異

なるものの、A 大学学生アスリート 1 年生 115名

と一般大学生の平均値の差を、t 検定を用いて比

較した（表 5）。その結果、学生アスリートは一般

大学生（1-4年生 199名；梅本・伊藤・田中、2016）
より、特定の学習場面や学習課題における努力や

持続性、忍耐を含む意欲や関与のあり方「行動的

エンゲージメント」は有意に高く、逆に、学習に

対する興味や楽しさといった感情的反応に関する

意欲や関与のあり方「感情的エンゲージメント」

は有意に低かった。また、学生アスリートは、一

般大学生（学年不明 381名；浅野、2002）より長

期的に学習を継続しようとする意志力「学習動機

の継続意志因子」が有意に低かった。これらの結

果から、学生アスリートは、個別具体的な授業や

学習へは積極的に取り組むものの、学習に対する

興味の低さや不安があり、自律継続的な学習を不

得手としていると推察される。 

ライティングセンターの利用についての調

査・分析

前述のとおり、WRC の個別相談は学生アスリ

ートの文章作成能力の向上に効果があった。この

結果は、個別具体的な課題について意欲的に学習

へ取り組む学生アスリートの特性と矛盾がない。

他方、学生アスリートは学習全体への興味が低く、

継続的な学習に課題を抱えていることが明らかと

なった。先行研究の結果から、教員がWRC の利

用を学生へ指示することで継続的なライティング

学習を促す効果が期待されている（多田ほか、

2019）。学生アスリートの学習支援において、

WRC の利便性は重要な要素といえる。 
A大学の学部生が所属するキャンパスは4か所

ある。WRC も 4 か所のキャンパスそれぞれに設

置されているが、開室時間や一度の利用可能人数

は各々異なっている。なお、学生はすべてのWRC
を利用することができる。 
学生アスリートは、それぞれが所属するキャン

パスで授業を受ける一方、競技の練習やミーティ

ングなどで他のキャンパスを頻繁に訪れる。その 
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表 5 尺度項目ごとの平均値と標準偏差 
尺度項目 平均値±標準偏差 

深い学習アプローチ 3.46±0,98 
(3.65±0.71) 

浅い学習アプローチ 3.05±1.05 
(2.99±0.58) 

学習動機の積極的関与 
因子 

2.55±0.89 
(2.40±0.80) 

学習動機の継続意志因子 2.20±0.89** 
(2.61±0.83) 

予習の仕方 2.39±0.88 
(－) 

考動力コンピテンシー 
【自律力】 

3.35±0.88 
(－) 

考動力コンピテンシー 
【人間力】 

3.55±1.02 
(－) 

考動力コンピテンシー 
【社会力】 

3.58±0.94 
(－) 

考動力コンピテンシー 
【国際力】 

3.12±1.16 
(－) 

考動力コンピテンシー 
【革新力】 

3.33±0.93 
(－) 

考動力コンピテンシー 
【リテラシー】 

3.31±0.97 
(－) 

行動的エンゲージメント 3.68±0.95** 
(3.32±0.66) 

感情的エンゲージメント 3.07±1.02* 
(3.30±0.72) 

学習に対する有効性 
の認知 

3.42±0.95 
(－) 

内発的価値 3.67±1.00 
(3.51±0.79) 

主体的学習態度 3.25±1.04 
(3.20±0.78) 

高校時AL 体験 2.94±1.23 
(－) 

高校時文章作成経験 2.66±1.18 
(－) 

下線は 4段階で回答する項目を示す。 
いずれも数値が高いほど意識・態度の強度が高

いことを示す。 
 ( ) 内は先行研究における一般学生の数値。 
*先行研究の結果より 5％有意に高い・低い 
**同、1%有意に高い・低い 
－はA 大学および筆者の独自開発項目。 

表 6 WRC 利用に関する質問項目と選択肢 
問 質問項目と選択肢 

1 主に授業を受けているキャンパス 
【キャンパス名を 1つ選択】 

2 
授業の無い時間に最もよく滞在する 

キャンパス 
【キャンパス名を 1つ選択】 

3 WRC の利用に都合が良いキャンパス 
【キャンパス名を 1つ選択】 

4 

スカイプ等を用いた 
オンライン相談についての利用希望 

選択肢 スカイプなどを使いなれてお

り、抵抗がない

選択肢 スカイプなどを使いなれてい

るが、相談は直接会ってしたい

選択肢 スカイプなどを使いなれてい

ないが、便利なのでやってみたい

選択肢 スカイプなどを使いなれてい

ないため、やりたくない 

 

 

ため、学生アスリートは授業を受けるキャンパス

以外でのWRC の利用機会が多いと考えられる。

そこで、2018 年 10 月、A 大学学生アスリート 1
年生（103 名）を対象に、質問紙による各キャン

パスのWRC の利用希望調査を行った。また、合

宿や大会参加などで学外への長期滞在することも

考えられるため、オンラインによる利用相談を希

望するかどうかも併せて調査した。質問項目およ

び選択肢は表 6の通りである。 

 
回答結果を表 7に示す。この結果から、キャン

パス I は所属学生が多いだけでなく、授業のない

時間に他キャンパスの学生が多く滞在していると

考えられる。一方、キャンパス II-IV は授業のな

い時間は所属学生の滞在が減少すると推測される。

授業を受けているキャンパスを「WRC の利用に

都合が良い」と回答した学生の割合は 83.5%
（86/103）、授業以外の時間に滞在するキャンパ

スを同様に回答した学生の割合は72.8%（75/103）
であった。χ二乗検定の結果、有意（P < 0.05）
に授業を受けているキャンパスでのWRC の利用

を望む割合が高かった。なお、キャンパス II の

WRC は、「利用に都合が良い」と回答した学生数
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表 7 各キャンパスWRC の利用希望 

質問項目 キャンパス 
I II III IV 

主に授業を受けている

キャンパス* 57 7 4 35 

授業のない時間に最も

よく滞在するキャンパ

ス 
92 3 0 8 

WRC の利用に都合が

良いキャンパス 69 9 3 22 

*所属学部があるキャンパスを指す。 

表 8 オンライン相談に対する利用希望 
選択肢 回答数 

スカイプなどを使いなれており、抵

抗がない
9 

スカイプなどを使いなれているが、

相談は直接会ってしたい
3 

スカイプなどを使いなれていない

が、便利なのでやってみたい
46 

スカイプなどを使いなれていない

ため、やりたくない
42 

その他／無回答 3 

 

が、所属学生数を上回っている。これはキャンパ

ス II が市中心部に立地し、複数の鉄道駅、バス停

があるなど、他キャンパス生の通学経路になって

いるためと考えられる。調査の結果、多くの学生

アスリートが所属学部のあるキャンパスでの

WRC の利用を望んでいることから、継続的な

WRC の利用を促すうえで、各キャンパスの所属

学生数を考慮した開室、相談体制の整備が重要と

考えられる。 

また、スカイプ等を用いたオンライン相談に対

する利用希望を聞いた回答結果を表 8 に示す。回

答した学生アスリート 103 名のうち、「スカイプ

などを使いなれていない」と回答した割合は

85.4%（88/103）であったが、オンライン相談に

「抵抗がない」または「便利なのでやってみたい」

と回答した学生は全体の半数以上（55名）となっ

た。これらの結果から、スカイプなどを用いたオ

ンライン相談は学生アスリートに受け入れられや

すいと考えられる。特に、利用に都合が良いと回

答した学生が多いキャンパス I、IV で、WRC の

開室時間や対応チューターを確保できない場合、

オンラインによる相談は有効な学習支援方法であ

ろう。 
 

まとめと課題、展望

本研究により、学生アスリートを対象としたラ

イティング学習支援として、正課外講習会と

WRC による個別相談の双方に効果が認められた。 

一方で、1 回の受講や相談では、文書作成に対す

る意識や知識・技術の向上に限界があることが示

唆された。そこで、学生が提出したレポートに対

して改善点等のコメントを付してフィードバック

するとともに、次学期に同様の講習会を開催し、

継続的な学習を促した。 
また、教職員からの働きかけがあったとはいえ、

正課外の講習会へ参加し、文章作成課題に取り組

む状況は、学生アスリートの行動的エンゲージメ

ントの高さを示している。一方、一般大学生より

感情的エンゲージメントや学習継続意志が低い理

由のひとつとして、高校までの競技活動中心の生

活が影響していると推察される。つまり、学生ア

スリートは、学校での授業以外の時間を練習や大

会参加に費やし、隙間時間で宿題や予習などを行

ってきたため、継続的な学習の経験が少なく、結

果、授業や個別の課題を短期・集中して行う学習

アプローチを身に付け、学びの継続に至っていな

い可能性がある。今後、スタディ・スキルの重要

性や彼ら自身が学習の効果を感じられる指導・支

援の展開が求められる。例えば、学生アスリート

の上級生をピアサポーターとして配置し、対面、

オンライン双方による学習支援が考えられる。経

験を共有する上級生による支援は、学習への興味

や不安の払しょく、継続的な学習のフォローとな

り、彼らがもっている個別具体的な授業や課題へ

の意欲、関与の高さを自律的な学びへつなげるで

あろう。 
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国立大学法人における教員評価の取組状況 
－アンケート調査結果の分析を中心として－ 

 
岩崎保道（高知大学 ＩＲ・評価機構） 

 
要旨 

本稿は、国立大学法人における教員評価の取組状況について整理し、成果や課題を明らかにす

るものである。その検討方法として、教員評価に関する先行研究を整理し、国立大学法人におけ

る教員評価の取組事例を紹介したうえで、2018 年６月に 86 国立大学法人における大学評価担当

課に対して、教員評価に関するアンケート調査を依頼し分析を行った。 
アンケート調査の目的は、国立大学法人における教員評価の取組状況や成果、課題をまとめ、

大学自らが実施する評価制度を検証することで、今後の制度改善の参考にするためである（調査

主体は筆者（岩崎））。 
アンケート調査の結果、以下の状況が分かった。ほとんどの国立大学法人が教員評価を実施す

るなかで、「教育・研究活動の促進」を教員評価の目的に掲げる法人が９割あり、教員評価の実施

効果として「教員の意識改革」をあげた法人が 7 割あった。しかし、「教員の意識改革」以外に

目立った効果はなく、制度の実施に伴う負担や、制度設計やシステムに関わる課題をあげる国立

大学法人の割合が高かった。教員評価を実施する国立大学法人の８割が第１期中期目標期間

（2004～2009）より実施し、多くの法人が制度実施より 10 年前後を経過している。教育研究へ

の効果が薄いことや、様々な課題が示されている状況より、教員評価の制度改革の必然性は高い

と考える。 
今後の課題として、教員評価を含めた自己点検・評価システムを定期的に検証し、内部質保証

に十分に寄与する制度に転換していく必要がある。 
 
キーワード 教員評価、国立大学法人、アンケート調査／Teacher Evaluation,National 
University Corporation,Questionnaire Survey 

 
1. 国立大学法人における教員評価 
本稿は、国立大学法人における教員評価1の

取組状況について整理し、成果や課題を明ら

かにするものである。その検討方法として、

教員評価に関する先行研究を整理し、国立大

学法人における教員評価の取組事例を紹介し

たうえで、2018 年６月に 86 国立大学法人に

おける大学評価担当課に対して、教員評価に

関するアンケート調査を依頼し分析を行った。 
なお、岩崎（2011）は、国立大学法人にお

ける教員評価の現状を明らかにすることを目

的として、国立大学法人を対象としたアンケ

ート調査分析を行った（回答率 94.2%）2。そ

のことを踏まえ、2018 年に実施したアンケー

ト調査も同様の質問項目を設定した。第４章

では、2018 年の調査結果と 2011 年の調査結

果を比較検討した。 
2004 年度以降、国立大学を取り巻く環境は

大きく変化するとともに、自己点検・評価は

必須の業務となった。 
第１に、2004 年度に学校教育法第 109 条に

おいて、教育研究水準の向上に資することを

趣旨とする自己点検・評価が規定された。こ

のことを背景として、自己点検・評価の取組

の一つとして教員評価を実施する大学が増加

した3。 
第２に、文部科学省は、国立大学法人の教

員評価を推進してきた。具体的には、次の提
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2 
 

言等が行われた。「国立大学改革プラン」

（2013）では、人事・給与システムの弾力化

の趣旨の下、「年俸制の趣旨に沿って、適切な

業績評価体制を整備」するとした4。「国立大

学経営力戦略」（2015）では、自己変革・新

陳代謝の推進策として、「教育研究業績や能力

に応じ、処遇の向上や教育研究環境の保証が

一層なされるよう、メリハリある給与体系へ

の転換と業績評価の充実を進める。」とした5。

「人事給与マネジメント改革の動向及び今後

の方向性」（2018）では、人事給与マネジメ

ント改革の推進策として「研究分野・職種・

年齢層に応じた全学的で厳格な業績評価の実

施と処遇への適正な反映」をあげて、「大学や

学部等のミッションに応じた各教員の的確な

目標設定、また、その業績の適切な評価が、

大学の教育研究力向上、組織強化につなが

る。」等の期待される効果を述べた6。「国立大

学改革の方向性について」（2018）において

は、「人事給与マネジメント改革」として年俸

制が提唱され、その基礎となる業績評価によ

る給与体系のガイドラインを策定することが

予告された7。 
第３に、2004 年度に認証評価が義務化され

たが、その評価基準では、教員評価の実施に

関する項目が定められている。多くの国立大

学法人が受審する大学改革支援・学位授与機

構（旧 大学評価・学位授与機構）の基準３－

２では、「（抜粋）教員の教育及び研究活動等

に関する評価が継続的に実施され、教員の資

質が適切に維持されていること。」とされ、教

員の資質の適切性を維持・担保する手段とし

て教員評価があげられている8。また、同機構

（2017）は、教員評価を教育の内部質保証の

手段として「教職員の活動の点検・評価」を

あげて「教職員が適切な能力を有しているこ

とを確認するための点検・評価を、継続的に

実施する体制や手続きを有することが必要で

ある。」と述べた9。 

このような外的環境の影響を背景として、

教育研究の質的向上や人事考課に反映するこ

となどを趣旨とした教員評価を実施する国立

大学法人の割合が増えてきた。しかし、次章

で紹介する先行研究によると、教員評価に関

わる様々な課題が指摘されている。特に、「教

員評価の有効活用」が大きな問題として指摘

されている。そのことを踏まえ、現状におけ

る教員評価の成果や課題を明らかにすること

は、制度改善の推進に有意義と考えた。 
 
2. 大学における教員評価に関する先行研究 
大学の教員評価に関する調査研究は豊富に

ある。以下は主なものを紹介する。 
嶌田ほか（2009）は、教員業績評価に関す

るアンケート調査を行った10。その結果、課

題として、「評価導入の目的についての教員の

理解」（国立大学の９割）、「評価結果の活用方

法」（国立大学の８割）、「評価実施の負荷」（国

立大学の６割）などを示した11。そのうえで、

｢教員評価制度は、国立大学では導入すること

自体を目的とし、あるいは、多くの大学にお

いて導入自体から生じる教員個人レベルでの

意識改革などに期待した「導入期」を過ぎつ

つあり、導入した評価制度を組織全体の改善

のためにどのように活用するかを視野に含む、

「活用期」に移行しつつあることが示唆され

る｣と述べた12。 
綾（2014）は、制度の構築～導入を進める

過程に着目して制度構築の各所に影響する教

員組織固有の問題を論点として、コンセプト

及び事例を用いて整理した13。 
鈴木（2016）は、教員評価の目的や評価項

目を整理したうえで、医学部の教員評価につ

いては、業務が多岐に渡ることによる業績を

数値化することの困難性を指摘し、課題とし

て評価方法の確立と適正な利用方法の標準化

を示した14。 
岸（2018）は、教員評価の導入の背景を整
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理し、文部科学省が実施した教員評価に関す

る調査結果を踏まえたうえで、「大学法人化
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員のモチベーション向上につなげる形での活

用はまだ進んでいない。（中略）教員評価は

多くの大学に浸透したが、これを今後どう活

用するかという点ではまだ多くの課題を抱え

ているといえる。」と指摘した15。 
このように、教員評価について反映や活用

に係る課題が多くあげられている。このなか

で留意すべきは、嶌田ほか（2009）の調査時

において「教員評価が「導入期」を過ぎつつ

ある」段階であったが、岸（2018）が指摘し

た時点では教員評価結果を十分活用できてい

ない課題があげられた。この結果より懸念さ

れるのは、教員評価の活用に向けた制度改善

が進んでいないのではないか、という点であ

る。そのため、教員評価の成果や課題を明ら

かにする必然性は高いと考える。 
 
3. 国立大学法人を対象とした教員評価に関

するアンケート調査結果 
3.1 アンケート調査の目的、方法等 
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価結果の反映」「教員評価の実施による効果の
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3.2 調査結果 

86 国立大学法人に依頼した結果、70 校よ

り回答があった（回答率 81.4%）。グループ別
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表 1 回答数、回答率【グループ別】（%）n=70 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 計

回答数

回答率（回答
数/依頼数）  

 
表 2 回答数、回答率【地域別】（%）n=70 

地域 北海道・
東北

関東
甲信
越

東海・
北陸

近畿
中国・
四国

九州・
沖縄

計

回答数

回答率（回答

数/依頼数）  
 
アンケート回答校の 70 校中、教員評価の実

施校は 67 校（95.7%）、未実施校は 3 校であ
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言等が行われた。「国立大学改革プラン」
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ある。」と述べた9。 
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理解」（国立大学の９割）、「評価結果の活用方

法」（国立大学の８割）、「評価実施の負荷」（国

立大学の６割）などを示した11。そのうえで、

｢教員評価制度は、国立大学では導入すること

自体を目的とし、あるいは、多くの大学にお

いて導入自体から生じる教員個人レベルでの

意識改革などに期待した「導入期」を過ぎつ

つあり、導入した評価制度を組織全体の改善

のためにどのように活用するかを視野に含む、

「活用期」に移行しつつあることが示唆され

る｣と述べた12。 
綾（2014）は、制度の構築～導入を進める

過程に着目して制度構築の各所に影響する教

員組織固有の問題を論点として、コンセプト

及び事例を用いて整理した13。 
鈴木（2016）は、教員評価の目的や評価項

目を整理したうえで、医学部の教員評価につ

いては、業務が多岐に渡ることによる業績を

数値化することの困難性を指摘し、課題とし

て評価方法の確立と適正な利用方法の標準化

を示した14。 
岸（2018）は、教員評価の導入の背景を整
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ことに加え、教員評価の実施校は１校のみで

あった。そのため、後述するアンケート調査

結果の論考においては、Ｆグループの結果を

割愛した。 
 
表 3 教員評価の実施校、実施割合【グルー

プ別】（%）n=67 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 計

実施数

実施割合（実
施数/回答校）  
 
表 4 教員評価の実施校、実施割合【地域別】

（%）n=67 
地域 北海道・

東北
関東

甲信
越

東海・
北陸

近畿
中国・
四国

九州・
沖縄

計

実施数

実施割合（実
施数/回答校）  
 
教員評価の目的（平均）をみると、「4. 教

育・研究活動の促進」（92.5%）が最も高く、

「1. 査定の手段」は５割であった（表 5）。「6. 
内部質保証への寄与」は３割にとどまってい

た。 
 
表 5 教員評価の目的（複数回答可）（%）n=67 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 平均

1. 査定の手段

2. 教員個人の能
力開発の手段

3. 人事の適正化

4. 教育・研究活
動の促進

5. 社会に対する
説明責任

6. 内部質保証へ
の寄与  
 
教員評価の開始年度（本実施）の計（割合）

をみると、第１期中期目標期間（2004～2009）
が 53 校（79.1%）と最も多かった（表 6）。国

立大学の法人化（2004）とともに、自己点検・

評価の必然性が高まったものと推察される。 
 
 
 

表 6 教員評価の開始年度（本実施）の大学

数、割合（%）n=67 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 計 割合

法人化前
（～2003）

第１期中期
目標期間

（2004～2009）

第２期中期
目標期間

（2010～2015）

第３期中期
目標期間

（2016～2021）

計  
 
教員評価の評価分野（平均）をみると、「1. 

教育」及び「3. 社会貢献・国際貢献」が 100.0%
であり、「2. 研究」（98.5%）、「4. 管理運営」

（97.0%）、「5. 診療」（97.1%）も高い割合で

あった。教育研究が高い割合であることは、

「表 5 教員評価の目的」における「4. 教育・

研究活動の促進」が９割であった背景が関係

していると思われる。 
「6. その他」は、「センター・附属学校」「部

局独自の評価項目」「外部資金獲得」「センタ

ー等ではセンターの設置目的に合致した活

動」「産学連携」「教育研究支援」などの回答

があった。 
 
表 7 教員評価の評価分野（複数回答可）（%）

n=67 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 平均

1.教育

2.研究

3.社会貢献・
国際貢献

4.管理運営

5.診療

6.その他  
 
教員評価の評価者（平均）をみると、「3. 上

位者評価（学部長など）」（85.1%）、「1. 自己

評価」（65.7%）が過半数を超える割合であっ

た（表 8）。 
「5. その他」は「学部等で定める評価者」

「IR 推進本部」などの回答があった。 
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表 8 教員評価の評価者（複数回答可）（%）

n=67 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 平均

1.自己評価

2.学内で組織さ
れる評価委員会

3.上位者評価
（学部長など）

4.第三者評価
（学外の方）

5.その他  
 
教員評価の評価サイクル（平均）をみると、

「（1）１年」（79.1%）が最も高い割合だった

（表 9）。 
「（1） １年」をグループ別にみると、（Ｆ

グループを除き）Ｄグループ及びＥグループ

は 100.0%だが、Ｃグループは 40.0%であり、

グループにより格差が生じていた。 
「（6）その他」は、「年 2 回」「1 年または

半年」「年俸制教員は 1 年」などの回答があっ

た。 
 
表 9 教員評価の評価サイクル（%）n=67 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 平均

（1） １年

（2） ２年

（3） ３年

（4） ４年

（5） 不定期

（6） その他

計  
 
教員評価結果の反映（平均）をみると、「2. 

賞与・一時金・報奨金」（67.2%）、「1. 給与」

（58.2%）、「9. 評価が悪い教員への指導」

（40.3%）の順に高い割合であった（表 10）。 
「2. 賞与・一時金・報奨金」をグループ別

にみると、Ｃグループは 100.0%であるが、

Ｅグループは 55.6%とグループにより格差

が生じていた。 
「10. その他」は、「部局の将来構想の検討

や教員の支援等のための諸施策への活用」「教

育活動の活性化を触発することを目的とした

評価優秀者の講演会」「評価結果を教育職員の

昇給又は勤勉手当の成績率等の決定にあたり、

参考資料として用いることができる」「昇給」

などの回答があった。 
 
表 10 教員評価結果の反映（複数回答可）（%）

n=67 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 平均

1. 給与

2. 賞与・一時金・
報奨金

3. 昇任

4. 雇用継続・任期
延長（雇用に時限
がある者）

5. 教員の基盤的
研究費の配分

6. スペースの配分

7. 教員の一部業
務の免除（研究時
間の確保など）

8. 表彰・賞

9. 評価が悪い教
員への指導

10. その他  
 
教員評価の実施による効果（平均）をみる

と、「10. 教員の意識改革」（71.6%）が最も高

い割合だった（表 11）。その他の項目は全て

過半数を割っていた。「1. 教員の教育力向上」

及び「2. 教員の研究生産性の向上」は共に 3
割であった。また、その他の教育（「3. FD 活

動の活性化・充実」「4. 教育実施体制の改善」

「5. カリキュラムの改善」）や研究（「6. 研究

実施体制の改善」）に関わる項目の割合は２割

以下と低かった。この結果を見ると、「教育・

研究活動の促進」を教員評価の目的に掲げる

国立大学法人は９割（表 5）だが、教員の教

育研究に関わる効果は高くないことが分かる。 
グループ別に見ると、格差が生じている項

目があった（表 11）。例えば、「1. 教員の教育

力向上」及び「2. 教員の研究生産性の向上」

のＢグループとＣグループは過半数以上の割

合であったが、Ａグループは 1 割以下であっ

た。特に、「1. 教員の教育力向上」のＡグル

ープ及びＤグループは共に 0.0%であった（Ｆ

グループを除く）。地域別にみても格差が生じ

ている項目があった（表 12）。例えば、「1. 教
員の教育力向上」及び「2. 教員の研究生産性

の向上」の中国・四国は過半数以上の割合で
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ことに加え、教員評価の実施校は１校のみで

あった。そのため、後述するアンケート調査

結果の論考においては、Ｆグループの結果を

割愛した。 
 
表 3 教員評価の実施校、実施割合【グルー

プ別】（%）n=67 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 計

実施数

実施割合（実
施数/回答校）  
 
表 4 教員評価の実施校、実施割合【地域別】

（%）n=67 
地域 北海道・

東北
関東

甲信
越

東海・
北陸

近畿
中国・
四国

九州・
沖縄

計

実施数

実施割合（実
施数/回答校）  
 
教員評価の目的（平均）をみると、「4. 教

育・研究活動の促進」（92.5%）が最も高く、

「1. 査定の手段」は５割であった（表 5）。「6. 
内部質保証への寄与」は３割にとどまってい

た。 
 
表 5 教員評価の目的（複数回答可）（%）n=67 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 平均

1. 査定の手段

2. 教員個人の能
力開発の手段

3. 人事の適正化

4. 教育・研究活
動の促進

5. 社会に対する
説明責任

6. 内部質保証へ
の寄与  
 
教員評価の開始年度（本実施）の計（割合）

をみると、第１期中期目標期間（2004～2009）
が 53 校（79.1%）と最も多かった（表 6）。国

立大学の法人化（2004）とともに、自己点検・

評価の必然性が高まったものと推察される。 
 
 
 

表 6 教員評価の開始年度（本実施）の大学

数、割合（%）n=67 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 計 割合

法人化前
（～2003）

第１期中期
目標期間

（2004～2009）

第２期中期
目標期間

（2010～2015）

第３期中期
目標期間

（2016～2021）

計  
 
教員評価の評価分野（平均）をみると、「1. 

教育」及び「3. 社会貢献・国際貢献」が 100.0%
であり、「2. 研究」（98.5%）、「4. 管理運営」

（97.0%）、「5. 診療」（97.1%）も高い割合で

あった。教育研究が高い割合であることは、

「表 5 教員評価の目的」における「4. 教育・

研究活動の促進」が９割であった背景が関係

していると思われる。 
「6. その他」は、「センター・附属学校」「部

局独自の評価項目」「外部資金獲得」「センタ

ー等ではセンターの設置目的に合致した活

動」「産学連携」「教育研究支援」などの回答

があった。 
 
表 7 教員評価の評価分野（複数回答可）（%）

n=67 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 平均

1.教育

2.研究

3.社会貢献・
国際貢献

4.管理運営

5.診療

6.その他  
 
教員評価の評価者（平均）をみると、「3. 上

位者評価（学部長など）」（85.1%）、「1. 自己

評価」（65.7%）が過半数を超える割合であっ

た（表 8）。 
「5. その他」は「学部等で定める評価者」

「IR 推進本部」などの回答があった。 
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あったが、九州・沖縄は 2 割であった。 
「11. その他」は、「自己改革」「研究者・

教育者としての人材育成の強化」という回答

があった。 
 
表 11 教員評価の実施による効果【グループ

別】 
（複数回答可）n=67 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 平均

1. 教員の教育
力向上

2. 教員の研究
生産性の向上

3. FD活動の活
性化・充実

4. 教育実施体
制の改善

5. カリキュラム
の改善

6. 研究実施体
制の改善

7. 人事や給与
体系の改善

8. 学内運営体
制の改善

9. 社会貢献活
動の活性化

10. 教員の意識
改革

11. その他  
 
表 12 教員評価の実施による効果【地域別】 
（複数回答可）n=67 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 北海道・
東北

関東
甲信
越

東海・
北陸

近畿
中国・
四国

九州・
沖縄

平均

1. 教員の教育
力向上

2. 教員の研究
生産性の向上

3. FD活動の活
性化・充実

4. 教育実施体
制の改善

5. カリキュラム
の改善

6. 研究実施体
制の改善

7. 人事や給与
体系の改善

8. 学内運営体
制の改善

9. 社会貢献活
動の活性化

10. 教員の意識
改革

11. その他  

 
教員評価の課題（平均）をみると、「4. 費

用や人的労働力の負担」（62.7%）、「1. 評価領

域・指標の策定」（58.2%）、「5. データベース

の構築・活用」（56.7%）などが過半数以上の

割合であった（表 13）。制度の実施に伴う負

担や、制度設計、システム構築に関わる課題

の割合が高かった。 
グループ別に見ると、格差が生じている項

目があった（表 13）。例えば、「5. データベー

スの構築・活用」のＡグループ（81.8%）及

びＨグルーブ（66.7%）などは過半数以上の

割合であったが、Ｃグループ（20.0%）及び

Ｅグループ（33.3%）は過半数を割っていた。

同じ項目を地域別に見ても、関東（75.0%）

及び甲信越（75.0%）などは過半数以上の割

合であったが、近畿（33.3%）は過半数を割

っていた（表 14）。 
「8. その他」は、「長期的な研究の進展を

阻害しかねない」「教員個人評価のため、組織

評価と連動していないため、組織全体の向上

につながらないことがありえる」などの回答

があった。 
 
表 13 教員評価の課題について【グループ

別】（複数回答可）（%）n=67 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 平均

1. 評価領域・指
標の策定

2. インセンティブ
の措置

3. 人事・昇給・
昇進等への反映

4. 費用や人的労
力の負担

5. データベース
の構築・活用

6. 総合（最終）
評価の判断

7. 教員より教員
評価の基礎資料
が未提出

8. その他  
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表 14 教員評価の課題について【地域別】（複

数回答可）（%）n=67 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 北海道・

東北
関東

甲信
越

東海・
北陸

近畿
中国・
四国

九州・
沖縄

平均

1. 評価領域・指
標の策定

2. インセンティブ
の措置

3. 人事・昇給・
昇進等への反映

4. 費用や人的労
力の負担

5. データベース
の構築・活用

6. 総合（最終）
評価の判断

7. 教員より教員
評価の基礎資料
が未提出

8. その他  
 
４. 2018 年調査と 2011 年調査の比較検討 
前章の調査項目は、岩崎（2011）のアンケ

ート調査とほぼ同様であるため、比較検討が

可能であると考えた18。 
教員評価の目的は「1. 査定の手段」（＋31.2

ポイント）、「4. 教育・研究活動の促進」（＋

6.1 ポイント）が高くなった（図 1）。教員評

価結果の反映は、「1. 給与」が 5.1 ポイント

高くなったが、「4. 雇用継続・任期延長（雇

用に時限がある者）」が 7.3 ポイント下がった

（図 2）。教員評価の実施による効果は、「7. 人
事や給与体系の改善」（＋15.8 ポイント）、「2. 
教員の研究生産性の向上」（＋9.6 ポイント）

が高くなった（図 3）。教員評価の課題は、「5. 
データベースの構築・活用」（＋19.7 ポイント）、

「6. 総合（最終）評価の判断」（15.3 ポイン

ト）、「4. 費用や人的労力の負担」（＋12.1 ポ

イント）、「3. 人事・昇給・昇進等への反映」

（＋11.2 ポイント）が高くなった（図 4）。 
以上のように、教員評価結果の反映（図 2）

及び教員評価の実施による効果（図 3）にお

いては、多くの項目の割合が高くなっていた。

また、2011 年調査で示された課題の多くも高

くなっていた（図 4）。なお、「7. 教員より教

員評価の基礎資料が未提出」（－6.8 ポイント）

はやや改善された。 

0 20 40 60 80 100

1. 査定の手段

2. 教員個人の能力開発の手段

3. 人事の適正化

4. 教育・研究活動の促進

5. 社会に対する説明責任

（%）

2018年調査（n=67） 2011年調査（n=80）  
図 1 教員評価の目的の比較（複数回答可） 
 

0 20 40 60 80

1. 給与

2. 賞与・一時金・報奨金

3. 昇任

4. 雇用継続・任期延長（雇用…

5. 教員の基盤的研究費の配分

6. スペースの配分

7. 教員の一部業務の免除（研…

8. 表彰・賞

9. 評価が悪い教員への指導

（%）

2018年調査（n=67） 2011年調査（n=80）  
図2 教員評価結果の反映の比較（複数回答可） 
 

0 20 40 60 80

1. 教員の教育力向上
2. 教員の研究生産性の向上

3. FD活動の活性化・充実
4. 教育実施体制の改善

5. カリキュラムの改善
6. 研究実施体制の改善

7. 人事や給与体系の改善
8. 学内運営体制の改善

9. 社会貢献活動の活性化
10. 教員の意識改革

（%）

2018年調査（n=67） 2011年調査（n=80）  
図 3 教員評価の実施による効果の比較（複数

回答可） 

0 20 40 60 80

1. 評価領域・指標の策定

2. インセンティブの措置

3. 人事・昇給・昇進等への反映

4. 費用や人的労力の負担

5. データベースの構築・活用

6. 総合（最終）評価の判断

7. 教員より教員評価の基礎資…

（%）

2018年調査（n=67） 2011年調査（n=80）  
図 4 教員評価の課題の比較（複数回答可） 
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あったが、九州・沖縄は 2 割であった。 
「11. その他」は、「自己改革」「研究者・

教育者としての人材育成の強化」という回答

があった。 
 
表 11 教員評価の実施による効果【グループ

別】 
（複数回答可）n=67 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 平均

1. 教員の教育
力向上

2. 教員の研究
生産性の向上

3. FD活動の活
性化・充実

4. 教育実施体
制の改善

5. カリキュラム
の改善

6. 研究実施体
制の改善

7. 人事や給与
体系の改善

8. 学内運営体
制の改善

9. 社会貢献活
動の活性化

10. 教員の意識
改革

11. その他  
 
表 12 教員評価の実施による効果【地域別】 
（複数回答可）n=67 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 北海道・
東北

関東
甲信
越

東海・
北陸

近畿
中国・
四国

九州・
沖縄

平均

1. 教員の教育
力向上

2. 教員の研究
生産性の向上

3. FD活動の活
性化・充実

4. 教育実施体
制の改善

5. カリキュラム
の改善

6. 研究実施体
制の改善

7. 人事や給与
体系の改善

8. 学内運営体
制の改善

9. 社会貢献活
動の活性化

10. 教員の意識
改革

11. その他  

 
教員評価の課題（平均）をみると、「4. 費

用や人的労働力の負担」（62.7%）、「1. 評価領

域・指標の策定」（58.2%）、「5. データベース

の構築・活用」（56.7%）などが過半数以上の

割合であった（表 13）。制度の実施に伴う負

担や、制度設計、システム構築に関わる課題

の割合が高かった。 
グループ別に見ると、格差が生じている項

目があった（表 13）。例えば、「5. データベー

スの構築・活用」のＡグループ（81.8%）及

びＨグルーブ（66.7%）などは過半数以上の

割合であったが、Ｃグループ（20.0%）及び

Ｅグループ（33.3%）は過半数を割っていた。

同じ項目を地域別に見ても、関東（75.0%）

及び甲信越（75.0%）などは過半数以上の割

合であったが、近畿（33.3%）は過半数を割

っていた（表 14）。 
「8. その他」は、「長期的な研究の進展を

阻害しかねない」「教員個人評価のため、組織

評価と連動していないため、組織全体の向上

につながらないことがありえる」などの回答

があった。 
 
表 13 教員評価の課題について【グループ

別】（複数回答可）（%）n=67 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 平均

1. 評価領域・指
標の策定

2. インセンティブ
の措置

3. 人事・昇給・
昇進等への反映

4. 費用や人的労
力の負担

5. データベース
の構築・活用

6. 総合（最終）
評価の判断

7. 教員より教員
評価の基礎資料
が未提出

8. その他  
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おわりに 
本稿は「国立大学法人における教員評価の

取組状況について整理し、成果や課題を明ら

かにする」ことを目的として、86 国立大学法

人に対する組織評価に関するアンケート調査

結果の分析を中心とした検討を行い、その結

果を前章に整理した。 
ほとんどの国立大学法人が教員評価を実施

するなかで、「教育・研究活動の促進」を教員

評価の目的に掲げる法人が９割あり、教員評

価の実施効果として「教員の意識改革」をあ

げた法人が7割あった。しかし、「教員の意識

改革」以外に目立った効果はなく、制度の実

施に伴う負担や、制度設計やシステムに関わ

る課題をあげる国立大学法人の割合が高かっ

た。 
グループ別、地域別では、以下の問題があ

った。 
グループ別では、教員評価の目的（表5）に

おける「4. 教育・研究活動の促進」のＡグル

ープ及びＤグループは共に100.0%だが、教員

評価の実施効果（表11）における「1. 教員の

教育力向上」のＡグループ及びＤグループは

共に0.0%だった。「2. 教員の研究生産性の向

上」の割合もＡグループ（9.1%）、Ｄグルー

プ（33.3%）共に低かった。つまり、Ａグル

ープ及びＤグループの全ての大学が目的に教

育・研究活動の促進を掲げていたが、その効

果は、教育は全くなく、研究は低かった。 
地域別では格差が生じている項目があった

（表12）。例えば、教員評価の実施による効果

について、九州・沖縄の「1. 教員の教育力向

上」及び「2. 教員の研究生産性の向上」は、

ともに20.0%であり他の地域に比べ低い割合

であった。一方、教員評価の課題について、

九州・沖縄の項目の多くは他の地域に比べ「1. 
評価領域・指標の策定」（70.0%）や「2. イン

センティブの措置」（60.0%）などは高い割合

であった（表14）。 

教員評価を実施する国立大学法人の８割が

第１期中期目標期間（2004～2009）より実施

し、多くの法人が制度実施より10年前後を経

過している。しかし、教育研究への効果が薄

いことや、様々な課題が示されている状況よ

り、教員評価の制度改革の必然性は高いと考

える。単に「教員評価を実施している」こと

で、取組の成果が評価されることはありえな

い。「教員評価を通じて、教育研究にどのよう

な効果がみられたか」という具体的な根拠が

求められる段階に至っている。 
国立大学法人においては、その存在意義が

強く問われ、「社会改革のエンジン」として高

い付加価値を生み出す機能が求められており、

自己改善が強く求められている。今後の課題

として、教員評価を含めた自己点検・評価シ

ステムを定期的に検証し、内部質保証に十分

に寄与する制度に改革していく必要がある。 
なお、文部科学省が提言した「人事給与マ

ネジメント改革」19が国立大学法人の教員評

価制度に及ぼす影響に注視していく必要があ

る。 
 
註 
                                                 
1本稿でいう教員評価の定義は、大学が独自に定

める教員（個人）を対象とした評価をいう。 
2岩崎保道（2011）「国立大学における教員業績

評価の現状―アンケート調査分析を踏まえて

―」徳島大学『大学教育研究ジャーナル』,8,p.43. 
3 岩崎,同書.の調査結果によると、国立大学法人

で教員評価を実施する大学のうち、法人化

（2004 年度）以降に実施した割合は 91.4%
（n=81）であった。 
4文部科学省（2013）「国立大学改革プラン」,p.10. 
5文部科学省（2015）「国立大学経営力戦略」,p.5. 
6文部科学省 a（2018）「人事給与マネジメント

改革の動向及び今後の方向性」,p.5. 
7文部科学省 b（2018）「国立大学改革の方向性

について」,p.4. 
8大学改革支援・学位授与機構（2017）「大学機

関別認証評価 大学評価基準」,p.5. 
9大学改革支援・学位授与機構（2017）「教育の

内部質保証に関するガイドライン」,p.20. 
10嶌田敏行ほか（2009）｢日本の大学における教



― 199 ―

関西大学高等教育研究　第10号　2019年３月

9 
 

                                                                        
員評価制度の進捗とその課題｣大学評価・学位授

与機構『大学評価・学位研究』,10,pp.61-77. 
11嶌田ほか,同書,p.76. 
12嶌田ほか,同書,p.76. 
13綾高徳（2014）「教員評価制度の構築と導入の

実際─コンセプト及び事例を用いた論点整理─」
同志社大学『評論・社会科学』109,pp.119-154. 
14鈴木敬一郎（2016）「教員業績評価の意義と運

用」兵庫医科大学医学教育センター『医学教育』

47（2）,pp.55-62. 
15岸真由美（2018）「日本の大学における教員評

価の現状（二つの報告書から）」佐藤幸人編『21
世紀アジア諸国の人文社会科学における研究

評価制度とその影響』ジェトロ・アジア経済研

究書,p.64. 
16嶌田ほか,前掲書,pp.65-71. 
17 「財務分析上の分類」について、文部科学省

（2016）「国立大学法人等の平成 27 事業年度決

算について・別紙資料集」,p.14.によると、以下

のように整理されている。 
Ａグループは学生収容定員 1 万人以上、学部等

数概ね 10 学部以上の国立大学法人（学群、学類

制などの場合は、学生収容定員のみ）であり、

13 大学が対象（北海道大学、東北大学、筑波大

学、千葉大学、東京大学、新潟大学、名古屋大

学、京都大学、大阪大学、神戸大学、岡山大学、

広島大学、九州大学）。 
Ｂグループは医科系学部を有さず、学生収容定

員に占める理工系学生数が文科系学生数の概ね

2 倍を上回る国立大学法人であり、13 大学が対

象（室蘭工業大学、帯広畜産大学、北見工業大

学、東京農工大学、東京工業大学、東京海洋大

学、電気通信大学、長岡技術科学大学、名古屋

工業大学、豊橋技術科学大学、京都工芸繊維大

学、九州工業大学、鹿屋体育大学）。 
Ｃグループは医科系学部を有さず、学生収容定

員に占める文科系学生数が理工系学生数の概ね

2 倍を上回る国立大学法人であり、7 大学が対象

（小樽商科大学、福島大学、筑波技術大学、東

京外国語大学、東京芸術大学、一橋大学、滋賀

大学）。 
Ｄグループは医科系学部のみで構成される国立

大学法人であり、4 大学が対象（旭川医科大学、

東京医科歯科大学、浜松医科大学、滋賀医科大

学）。 
Ｅグループは教育系学部のみで構成される国立

大学法人であり、11 大学が対象（北海道教育大

学、宮城教育大学、東京学芸大学、上越教育大

学、愛知教育大学、京都教育大学、大阪教育大

学、兵庫教育大学、奈良教育大学、鳴門教育大

学、福岡教育大学）。 
Ｆグループは大学院のみで構成される国立大学

                                                                        
法人であり、4 大学が対象（北陸先端科学技術

大学院大学、奈良先端科学技術大学院大学、総

合研究大学院大学、政策研究大学院大学）。 
Ｇグループは医科系学部その他の学部で構成さ

れ、A〜F のいずれにも属さない国立大学法人で

あり、25 大学が対象（弘前大学、秋田大学、山

形大学、群馬大学、富山大学、金沢大学、福井

大学、山梨大学、信州大学、岐阜大学、三重大

学、鳥取大学、島根大学、山口大学、徳島大学、

香川大学、愛媛大学、高知大学、佐賀大学、長

崎大学、熊本大学、大分大学、宮崎大学、鹿児

島大学、琉球大学）。 
H グループは医科系学部を有さず、A〜F のい

ずれにも属さない国立大学法人であり、9 大学

が対象（岩手大学、茨城大学、宇都宮大学、埼

玉大学、お茶の水女子大学、横浜国立大学、静

岡大学、奈良女子大学、和歌山大学）。 
文部科学省ウェブサイ

ト:http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/koku
ritu/sonota/06030714.htm,2017 年 1 月 30 日確

認. 
18岩崎,前掲書 pp.47-49. 
19文部科学省 a,前掲書,p.5. 

 

8 
 

おわりに 
本稿は「国立大学法人における教員評価の

取組状況について整理し、成果や課題を明ら

かにする」ことを目的として、86 国立大学法

人に対する組織評価に関するアンケート調査

結果の分析を中心とした検討を行い、その結

果を前章に整理した。 
ほとんどの国立大学法人が教員評価を実施

するなかで、「教育・研究活動の促進」を教員

評価の目的に掲げる法人が９割あり、教員評

価の実施効果として「教員の意識改革」をあ

げた法人が7割あった。しかし、「教員の意識

改革」以外に目立った効果はなく、制度の実

施に伴う負担や、制度設計やシステムに関わ

る課題をあげる国立大学法人の割合が高かっ

た。 
グループ別、地域別では、以下の問題があ

った。 
グループ別では、教員評価の目的（表5）に

おける「4. 教育・研究活動の促進」のＡグル

ープ及びＤグループは共に100.0%だが、教員

評価の実施効果（表11）における「1. 教員の

教育力向上」のＡグループ及びＤグループは

共に0.0%だった。「2. 教員の研究生産性の向

上」の割合もＡグループ（9.1%）、Ｄグルー

プ（33.3%）共に低かった。つまり、Ａグル

ープ及びＤグループの全ての大学が目的に教

育・研究活動の促進を掲げていたが、その効

果は、教育は全くなく、研究は低かった。 
地域別では格差が生じている項目があった

（表12）。例えば、教員評価の実施による効果

について、九州・沖縄の「1. 教員の教育力向

上」及び「2. 教員の研究生産性の向上」は、

ともに20.0%であり他の地域に比べ低い割合

であった。一方、教員評価の課題について、

九州・沖縄の項目の多くは他の地域に比べ「1. 
評価領域・指標の策定」（70.0%）や「2. イン

センティブの措置」（60.0%）などは高い割合

であった（表14）。 

教員評価を実施する国立大学法人の８割が

第１期中期目標期間（2004～2009）より実施

し、多くの法人が制度実施より10年前後を経

過している。しかし、教育研究への効果が薄

いことや、様々な課題が示されている状況よ

り、教員評価の制度改革の必然性は高いと考

える。単に「教員評価を実施している」こと

で、取組の成果が評価されることはありえな

い。「教員評価を通じて、教育研究にどのよう

な効果がみられたか」という具体的な根拠が

求められる段階に至っている。 
国立大学法人においては、その存在意義が

強く問われ、「社会改革のエンジン」として高

い付加価値を生み出す機能が求められており、

自己改善が強く求められている。今後の課題

として、教員評価を含めた自己点検・評価シ

ステムを定期的に検証し、内部質保証に十分

に寄与する制度に改革していく必要がある。 
なお、文部科学省が提言した「人事給与マ

ネジメント改革」19が国立大学法人の教員評

価制度に及ぼす影響に注視していく必要があ

る。 
 
註 
                                                 
1本稿でいう教員評価の定義は、大学が独自に定

める教員（個人）を対象とした評価をいう。 
2岩崎保道（2011）「国立大学における教員業績

評価の現状―アンケート調査分析を踏まえて

―」徳島大学『大学教育研究ジャーナル』,8,p.43. 
3 岩崎,同書.の調査結果によると、国立大学法人

で教員評価を実施する大学のうち、法人化

（2004 年度）以降に実施した割合は 91.4%
（n=81）であった。 
4文部科学省（2013）「国立大学改革プラン」,p.10. 
5文部科学省（2015）「国立大学経営力戦略」,p.5. 
6文部科学省 a（2018）「人事給与マネジメント

改革の動向及び今後の方向性」,p.5. 
7文部科学省 b（2018）「国立大学改革の方向性

について」,p.4. 
8大学改革支援・学位授与機構（2017）「大学機

関別認証評価 大学評価基準」,p.5. 
9大学改革支援・学位授与機構（2017）「教育の

内部質保証に関するガイドライン」,p.20. 
10嶌田敏行ほか（2009）｢日本の大学における教
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今般英語教育改革の中心課題の分析と課題達成のための英語教授法の開発 
Analysis of the central recent subject of the reformation of English education 

and developing the method of English teaching which will be successful subject 
that based on national project. 

中尾瑞樹（関西大学教育開発支援センター） 
毛利美穂（関西大学東西学術研究所） 

 
キーワード 英語教授法、トランスレーション・スキル、CCT/IT、method of English teaching、 

Translation skills、Cross-cultural Training / Intercultural Training 
 
はじめに 
「2020 年問題」として現在も議論の渦中にある、

日本における国家レベルでの英語教育改革につい

ては、文部科学省による有識者会議を経た「今後

の英語教育の改善・充実方策について 報告～グ

ローバル化に対応した英語教育改革の五つの提言

～」（2014）としてまとめられたものを基本的な施

策の基準点として参照することが出来る。 
この提言において、本稿で着目すべき論点・方

向性は、「グローバル化の進展の中での英語力の重

要性」における「社会の急速なグローバル化の進

展の中で、英語力の一層の充実は我が国にとって

極めて重要な問題」という項目である。 
 

 これからは、国民一人一人にとって、異文

化理解や異文化コミュニケーションはます

ます重要になる。その際に、国際共通語であ

る英語力の向上は日本の将来にとって不可

欠であり、アジアの中でトップクラスの英語

力を目指すべきである。今後の英語教育改革

において、その基礎的・基本的な知識・技能

とそれらを活用して主体的に課題を解決す

るために必要な思考力・判断力・表現力等を

育成することは、児童生徒の将来的な可能性

の広がりのために欠かせない。 
もちろん、社会のグローバル化の進展への

対応は、英語さえ習得すればよいということ

ではない。我が国の歴史・文化等の教養とと

もに、思考力・判断力・表現力等を備えるこ

とにより、情報や考えなどを積極的に発信し、

相手とのコミュケーションができなければ

ならない。（文部科学省2014） 
 
上記引用部分は、同提言においてトップ項目に

置かれ、まさに「2020年問題」における抜本的な

英語教育改革の起点および肝要的な柱である。

2021 年度以降の大学入試改革をはじめ英語教育

改革の基本的モチーフ、主題が述べられているの

で、政策リテラシー上、非常に重要なパートであ

る。 
これによれば、その改革上の主要なモチーフは

社会のグローバル化に伴う「異文化理解」や「異

文化コミュニケーション」にある。その中におい

て、「我が国の歴史・文化等の教養」の「情報や考

えなどを積極的に発信」出来る英語によるコミュ

ニケーション能力の育成が、英語教育で求められ

ていることが分る。 
こうした英語教育改革のモチーフは、上記引用

部に続く下記のパートとも連動している。 
 

我が国では、人々が英語をはじめとする外

国語を日常的に使用する機会は限られてい

る。しかしながら、東京オリンピック・パラ

リンピックを迎える 2020（平成 32）年はも

とより、現在、学校で学ぶ児童生徒が卒業後

に社会で活躍するであろう 2050（平成 62）
年頃には、我が国は、多文化・多言語・多民

族の人たちが、協調と競争する国際的な環境
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の中にあることが予想され、そうした中で、

国民一人一人が、様々な社会的・職業的な場

面において、外国語を用いたコミュニケーシ

ョンを行う機会が格段に増えることが想定

される。（文部科学省2014） 
 
すなわち 2020 年の「東京オリンピック・パラ

リンピック」の開催から始まり、2050年頃までに

おいて、 「我が国は、多文化・多言語・多民族の

人たちが、協調と競争する国際的な環境の中にあ

ることが予想され、そうした中で、国民一人一人

が、様々な社会的・職業的な場面において、外国

語を用いたコミュニケーションを行う機会が格段

に増えることが想定される」という、「多文化・多

言語・多民族」社会の到来と、それに伴う「国際

的な環境」の中で、「社会的・職業的な場面におい

て、外国語を用いたコミュニケーションを行う機

会が格段に増える」という前提条件が措定される

ということである。これは社会のグローバル化に

伴う「異文化理解」「異文化コミュニケーション」

の時代の到来を英語教育改革のモチーフとする前

段の内容を、より具体的なかたちでパラフレーズ

したものと考えて良いだろう。 
 
1．今般の英語教育改革が目指すもの 
日本における英語教育改革の中で、稿者が注目

したいのは、今般の英語教育改革のモチーフとし

ての「異文化理解」「異文化コミュニケーション」

が、上述のようなかたちで「我が国の歴史・文化

等の教養」の「情報や考えなどを積極的に発信」

出来る英語によるコミュニケーション能力の育成

とリンクされている点である。 
稿者は今般英語教育改革の要点は、上記の点に

あると考えている。 
すなわち、今般英語教育改革の大前提となる基

本的テーマは、英語によって日本の歴史や文化を

情報発信出来る能力の育成であり、それこそが「異

文化理解」や「異文化コミュニケーション」およ

び「外国語を用いたコミュニケーション」が出来

る人材すなわちグローバル人材を育成するという

ことの主要なポイントなのである。 
もちろん、「多文化・多言語・多民族」社会の到

来における「異文化コミュニケーション」の中に

は、英語以外の諸言語を使用したコミュニケーシ

ョン・スキルの育成についても含意されている。

実際、そのような場面や状況も想定されるが、こ

こでの眼目は、あくまでもタイトルに明記されて

いる通り「グローバル化の進展の中での英語力の

重要性」であり、ターゲット言語は、あくまでも

「英語」なのである。 
それは、上記提言において「英語教育改革の背

景」として別途枠囲みして述べられる「グローバ

ル化の進展の中で、国際共通語である英語力の向

上は日本の将来にとって極めて重要である。アジ

アの中でトップクラスの英語力を目指すべき。今

後の英語教育改革においては、その基礎的・基本

的な知識・技能とそれらを活用して主体的に課題

を解決するために必要な思考力・判断力・表現力

等の育成は重要な課題」という文言において、「英

語」を「国際共通語」とする認識によって、ア・

プリオリな自明の理とされているわけである（文

部科学省 2014）。 
よって、繰り返しになるが、今般英語教育改革

によって第一義的に目指されているものは、「英語」

によって「我が国の歴史・文化等の教養」の「情

報や考えなどを積極的に発信」出来る能力・スキ

ルの育成であり、すなわちこれは、「英語」を駆使

して、日本の歴史や文化を積極的に情報発信出来

る能力・スキルの育成としてパラフレーズされる

ものである。 
さらにパラフレーズするならば、このことは要

するに、日本固有のコンテクストの中にある「日

本史」や「日本文化」を如何に分りやすく「英訳」

して、外国人に伝えることが出来るかという「ト

ランスレーション（翻訳）スキル」の育成という

英語教育上の課題を孕んでいる。 
「日本固有の文化」や「日本固有の歴史」とい

う問題系は、先般の学習指導要領の改訂において

新たに盛り込まれた、社会科・道徳・国語といっ

た科目群における「郷土愛」の育成や日本神話教
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育の導入といった教育行政とパラレルであると言

える（文部科学省2009、各学習指導要領）。また、

2003年 3月 31日付けで中教審および文科省・教

育課程部会外国語専門部会における審議を経て、

文科省よりリリースされた「英語教育改善のため

のアクション」において、将来的な英語教育改革

のヴィジョンの中で、その第 6項目として「国語

力の向上」が盛り込まれ、「英語によるコミュニケ

ーション能力」の育成のため、「すべての知的活動

の基盤となる国語を適切に表現し正確に理解する

能力を育成する」「豊かな人間性や社会性を持ち、

国際社会の中で主体的に生きていく日本人を育成

するためには、思考力を伸ばし、豊かな表現力や

言語感覚を養うとともに、国語への関心を深め、

国語を尊重する態度を育てることが大切である」

とされたことも、「郷土」「日本」といったナショ

ナル・アイデンティティーを尊重する点において、

パラレルな観点から発せられたものであろう（文

部科学省 2003）。 
本稿では、今般英語教育改革における主要な課

題を、上記のような英語による日本固有の歴史や

文化の「トランスレーション・スキル」の育成・

教育上の問題系として把捉する。その上で、如上

の教育上の問題系を、文部科学省や中教審答申の

明確なリリースの為されていない高等教育におい

て、如何に具体的な如上の日本固有のコンテクス

トやバックボーンを有する「日本文化」「日本史」

の「英語」によるトランスレーション・スキルの

教授法を構築出来るかという課題について、具体

的なケーススタディを例示しながら検討して行き

たい。1  
 
2．国際カンファレンスにおける英語によるプレ

ゼンテーションのケースから 
文部科学省における有識者会議を経た「今後の

英語教育の改善・充実方策について 報告～グロ

ーバル化に対応した英語教育改革の五つの提言～」

と題された今般の英語教育改革の明示的な指針・

提言のアナライジングを経て、本稿では今般の英

語教育改革の肝要を「日本文化」「日本史」の多様

かつ固有なコンテクストを包含するファクターや

事物、概念等々の「トランスレーション・スキル」

の教育的育成という課題にフォーカスされるもの

であるとした。しかし、この教育的課題を高等教

育において、如何に構築出来るかという議論につ

いては、日本英語教育学会やその学会誌、高等教

育の現場、英語教授法に関する諸論考、あるいは

アメリカやイギリスの高等教育機関における

ESL 教育、その他従来の母語以外の第二言語とし

ての英語教育学・英語教授法においても、未だ本

格的な取り組みや有効な教授法の確立の試されて

いない、謂わば 21 世紀におけるフロンティア的

な問題系領域であると言える。 
特に、我が国に固有な日本文化や歴史を英語に

置き換える場合の日本文化の「固有性」「特異性」、

すなわち英語圏の国であるアメリカやイギリスの

文化史やその諸文物・諸概念等において、類似・

等値するもののない場合に、それらをアクチュア

ルなコミュニケーションの中で、如何にして彼ら

アメリカ人やイギリス人等英語文化圏のネイティ

ブに分りやすく理解しやすいように伝達し、実際

的かつ正確に「そのもの」を理解させるコミュニ

ケーション・スキルを身に付けさせるための「ト

ランスレーション・スキル」に関しての英語教育

法としては、ほとんど未開拓の分野であると言っ

ても過言ではない。 
そして、この分野領域に関しては、「はじめに」

で分析した文科省の「提言」において、いみじく

も言及されている通り「我が国の歴史・文化等の

教養」、それも深い「教養」が大前提となる。 
太田好信は『トランスポジションの思想』の中

で、次のように述べている。 
  

一つの具体例。私は大学院卒業後、アメリ

カのある大学で人類学の担当教官として採用

された。私の担当科目の一つは「人類学の歴

史と理論」であった。そのクラスでは学生に

は多少難解なテクストがあったようである。

すると学生たちは、私が担当科目の内容を熟

知していないため、不適切なテクストを選ん



― 204 ―

関西大学高等教育研究　第10号　2019年３月

だとして不満を訴えた。なぜ「日本語アクセ

ントのある英語」しか話せない日本人（＝イ

ンフォーマント）から、人類学の歴史と理論

という、いわば学問の中枢に相当する部分を

学ばなければならないのか、というわけであ

る。もちろん、この不満は、私が勝手にその

クラスの学生を代弁した結果ではなく、学期

の終了間際になり授業を楽しんでくれた数人

の学生から直接聞いた事実である。 
また「日本の社会と文化」というような科

目を教えるときも、（人類学者ではなく）イン

フォーマントとして日本のことを経験の一部

として知っているとみなされた。それが、相

撲や柔道であろうが、大政奉還についてであ

ろうが、川端康成についてであろうが。こち

らのクラスではまさにインフォーマントとし

ての権威がものをいうわけである。しかし、

その権威は日本全体を表象＝代弁できるイン

フォーマントという（ステレオタイプ化され

た）ポジションを受け入れて初めて獲得され

る。（太田 1998） 
   
上記引用部分は 2つのパラグラフからなり、そ

れぞれにベクトルの異なる経験的内容を述べてい

るが、相互に関連性を有している。 
まず第 1パラグラフにおいて興味深いのは、ア

メリカ人学生に対して日本人である太田氏が、「日

本語アクセントのある英語」のスピーカーである

ために「人類学の歴史と理論」という科目の内容

について理解していない、あるいは理解出来ない

と学生から認識されたことである。 
太田氏は高校時代からアメリカに移住している

が、アメリカ在住期間の長さから、英語のスピー

カーとしては相応に堪能であったとしても、アク

セントやプロナンシエーションがアメリカンネイ

ティブのそれとは異なっており、そうした発音上

の問題が「人類学」すなわちここでは「アメリカ

の」人類学であり、それは日本人の太田氏にとっ

て「異文化」でありアメリカンネイティブの学生

の観点からは、熟知出来ないと見なされている。 

要するに、アメリカンイングリッシュの発音上

の問題が「異文化理解」の深浅のレベルと結びつ

けられるのである。 
日本人は、2016 年における TOEFL のスピー

キングセクションのスコアが世界175カ国中175
位、すなわち英語のスピーキングにおいて世界最

下位である（一般社団法人CIEE国際教育交換協

議会 2016）2。  
これには複数の要因が考えられるが、太田氏は

高校から大学、大学院を経て大学教員となった経

歴から、学校における英語教育の問題は特に考え

られない。環境も長期にわたって英語環境に身を

置いている。 
そうであっても、所謂「ジャパニーズ・イング

リッシュ」と呼ばれるような発音スキルであるの

は、身体器官的構造、すなわち口腔や声帯や頭蓋

骨格、インナーマッスル等々の構造が日本人であ

り、日本語発声用の身体器官上構造のまま過ごし

たためであると考えられる。 
興味深いのは、そうした「日本語アクセントの

ある英語」のために、「異文化理解」としてのアメ

リカ人類学についての理解が困難であると、アメ

リカ人学生たちに見なされたような印象が有るこ

とである。 
英語の発音の矯正に関しては、1950 年代にアメ

リカのミシガン大学のフリーズのチームによって

開発され、その後1960年代～1970年代にかけて

リヴァース（Rivers 1968）やスティヴィック

（Stevick 1976）、1980年代にはケンブリッジ大

学のローリー（Rowley 1982）らによって改良が

加えられていったオーディオ・リンガル法がある。

そして、1980年代～1990 年代にかけては、ハー

バード大学のリチャーズ（Richards 1986）らによ

って開発されたGDメソッドなどがある。これら

は現在に至るまで改良が加えられつつ、語学教室

において用いられている英語教授法でも指導され

ているスピーキング・スキルのファクターである。

しかし、これらの教授法では、教室におけるプラ

クティスが多数の学生によって一斉に行われるこ

とが基本であり、プラクティスの頻度も少ないこ
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とから限界がある。  
これに対して、1955 年頃に旧ユーゴスラビア、

ザグレブ大学のペタル・グベリナを中心としたチ

ームによって開発が進められた VT 法（ヴェルボ

トナル法）は、言調聴覚論の原理を用いており（グ

ベリナ 1990）、現在のニューロサイエンスに近い

アプローチ法によって、口蓋や喉といった身体器

官における発声・発音の矯正を主眼として研究が

進められた英語教授法である点において、特に日

本人の発音矯正の観点から特筆すべき教授法であ

る。また、個別の身体的特徴への対応を重視する

点においても、日本語用の身体器官的特徴を生来

持っている日本人の発音矯正において、特に有効

な教授法であると言える。 
したがって現在、多数の英語教授法の開発・研

究が随時進展する中で、各英語教授法の特徴とス

トロングポイントを踏まえ、学習者に適用するこ

とが肝要であり、上記太田氏に見られた問題点を

解消していくことは可能となる。 
続く太田氏の述べる第2パラグラフにおいては、

文科省の今般英語教育改革「提言」の分析によっ

て求められた中心的課題である、「英語」によって

「日本固有の文化および歴史」を、トランスレー

ション・スキルを駆使して、アウトプット・情報

発信することの問題が、まさしく経験的に語られ

ている。ここでは、日本人として「英語」による

説明の求められる「日本固有の文化および歴史」

の範囲の広さと、その「教養」的側面における広

くかつ深い理解が必須課題となることがあからさ

まに述べられている。 
太田氏は、ここで、そうした日本人インフォー

マントとしての必須課題の困難さに直面し、自己

のポジショニングをどこに置くべきかという点を

述べるに留まっている。 
そこにおける課題解決の「留保性」は、すなわ

ち、日本文化・歴史の広くかつ深い理解と、その

「固有性」についての「トランスレーション・ス

キル」および「英語による表現方法」を如何にし

て獲得するかということの難しさの表明のように

も受け取れる。 

3．「トランスレーション・スキル」の育成という

課題におけるCCT/IT メソッドのポテンシャル 
現在、各種語学教室プラクティスで用いられて

いる英語教授法において、ダイレクトに上記の課

題を扱ったものは無い。しかし、CCT／ITという

メソッドでは、1960年以降に開発・発展してきた

「異文化トレーニング」に焦点化しているため、

上記課題解決へ向けてのステップとなるものと考

えられる（ジョンソン2000、他）。1976年におけ

るグッディクンストらによって開発された英語教

授法メソッドに依拠すれば（Gudykunst1976）、
「異文化コミュニケーション・ワークショップ」

と呼ばれる訓練を用い、文化背景の異なる、すな

わち異文化者によるグループ間においてロールプ

レイを行い、異文化間の相互理解を深め、「異文化

コミュニケーション」技能を修得していく過程に

おいて、自然に、あるいは段階的に、ロールプレ

イによる「異文化理解」を梃子として、「異文化間」

におけるコミュニケーション・スキルを生成させ

るものである。 
すなわち、このメソッドにおけるロールプレイ

やシミュレーション過程において、今般英語教育

改革の中核的肝要である「各異文化間」における、

それぞれの「固有性」の理解が深まり、さらには、

それら「各異文化間における固有性」の「トラン

スレーション・スキル」をグループワークの過程

の中で生成させることも可能になるものと考えら

れる。 
したがって今般英語教育改革における「日本固

有の文化」を「英語」によってトランスレートす

る「トランスレーション・スキル」の育成という

課題においては、従来の各種英語教授法における

ものの中では、CCT／ITメソッドの更なる研究と

開発が急がれるものと言える。 
 
4．CCT/IT メソッドにおける新たな異文化コミュ

ケーション理論の導入およびその問題点と改善

点 
異文化間のコミュニケーションは、重要である。 
我々は、今や、アフリカや東南アジアやインド
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やミクロネシアその他、かつて「サードワールド」

と呼ばれ、不当な扱いを受けて来た地域や国々の

人々が、想像を絶する努力による、偉大な経済成

長性によって、かつて「先進国」と呼ばれた国々

と肩を並べ、コミュケーションを行い、そうした

差別なき対等なコミュケーションによって、団結

と連帯をプロモートする段階になった。 
それらの国々においても、貧困や紛争や医療の

不足など、大きな問題を、未だ抱えている。こう

した問題の解決に向けてASEANなどの政府間協

議が存在するが、これは十分に機能しているとは

言えない。 
そこで、国境なき医師団や各種ボランティアチ

ームによるNGO 組織やユニセフによる活動があ

るが、深刻な人員不足によって、現時点でカヴァ

ー出来ている地域は、あまりにも寡少である。 
一方で、こうした地域や国家は、自助努力によ

って、我が国を遥かに超える英語コミュケーショ

ン能力を、英語の第二言語化などの先取的な政策

を通して、日本を除く世界各国の支援団体のサポ

ートを受けやすい受け皿を築きつつある。 
日本は異文化間コミュケーション能力において

も英語によるコミュニケーション・スキルにおい

ても、世界最低レベルの国である（一般社団法人

CIEE国際教育交換協議会2016）。 
英語教授法で、CCT/IT 法の有するポテンシャ

ルの高さ、特に異文化コミュケーション、「トラン

スレーション・スキル」におけるポテンシャルの

高さについて言及した。CCT/IT は、実際の高等

教育での教室運営およびマネジメント法において

は、多くの留学生と日本人が混在しつつ、同時進

行かつ協同作業的なグループワークを前提とする。 
こうした協同作業の中で、英語による異文化内

容の伝達が有効かつ正確なかたちで為される事を、

稿者は期待するものである。その際、問題となる

のは、日本人サイドにおける自国文化に対する理

解度の深浅もさることながら、異文化コミュケー

ションが、双方が完全に対等な立場および態度に

立っている事が最大の前提であり、他国の文化へ

の敬意と理解が、前もって十分に為されている必

要がある事は言うまでもない。 
レイシズムやエスノセントリズム、自国文化優

位主義、愛国主義などはもっての外である。 
中東やアフリカや東南アジア、太平洋海域諸国

などの歴史と伝統のある、多様な文化を尊敬し、

英語力においては、これらの国々が先達であるわ

けであるから、十分なリスペクトを持って、教示

を請いながら、ワーキンググループにおける日本

人学生は、彼らの文化や考え方から謙虚に学び（こ

の際、教員も例外ではない。教員もまた、平身低

頭して、彼らからの教示を受ける必要がある。特

に、東アジアや東南アジア諸国の留学生に対して

は、戦時中の日本人による殺戮行為などが、未だ、

彼らの日本に対する不信感を形成している現在に

おいて、まず教員自ら「謝罪」するべきであり、

その行為によって、彼らの信用を得る事が、教室

運営においては、非常に大事な要件となる。なぜ

なら、現在もアジア文化圏の若い世代においては、

この問題が議論されている。このような教室運営

上の不信感を信頼感に変える役割は、個々の教員

が担っており、スムーズな教室運営は、彼ら学生

と教員の信頼関係なしには成り立たないからであ

る）、そのような謙虚な異文化からの学びによって

のみ、初めて学生は、異文化と自国文化の共通性

ないし通用的な事物・概念の発見・認識に至る事

が出来る。そして、そのような認識された共通項

（相互の英語によるコミュケーションの中で、そ

の共通項、共通性は、既に英語化されている場合

の多い事が、想定される）を、そのトランスレー

ション表現の中で実際に使用する事で、異文化話

者も、自文化のアイテムや概念に依拠した英文で

ある事から、異文化のアイテムや概念でありなが

らも、異文化話者の表現しようとする事物や概念

を、その英語表現の中において、理解する事が容

易になるはずである。 
その際の問題点は、畢竟、異文化の中に通用物

や共通性を、いかに発見する事が出来るかという

点に尽きる。その問題は、話者が、いかに相手の

異文化および自国の文化を、広く深く理解してい

るか、という点に集約されるであろう。 
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そのことは、異文化理解のレベルと自国文化の

レベルの高さによるのである。 
如上の英語コミュケーションないし、その「ト

ランスレーション・スキル」において、従来、「異

文化理解」と「自国文化理解」が問題化される事

はほとんどなかった。しかし、こうした「異文化

理解」ないし「文化理解」にこそ、英語によるコ

ミュケーション・スキルおよび、我が国の文部科

学省が、新たな英語教育改革の柱としている、英

語による（述べたような）「トランスレーション・

スキル」の肝要なポイントが存するのである。 
要するに、日本文化をCCT/IT 法によって、等

価物あるいは類似性のない概念や事物を、異文化

コミュケーションを用いて正確に伝達する――そ

うした「トランスレーション・スキル」の獲得の

ためには、自国文化のみならず、対話相手の国の

カルチャーやヒストリーおよび、そのバックグラ

ウンドについて、学生および教員は十分に知悉す

る必要があり、相手文化の深い理解（第二次大戦

時における日本の残虐破壊行為を含む）によって、

はじめて、学生＝コミュニケーターは、「トランス

レーション・スキル」に必須な、英語表現上のト

ランスレーション等価物および共通項を熟知でき

るのである。そして、これによって、異文化コミ

ュケーションにおける正確な「コミュケーション・

スキル」を身につける事が出来るというわけであ

る。 
 

おわりに 
 上記英語教授法は、従来のCCT/IT 法を改善的

に超えるものであり、本稿において、初めてこれ

を提示した。 
すなわち、今般英語教授法において、重要であ

り、かつ喫緊の課題であるのは、如上のような、

CCT/IT 法に異文化コミュケーション理論におけ

る中心的課題および、そのグループワークにおけ

る日本人学生による異文化間「共通項」の探索と

その英語による「トランスレーション・スキル」

をコンバインさせた、新たな英語教授法の構築で

ある。 

そして、その課題の中心点は、あくまでも広く

かつ深い、世界レベルの文化学習の如何にかかっ

ている事は、記述した通りである。「日本文化論」

あるいは「異文化文化論」こそが、今般英語教育

改革における、学生の学習上での最重要事項なの

である。 
今般英語教育改革あるいは英語教授法の開発に

おいて、「文化学習」についはこれまで等閑視され

てきた。しかし、英語はコミュケーションツール

であり、その最重要な中身が、お互いの文化を理

解し合い、高等教育におけるグローバル人材の育

成というものが、多文化理解と多文化コミュケー

ション・スキルを持つ者の育成であると同義なの

だと理解されれば、本稿で述べてきた論述は、ま

さに、そのようなグローバル人材の育成における

最重要ポイントを指摘したものと理解されるであ

ろう。 
 

註 
1 既に文部科学省HP上でリリースされ、明確に

言及されているものは、「小・中・高等学校」にお

ける英語教育ということであり、「高等教育」に関

する英語教育を上記のガイドラインに沿って如何

に具体的に改革すべきであるか、という点につい

ては未だ明確化されていない。明確化されている

のは、2021年度以降における、大幅かつ大規模な

大学入試改革止まり、つまり高等教育の「入り口」

に関する改革指標までであり、その後の大学、大

学院における「高等教育」については未だ具体的

な言及が無い。もちろん、入り口としての大学入

試改革における4技能試験の導入という新ガイド

ラインだけでも大きな問題であり、従来のリーデ

ィング、ライティング、リスニングの 3技能に加

えてスピーキングテストのスコアが加味されるこ

とだけでも、その後の高等教育のあり方を左右す

るものであることは言うまでもない大改革である。

しかしながら、高大接続の強化が示されながらも、

大学入試後の高等教育における英語教育改革の具

体的な方針が国によって明示化・明文化されてい

ない現状においては、高等教育を主眼とした日本
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英語教育学会においても、小学校から高等学校ま

での英語教育改革の文科省の指針を参照しつつ、

各自各大学において独自に取り組まざるを得ない

という現状である。 
2 現在、一般社団法人 CIEE国際教育交換協議

会サイトでは、「スコアデータサマリー2017年度

版（Test and Score Data Summary for TOEFL 
iBTR Tests）」がリリースされている。 
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